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消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について

消防法施行令の一部を改正する政令（平成２５年政令第８８号。以下「改正令」とい

う。）、消防法施行規則の一部を改正する省令（平成２５年総務省令第２１号。以下「改

正規則」という。）、消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成２５年総務省令第２２

号。以下「ホース規格省令」という。）、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金

具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成２５年総務

省令第２３号。以下「結合金具規格省令」という。）、漏電火災警報器に係る技術上の規格

を定める省令（平成２５年総務省令第２４号。以下「漏電火災警報器規格省令」という。）、

住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令等の一部を改正す

る省令（平成２５年総務省令第２５号。以下「改正住宅用防災警報器等規格省令」とい

う。）、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令（平成２５年総務省令第２６号。

以下「エアゾール式簡易消火具規格省令」という。）、消防用ホースの技術上の規格を定める

省令等の施行に伴う消防法施行令第３０条第２項及び危険物の規制に関する政令第２２条第２

項の技術上の基準に関する特例を定める省令（平成２５年総務省令第２７号。以下「特例省令

」という。）、消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第３０

条第２項及び危険物の規制に関する政令第２２条第２項に規定する総務大臣が定める日を定め

る件（平成２５年総務省告示第１３３号。以下「特例告示」という。）、屋内消火栓設備の屋

内消火栓等の基準（平成２５年消防庁告示第２号。以下「屋内消火栓等基準告示」とい

う。）及びエアゾール式簡易消火具に関する件を廃止する件（平成２５年消防庁告示第３号。

以下「エアゾール式簡易消火具廃止告示」という。）が平成２５年３月２７日に公布されま

した。

今回の改正は、改正令等において、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の

品目の見直しを行うほか、屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しや防火対象物の用途区

分の見直しを行うとともに、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の品目の見

直しに伴い、各品目の技術上の規格を定める省令等を改正又は制定等するものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各



都道府県知事にあっては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようお願

いします。

記

第一 改正令に関する事項

１ 検定対象機械器具等の範囲の見直しについて

(1) 検定対象機械器具等のうち、「消防用ホース」、「結合金具」、「漏電火災警報

器」を削除（自主表示対象機械器具等に移行）し、新たに「住宅用防災警報器」を

追加したこと。（改正令による改正後の消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。

以下「令」という。）第３７条関係）

(2) 上記の改正にあわせて、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」とい

う。）第２１条の１１に基づいて総務大臣が行う型式試験又は個別検定（型式適合

検定）を行う場合の手数料について所要の改正を行ったこと。（令別表第３関係）

２ 自主表示対象機械器具等の範囲の見直しについて

自主表示対象機械器具等に、従来、検定対象機械器具等であった、「消防用ホース

」、「結合金具」、「漏電火災警報器」を追加し、新たに「エアゾール式簡易消火具

」を追加したこと。（令第４１条関係）

３ 屋内消火栓設備の技術上の基準の見直し

工場や倉庫等以外の防火対象物における新しい屋内消火栓設備の技術上の基準を以

下の基準等としたこと。（令第１１条関係）

(1) 防火対象物のどの場所からも水平距離が２５メートル以下

(2) ホースの長さについては、(1)の範囲内に有効に放水できる長さ

(3) ホースの構造については、一人で操作することができるものとして総務省令で定

める基準に適合するもの

(4) 水源について、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数に１．

６立方メートルを乗じて得た量以上の水量

(5) 放水圧力が０．１７メガパスカル以上で、放水量が８０リットル毎分以上

４ 防火対象物の用途区分の見直し

(1) 従来、令別表第１（６）項ハに規定されていた軽費老人ホーム等のうち、避難が

困難な要介護者を主として入居や宿泊をさせている施設について、令別表第１

（６）項ロに位置づけたこと。（令別表第１（６）項関係）

(2) 現行の令別表第１（６）項ロ又はハと類似した事業を行う施設のうち、以下のと

おり位置づけたこと。（令別表第１（６）項関係）

ア 特別養護老人ホーム等の施設に類するものとして総務省令で定めるものについ

て令別表第１（６）項ロとする。

イ 老人デイサービスセンター等の施設に類するものとして総務省令で定めるもの



について令別表第１（６）項ハとする。

第二 改正規則に関する事項

１ 防火対象物の用途の指定

令別表第１（６）項ロ又はハに該当する施設の詳細について規定したこと。（改正

規則による改正後の消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」とい

う。）第５条関係）

２ 屋内消火栓設備等に関する基準

第一３の改正において、屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しを行ったことに伴

い、１人で操作できる屋内消火栓設備の消防用ホースの基準について規定する等の所

要の規定の整備を行ったこと。（規則第１１条の２、第１２条、第１３条の６、第１

８条、第２２条及び第３１条関係）

３ 漏電火災警報器に関する基準

現在、２級の漏電火災警報器については存在しないことから、１級と２級の区分に

ついて見直しを行う等の漏電火災警報器の実態を踏まえた規定の整備を行ったこと。

（規則第２４条の３関係）

４ 無線通信補助設備に関する基準

消防救急無線のデジタル化に伴い、無線通信補助設備を使用することができる周波

数帯の見直しを行ったこと。（規則第３１条の２の２関係）

５ 検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等について

第一１及び２の改正において、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の

範囲の見直しを行ったことに伴い、検定対象機械器具等の型式試験の見本の数、検定

対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の表示について所要の規定の整備を行っ

たこと。（規則別表第２、別表第３及び別表第４関係）

第三 ホース規格省令に関する事項

本省令は新たに制定するものではあるが、消防用ホースの技術上の規格を定める省令

（昭和４３年自治省令第２７号）の規定を基本としたものであることから、当該省令に

新たに追加又は削除等を行う規定について、以下記載することとする。

１ 消防用麻ホースに関する規定の削除等

消防用麻ホースについて、関係規定（旧第３章）を削除することとしたこと。また、

「消防用ゴム引きホース」を一般的な名称である「平ホース」に改めたこと。（ホー

ス規格省令第２条関係）

２ 消防用ホースの構造

織り等のむらがない等の異常がないことを追加するほか、所要の規定の整備を行っ



たこと。（ホース規格省令第３条関係）

３ 表示

使用圧、設計破断圧等の表示を新たに追加するほか、所要の規定の整備を行ったこ

と。（ホース規格省令第５条関係）

４ 被覆及び塗装

平ホース、保形ホース及び大容量泡放水砲用ホースの被覆について、しわ等の不均

一な部分がないことを追加したこと。（ホース規格省令第９条、第２１条及び第３６

条関係）

５ 破断試験

設計破断圧を確認するための試験を追加したこと。（ホース規格省令第１３条、第

２５条及び第４３条関係）

第四 結合金具規格省令に関する事項

本省令は新たに制定するものではあるが、消防用ホースに使用する差込式の結合金具

の技術上の規格を定める省令（平成４年自治省令第２号）及び消防用ホース又は消防用

吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成４年自治省令第３

号）の規定を統合するものであることから、これらの省令に新たに追加又は削除等を行

う規定について、以下記載することとする。

１ 表示

使用圧を追加したこと。（結合金具規格省令第６条関係）

２ 耐圧試験

耐圧試験で加える圧力を使用圧の２倍に相当する内圧力としたこと。（結合金具規

格省令第１２条関係）

３ 負圧試験

新たに真空度を求める数式を設けたこと。（結合金具規格省令第１４条関係）

４ 大容量泡放水砲用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の表示等

大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみ

を装着する大容量泡放水砲用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具

にあっては、その旨が分かるよう表示をすることとしたこと。また、当該結合金具に

ついては、耐圧試験で加える圧力を使用圧の１．５倍に相当する内圧力としたこと。

（結合金具規格省令第２１条、第２２条、第２６条及び第２７条関係）

第五 漏電火災警報器規格省令に関する事項

本省令は新たに制定するものではあるが、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定め



る省令（昭和５１自治省令第１５号）の規定を基本としたものであることから、当該省

令に新たに追加又は削除等を行う規定について、以下記載することとする。

１ 遮断機構に関する規定の削除

遮断機構の定義及び関係規定を削除したこと。（漏電火災警報器規格省令第２条、

第５条、第９条、第２６条、第２７条、第３４条及び第３６条並びに旧第３０条関

係）

２ 変流器の種別の簡素化及び受信機の種別の廃止

非互換性型の変流器及び受信機並びに２級受信機を廃止し、関係規定を削除したこ

と。（漏電火災警報器規格省令第３条、第５条、第９条、第１１条、第２４条、第２

５条及び第２７条関係）

３ 一般構造

部品が定格の範囲内で使用されることを追加するほか、所要の規定の整備を行った

こと。（漏電火災警報器規格省令第４条関係）

４ 装置又は部品の構造及び機能

(1) 電磁継電器の接点の材質を列記したこと。（漏電火災警報器規格省令第５条第２

号ロ関係）

(2) 電源変圧器、指示電気計器及びヒューズについて、JIS規格のうち準用していた部

分を明記したこと。（漏電火災警報器規格省令第５条第３号イ、第５号及び第６号

関係）

(3) 「表示装置」を「表示灯」とし、その基準を規定する等所要の規定の整備を行っ

たこと。（漏電火災警報器規格省令第５条第４号関係）

(4) スイッチについて、腐食のおそれがない材質であること明確化したこと。（漏電

火災警報器規格省令第５条第５号関係）

５ 附属装置

有害な附属装置を設けてはいけないこととしたこと。（漏電火災警報器規格省令第

６条関係）

６ 表示

自主表示対象機械器具等への移行に伴う改正等の所要の規定の整備を行ったこと。

（漏電火災警報器規格省令第９条関係）

７ 変流器の機能

(1) 試験回路を図示したこと。（漏電火災警報器規格省令第１１条第１項関係）

(2) 公称作動電流を試験電流とすることで、試験の簡素化を図ったこと。（漏電火災

警報器規格省令第１１条第１項第２号関係）

(3) 非互換性型に必要な要件を互換性型においても必要な要件としたこと。（漏電火



災警報器規格省令第１１条第１項第３号関係）

第六 改正住宅用防災警報器等規格省令に関する事項

１ 定温式住宅用防災警報器

周囲の温度により火災を感知する定温式住宅用防災警報器を住宅用防災警報器に追

加し、定温式住宅用防災警報器の定義、機能等の規定の整備を行ったこと。（改正住

宅用防災警報器等規格省令による改正後の住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備

に係る技術上の規格を定める省令（平成１７年総務省令第１１号。以下「住宅用防災

警報器等規格省令」という。）第２条及び第７条の２関係）

２ 連動型住宅用防災警報器

他の住宅用防災警報器と連動して火災を報知する連動型住宅用防災警報器について、

その定義、機能等を明確化したこと。（住宅用防災警報器等規格省令第２条及び第３

条関係）

３ 電源電圧変動試験

住宅用防災警報器の性能を確認するため、一定の範囲内の電圧で使用した場合に、

機能に異常を生じないことを確認する電源電圧変動試験を追加したこと。（住宅用防

災警報器等規格省令第５条第１号関係）

４ 消費電流測定試験

電源に電池を用いる住宅用防災警報器について、住宅用防災警報器の消費電流が設

計値以下であることを確認する消費電流測定試験を追加したこと。（住宅用防災警報

器等規格省令第５条第１号の２関係）

５ 滴下試験

配線を通じて水分が機器本体に侵入した場合でも正常に機能することを確認するた

め、滴下試験を追加したこと。（住宅用防災警報器等規格省令第５条第３号の２関

係）

６ 粉塵試験

ほこり等による非火災報が発生することを防ぐため、粉塵試験を追加したこと。

（住宅用防災警報器等規格省令第５条第６号の２関係）

７ 表示

表示について所要の規定の整備を行ったこと。（住宅用防災警報器等規格省令第８

条関係）

８ その他

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年自



治省令第１７号。以下「感知器規格省令」という。）及び中継器に係る技術上の規格

を定める省令（昭和５６年自治省令第１８号。以下「中継器規格省令」という。）に

ついても、所要の規定の整備を行ったこと。（感知器規格省令第８条及び中継器規格

省令第３条関係）

第七 エアゾール式簡易消火具規格省令に関する事項

１ 趣旨・定義

この省令の趣旨、用語の定義を行ったこと。（エアゾール式簡易消火具規格省令第１

条及び第２条関係）

２ 構造

エアゾール式簡易消火具の容積、容器の材質などの構造について定めたこと。（エア

ゾール式簡易消火具規格省令第３条関係）

３ 消火性能等

(1) エアゾール式簡易消火具は、室内のくずかごや吸いがらなどの小規模の火災、天

ぷら油の火災、ストーブの灯油の火災、自動車内に用いられるクッションの火災の

うちいずれか一以上の消火が行えることが必要であることから、それぞれの火災に

対する消火試験方法及び試験適合条件について定めたこと。（エアゾール式簡易消火

具規格省令第４条関係）

(2) 自動車に設置するための要件として、耐振動性と耐高温性が必要であることから、

その試験方法及び試験適合条件について定めたこと。（エアゾール式簡易消火具規格

省令第２０条関係）

(3) 通電した電気機具の火災に用いるエアゾール式簡易消火具として、放射したとき

に操作者が感電しないための条件を定めたこと。（エアゾール式簡易消火具規格省令

第２１条関係）

４ 操作機構

エアゾール式簡易消火具の操作方法及びその操作条件について定めたこと。（エアゾ

ール式簡易消火具規格省令第５条関係）

５ 各種試験の要件

エアゾール式簡易消火具に必要な耐食性、放射性能、耐圧性、気密性及び耐衝撃性

について、それぞれの試験方法及び試験適合条件を定めたこと。（エアゾール式簡易消

火具規格省令第６条及び第８条から第11条まで関係）

６ 充てんガス及び消火剤の要件

エアゾール式簡易消火具に充てんするガス及び消火剤の要件について定めたこと。

（エアゾール式簡易消火具規格省令第７条関係）



７ 各部品の構造及び機能

エアゾール式簡易消火具に設ける部品等の構造及び機能について定めたこと。（エア

ゾール式簡易消火具規格省令第１２条から第１６条まで関係）

８ 液化二酸化炭素用容器等の構造及び機能

液化二酸化炭素を充塡した容器等の構造及び機能について定めたこと。（エアゾール

式簡易消火具規格省令第１７条から第１９条まで関係）

９ 表示

名称、使用方法、使用温度範囲、放射時間等の必要な表示について定めたこと。

（エアゾール式簡易消火具規格省令第２２条関係）

１０ 基準の特例

新たな技術開発に係るエアゾール式簡易消火具について、総務大臣が認めた場合に

は、総務大臣が定める技術上の規格によることができることを定めたこと。（エアゾー

ル式簡易消火具規格省令第２３条関係）

第八 特例省令に関する事項

令第３０条第２項及び危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号。以下

「危険物政令」という。）第２２条第２項の規定に基づき、次に掲げる消防用ホース、

結合金具又は漏電火災警報器（以下「消防用ホース等」という。）のうち、ホース規格

省令、結合金具規格省令及び漏電火災警報器規格省令（以下「ホース規格省令等」とい

う。）の規定による技術上の規格に適合しないもので平成２６年４月１日前のそれぞれ

の技術上の規格に係る型式承認を受けているものについて、平成２６年４月１日から起

算して１３年間は消防用設備等の基準に適合しているものとしたこと。

(1) ホース規格省令等の施行の際、現に存する防火対象物における消防用ホース等又は

現に新築等の工事中の防火対象物に係る消防用ホース等

(2) ホース規格省令等に適合する消防用ホース等を供用できる日として総務大臣が定め

る日（平成２９年４月１日）の前日（平成２９年３月３１日）までに新築等の工事を

開始した防火対象物に係る消防用ホース等

(3) ホース規格省令等の施行の際、現に存する製造所等における消防用ホース等又は法

第１１条第１項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る

消防用ホース等

(4) ホース規格省令等に適合する消防用ホース等を供用できる日として総務大臣が定め

る日（平成２９年４月１日）の前日（平成２９年３月３１日）までに法第１１条第１

項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事を開始した製造所等に係る消防用

ホース等

第九 特例告示に関する事項

令第３０条第２項及び危険物政令第２２条第２項の規定に基づき、ホース規格省令等



に適合する消防用ホース等を供用できる日として総務大臣が定める日を平成２９年４月

１日としたこと。

第十 屋内消火栓等基準告示に関する事項

本省令は新たに制定するものではあるが、屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準（平

成１３年消防庁告示第３６号）の規定を基本としたものであることから、当該告示に新

たに追加又は削除等を行う規定について、以下記載することとする。

１ 趣旨・用語の意義

屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しを行ったことに伴い、１人で操作できる屋

内消火栓設備の消防用ホースの基準等について規定したことから、趣旨及び用語の意

義についても必要な事項を規定したこと。（屋内消火栓等基準告示第１及び第２関

係）

２ 放水用設備の構造及び機能

簡易操作型放水用設備の操作性など放水用設備の構造及び機能については、これま

で運用の中で確認を行っていたが、その基準について明確化を図ったこと。（屋内消

火栓等基準告示第３関係）

３ 消火栓弁の構造及び機能

消火栓弁の使用時に、減圧装置が腐食しその機能を損なわないような材料とすると

ともに、流水により変形・破損等が生じない構造とすることを規定し、自動式開閉弁

の構造及び機能についても明確化を図ったこと。（屋内消火栓等基準告示第４関係）

４ 消防用ホース及び消防用ホース用結合金具の構造及び機能

消防用ホースと結合金具が、強度不足により抜け落ちた事例等を踏まえ、消防用ホ

ースと消防用ホース用結合金具の装着部の強度や耐圧性能等について規定したこと。

（屋内消火栓等基準告示第１１関係）

５ ノズルの構造及び機能

ノズルの構造及び機能については、これまで運用の中で確認を行っていたが、その

基準について明確化を図ったこと。（屋内消火栓等基準告示第１２関係）

６ 表示

表示について所要の規定の整備を行ったこと。（屋内消火栓等基準告示第１３関係

関係）

第十一 エアゾール式簡易消火具廃止告示に関する事項

エアゾール式簡易消火具規格省令の制定に伴い、エアゾール式簡易消火具に関する件

（昭和５７年消防庁告示第６号）を廃止したこと。



第十二 施行期日等に関する事項

１ 施行期日

(1) 改正令の施行期日

改正令は、平成２６年４月１日から施行することとしたこと。ただし、次に掲げ

る事項は、次に定める日から施行することとしたこと。（改正令附則第１条関係）

ア ４の一部 公布の日

イ 第一３ 平成２５年１０月１日

ウ 第一４ 平成２７年４月１日

(2) 改正規則の施行期日

改正規則は、平成２６年４月１日から施行することとしたこと。ただし、次に掲

げる事項は、次に定める日から施行することとしたこと。（改正規則附則第１条関

係）

ア 第二２ 平成２５年１０月１日

イ 第二１ 平成２７年４月１日

(3) ホース規格省令、結合金具規格省令、漏電火災警報器規格省令、改正住宅用防災

警報器規格省令、エアゾール式簡易消火具規格省令、特例省令、特例告示及びエアゾ

ール式簡易消火具廃止告示は、平成２６年４月１日から施行することとしたこと。

（ホース規格省令、結合金具規格省令、漏電火災警報器規格省令、改正住宅用防災

警報器規格省令、エアゾール式簡易消火具規格省令、特例省令、特例告示及びエアゾ

ール式簡易消火具廃止告示附則関係）

(4) 屋内消火栓等基準告示は、平成２５年１０月１日から施行することとしたこと。

（屋内消火栓等基準告示附則第１項関係）

２ 経過措置

(1) 改正令の施行前に検定合格の表示が付され、又は法第２１条の２第４項（検定対

象機械器具等の販売等の制限）の規定に違反して販売され、販売の目的で陳列され、

若しくはその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用された消防用ホース、

結合金具又は漏電火災警報器については、検定対象機械器具等とみなして、法第４

章の２第１節の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用することとしたこ

と。（改正令附則第２条第１項関係）

(2) 改正令の施行の際現に総務大臣が行う型式承認に係る試験を申請し、かつ、その

試験結果が通知されていない消防用ホース、結合金具又は漏電火災警報器の当該試

験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとしたこと。（改正令附則

第２条第２項関係）

(3) 住宅用防災警報器については、平成３１年３月３１日までの間は、検定を受ける

ことを要しないものとし、法第２１条の２第４項（検定対象機械器具等の販売等の

制限）の規定は、適用しないこととしたこと。（改正令附則第３条関係）

(4) エアゾール式簡易消火具については、平成２９年３月３１日までの間は、法第２

１条の１６の２の規定（自主表示対象機械器具等の販売等の制限）は、適用しない

こととしたこと。（改正令附則第４条関係）



(5) 第一４の施行の際、現に存する令別表第１（６）項ロ及びハ並びに（１６）項イ

に掲げる防火対象物（同表（１６）項イに掲げる防火対象物にあっては、同表

（６）項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。

以下同じ。）並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同

表（６）項ロ及びハ並びに（１６）項イに掲げる防火対象物における消火器、簡易

消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、平成２８年

３月３１日までの間は、なお従前の例によることとしたこと。（改正令附則第５条

第１項関係）

(6) 第一４の施行の際、現に存する令別表第１（６）項ロ及びハ並びに（１６）項イ

に掲げる防火対象物並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事

中の同表（６）項ロ及びハ並びに（１６）項イに掲げる防火対象物における屋内消

火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防

機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準につ

いては、平成３０年３月３１日までの間は、なお従前の例によることとしたこと。

（改正令附則第５条第２項関係）

(7) 第一１、２及び３の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例によることとしたこと。（改正令附則第６条関係）

(8) 第二２の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分若しくは現に新築、

増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分

又は平成２６年３月３１日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え

の工事を開始する防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリン

クラー設備、泡消火設備、屋外消火栓設備及び連結送水管に係る技術上の基準の細

目については、なお従前の例によることとしたこと。（改正規則附則第２条第１項

関係）

(9) 第二３の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、

改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけ

る漏電火災警報器に係る技術上の基準の細目については、なお従前の例によること

としたこと。（改正規則附則第２条第２項関係）

(10)第二４の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、

改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけ

る無線通信補助設備に係る技術上の基準の細目については、平成２８年５月３１日

又は施行の日から起算して２年２月を超えない範囲内において消防長若しくは消防

署長が定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることとしたこと。

（改正規則附則第２条第３項関係）

(11)改正住宅用防災警報器規格省令の施行の際、現に存する住宅若しくは現に新築、

増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅又は平成３１年３月３１

日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する住宅に

おける住宅用防災警報器に係る技術上の規格については、なお従前の例によること

としたこと。（改正住宅用防災警報器規格省令附則第２条関係）

(12)屋内消火栓等基準告示の際、現に存する防火対象物若しくはその部分若しくは現



に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくは

その部分又は平成２６年３月３１日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは

模様替えの工事を開始する防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備の

屋内消火栓及び放水に必要な器具、スプリンクラー設備の補助散水栓及び放水に必

要な器具、泡消火設備の消防用ホース、屋外消火栓設備の放水用器具並びに連結送

水管の放水口及び放水用器具に係る技術上の基準については、なお従前の例による

こととしたこと。（屋内消火栓等基準告示附則第３項関係）

３ 危険物政令の一部改正

令第３７条及び４１条の改正に伴い、危険物政令の規定の整理を行ったこと。（改

正令附則第７条関係）

４ その他

令等について所要の規定の整備を行ったこと。

第十三 その他

今回の改正令等の運用については、別途通知する予定であること。
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ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が

十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該
階
の
各
部
分
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

⑶

屋
内
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
構
造
は
、
一
人
で
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑷

水
源
は
、
そ
の
水
量
が
屋
内
消
火
栓
の
設
置
個
数
が
最
も
多
い
階
に
お
け
る
当
該
設
置
個
数
（
当
該
設
置
個
数
が

二
を
超
え
る
と
き
は
、
二
と
す
る
。
）
に
一
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
量
以
上
の
量
と
な
る
よ
う
に
設
け

る
こ
と
。

⑸

屋
内
消
火
栓
設
備
は
、
い
ず
れ
の
階
に
お
い
て
も
、
当
該
階
の
全
て
の
屋
内
消
火
栓
（
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る

と
き
は
、
二
個
の
屋
内
消
火
栓
と
す
る
。
）
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ノ
ズ
ル
の
先
端
に
お
い
て
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、
放
水
圧
力
が
〇
・
二
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
、
か
つ
、
放
水
量
が
六
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
の
性
能
の
も
の
と

す
る
こ
と
。

⑹

水
源
に
連
結
す
る
加
圧
送
水
装
置
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、
火
災
等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ

が
少
な
い
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

⑺

屋
内
消
火
栓
設
備
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
す
る
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
基
準

⑴

屋
内
消
火
栓
は
、
防
火
対
象
物
の
階
ご
と
に
、
そ
の
階
の
各
部
分
か
ら
一
の
ホ
ー
ス
接
続
口
ま
で
の
水
平
距
離
が

二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

⑵

屋
内
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
屋
内
消
火
栓
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が

二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該
階
の
各
部
分
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

⑶

屋
内
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
構
造
は
、
一
人
で
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑷

水
源
は
、
そ
の
水
量
が
屋
内
消
火
栓
の
設
置
個
数
が
最
も
多
い
階
に
お
け
る
当
該
設
置
個
数
（
当
該
設
置
個
数
が
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二
を
超
え
る
と
き
は
、
二
と
す
る
。
）
に
一
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
量
以
上
の
量
と
な
る
よ
う
に
設
け

る
こ
と
。

⑸

屋
内
消
火
栓
設
備
は
、
い
ず
れ
の
階
に
お
い
て
も
、
当
該
階
の
全
て
の
屋
内
消
火
栓
（
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る

と
き
は
、
二
個
の
屋
内
消
火
栓
と
す
る
。
）
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ノ
ズ
ル
の
先
端
に
お
い
て

、
放
水
圧
力
が
〇
・
一
七
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
、
か
つ
、
放
水
量
が
八
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
の
性
能
の
も
の
と

す
る
こ
と
。

⑹

水
源
に
連
結
す
る
加
圧
送
水
装
置
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、
火
災
等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ

が
少
な
い
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

⑺

屋
内
消
火
栓
設
備
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
削
る
。

第
十
二
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
泡
消
火
設
備
」
を
「
泡
消
火
設
備
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
泡
消
火
設
備
」
を
「
、
泡
消
火
設
備

あ

わ

あ

わ

」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
泡
消
火
設
備
の
泡
放
出
口
」
を
「
泡
消
火
設
備
の
泡
放
出
口
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
泡

あ

わ

あ

わ

あ

わ
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消
火
設
備
」
を
「
泡
消
火
設
備
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
泡
消
火
設
備
」
を
「
泡
消
火
設
備
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

あ

わ

七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
泡
消
火
薬
剤
」
を
「
泡
消
火
薬
剤
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「

あ

わ

泡
消
火
薬
剤
」
を
「
泡
消
火
薬
剤
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
泡
消
火
設
備
の
泡
放
射
用
器
具

あ

わ

あ

わ

あ

わ

」
を
「
泡
消
火
設
備
の
泡
放
射
用
器
具
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
泡
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
十
五

メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該
防
護
対
象
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

四

移
動
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平

距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該
防
護
対
象
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

三

移
動
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
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水
平
距
離
が
二
十
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該
防
護
対
象
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る

こ
と
。

第
十
八
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

三

移
動
式
の
粉
末
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
粉
末
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
十
五
メ

ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該
防
護
対
象
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

第
十
九
条
第
三
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二

屋
外
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
屋
外
消
火
栓
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
四
十

メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該
建
築
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

第
十
九
条
第
四
項
中
「
泡
消
火
設
備
」
を
「
泡
消
火
設
備
」
に
、
「
屋
外
消
火
栓
設
備
」
を
「
屋
外
消
火
栓
設
備
」
に
改
め

あ

わ

せ

ん

る
。第

二
十
条
第
四
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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二

動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
の
水
源
か
ら
の
水
平
距
離
が
当
該

動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
規
格
放
水
量
が
〇
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
百
メ
ー
ト
ル
、
〇
・
四
立
方

メ
ー
ト
ル
毎
分
以
上
〇
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
四
十
メ
ー
ト
ル
、
〇
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル
毎

分
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該
防
火
対
象
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で

き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
条
第
五
項
第
一
号
中
「
屋
外
消
火
栓
設
備
」
を
「
屋
外
消
火
栓
設
備
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
屋
内
消
火
栓
設

せ

ん

せ

ん

備
」
を
「
屋
内
消
火
栓
設
備
」
に
、
「
泡
消
火
設
備
」
を
「
泡
消
火
設
備
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
泡
消
火
設
備
」
を
「

あ

わ

あ

わ

泡
消
火
設
備
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
第
七
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
の
二
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
の
三

を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

住
宅
用
防
災
警
報
器

第
三
十
七
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
十
一
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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二

消
防
用
ホ
ー
ス

第
四
十
一
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四

消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具

五

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具

六

漏
電
火
災
警
報
器

別
表
第
一
㈥
項
ロ
及
び
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

⑴

老
人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
介
護
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
区
分
が
避
難
が
困
難
な
状
態
を
示
す
も
の
と

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
を
主
と
し
て
入

居
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
を
主
と
し
て
入
居
さ
せ
る
も
の
に
限

る
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
四
項
に
規

定
す
る
老
人
短
期
入
所
事
業
を
行
う
施
設
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
施
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設
（
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
を
主
と
し
て
宿
泊
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対

応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑵

救
護
施
設

⑶

乳
児
院

⑷

障
害
児
入
所
施
設

⑸

障
害
者
支
援
施
設
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
で
あ
つ
て
、
同
条

第
四
項
に
規
定
す
る
障
害
支
援
区
分
が
避
難
が
困
難
な
状
態
を
示
す
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
に
該
当

す
る
者
（
以
下
「
避
難
が
困
難
な
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
を
主
と
し
て
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法

第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
若
し
く
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
施
設
（
避
難

が
困
難
な
障
害
者
等
を
主
と
し
て
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
ハ
⑸
に
お
い
て
「
短
期
入
所
等
施
設
」
と
い
う
。
）

ハ

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

⑴

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
ロ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
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、
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
ロ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二

第
三
項
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
施
設
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
を
行
う
施
設
（
ロ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の

⑵

更
生
施
設

⑶

助
産
施
設
、
保
育
所
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定

す
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑷

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児

童
発
達
支
援
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
施
設
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

ー
を
除
く
。
）

⑸

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
支
援
施
設
（
ロ
⑸
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
七
項
に
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規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十

三
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
若
し
く
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定

す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
施
設
（
短
期
入
所
等
施
設
を
除
く
。
）

別
表
第
三
中
消
防
用
ホ
ー
ス
の
項
及
び
結
合
金
具
の
項
を
削
り
、
漏
電
火
災
警
報
器
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

住
宅
用
防
災
警
報
器

一
件
に
つ
き

十
六
万
六
千
三
百
円

一
個
に
つ
き

五
十
円

別
表
第
三
備
考
中
「
、
消
防
用
ホ
ー
ス
、
結
合
金
具
」
及
び
「
、
漏
電
火
災
警
報
器
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
二
条
第
四
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
六
条
の
規
定

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
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三

別
表
第
一
㈥
項
ロ
及
び
ハ
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

（
消
防
用
ホ
ー
ス
、
結
合
金
具
及
び
漏
電
火
災
警
報
器
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
消
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
付
さ

れ
、
又
は
法
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
販
売
さ
れ
、
販
売
の
目
的
で
陳
列
さ
れ
、
若
し
く
は
そ
の
設
置

、
変
更
若
し
く
は
修
理
の
請
負
に
係
る
工
事
に
使
用
さ
れ
た
消
防
用
ホ
ー
ス
、
結
合
金
具
（
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差

込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
漏
電
火
災
警
報
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
消
防
法
施
行
令
（
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い

う
。
）
第
三
十
七
条
及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
検
定
対
象
機
械
器
具
等
と

み
な
し
て
、
法
第
四
章
の
二
第
一
節
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
を
申
請
し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
試
験
結
果
が
通
知
さ
れ
て
い
な
い
消
防
用
ホ
ー
ス
、
結
合

金
具
又
は
漏
電
火
災
警
報
器
の
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
で
既
に
納
付
さ
れ
た
も
の
は
、
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

（
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
三
条

住
宅
用
防
災
警
報
器
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
章
の
二
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
検
定
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
し
、
同
条
第
四
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
二
十
一
条
の
十
六

の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
防
火
対
象
物
の
用
途
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
新
令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
及
び
ハ
並
び
に

項
イ
に



掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
っ
て
は
、
同
表
㈥
項
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の



用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
又
は
模

様
替
え
の
工
事
中
の
同
表
㈥
項
ロ
及
び
ハ
並
び
に

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
お
け
る
消
火
器
、
簡
易
消
火
用
具
、
漏

電
火
災
警
報
器
及
び
誘
導
灯
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
十
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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２

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
新
令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
及
び
ハ
並
び
に

項
イ
に
掲
げ



る
防
火
対
象
物
並
び
に
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
又
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
同
表
㈥
項
ロ
及
び
ハ
並
び
に

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
お
け
る
屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
自
動
火
災
報
知
設
備
、
ガ
ス
漏
れ

火
災
警
報
設
備
、
消
防
機
関
へ
通
報
す
る
火
災
報
知
設
備
、
非
常
警
報
設
備
及
び
避
難
器
具
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
新
令
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
一
条
の
二
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
政
令
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
若
し
く
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
又
は
同
令
第
四

十
一
条
各
号
」
を
「
第
六
号
ま
で
若
し
く
は
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
又
は
同
令
第
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」



- 15 -

に
改
め
る
。
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理

由

消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
等
の
使
用
及
び
防
火
対
象
物
に
お
け
る
火
災
予
防
の
実
態
に
鑑
み
、
検
定
対
象
機
械
器
具
等

及
び
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
範
囲
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
屋
内
消
火
栓
設
備
の
技
術
上
の
基
準
の
緩
和
及
び
防
火
対

象
物
の
用
途
区
分
の
変
更
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
表

目

次

１

○

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

○

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

18
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○

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
住
宅
用
防
災
機
器
）

（
住
宅
用
防
災
機
器
）

第
五
条
の
六

（
略
）

第
五
条
の
六

（
略
）

一

住
宅
用
防
災
警
報
器
（
住
宅
（
法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住

一

住
宅
用
防
災
警
報
器
（
住
宅
（
法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住

宅
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
火
災
の
発
生
を

宅
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
火
災
の
発
生
を

未
然
に
又
は
早
期
に
感
知
し
、
及
び
報
知
す
る
警
報
器
を
い
う
。
次
条
及

未
然
に
又
は
早
期
に
感
知
し
、
及
び
報
知
す
る
警
報
器
を
い
う
。
次
条

び
第
三
十
七
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
い
て
同
じ
。
）

二

住
宅
用
防
災
報
知
設
備
（
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
発
生
を
未
然
に
又
は

二

住
宅
用
防
災
報
知
設
備
（
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
発
生
を
未
然
に
又
は

早
期
に
感
知
し
、
及
び
報
知
す
る
火
災
報
知
設
備
（
そ
の
部
分
で
あ
つ
て

早
期
に
感
知
し
、
及
び
報
知
す
る
火
災
報
知
設
備
（
そ
の
部
分
で
あ
つ
て

、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
検
定
対
象
機
械
器
具
等
で
第
三
十
七
条

、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
検
定
対
象
機
械
器
具
等
で
第
三
十
七
条

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い

第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
法
第
二

て
は
、
こ
れ
ら
の
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
法
第
二

十
一
条
の
二
第
二
項
の
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

十
一
条
の
二
第
二
項
の
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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一

（
略
）

一

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

屋
内
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
屋
内
消
火
栓

設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲

内
の
当
該
階
の
各
部
分
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す

る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

ホ

（
略
）

ニ

（
略
）

ヘ

（
略
）

ホ

（
略
）

二

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
、
前
号
に
掲
げ

二

第
一
項

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
、
前
号
に
掲
げ

る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
以
外
の
も
の

同
号
又
は
次
の
イ
若
し
く

る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
以
外
の
も
の

同
号
又
は
次
に

は
ロ
に
掲
げ
る
基
準

掲
げ
る
基
準

イ

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

屋
内
消
火
栓
は
、
防
火
対
象
物
の
階
ご
と
に
、
そ
の
階
の
各
部
分
か

ら
一
の
ホ
ー
ス
接
続
口
ま
で
の
水
平
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な

る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

⑴

屋
内
消
火
栓
は
、
防
火
対
象
物
の
階
ご
と
に
、
そ
の
階
の
各
部
分

か
ら
一
の
ホ
ー
ス
接
続
口
ま
で
の
水
平
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下

と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

⑵

屋
内
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
屋
内
消
火

栓
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範

囲
内
の
当
該
階
の
各
部
分
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
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と
す
る
こ
と
。

⑶

屋
内
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
構
造
は
、
一
人
で
操
作
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑷

水
源
は
、
そ
の
水
量
が
屋
内
消
火
栓
の
設
置
個
数
が
最
も
多
い
階

に
お
け
る
当
該
設
置
個
数
（
当
該
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る
と
き
は

、
二
と
す
る
。
）
に
一
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
量
以
上

の
量
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

⑸

屋
内
消
火
栓
設
備
は
、
い
ず
れ
の
階
に
お
い
て
も
、
当
該
階
の
全

て
の
屋
内
消
火
栓
（
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る
と
き
は
、
二
個
の
屋

内
消
火
栓
と
す
る
。
）
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ノ
ズ
ル
の
先
端
に
お
い
て
、
放
水
圧
力
が
〇
・
二
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

以
上
で
、
か
つ
、
放
水
量
が
六
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
の
性
能
の
も

の
と
す
る
こ
と
。

⑹

水
源
に
連
結
す
る
加
圧
送
水
装
置
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、

火
災
等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇
所
に
設

け
る
こ
と
。

⑺

屋
内
消
火
栓
設
備
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
す
る
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
基
準

ロ

水
源
は
、
そ
の
水
量
が
屋
内
消
火
栓
の
設
備
個
数
が
最
も
多
い
階
に

お
け
る
当
該
設
置
個
数
（
当
該
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る
と
き
は
、
二

と
す
る
。
）
に
一
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
量
以
上
の
量
と

な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。
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⑴

屋
内
消
火
栓
は
、
防
火
対
象
物
の
階
ご
と
に
、
そ
の
階
の
各
部
分

か
ら
一
の
ホ
ー
ス
接
続
口
ま
で
の
水
平
距
離
が
二
十
五
メ
ー
ト
ル
以

下
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

⑵

屋
内
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
屋
内
消
火

栓
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の

範
囲
内
の
当
該
階
の
各
部
分
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
長

さ
と
す
る
こ
と
。

⑶

屋
内
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
構
造
は
、
一
人
で
操
作
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑷

水
源
は
、
そ
の
水
量
が
屋
内
消
火
栓
の
設
置
個
数
が
最
も
多
い
階

に
お
け
る
当
該
設
置
個
数
（
当
該
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る
と
き
は

、
二
と
す
る
。
）
に
一
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
量
以
上

の
量
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

⑸

屋
内
消
火
栓
設
備
は
、
い
ず
れ
の
階
に
お
い
て
も
、
当
該
階
の
全

て
の
屋
内
消
火
栓
（
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る
と
き
は
、
二
個
の
屋

内
消
火
栓
と
す
る
。
）
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ノ
ズ
ル
の
先
端
に
お
い
て
、
放
水
圧
力
が
〇
・
一
七
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

以
上
で
、
か
つ
、
放
水
量
が
八
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
の
性
能
の
も

の
と
す
る
こ
と
。

⑹

水
源
に
連
結
す
る
加
圧
送
水
装
置
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、

火
災
等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇
所
に
設
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け
る
こ
と
。

⑺

屋
内
消
火
栓
設
備
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
す
る
こ
と
。

ハ

屋
内
消
火
栓
設
備
は
、
い
ず
れ
の
階
に
お
い
て
も
、
当
該
階
の
す
べ

て
の
屋
内
消
火
栓
（
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る
と
き
は
、
二
個
の
屋
内

消
火
栓
と
す
る
。
）
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ノ
ズ

ル
の
先
端
に
お
い
て
、
放
水
圧
力
が
〇
・
二
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で

、
か
つ
、
放
水
量
が
六
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
の
性
能
の
も
の
と
す
る

こ
と
。

ニ

水
源
に
連
結
す
る
加
圧
送
水
装
置
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、
火

災
等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇
所
に
設
け
る

こ
と
。

ホ

屋
内
消
火
栓
設
備
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
す
る
こ
と
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
つ
い

４

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

（
泡
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
泡
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

あ
わ

第
十
五
条

第
十
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
泡
消
火
設
備
の
設
置
及
び

第
十
五
条

第
十
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
泡
消
火
設
備
の
設
置
及
び

あ
わ
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維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

固
定
式
の
泡
消
火
設
備
の
泡
放
出
口
は
、
防
護
対
象
物
の
形
状
、
構
造

一

固
定
式
の
泡
消
火
設
備
の
泡
放
出
口
は
、
防
護
対
象
物
の
形
状
、
構
造

あ
わ

あ
わ

、
性
質
、
数
量
又
は
取
扱
い
の
方
法
に
応
じ
、
標
準
放
射
量
で
当
該
防
護

、
性
質
、
数
量
又
は
取
扱
い
の
方
法
に
応
じ
、
標
準
放
射
量
で
当
該
防
護

対
象
物
の
火
災
を
有
効
に
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
総
務
省
令

対
象
物
の
火
災
を
有
効
に
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
総
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
個
数
を
適
当
な
位
置
に
設
け
る
こ
と

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
個
数
を
適
当
な
位
置
に
設
け
る
こ
と

。

。

二

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
は
、
す
べ
て
の
防
護
対
象
物

二

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
は
、
す
べ
て
の
防
護
対
象
物

あ
わ

に
つ
い
て
、
当
該
防
護
対
象
物
の
各
部
分
か
ら
一
の
ホ
ー
ス
接
続
口
ま
で

に
つ
い
て
、
当
該
防
護
対
象
物
の
各
部
分
か
ら
一
の
ホ
ー
ス
接
続
口
ま
で

の
水
平
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

の
水
平
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

三

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
泡
消
火
設

備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当

該
防
護
対
象
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す

る
こ
と
。

四

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
泡
放
射
用
器
具
を
格
納
す
る
箱
は
、
ホ
ー
ス

三

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
泡
放
射
用
器
具
を
格
納
す
る
箱
は
、
ホ
ー
ス

あ
わ

あ
わ

接
続
口
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
距
離
に
設
け
る
こ
と
。

接
続
口
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
距
離
に
設
け
る
こ
と
。

五

水
源
の
水
量
又
は
泡
消
火
薬
剤
の
貯
蔵
量
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と

四

水
源
の
水
量
又
は
泡
消
火
薬
剤
の
貯
蔵
量
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と

あ
わ

こ
ろ
に
よ
り
、
防
護
対
象
物
の
火
災
を
有
効
に
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
ろ
に
よ
り
、
防
護
対
象
物
の
火
災
を
有
効
に
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
る

量
以
上
の
量
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

量
以
上
の
量
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

六

泡
消
火
薬
剤
の
貯
蔵
場
所
及
び
加
圧
送
液
装
置
は
、
点
検
に
便
利
で
、

五

泡
消
火
薬
剤
の
貯
蔵
場
所
及
び
加
圧
送
液
装
置
は
、
点
検
に
便
利
で
、

あ
わ

火
災
の
際
の
延
焼
の
お
そ
れ
及
び
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
お
そ
れ
が
少
な
く

火
災
の
際
の
延
焼
の
お
そ
れ
及
び
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
お
そ
れ
が
少
な
く

、
か
つ
、
薬
剤
が
変
質
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。
た

、
か
つ
、
薬
剤
が
変
質
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。
た

だ
し
、
保
護
の
た
め
の
有
効
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

だ
し
、
保
護
の
た
め
の
有
効
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
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い
。

い
。

七

泡
消
火
設
備
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
す
る
こ
と
。

六

泡
消
火
設
備
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
す
る
こ
と
。

あ
わ

（
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

移
動
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
不
活
性

ガ
ス
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
の

範
囲
内
の
当
該
防
護
対
象
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
射
す
る
こ
と
が
で
き

る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

四

（
略
）

六

（
略
）

五

（
略
）

七

（
略
）

六

（
略
）

（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

移
動
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
ハ
ロ

ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
二
十
メ
ー
ト

ル
の
範
囲
内
の
当
該
防
護
対
象
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
射
す
る
こ
と
が

で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

三

（
略
）
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五

（
略
）

四

（
略
）

六

（
略
）

五

（
略
）

（
粉
末
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
粉
末
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

移
動
式
の
粉
末
消
火
設
備
の
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
粉
末
消
火
設
備

の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該

防
護
対
象
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る

こ
と
。

四

（
略
）

三

（
略
）

五

（
略
）

四

（
略
）

六

（
略
）

五

（
略
）

（
屋
外
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
屋
外
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

屋
外
消
火
栓
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
屋
外
消
火
栓
設

備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
四
十
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当

該
建
築
物
の
各
部
分
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
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と
。

三

（
略
）

二

（
略
）

四

（
略
）

三

（
略
）

五

（
略
）

四

（
略
）

六

（
略
）

五

（
略
）

４

第
一
項
の
建
築
物
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消

４

第
一
項
の
建
築
物
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消

あ
わ

火
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
、
粉
末
消
火

火
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
、
粉
末
消
火

設
備
又
は
動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
を
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、

設
備
又
は
動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
を
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、

第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
前
条
若
し
く
は
次
条
に
定
め
る
技
術

第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
前
条
若
し
く
は
次
条
に
定
め
る
技
術

上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き

上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
設
備
の
有
効
範
囲
内
の
部
分
に
つ

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
設
備
の
有
効
範
囲
内
の
部
分
に
つ

い
て
屋
外
消
火
栓
設
備
を
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

い
て
屋
外
消
火
栓
設
備
を
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

せ
ん

（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
当
該
動
力
消
防

ポ
ン
プ
設
備
の
水
源
か
ら
の
水
平
距
離
が
当
該
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
規
格

放
水
量
が
〇
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
百
メ
ー

ト
ル
、
〇
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
以
上
〇
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
未
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満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
四
十
メ
ー
ト
ル
、
〇
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
未

満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
当
該
防
火
対
象
物

の
各
部
分
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

二

（
略
）

四

（
略
）

三

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

一

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
屋
外
消
火
栓
設

一

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
屋
外
消
火
栓
設

せ
ん

備
を
前
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準

備
を
前
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準

の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
一
階
又
は
二
階
に
屋
内
消
火

二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
一
階
又
は
二
階
に
屋
内
消
火

栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
、

栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
、

せ
ん

あ
わ

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
又
は
粉
末
消
火
設
備

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
又
は
粉
末
消
火
設
備

を
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十

を
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十

六
条
、
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い

六
条
、
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い

、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

三

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
一
階
又
は
二
階
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

三

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
一
階
又
は
二
階
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、

ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、

あ
わ

ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
又
は
粉
末
消
火
設
備
を
第
十
二
条
、
第
十
三
条

ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
又
は
粉
末
消
火
設
備
を
第
十
二
条
、
第
十
三
条

、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条

、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条

に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ

に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ

り
設
置
し
た
と
き
。

り
設
置
し
た
と
き
。
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（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
範
囲
）

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
範
囲
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

消
防
用
ホ
ー
ス

五

削
除

六

消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消

防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
（
別
表
第
三
に
お
い
て
「
結

合
金
具
」
と
い
う
。
）

四

火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
（
火
災
に
よ
つ
て
生
ず
る
熱
、
煙
又
は
炎
を

七

火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
（
火
災
に
よ
つ
て
生
ず
る
熱
、
煙
又
は
炎
を

利
用
し
て
自
動
的
に
火
災
の
発
生
を
感
知
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
発

利
用
し
て
自
動
的
に
火
災
の
発
生
を
感
知
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
発

信
機

信
機

五

火
災
報
知
設
備
又
は
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
（
総
務
省
令
で
定

七
の
二

火
災
報
知
設
備
又
は
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
（
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
次
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
中

め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
次
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
中

継
器
（
火
災
報
知
設
備
及
び
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
の
中
継
器
を
含
む

継
器
（
火
災
報
知
設
備
及
び
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
の
中
継
器
を
含
む

。
別
表
第
三
に
お
い
て
「
中
継
器
」
と
い
う
。
）

。
別
表
第
三
に
お
い
て
「
中
継
器
」
と
い
う
。
）

六

火
災
報
知
設
備
又
は
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
に
使
用
す
る
受
信

七
の
三

火
災
報
知
設
備
又
は
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
に
使
用
す
る
受
信

機
（
火
災
報
知
設
備
及
び
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
の
受
信
機
を
含
む
。

機
（
火
災
報
知
設
備
及
び
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
の
受
信
機
を
含
む
。

別
表
第
三
に
お
い
て
「
受
信
機
」
と
い
う
。
）

別
表
第
三
に
お
い
て
「
受
信
機
」
と
い
う
。
）

七

住
宅
用
防
災
警
報
器

八

漏
電
火
災
警
報
器

八

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

九

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

九

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
又
は
泡
消
火
設
備
（
次
号

十

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
又
は
泡
消
火
設
備
（
次
号
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に
お
い
て
「
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
流
水

に
お
い
て
「
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
流
水

検
知
装
置
（
別
表
第
三
に
お
い
て
「
流
水
検
知
装
置
」
と
い
う
。
）

検
知
装
置
（
別
表
第
三
に
お
い
て
「
流
水
検
知
装
置
」
と
い
う
。
）

十

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
に
使
用
す
る
一
斉
開
放
弁
（
配
管
と
の
接

十
一

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
に
使
用
す
る
一
斉
開
放
弁
（
配
管
と
の
接

続
部
の
内
径
が
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
別
表
第
三

続
部
の
内
径
が
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
別
表
第
三

に
お
い
て
「
一
斉
開
放
弁
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
「
一
斉
開
放
弁
」
と
い
う
。
）

十
一

金
属
製
避
難
は
し
ご

十
二

金
属
製
避
難
は
し
ご

十
二

緩
降
機

十
三

緩
降
機

（
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
範
囲
）

（
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
の
範
囲
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

一

動
力
消
防
ポ
ン
プ

一

動
力
消
防
ポ
ン
プ

二

消
防
用
ホ
ー
ス

三

消
防
用
吸
管

二

消
防
用
吸
管

四

消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消

防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具

五

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具

六

漏
電
火
災
警
報
器

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
―
第
三
条
、
第
三
条
の
三
、
第
四
条
、
第
四
条
の
二

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
―
第
三
条
、
第
三
条
の
三
、
第
四
条
、
第
四
条
の
二

の
二
―
第
四
条
の
三
、
第
六
条
、
第
九
条
―
第
十
四
条
、
第
十
九
条
、
第
二

の
二
―
第
四
条
の
三
、
第
六
条
、
第
九
条
―
第
十
四
条
、
第
十
九
条
、
第
二

十
一
条
―
第
二
十
九
条
の
三
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条

十
一
条
―
第
二
十
九
条
の
三
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条

の
二
、
第
三
十
四
条
の
四
―
第
三
十
六
条
関
係
）

の
二
、
第
三
十
四
条
の
四
―
第
三
十
六
条
関
係
）
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㈠
～
㈤

（
略
）

㈠
～
㈤

（
略
）

イ

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所

イ

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所

ロ

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

ロ

老
人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護

⑴

老
人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養

老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
要
介
護
状

護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
介
護
保
険
法
（

態
に
あ
る
者
を
入
居
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
介
護
老

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

人
保
健
施
設
、
救
護
施
設
、
乳
児
院
、
障
害
児
入
所
施
設

定
す
る
要
介
護
状
態
区
分
が
避
難
が
困
難
な
状
態
を
示

、
障
害
者
支
援
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者

す
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
に
該
当
す
る

を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和

者
（
以
下
「
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）

三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
四
項
若

を
主
と
し
て
入
居
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
有
料
老

し
く
は
第
六
項
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
事
業
若
し
く

人
ホ
ー
ム
（
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
を
主
と
し
て
入

は
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
施
設

居
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、

又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号

第
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
事
業

）
第
五
条
第
八
項
若
し
く
は
第
十
項
に
規
定
す
る
短
期
入

を
行
う
施
設
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機

所
若
し
く
は
共
同
生
活
介
護
を
行
う
施
設
（
主
と
し
て
障

能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
施
設
（
避
難
が
困
難
な
要

害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
ハ
に

介
護
者
を
主
と
し
て
宿
泊
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

お
い
て
「
短
期
入
所
等
施
設
」
と
い
う
。
）

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生

活
援
助
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑵

救
護
施
設

⑶

乳
児
院
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⑷

障
害
児
入
所
施
設

⑸

障
害
者
支
援
施
設
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七

㈥

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

㈥

障
害
者
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
で
あ
つ

て
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
障
害
支
援
区
分
が
避
難

が
困
難
な
状
態
を
示
す
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
区
分
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
避
難
が
困
難
な
障
害

者
等
」
と
い
う
。
）
を
主
と
し
て
入
所
さ
せ
る
も
の
に

限
る
。
）
又
は
同
法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期

入
所
若
し
く
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活

援
助
を
行
う
施
設
（
避
難
が
困
難
な
障
害
者
等
を
主
と

し
て
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
ハ
⑸
に
お
い
て
「
短

期
入
所
等
施
設
」
と
い
う
。
）

ハ

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

ハ

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、

⑴

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
有
料

（
ロ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
老
人
福
祉
セ
ン

老
人
ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
要
介
護
状
態
に
あ
る
者
を
入
居

タ
ー
、
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム

さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
更
生
施
設
、
助
産
施
設
、
保

（
ロ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
老
人
福
祉
法
第

育
所
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
情

五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
児
童

業
を
行
う
施
設
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
施
設
（
ロ
⑴
に
掲
げ
る

害
者
支
援
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
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も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し

所
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

、
福
祉
ホ
ー
ム
、
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
三
項
若
し

⑵

更
生
施
設

く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
若
し

⑶

助
産
施
設
、
保
育
所
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
自
立

く
は
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
施
設
、
児

支
援
施
設
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
福
祉
法

童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三

条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達

第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
又
は
同
条
第
九

支
援
若
し
く
は
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
施
設
（

項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
又
は
障
害
者
の
日

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

の

律
第
五
条
第
七
項
、
第
八
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
三

⑷

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療

項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
短
期
入

施
設
又
は
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

所
、
共
同
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就

る
児
童
発
達
支
援
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る

労
継
続
支
援
若
し
く
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
施
設
（
短

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
施
設
（
児
童
発
達
支

期
入
所
等
施
設
を
除
く
。
）

援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）

⑸

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
支
援
施
設
（

ロ
⑸
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
地
域
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条

第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
八
項
に
規
定

す
る
短
期
入
所
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
自
立
訓

練
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
、
同
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条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
若
し
く
は
同

条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
施
設

（
短
期
入
所
等
施
設
を
除
く
。
）

ニ

幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校

ニ

幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校

㈦
～

（
略
）

㈦
～

（
略
）





別
表
第
三
（
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
関
係
）

検
定
対
象
機
械
器
具

試
験
の
手
数
料
の
額

型
式
適
合
検
定
の
手
数

検
定
対
象
機
械
器
具

試
験
の
手
数
料
の
額

型
式
適
合
検
定
の
手
数

等
の
種
別

料
の
額

等
の
種
別

料
の
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
除
）

一
件
に
つ
き
一
万
七
千

一
本
に
つ
き
百
二
十
円

ゴ
ム
引

二
百
円
を
超
え
な
い
範

を
超
え
な
い
範
囲
内
に

消
防
用
ホ

囲
内
に
お
い
て
総
務
大

お
い
て
総
務
大
臣
が
定

ー
ス

臣
が
定
め
る
額

め
る
額

麻

一
件
に
つ
き

一
本
に
つ
き

八
十
円

一
万
五
千
三
百
円

（
削
除
）

結
合
金
具

差
し
口

一
件
に
つ
き
二
万
百
円

一
個
に
つ
き
二
十
五
円

受
け
口

一
件
に
つ
き
二
万
百
円

一
個
に
つ
き
二
十
五
円

受
信
機

Ｇ
Ｒ
型

（
略
）

（
略
）

受
信
機

Ｇ
Ｒ
型

（
略
）

（
略
）

一
件
に
つ
き

一
個
に
つ
き

変
流
器

一
件
に
つ
き

一
個
に
つ
き

九
十
円

住
宅
用
防
災
警
報
器

十
六
万
六
千
三
百
円

五
十
円

漏
電
火
災

七
千
六
百
円

警
報
器

受
信
機

一
件
に
つ
き

一
個
に
つ
き

九
十
円
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七
千
六
百
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
種
別
の
欄
中
消
火
器

備
考

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
種
別
の
欄
中
消
火
器
、
消
防
用
ホ
ー
ス
、

、
火
災
報
知
設
備
、
受
信
機

及
び
金
属
製

結
合
金
具
、
火
災
報
知
設
備
、
受
信
機
、
漏
電
火
災
警
報
器
及
び
金
属
製

避
難
は
し
ご
の
細
分
と
し
て
定
め
る
用
語
並
び
に
試
験
の
手
数
料
の
額
の

避
難
は
し
ご
の
細
分
と
し
て
定
め
る
用
語
並
び
に
試
験
の
手
数
料
の
額
の

欄
及
び
型
式
適
合
検
定
の
手
数
料
の
額
の
欄
中
多
信
号
機
能
、
自
動
試
験

欄
及
び
型
式
適
合
検
定
の
手
数
料
の
額
の
欄
中
多
信
号
機
能
、
自
動
試
験

機
能
、
遠
隔
試
験
機
能
、
蓄
積
式
、
ア
ナ
ロ
グ
式
及
び
二
信
号
式
の
用
語

機
能
、
遠
隔
試
験
機
能
、
蓄
積
式
、
ア
ナ
ロ
グ
式
及
び
二
信
号
式
の
用
語

の
意
義
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
意
義
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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○

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
の
規
格
）

（
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
の
規
格
）

第
二
十
二
条

消
火
設
備
若
し
く
は
警
報
設
備
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機

第
二
十
二
条

消
火
設
備
若
し
く
は
警
報
設
備
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機

械
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
消
火
設
備
等
」
と
い
う
。
）
で
消
防
法

械
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
消
火
設
備
等
」
と
い
う
。
）
で
消
防
法

施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
若
し
く
は
第
八
号
か
ら
第
十

施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
七
号
の
三

号
ま
で
又
は
同
令
第
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に

ま
で
若
し
く
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
又
は
同
令
第
四
十
一
条
各
号
に

掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
消
火
設
備
等
に
つ
い
て
定
め

掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
消
火
設
備
等
に
つ
い
て
定
め

ら
れ
た
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
又
は
法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一

ら
れ
た
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
又
は
法
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一

項
の
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
の
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
又
は
法
第
二

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
又
は
法
第
二

十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
総

十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
総

務
省
令
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
際
、
現
に
存
す
る
製
造
所
等
に
お
け
る

務
省
令
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
際
、
現
に
存
す
る
製
造
所
等
に
お
け
る

消
火
設
備
等
又
は
現
に
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
設

消
火
設
備
等
又
は
現
に
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
設

置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
中
の
製
造
所
等
に
係
る
消
火
設
備
等
の
う
ち
消
防

置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
中
の
製
造
所
等
に
係
る
消
火
設
備
等
の
う
ち
消
防

法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
若
し
く
は
第
八
号
か
ら
第

法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
七
号
の

十
号
ま
で
又
は
同
令
第
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

三
ま
で
若
し
く
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
又
は
同
令
第
四
十
一
条
各
号

に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
で
当
該
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
総
務
省

に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
で
当
該
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
総
務
省

令
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務

令
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務

省
令
で
、
一
定
の
期
間
を
限
つ
て
、
前
項
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

省
令
で
、
一
定
の
期
間
を
限
つ
て
、
前
項
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
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。
当
該
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
総
務
省
令
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
日

。
当
該
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
総
務
省
令
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
日

か
ら
当
該
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
消
火
設
備
等
を
供
用
す

か
ら
当
該
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
消
火
設
備
等
を
供
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
日
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お

る
こ
と
が
で
き
る
日
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
設
置
又
は
変
更
の
工

い
て
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
設
置
又
は
変
更
の
工

事
が
開
始
さ
れ
た
製
造
所
等
に
係
る
消
火
設
備
等
の
う
ち
消
防
法
施
行
令
第

事
が
開
始
さ
れ
た
製
造
所
等
に
係
る
消
火
設
備
等
の
う
ち
消
防
法
施
行
令
第

三
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
若
し
く
は
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
又

三
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
若
し

は
同
令
第
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
も

く
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
又
は
同
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も

の
に
該
当
す
る
も
の
で
当
該
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
総
務
省
令
の
規
定
に

の
に
該
当
す
る
も
の
で
当
該
技
術
上
の
規
格
に
関
す
る
総
務
省
令
の
規
定
に

適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
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○
総
務
省
令
第
二
十
一
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
九
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条

の
十
六
の
三
第
一
項
並
び
に
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
、

第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
三
条
及
び
別
表
第
一
㈥
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
第
三
項
を
第
八
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

３

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑴
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
要
介
護
認
定
等
に
係
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判

定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

区
分
と
す
る
。
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４

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑴
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑴
に
規
定
す
る
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
（
次
号
に
お
い
て
「
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
」
と
い

う
。
）
を
主
と
し
て
入
居
さ
せ
、
業
と
し
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
機
能
訓
練
又
は
看
護
若
し
く
は
療
養
上

の
管
理
そ
の
他
の
医
療
を
提
供
す
る
施
設
（
同
項
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
を
主
と
し
て
宿
泊
さ
せ
、
業
と
し
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
機
能
訓
練
又
は
看

護
若
し
く
は
療
養
上
の
管
理
そ
の
他
の
医
療
を
提
供
す
る
施
設
（
同
項
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

５

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑸
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定

の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号
）
第
二
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
と

す
る
。

６

令
別
表
第
一
㈥
項
ハ
⑴
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
老
人
に
対
し
て
、
業
と
し
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護

、
機
能
訓
練
又
は
看
護
若
し
く
は
療
養
上
の
管
理
そ
の
他
の
医
療
を
提
供
す
る
施
設
（
同
項
イ
及
び
ロ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
と
す
る
。

７

令
別
表
第
一
㈥
項
ハ
⑶
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
業
と
し
て
乳
児
若
し
く
は
幼
児
を
一
時
的
に
預
か
る
施
設
又
は
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業
と
し
て
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
保
育
を
提
供
す
る
施
設
（
同
項
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
第
八
項
第
二
号
」
に
、
「
第
五
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
五

条
第
八
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
五
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
第
八
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
一
人
で
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
屋
内
消
火
栓
設
備
の
基
準
）

第
十
一
条
の
二

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑶
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定

す
る
消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
。

二

延
長
及
び
格
納
の
操
作
が
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
収
納
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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一

屋
内
消
火
栓
の
開
閉
弁
は
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
位
置
又
は
天
井
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し

、
当
該
開
閉
弁
を
天
井
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
開
閉
弁
は
自
動
式
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
二

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
及
び
放
水
に
必
要
な
器
具
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
次
号
ロ
」
の
下
に
「
又
は
ハ

」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
イ
及
び
ロ
」
を
「
イ
か
ら
ハ

(イ)

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

屋
内
消
火
栓
の
開
閉
弁
を
天
井
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の

及
び

に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ

(イ)

(ロ)

の
場
合
に
お
い
て
、
ロ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

屋
内
消
火
栓
箱
の
直
近
の
箇
所
に
は
、
取
付
け
位
置
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
か
つ
、
床
面
か
ら
の

(イ)
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
位
置
か
ら
容
易
に
識
別
で
き
る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と
。

消
防
用
ホ
ー
ス
を
降
下
さ
せ
る
た
め
の
装
置
の
上
部
に
は
、
取
付
け
面
と
十
五
度
以
上
の
角
度
と
な
る
方
向
に
沿

(ロ)
つ
て
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
識
別
で
き
る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と
。
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第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
イ
及
び
第
七
号
ホ
中
「
屋
内
消
火
栓
の
」
を
「
屋
内
消
火
栓
設
備
の
」
に
改
め
、
同
号
ヘ

中
「

(ロ)

延
長
及
び
格
納
の
操
作
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
「
前
条
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
設
け

る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
」
に
改

め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
屋
内
消
火
栓
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、

第
一
項
（
第
六
号
ヘ
並
び
に
第
七
号
ハ

及
び
ヘ
を
除
く
。
）
及
び
前
項
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定

(イ)

の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

主
配
管
の
う
ち
、
立
上
り
管
は
、
管
の
呼
び
で
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

ポ
ン
プ
を
用
い
る
加
圧
送
水
装
置
の
ポ
ン
プ
の
吐
出
量
は
、
屋
内
消
火
栓
の
設
置
個
数
が
最
も
多
い
階
に
お
け
る
当
該

設
置
個
数
（
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る
と
き
は
、
二
と
す
る
。
）
に
九
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
を
乗
じ
て
得
た
量
以
上
の
量
と

す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
三
号
中
「
イ
及
び
ロ
」
を
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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ハ

補
助
散
水
栓
の
開
閉
弁
を
天
井
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の

及
び

に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ

(イ)

(ロ)

の
場
合
に
お
い
て
、
ロ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

補
助
散
水
栓
箱
の
直
近
の
箇
所
に
は
、
取
付
け
位
置
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
か
つ
、
床
面
か
ら
の

(イ)
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
位
置
か
ら
容
易
に
識
別
で
き
る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と
。

消
防
用
ホ
ー
ス
を
降
下
さ
せ
る
た
め
の
装
置
の
上
部
に
は
、
取
付
け
面
と
十
五
度
以
上
の
角
度
と
な
る
方
向
に
沿

(ロ)
つ
て
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
識
別
で
き
る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
五
号
中
「
に
設
け
る
こ
と
」
を
「
又
は
天
井
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
開
閉
弁
を
天
井
に

設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
開
閉
弁
は
自
動
式
の
も
の
と
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
延
長
及
び
格
納
の
操

作
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
「
第
十
一
条
の
二
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
」
に

改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
補
助
散
水
栓
」
の
下
に
「
及
び
放
水
に
必
要
な
器
具
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
ロ
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
第
三

号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
四
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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三
の
二

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
消
防
庁
長
官
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
二

屋
外
消
火
栓
設
備
の
放
水
用
器
具
は
、
消
防
庁
長
官
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
第
十
号
ニ
中
「
屋
外
消
火
栓
」
を
「
屋
外
消
火
栓
設
備
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
削
り
、
同
項
第

五
号
中
「
設
け
る
漏
電
火
災
警
報
器
は
、
遮
断
機
構
を
有
す
る
も
の
と
し
、
遮
断
機
構
の
部
分
は
、
」
を
「
漏
電
火
災
警
報
器

を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
作
動
と
連
動
し
て
電
流
の
遮
断
を
行
う
装
置
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
六
号
ロ
中
「
二
本
以
上
と
す
る
こ
と
」
を
「
二
本
以
上
と
す
る
ほ
か
、
消
防
庁
長
官
の
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
一
号
中
「
百
五
十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
帯
又
は
消
防
長
若
し
く
は
」
を
「
消
防
隊
相
互
の
無
線
連
絡
が
容

易
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
消
防
長
又
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
四
中
「
第
三
十
七
条
第
七
号
の
二
」
を
「
第
三
十
七
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
結
合
金
具
の
項
を
削
り
、
漏
電
火
災
警
報
器
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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住
宅
用
防
災
警
報
器

完
成
品

七
個

二
十
個

電
源
変
圧
器

三
個

別
表
第
二
備
考
中
「
漏
電
火
災
警
報
器
の
変
流
器
若
し
く
は
受
信
機
」
を
「
住
宅
用
防
災
警
報
器
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
漏
電
火
災
警
報
器
の
変
流
器
又
は
受
信
機
」
を
削
り
、
消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
結
合
金
具
の
項
を
削
り
、
同
表

中
「

流
水
検
知
装
置

を
「

流
水
検
知
装
置

に
改
め
る
。

一
斉
開
放
弁

」

一
斉
開
放
弁

住
宅
用
防
災
警
報
器

」

別
表
第
四
中
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

消
防
用
ホ
ー
ス
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別
表
第
四
中
消
防
用
吸
管
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

結
合
金
具

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具

漏
電
火
災
警
報
器
の
変
流
器
又
は
受
信
機

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
の
六
第
三
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
八
条

第
四
項
、
第
二
十
二
条
及
び
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
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二

第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
条
の
改
正
規
定

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

附
則
第
一
条
第
一
号
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
若
し
く
は
現
に
新
築
、
増

築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
を
開
始
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の

部
分
に
お
け
る
屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
泡
消
火
設
備
、
屋
外
消
火
栓
設
備
及
び
連
結
送
水
管
の
う
ち

、
改
正
後
の
消
防
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
、
第
十
三

条
の
六
、
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕

若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
漏
電
火
災
警
報
器
の
う
ち
、
新
規
則
第
二
十

四
条
の
三
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕

若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
無
線
通
信
補
助
設
備
の
う
ち
、
新
規
則
第
三

十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一

日
又
は
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お

い
て
は
、
市
町
村
長
）
若
し
く
は
消
防
署
長
が
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令

第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一

号
ハ
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。



消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
表

目

次

１

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

20
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○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
火
対
象
物
の
用
途
の
指
定
）

（
防
火
対
象
物
の
用
途
の
指
定
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑴
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
要
介
護
認
定
等

に
係
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
と
す
る
。

４

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑴
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑴
に
規
定
す
る
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
（
次
号

に
お
い
て
「
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
を
主
と
し
て
入
居

さ
せ
、
業
と
し
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
機
能
訓
練
又
は
看

護
若
し
く
は
療
養
上
の
管
理
そ
の
他
の
医
療
を
提
供
す
る
施
設
（
同
項
イ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
を
主
と
し
て
宿
泊
さ
せ
、
業
と
し
て
入
浴
、

排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
機
能
訓
練
又
は
看
護
若
し
く
は
療
養
上
の
管

理
そ
の
他
の
医
療
を
提
供
す
る
施
設
（
同
項
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
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５

令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
⑸
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
障
害
程
度
区
分

に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号
）
第
二
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
区
分
と
す
る
。

６

令
別
表
第
一
㈥
項
ハ
⑴
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
老
人
に
対
し
て

、
業
と
し
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
機
能
訓
練
又
は
看
護
若
し

く
は
療
養
上
の
管
理
そ
の
他
の
医
療
を
提
供
す
る
施
設
（
同
項
イ
及
び
ロ
⑴

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

７

令
別
表
第
一
㈥
項
ハ
⑶
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
業
と
し
て
乳
児

若
し
く
は
幼
児
を
一
時
的
に
預
か
る
施
設
又
は
業
と
し
て
乳
児
若
し
く
は
幼

児
に
保
育
を
提
供
す
る
施
設
（
同
項
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る

。
８

（
略
）

３

（
略
）

（
大
型
消
火
器
以
外
の
消
火
器
具
の
設
置)

（
大
型
消
火
器
以
外
の
消
火
器
具
の
設
置)

第
六
条

令
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
五
条
第
八
項
第

第
六
条

令
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
第
五
条
第
三
項
第

二
号
に
掲
げ
る
車
両
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
同

二
号
に
掲
げ
る
車
両
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。)

又
は
そ
の
部
分
に
は
、
令
別
表
第
二
に
お
い
て
建
築
物
そ
の
他
の
工

じ
。)

又
は
そ
の
部
分
に
は
、
令
別
表
第
二
に
お
い
て
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
の
消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
器
具
（
大
型
消
火
器
及
び
住

作
物
の
消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
器
具
（
大
型
消
火
器
及
び
住

宅
用
消
火
器
を
除
く
。
以
下
大
型
消
火
器
に
あ
つ
て
は
こ
の
条
か
ら
第
八
条

宅
用
消
火
器
を
除
く
。
以
下
大
型
消
火
器
に
あ
つ
て
は
こ
の
条
か
ら
第
八
条

ま
で
に
、
住
宅
用
消
火
器
に
あ
つ
て
は
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て

ま
で
に
、
住
宅
用
消
火
器
に
あ
つ
て
は
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。)

を
、
そ
の
能
力
単
位
の
数
値
（
消
火
器
に
あ
つ
て
は
消
火
器
の
技

同
じ
。)

を
、
そ
の
能
力
単
位
の
数
値
（
消
火
器
に
あ
つ
て
は
消
火
器
の
技
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術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号)

第

術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号)

第

三
条
又
は
第
四
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
能
力
単
位
の
数
値
、
水

三
条
又
は
第
四
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
能
力
単
位
の
数
値
、
水

バ
ケ
ツ
に
あ
つ
て
は
容
量
八
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
三
個
を
一
単
位
と
し
て

バ
ケ
ツ
に
あ
つ
て
は
容
量
八
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
三
個
を
一
単
位
と
し
て

算
定
し
た
消
火
能
力
を
示
す
数
値
、
水
槽
に
あ
つ
て
は
容
量
八
リ
ッ
ト
ル
以

算
定
し
た
消
火
能
力
を
示
す
数
値
、
水
槽
に
あ
つ
て
は
容
量
八
リ
ッ
ト
ル
以

上
の
消
火
専
用
バ
ケ
ツ
三
個
以
上
を
有
す
る
容
量
八
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も

上
の
消
火
専
用
バ
ケ
ツ
三
個
以
上
を
有
す
る
容
量
八
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も

の
一
個
を
一
・
五
単
位
又
は
容
量
八
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
消
火
専
用
バ
ケ
ツ
六

の
一
個
を
一
・
五
単
位
又
は
容
量
八
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
消
火
専
用
バ
ケ
ツ
六

個
以
上
を
有
す
る
容
量
百
九
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
一
個
を
二
・
五
単
位

個
以
上
を
有
す
る
容
量
百
九
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
一
個
を
二
・
五
単
位

と
し
て
算
定
し
た
消
火
能
力
を
示
す
数
値
、
乾
燥
砂
に
あ
つ
て
は
ス
コ
ッ
プ

と
し
て
算
定
し
た
消
火
能
力
を
示
す
数
値
、
乾
燥
砂
に
あ
つ
て
は
ス
コ
ッ
プ

を
有
す
る
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
一
塊
を
〇
・
五
単
位
と
し
て
算
定
し

を
有
す
る
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
一
塊
を
〇
・
五
単
位
と
し
て
算
定
し

た
消
火
能
力
を
示
す
数
値
、
膨
張
ひ
る
石
又
は
膨
張
真
珠
岩
に
あ
つ
て
は
ス

た
消
火
能
力
を
示
す
数
値
、
膨
張
ひ
る
石
又
は
膨
張
真
珠
岩
に
あ
つ
て
は
ス

コ
ッ
プ
を
有
す
る
百
六
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
一
塊
を
一
単
位
と
し
て
算

コ
ッ
プ
を
有
す
る
百
六
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
一
塊
を
一
単
位
と
し
て
算

定
し
た
消
火
能
力
を
示
す
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
合
計
数
が
、
当

定
し
た
消
火
能
力
を
示
す
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
合
計
数
が
、
当

該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
延
べ
面
積
又
は
床
面
積
を
次
の
表
に
定
め

該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
延
べ
面
積
又
は
床
面
積
を
次
の
表
に
定
め

る
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
第
五
条
第
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
舟
に
あ
つ
て

る
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
舟
に
あ
つ
て

は
、
一)

以
上
の
数
値
と
な
る
よ
う
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
一)

以
上
の
数
値
と
な
る
よ
う
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
車
両
に
係
る
消
火
器
具
に
関
す
る
基
準)
（
車
両
に
係
る
消
火
器
具
に
関
す
る
基
準)

第
十
条

第
五
条
第
八
項
第
二
号
に
掲
げ
る
車
両
に
係
る
消
火
器
具
の
設
置
及

第
十
条

第
五
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
車
両
に
係
る
消
火
器
具
の
設
置
及

び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
鉄
道
営
業
法
、
軌
道
法
若

び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
鉄
道
営
業
法
、
軌
道
法
若

し
く
は
道
路
運
送
車
両
法
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

し
く
は
道
路
運
送
車
両
法
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
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よ
る
。

よ
る
。

（
地
下
街
等
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
等
）

（
地
下
街
等
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
一
人
で
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
屋
内
消
火
栓
設
備
の
基
準
）

第
十
一
条
の
二

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑶
の
総
務
省
令
で

定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
自

治
省
令
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
消
防
用
保
形
ホ
ー
ス

で
あ
る
こ
と
。

二

延
長
及
び
格
納
の
操
作
が
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
十
二
条

屋
内
消
火
栓
設
備
（
令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
又
は
ロ

第
十
二
条

屋
内
消
火
栓
設
備
（
令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で

に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、

お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

屋
内
消
火
栓
の
開
閉
弁
は
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以

一

屋
内
消
火
栓
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

下
の
位
置
又
は
天
井
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
開
閉
弁
を
天
井
に

イ

屋
内
消
火
栓
の
開
閉
弁
は
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル

設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
開
閉
弁
は
自
動
式
の
も
の
と
す
る
こ
と

以
下
の
位
置
に
設
け
る
こ
と
。
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。

ロ

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
の
二

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
及
び
放
水
に
必
要
な
器
具
は
、

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

加
圧
送
水
装
置
の
始
動
を
明
示
す
る
表
示
灯
は
、
赤
色
と
し
、
屋
内
消

二

加
圧
送
水
装
置
の
始
動
を
明
示
す
る
表
示
灯
は
、
赤
色
と
し
、
屋
内
消

火
栓
箱
の
内
部
又
は
そ
の
直
近
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
号

火
栓
箱
の
内
部
又
は
そ
の
直
近
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
号

ロ
又
は
ハ

の
規
定
に
よ
り
設
け
た
赤
色
の
灯
火
を
点
滅
さ
せ
る
こ
と
に

ロ

の
規
定
に
よ
り
設
け
た
赤
色
の
灯
火
を
点
滅
さ
せ
る
こ
と
に

(イ)

よ
り
加
圧
送
水
装
置
の
始
動
を
表
示
で
き
る
場
合
は
、
表
示
灯
を
設
け
な

よ
り
加
圧
送
水
装
置
の
始
動
を
表
示
で
き
る
場
合
は
、
表
示
灯
を
設
け
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

い
こ
と
が
で
き
る
。

三

屋
内
消
火
栓
設
備
の
設
置
の
標
示
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

三

屋
内
消
火
栓
設
備
の
設
置
の
標
示
は
、
次
の
イ
及
び
ロ

に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

屋
内
消
火
栓
箱
に
は
、
そ
の
表
面
に
「
消
火
栓
」
と
表
示
す
る
こ
と

イ

屋
内
消
火
栓
箱
に
は
、
そ
の
表
面
に
「
消
火
栓
」
と
表
示
す
る
こ
と

。

。

ロ

屋
内
消
火
栓
箱
の
上
部
に
、
取
付
け
面
と
十
五
度
以
上
の
角
度
と
な

ロ

屋
内
消
火
栓
箱
の
上
部
に
、
取
付
け
面
と
十
五
度
以
上
の
角
度
と
な

る
方
向
に
沿
つ
て
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
識
別
で
き

る
方
向
に
沿
つ
て
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
識
別
で
き

る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と
。

る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と
。

ハ

屋
内
消
火
栓
の
開
閉
弁
を
天
井
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の

及
び

に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ロ

(イ)

(ロ)

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

屋
内
消
火
栓
箱
の
直
近
の
箇
所
に
は
、
取
付
け
位
置
か
ら
十
メ
ー

(イ)
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
か
つ
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー

ト
ル
の
位
置
か
ら
容
易
に
識
別
で
き
る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と

。
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消
防
用
ホ
ー
ス
を
降
下
さ
せ
る
た
め
の
装
置
の
上
部
に
は
、
取
付

(ロ)
け
面
と
十
五
度
以
上
の
角
度
と
な
る
方
向
に
沿
つ
て
十
メ
ー
ト
ル
離

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
識
別
で
き
る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と

。

三
の
二
～
五

（
略
）

三
の
二
～
五

（
略
）

六

配
管
は
、
次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

六

配
管
は
、
次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

専
用
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
内
消
火
栓
設
備
の
起
動
装
置
を
操

イ

専
用
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
内
消
火
栓
の

起
動
装
置
を
操

作
す
る
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
他
の
消
火
設
備
の
用
途
に
供
す
る
配
管
へ

作
す
る
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
他
の
消
火
設
備
の
用
途
に
供
す
る
配
管
へ

の
送
水
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
等
当
該
屋
内
消
火
栓
設
備
の
性
能

の
送
水
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
等
当
該
屋
内
消
火
栓
設
備
の
性
能

に
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
～
リ

（
略
）

ロ
～
リ

（
略
）

七

加
圧
送
水
装
置
は
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

七

加
圧
送
水
装
置
は
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

と
。

と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

加
圧
送
水
装
置
に
は
、
当
該
屋
内
消
火
栓
設
備
の
ノ
ズ
ル
の
先
端
に

ホ

加
圧
送
水
装
置
に
は
、
当
該
屋
内
消
火
栓
の

ノ
ズ
ル
の
先
端
に

お
け
る
放
水
圧
力
が
〇
・
七
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
な
い
た
め
の
措
置

お
け
る
放
水
圧
力
が
〇
・
七
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
な
い
た
め
の
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

を
講
じ
る
こ
と
。

ヘ

起
動
装
置
は
、
直
接
操
作
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
屋
内
消
火

ヘ

起
動
装
置
は
、
直
接
操
作
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
屋
内
消
火

栓
箱
の
内
部
又
は
そ
の
直
近
の
箇
所
に
設
け
ら
れ
た
操
作
部
（
自
動
火

栓
箱
の
内
部
又
は
そ
の
直
近
の
箇
所
に
設
け
ら
れ
た
操
作
部
（
自
動
火

災
報
知
設
備
の
Ｐ
型
発
信
機
を
含
む
。
）
か
ら
遠
隔
操
作
で
き
る
も
の

災
報
知
設
備
の
Ｐ
型
発
信
機
を
含
む
。
）
か
ら
遠
隔
操
作
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
直
接
操
作
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
開
閉
弁
の

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
直
接
操
作
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
開
閉
弁
の

開
放
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
操
作
等
と
連
動
し
て
起
動
す
る
方
式
の

開
放
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
操
作
等
と
連
動
し
て
起
動
す
る
方
式
の



- 7 -

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の

及
び

に
適
合
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の

及
び

に
適
合
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

(イ)

(ロ)

(イ)

(ロ)

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ノ
ズ
ル
に
は
、
容
易
に
開
閉
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

ノ
ズ
ル
に
は
、
容
易
に
開
閉
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

(イ)

(イ)

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
前
条
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
設
け

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
延
長
及
び
格
納
の
操
作
が
容
易
に
で
き
る
よ

(ロ)

(ロ)

る
こ
と

。

う
に
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ト
・
チ

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
屋
内
消
火
栓
設

２

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
屋
内
消
火
栓
設

備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
前
項
（
第
六
号

備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
前
項
（
第
六
号

ヘ
、
第
七
号
イ

、
ロ

、
ハ

及
び

並
び
に
ヘ
を
除
く
。
）
の
規
定
の

ヘ
、
第
七
号
イ

、
ロ

、
ハ

及
び

並
び
に
ヘ
を
除
く
。
）
の
規
定
の

(イ)

(イ)

(イ)

(ロ)

(イ)

(イ)

(イ)

(ロ)

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ノ
ズ
ル
に
は
、
容
易
に
開
閉
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

一

ノ
ズ
ル
に
は
、
容
易
に
開
閉
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
延
長
及
び
格
納
の
操
作
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
収

納
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

主
配
管
の
う
ち
、
立
上
り
管
は
、
管
の
呼
び
で
三
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

三

主
配
管
の
う
ち
、
立
上
り
管
は
、
管
の
呼
び
で
三
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

以
上
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

高
架
水
槽
を
用
い
る
加
圧
送
水
装
置
の
落
差
（
水
槽
の
下
端
か
ら
ホ
ー

四

高
架
水
槽
を
用
い
る
加
圧
送
水
装
置
の
落
差
（
水
槽
の
下
端
か
ら
ホ
ー

ス
接
続
口
ま
で
の
垂
直
距
離
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ス
接
続
口
ま
で
の
垂
直
距
離
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
た
値
以
上
の
値
と
す
る
こ
と
。

は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
た
値
以
上
の
値
と
す
る
こ
と
。

Ｈ
＝
ｈ
１
＋
ｈ
２
＋
２
５
ｍ

Ｈ
＝
ｈ
１
＋
ｈ
２
＋
２
５
ｍ

Ｈ
は
、
必
要
な
落
差
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

Ｈ
は
、
必
要
な
落
差
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ
１
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
摩
擦
損
失
水
頭
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ
１
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
摩
擦
損
失
水
頭
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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ｈ
２
は
、
配
管
の
摩
擦
損
失
水
頭
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ
２
は
、
配
管
の
摩
擦
損
失
水
頭
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

四

圧
力
水
槽
を
用
い
る
加
圧
送
水
装
置
の
圧
力
水
槽
の
圧
力
は
、
次
の
式

五

圧
力
水
槽
を
用
い
る
加
圧
送
水
装
置
の
圧
力
水
槽
の
圧
力
は
、
次
の
式

に
よ
り
求
め
た
値
以
上
の
値
と
す
る
こ
と
。

に
よ
り
求
め
た
値
以
上
の
値
と
す
る
こ
と
。

Ｐ
＝
ｐ
１
＋
ｐ
２
＋
ｐ
３
＋
０
．
２
５
Ｍ
Ｐ
ａ

Ｐ
＝
ｐ
１
＋
ｐ
２
＋
ｐ
３
＋
０
．
２
５
Ｍ
Ｐ
ａ

Ｐ
は
、
必
要
な
圧
力
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

Ｐ
は
、
必
要
な
圧
力
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

ｐ
１
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
摩
擦
損
失
水
頭
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ

ｐ
１
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
摩
擦
損
失
水
頭
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ

ル
）

ル
）

ｐ
２
は
、
配
管
の
摩
擦
損
失
水
頭
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

ｐ
２
は
、
配
管
の
摩
擦
損
失
水
頭
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

ｐ
３
は
、
落
差
の
換
算
水
頭
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

ｐ
３
は
、
落
差
の
換
算
水
頭
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

五

ポ
ン
プ
を
用
い
る
加
圧
送
水
装
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

六

ポ
ン
プ
を
用
い
る
加
圧
送
水
装
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

と
。

と
。

イ

ポ
ン
プ
の
吐
出
量
は
、
屋
内
消
火
栓
の
設
置
個
数
が
最
も
多
い
階
に

イ

ポ
ン
プ
の
吐
出
量
は
、
屋
内
消
火
栓
の
設
置
個
数
が
最
も
多
い
階
に

お
け
る
当
該
設
置
個
数
（
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る
と
き
は
、
二
と
す

お
け
る
当
該
設
置
個
数
（
設
置
個
数
が
二
を
超
え
る
と
き
は
、
二
と
す

る
。
）
に
七
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
を
乗
じ
て
得
た
量
以
上
の
量
と
す
る
こ

る
。
）
に
七
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
を
乗
じ
て
得
た
量
以
上
の
量
と
す
る
こ

と
。

と
。

ロ

ポ
ン
プ
の
全
揚
程
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
た
値
以
上
の
値
と
す
る

ロ

ポ
ン
プ
の
全
揚
程
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
た
値
以
上
の
値
と
す
る

こ
と
。

こ
と
。

Ｈ
＝
ｈ
１
＋
ｈ
２
＋
ｈ
３
＋
２
５
ｍ

Ｈ
＝
ｈ
１
＋
ｈ
２
＋
ｈ
３
＋
２
５
ｍ

Ｈ
は
、
ポ
ン
プ
の
全
揚
程
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

Ｈ
は
、
ポ
ン
プ
の
全
揚
程
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ
１
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
摩
擦
損
失
水
頭
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ
１
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
摩
擦
損
失
水
頭
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ
２
は
、
配
管
の
摩
擦
損
失
水
頭
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ
２
は
、
配
管
の
摩
擦
損
失
水
頭
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ
３
は
、
落
差
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ
３
は
、
落
差
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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六

加
圧
送
水
装
置
は
、
直
接
操
作
に
よ
り
起
動
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か

七

加
圧
送
水
装
置
は
、
直
接
操
作
に
よ
り
起
動
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
開
閉
弁
の
開
放
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
操
作
等
と
連
動
し
て
起
動

つ
、
開
閉
弁
の
開
放
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
操
作
等
と
連
動
し
て
起
動

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
屋
内
消
火
栓
設
備
の
設
置
及

び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
第
一
項
（
第
六
号
ヘ
並
び
に

第
七
号
ハ

及
び
ヘ
を
除
く
。
）
及
び
前
項
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を

(イ)

除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

主
配
管
の
う
ち
、
立
上
り
管
は
、
管
の
呼
び
で
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

ポ
ン
プ
を
用
い
る
加
圧
送
水
装
置
の
ポ
ン
プ
の
吐
出
量
は
、
屋
内
消
火

栓
の
設
置
個
数
が
最
も
多
い
階
に
お
け
る
当
該
設
置
個
数
（
設
置
個
数
が

二
を
超
え
る
と
き
は
、
二
と
す
る
。
）
に
九
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
を
乗
じ
て

得
た
量
以
上
の
量
と
す
る
こ
と
。

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
水
源
の
水
量
等
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
水
源
の
水
量
等
）

第
十
三
条
の
六

（
略
）

第
十
三
条
の
六

（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

３

令
第
十
二
条
第
二
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
、
補
助
散
水
栓
を
ス
プ
リ
ン

３

令
第
十
二
条
第
二
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
、
補
助
散
水
栓
を
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設
備
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

ク
ラ
ー
設
備
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

補
助
散
水
栓
の
設
置
の
表
示
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ

三

補
助
散
水
栓
の
設
置
の
表
示
は
、
次
の
イ
及
び
ロ

に
定
め
る
と
こ



- 10 -

ろ
に
よ
る
こ
と
。

ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

補
助
散
水
栓
箱
に
は
、
そ
の
表
面
に
「
消
火
用
散
水
栓
」
と
表
示
す

イ

補
助
散
水
栓
箱
に
は
、
そ
の
表
面
に
「
消
火
用
散
水
栓
」
と
表
示
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

ロ

補
助
散
水
栓
の
上
部
に
は
、
取
付
け
面
と
十
五
度
以
上
の
角
度
と
な

ロ

補
助
散
水
栓
の
上
部
に
は
、
取
付
け
面
と
十
五
度
以
上
の
角
度
と
な

る
方
向
に
沿
つ
て
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
識
別
で
き

る
方
向
に
沿
っ
て
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
識
別
で
き

る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と
。

る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と
。

ハ

補
助
散
水
栓
の
開
閉
弁
を
天
井
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の

及
び

に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ロ

(イ)

(ロ)

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

補
助
散
水
栓
箱
の
直
近
の
箇
所
に
は
、
取
付
け
位
置
か
ら
十
メ
ー

(イ)
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
か
つ
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー

ト
ル
の
位
置
か
ら
容
易
に
識
別
で
き
る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と

。
消
防
用
ホ
ー
ス
を
降
下
さ
せ
る
た
め
の
装
置
の
上
部
に
は
、
取
付

(ロ)
け
面
と
十
五
度
以
上
の
角
度
と
な
る
方
向
に
沿
つ
て
十
メ
ー
ト
ル
離

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
識
別
で
き
る
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る
こ
と

。

四

ノ
ズ
ル
に
は
、
容
易
に
開
閉
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

四

ノ
ズ
ル
に
は
、
容
易
に
開
閉
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

五

補
助
散
水
栓
の
開
閉
弁
は
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以

五

補
助
散
水
栓
の
開
閉
弁
は
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以

下
の
位
置
又
は
天
井
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
開
閉
弁
を
天
井
に

下
の
位
置
に
設
け
る
こ
と

設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
開
閉
弁
は
自
動
式
の
も
の
と
す
る
こ
と

。

。
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六

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
第
十
一
条
の
二
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に

六

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
延
長
及
び
格
納
の
操
作
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
収

設
け
る
こ
と

。

納
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

七

補
助
散
水
栓
及
び
放
水
に
必
要
な
器
具
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基

七

補
助
散
水
栓

は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
十
四
条

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備(

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

の
設
置

第
十
四
条

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備(

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

の
設
置

及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

加
圧
送
水
装
置
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
イ(

ロ)

、
ロ(

ロ)

及

十
一

加
圧
送
水
装
置
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
イ(

ロ)

、
ロ(

ロ)

及

び(

ハ)

、
ハ(

ハ)

か
ら(

チ)

ま
で
、
ニ
並
び
に
ト
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ

び(

ハ)

、
ハ(

ハ)

か
ら(

チ)

ま
で
、
ニ
並
び
に
ト
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
条
第
三
項
に
規
定

か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
条
第
三
項
に
規
定

す
る
補
助
散
水
栓
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
加
圧
送
水
装
置
の
落
差
、

す
る
補
助
散
水
栓
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
加
圧
送
水
装
置
の
落
差
、

圧
力
水
槽
の
圧
力
又
は
ポ
ン
プ
の
全
揚
程
に
つ
い
て
は
、
イ
、
ロ
若
し
く

圧
力
水
槽
の
圧
力
又
は
ポ
ン
プ
の
全
揚
程
に
つ
い
て
は
、
イ
、
ロ
若
し
く

は
ハ(

ロ)

に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
又
は
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
、
第
四

は
ハ(

ロ)

に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
又
は
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
、
第
五

号
若
し
く
は
第
五
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
の
う
ち
い
ず

号
若
し
く
は
第
六
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
の
う
ち
い
ず

れ
か
大
き
い
方
の
値
以
上
の
値
と
す
る
こ
と
。

れ
か
大
き
い
方
の
値
以
上
の
値
と
す
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

十
一
の
二
～
十
三

（
略
）

十
一
の
二
～
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
泡
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
泡
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）
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第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

泡
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次

４

泡
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

火
災
の
と
き
著
し
く
煙
が
充
満
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
け
る
も

一

火
災
の
と
き
著
し
く
煙
が
充
満
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
け
る
も

の
は
、
固
定
式
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
は
、
固
定
式
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

一
の
二

道
路
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
は
、
固
定
式
の
泡
消
火
設
備
を
設

一
の
二

道
路
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
は
、
固
定
式
の
泡
消
火
設
備
を
設

け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
上
部
分
に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ

け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
上
部
分
に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

二

防
護
対
象
物
の
う
ち
床
面
か
ら
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
所

二

防
護
対
象
物
の
う
ち
床
面
か
ら
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
所

に
設
け
る
高
発
泡
用
泡
放
出
口
を
用
い
る
泡
消
火
設
備
は
、
全
域
放
出
方

に
設
け
る
高
発
泡
用
泡
放
出
口
を
用
い
る
泡
消
火
設
備
は
、
全
域
放
出
方

式
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

式
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
に
用
い
る
泡
消
火
薬
剤
は
、
低
発
泡
の
も
の
に

三

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
に
用
い
る
泡
消
火
薬
剤
は
、
低
発
泡
の
も
の
に

限
る
こ
と
。

限
る
こ
と
。

三
の
二

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
消
防
庁
長
官
の
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
表
示
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と

四

移
動
式
の
泡
消
火
設
備
の
表
示
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と

。

。

イ

泡
放
射
用
器
具
を
格
納
す
る
箱
に
は
そ
の
表
面
に
「
移
動
式
泡
消
火

イ

泡
放
射
用
器
具
を
格
納
す
る
箱
に
は
そ
の
表
面
に
「
移
動
式
泡
消
火

設
備
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

設
備
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

ロ

泡
放
射
用
器
具
を
格
納
す
る
箱
の
上
部
に
は
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る

ロ

泡
放
射
用
器
具
を
格
納
す
る
箱
の
上
部
に
は
赤
色
の
灯
火
を
設
け
る

こ
と
。

こ
と
。
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五
～
十
六

（
略
）

五
～
十
六

（
略
）

（
屋
外
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
屋
外
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
二
十
二
条

屋
外
消
火
栓
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

第
二
十
二
条

屋
外
消
火
栓
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

屋
外
消
火
栓
の
開
閉
弁
は
、
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル

一

屋
外
消
火
栓
の
開
閉
弁
は
、
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル

以
下
の
位
置
又
は
地
盤
面
か
ら
の
深
さ
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
内
の
位
置

以
下
の
位
置
又
は
地
盤
面
か
ら
の
深
さ
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
内
の
位
置

に
設
け
る
こ
と
。
な
お
、
地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
る
屋
外
消
火
栓
の
ホ
ー

に
設
け
る
こ
と
。
な
お
、
地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
る
屋
外
消
火
栓
の
ホ
ー

ス
接
続
口
は
、
地
盤
面
か
ら
の
深
さ
が
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
位
置
に

ス
接
続
口
は
、
地
盤
面
か
ら
の
深
さ
が
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
位
置
に

設
け
る
こ
と
。

設
け
る
こ
と
。

一
の
二

屋
外
消
火
栓
設
備
の
放
水
用
器
具
は
、
消
防
庁
長
官
の
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

屋
外
消
火
栓
設
備
の
放
水
用
器
具
を
格
納
す
る
箱
（
以
下
こ
の
条
に
お

二

屋
外
消
火
栓
設
備
の
放
水
用
器
具
を
格
納
す
る
箱
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
屋
外
消
火
栓
箱
」
と
い
う
。
）
は
、
屋
外
消
火
栓
か
ら
の
歩
行
距

い
て
「
屋
外
消
火
栓
箱
」
と
い
う
。
）
は
、
屋
外
消
火
栓
か
ら
の
歩
行
距

離
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
外
消
火
栓

離
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
外
消
火
栓

に
面
す
る
建
築
物
の
外
壁
の
見
や
す
い
箇
所
に
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限

に
面
す
る
建
築
物
の
外
壁
の
見
や
す
い
箇
所
に
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

三

加
圧
送
水
装
置
の
始
動
を
明
示
す
る
表
示
灯
は
、
赤
色
と
し
、
屋
外
消

三

加
圧
送
水
装
置
の
始
動
を
明
示
す
る
表
示
灯
は
、
赤
色
と
し
、
屋
外
消

火
栓
箱
の
内
部
又
は
そ
の
直
近
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

火
栓
箱
の
内
部
又
は
そ
の
直
近
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

四

屋
外
消
火
栓
設
備
の
設
置
の
標
示
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ

四

屋
外
消
火
栓
設
備
の
設
置
の
標
示
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。

ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

屋
外
消
火
栓
箱
に
は
、
そ
の
表
面
に
「
ホ
ー
ス
格
納
箱
」
と
表
示
す

イ

屋
外
消
火
栓
箱
に
は
、
そ
の
表
面
に
「
ホ
ー
ス
格
納
箱
」
と
表
示
す
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る
こ
と
。

る
こ
と
。

ロ

屋
外
消
火
栓
に
は
、
そ
の
直
近
の
見
や
す
い
箇
所
に
「
消
火
栓
」
と

ロ

屋
外
消
火
栓
に
は
、
そ
の
直
近
の
見
や
す
い
箇
所
に
「
消
火
栓
」
と

表
示
し
た
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

表
示
し
た
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）

十

（
略
）

十

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

加
圧
送
水
装
置
に
は
、
当
該
屋
外
消
火
栓
設
備
の
ノ
ズ
ル
の
先
端
に

ニ

加
圧
送
水
装
置
に
は
、
当
該
屋
外
消
火
栓

の
ノ
ズ
ル
の
先
端
に

お
け
る
放
水
圧
力
が
〇
・
六
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
な
い
た
め
の
措
置

お
け
る
放
水
圧
力
が
〇
・
六
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
な
い
た
め
の
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

を
講
じ
る
こ
と
。

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
漏
電
火
災
警
報
器
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
漏
電
火
災
警
報
器
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
二
十
四
条
の
三

第
二
十
四
条
の
三

警
戒
電
路
の
定
格
電
流
が
六
十
ア
ン
ペ
ア
を
こ
え
る
電
路

に
あ
つ
て
は
一
級
漏
電
火
災
警
報
器
、
六
十
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
電
路
に
あ
つ

て
は
一
級
又
は
二
級
の
漏
電
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

警
戒
電
路
が
分
岐
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
岐
回
路
の
定
格
電
流
が

六
十
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
分
岐
回
路
ご
と
に
二
級
漏
電

火
災
警
報
器
を
設
置
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
警
戒
電
路
に
一
級
漏
電
火
災
警
報
器
を
設
置
し
た
も
の
と
み
な
す
。

漏
電
火
災
警
報
器
の
設
置
及
び
維
持
に

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
漏
電
火
災
警
報
器
の
設
置
及
び
維
持
に

関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

変
流
器
は
、
警
戒
電
路
の
定
格
電
流
以
上
の
電
流
値
（
Ｂ
種
接
地
線
に

一

変
流
器
は
、
警
戒
電
路
の
定
格
電
流
以
上
の
電
流
値
（
Ｂ
種
接
地
線
に

設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
接
地
線
に
流
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
接
地
線
に
流
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

電
流
以
上
の
電
流
値
）
を
有
す
る
も
の
を
設
け
る
こ
と
。

電
流
以
上
の
電
流
値
）
を
有
す
る
も
の
を
設
け
る
こ
と
。

二

変
流
器
は
、
建
築
物
に
電
気
を
供
給
す
る
屋
外
の
電
路
（
建
築
構
造
上

二

変
流
器
は
、
建
築
物
に
電
気
を
供
給
す
る
屋
外
の
電
路
（
建
築
構
造
上

屋
外
の
電
路
に
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
路
の
引
込

屋
外
の
電
路
に
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
路
の
引
込

口
に
近
接
し
た
屋
内
の
電
路
）
又
は
Ｂ
種
接
地
線
で
、
当
該
変
流
器
の
点

口
に
近
接
し
た
屋
内
の
電
路
）
又
は
Ｂ
種
接
地
線
で
、
当
該
変
流
器
の
点

検
が
容
易
な
位
置
に
堅
固
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

検
が
容
易
な
位
置
に
堅
固
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三

音
響
装
置
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と

三

音
響
装
置
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と

。

。

イ

音
響
装
置
は
、
防
災
セ
ン
タ
ー
等
に
設
け
る
こ
と
。

イ

音
響
装
置
は
、
防
災
セ
ン
タ
ー
等
に
設
け
る
こ
と
。

ロ

音
響
装
置
の
音
圧
及
び
音
色
は
、
他
の
警
報
音
又
は
騒
音
と
明
ら
か

ロ

音
響
装
置
の
音
圧
及
び
音
色
は
、
他
の
警
報
音
又
は
騒
音
と
明
ら
か

に
区
別
し
て
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

に
区
別
し
て
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

検
出
漏
洩
電
流
設
定
値
は
、
誤
報
が
生
じ
な
い
よ
う
に
当
該
建
築
物
の

四

検
出
漏
洩
電
流
設
定
値
は
、
誤
報
が
生
じ
な
い
よ
う
に
当
該
建
築
物
の

警
戒
電
路
の
状
態
に
応
ず
る
適
正
な
値
と
す
る
こ
と
。

警
戒
電
路
の
状
態
に
応
ず
る
適
正
な
値
と
す
る
こ
と
。

五

可
燃
性
蒸
気
、
可
燃
性
粉
じ
ん
等
が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に

五

可
燃
性
蒸
気
、
可
燃
性
粉
じ
ん
等
が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に

漏
電
火
災
警
報
器
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
作
動
と
連
動
し
て

設
け
る
漏
電
火
災
警
報
器
は
、
遮
断
機
構
を
有
す
る
も
の
と
し
、
遮
断
機

電
流
の
遮
断
を
行
う
装
置
を
こ
れ
ら
の
場
所
以
外
の
安
全
な
場
所
に
設
け

構
の
部
分
は
、

こ
れ
ら
の
場
所
以
外
の
安
全
な
場
所
に
設
け

る
こ
と
。

る
こ
と
。

（
連
結
送
水
管
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
連
結
送
水
管
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
三
十
一
条

連
結
送
水
管
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の

第
三
十
一
条

連
結
送
水
管
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の

細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
の
建
築
物
に
設
置
す
る
連
結
送
水
管
に

六

地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
の
建
築
物
に
設
置
す
る
連
結
送
水
管
に

つ
い
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

つ
い
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

令
第
二
十
九
条
第
二
項
第
四
号
ハ
の
放
水
用
器
具
は
、
長
さ
二
十
メ

ロ

令
第
二
十
九
条
第
二
項
第
四
号
ハ
の
放
水
用
器
具
は
、
長
さ
二
十
メ

ー
ト
ル
の
ホ
ー
ス
四
本
以
上
及
び
筒
先
二
本
以
上
と
す
る
ほ
か
、
消
防

ー
ト
ル
の
ホ
ー
ス
四
本
以
上
及
び
筒
先
二
本
以
上
と
す
る
こ
と

庁
長
官
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

ハ

ロ
に
規
定
す
る
放
水
用
器
具
を
格
納
し
た
箱
は
、
一
の
直
通
階
段
に

ハ

ロ
に
規
定
す
る
放
水
用
器
具
を
格
納
し
た
箱
は
、
一
の
直
通
階
段
に

つ
い
て
階
数
三
以
内
ご
と
に
、
一
の
放
水
口
か
ら
歩
行
距
離
五
メ
ー
ト

つ
い
て
階
数
三
以
内
ご
と
に
、
一
の
放
水
口
か
ら
歩
行
距
離
五
メ
ー
ト

ル
以
内
で
消
防
隊
が
有
効
に
消
火
活
動
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
位
置

ル
以
内
で
消
防
隊
が
有
効
に
消
火
活
動
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
位
置

に
設
け
る
こ
と
。

に
設
け
る
こ
と
。

ニ

ロ
に
規
定
す
る
放
水
用
器
具
を
格
納
し
た
箱
に
は
、
見
や
す
い
箇
所

ニ

ロ
に
規
定
す
る
放
水
用
器
具
を
格
納
し
た
箱
に
は
、
見
や
す
い
箇
所

に
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

に
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

（
無
線
通
信
補
助
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
無
線
通
信
補
助
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
三
十
一
条
の
二
の
二

無
線
通
信
補
助
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技

第
三
十
一
条
の
二
の
二

無
線
通
信
補
助
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技

術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

無
線
通
信
補
助
設
備
は
、
漏
洩
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
、
漏
洩
同
軸
ケ
ー
ブ
ル

一

無
線
通
信
補
助
設
備
は
、
漏
洩
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
、
漏
洩
同
軸
ケ
ー
ブ
ル

と
こ
れ
に
接
続
す
る
空
中
線
又
は
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
と
こ
れ
に
接
続
す
る
空

と
こ
れ
に
接
続
す
る
空
中
線
又
は
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
と
こ
れ
に
接
続
す
る
空

中
線
（
以
下
「
漏
洩
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
し

中
線
（
以
下
「
漏
洩
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
し

、
当
該
漏
洩
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
等
は
、
消
防
隊
相
互
の
無
線
連
絡
が
容
易
に

、
当
該
漏
洩
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
等
は
、
百
五
十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
帯
又
は
消
防
長
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行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
指
定
す
る
周
波
数
帯
に

若
し
く
は

消
防
署
長
が
指
定
す
る
周
波
数
帯
に

お
け
る
電
波
の
伝
送
又
は
輻
射
に
適
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

お
け
る
電
波
の
伝
送
又
は
輻
射
に
適
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
～
十

（
略
）

二
～
十

（
略
）

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備

）

）

第
三
十
四
条
の
四

令
第
三
十
七
条
第
五
号

の
総
務
省
令
で
定
め
る
ガ
ス

第
三
十
四
条
の
四

令
第
三
十
七
条
第
七
号
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
ガ
ス

漏
れ
火
災
警
報
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

漏
れ
火
災
警
報
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
十
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
五
条
関
係
）

検
定
対
象
機
械
器
具

見
本
の
種
類

見
本
の
数
量

検
定
対
象
機
械
器
具

見
本
の
種
類

見
本
の
数
量

等
の
種
別

第
一
次
試
験
用

第
二
次
試
験
用

等
の
種
別

第
一
次
試
験
用

第
二
次
試
験
用

（
削
除
）

消
防
用
ホ
ー
ス

完

成

品

三
本

二
十
本
（
呼
称

七
十
五
以
上
の

も
の
又
は
濡
れ

ホ
ー
ス
に
あ
っ

て
は
十
本
）

（
削
除
）

結
合

差
込

差
し

完

成

品

三
個

二
十
個

金
具

式

口受
け

完

成

品

三
個

二
十
個

口
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ね
じ

差
し

完

成

品

三
個

十
個
（
消
防
用

式

口

吸
管
用
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、

五
個
）

受
け

完

成

品

三
個

十
個
（
消
防
用

口

吸
管
用
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、

五
個
）

受
信
機

（
略
）

（
略
）

（
略
）

受
信
機

（
略
）

（
略
）

（
略
）

住
宅
用
防
災
警
報
器

完

成

品

七
個

二
十
個

漏
電

変
流
器

完

成

品

十
個

二
十
個

電
源
変
圧
器

三
個

火
災

受
信
機

完

成

品

五
個
（
遮
断
機

二
十
個
（
集
合

警
報

構
を
有
す
る
も

型
受
信
機
に
あ

器

の
に
あ
っ
て
は

っ
て
は
二
十
回

九
個
、
集
合
型

線
分
の
個
数
）

受
信
機
に
あ
っ

て
は
五
回
線
分

の
個
数
）

電

球

三
個

継

電

器

三
個

音
響
装
置

三
個

ス
イ
ッ
チ

三
個

指
示
電
気
計

三
個
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器変
圧
器

三
個

備
考

備
考

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
若
し
く
は
発
信
機
、
中
継
器
、
受
信
機
又

３

火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
若
し
く
は
発
信
機
、
中
継
器
、
受
信
機
又

は
住
宅
用
防
災
警
報
器

に
つ
い
て
は
、
完
成

は
漏
電
火
災
警
報
器
の
変
流
器
若
し
く
は
受
信
機
に
つ
い
て
は
、
完
成

品
以
外
の
も
の
は
、
部
分
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
の
み
提
出
す

品
以
外
の
も
の
は
、
部
分
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
の
み
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
四
十
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
十
条
関
係
）

検
定
対
象
機
械
器
具

表

示

の

様

式

検
定
対
象
機
械
器
具

表

示

の

様

式

等
の
種
類

等
の
種
類

消
火
器

（
略
）

消
火
器

（
略
）

火
災
報
知
設
備
の
感

火
災
報
知
設
備
の
感

知
器
又
は
発
信
機

知
器
又
は
発
信
機

中
継
器

中
継
器

受
信
機

受
信
機

漏
電
火
災
警
報
器
の

変
流
器
又
は
受
信
機

金
属
製
避
難
は
し
ご

金
属
製
避
難
は
し
ご

緩
降
機

（
略
）

緩
降
機

（
略
）

（
削
除
）

消
防
用
ホ
ー
ス

（
略
）
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（
削
除
）

結
合
金
具

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク

（
略
）

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク

（
略
）

ラ
ー
ヘ
ッ
ド

ラ
ー
ヘ
ッ
ド

流
水
検
知
装
置

（
略
）

流
水
検
知
装
置

（
略
）

一
斉
開
放
弁

一
斉
開
放
弁

住
宅
用
防
災
警
報
器

別
表
第
四
（
第
四
十
四
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
四
十
四
条
関
係
）

自
主
表
示
対
象
機
械

表

示

の

様

式

自
主
表
示
対
象
機
械

表

示

の

様

式

器
具
等
の
種
類

器
具
等
の
種
類

動
力
消
防
ポ
ン
プ

（
略
）

動
力
消
防
ポ
ン
プ

（
略
）

消
防
用
ホ
ー
ス

（
新
規
）

消
防
用
吸
管

（
略
）

消
防
用
吸
管

（
略
）
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結
合
金
具

（
新
規
）

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易

（
新
規
）

消
火
具

漏
電
火
災
警
報
器
の

変
流
器
又
は
受
信
機
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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
構
造
）

（
構
造
）

第
十
条

消
火
栓
を
有
す
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準

第
十
条

消
火
栓
を
有
す
る
消
防
車
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準

は
、
次
の
各
号
（
既
存
事
業
所
に
既
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
に
あ
つ
て
は

は
、
次
の
各
号
（
既
存
事
業
所
に
既
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
に
あ
つ
て
は

、
第
一
号
及
び
第
三
号
）
に
掲
げ
る
各
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ

、
第
一
号
及
び
第
三
号
）
に
掲
げ
る
各
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ

る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

消
火
栓

一

消
火
栓

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

接
続
口
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技

ハ

接
続
口
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技

術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
二
号
）
第
三
条

術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
二
号
）
第
三
条

又
は
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金

又
は
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金

具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
三
号
）

具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
三
号
）

第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
呼
称
七
十
五
の
寸
法
の
結
合
金
具
を
有
す

第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
呼
称
七
十
五
の
寸
法
の
結
合
金
具
を
有
す

る
消
防
用
ホ
ー
ス
（
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七

る
消
防
用
ホ
ー
ス
（
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七

号
）
第
四
十
一
条
第
二
号

に
規
定
す
る
消
防
用
ホ
ー
ス
を
い
う

号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
消
防
用
ホ
ー
ス
を
い
う

。
以
下
「
ホ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
又
は
消
防
用
吸
管
に
結
合
す
る
こ
と

。
以
下
「
ホ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
又
は
消
防
用
吸
管
に
結
合
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）
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二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

消
火
栓
を
有
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る

３

消
火
栓
を
有
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
屋
外
給
水
施
設
の
構
造
に
関
す
る

基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
各
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
要

基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
各
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

消
火
栓

一

消
火
栓

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

接
続
口
は
、
消
防
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
四
号

に
規
定
す

ハ

接
続
口
は
、
消
防
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す

る
結
合
金
具
（
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
「
結
合
金

る
結
合
金
具
（
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
「
結
合
金

具
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
結
合
す
る
こ

具
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
結
合
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）
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○
総
務
省
令
第
二
十
二
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の

技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

平
ホ
ー
ス
（
第
六
条
―
第
十
七
条
）

第
三
章

保
形
ホ
ー
ス
（
第
十
八
条
―
第
三
十
二
条
）

第
四
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
六
条
）

第
五
章

濡
れ
ホ
ー
ス
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
六
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
四
十
七
条
）
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附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス

消
防
の
用
に
供
す
る
平
ホ
ー
ス
、
保
形
ホ
ー
ス
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
及
び
濡
れ
ホ
ー
ス
を

い
う
。

二

平
ホ
ー
ス

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
内
張
り
を
施
し
た
消
防
用
ホ
ー
ス
（
保
形
ホ
ー
ス
、
大
容
量
泡
放

水
砲
用
ホ
ー
ス
及
び
濡
れ
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）
を
い
う
。

三

保
形
ホ
ー
ス

ホ
ー
ス
の
断
面
が
常
時
円
形
に
保
た
れ
る
消
防
用
ホ
ー
ス
を
い
う
。

四

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
と
し
て
の
用
途
に
の
み
用
い
ら
れ
る
消
防
用
ホ
ー
ス
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を
い
う
。

五

濡
れ
ホ
ー
ス

水
流
に
よ
り
ホ
ー
ス
全
体
が
均
一
に
濡
れ
る
消
防
用
ホ
ー
ス
を
い
う
。

六

使
用
圧

折
れ
曲
が
っ
た
部
分
の
な
い
状
態
に
お
け
る
消
防
用
ホ
ー
ス
に
通
水
し
た
場
合
の
常
用
最
高
使
用
水
圧
（
単

位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
を
い
う
。

七

設
計
破
断
圧

ホ
ー
ス
が
破
断
し
な
い
最
高
の
圧
力
と
し
て
設
計
さ
れ
た
水
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
を
い
う
。

八

ジ
ャ
ケ
ッ
ト

た
て
糸
及
び
よ
こ
糸
に
よ
り
筒
状
に
織
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。

九

ダ
ブ
ル
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

平
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
外
と
う
で
被
覆
し
た
構
造
の
も
の
を
い
う
。

（
消
防
用
ホ
ー
ス
の
構
造
）

第
三
条

消
防
用
ホ
ー
ス
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
方
法
が
適
切
で
、
耐
久
力
に
富
み
、
か
つ
、
使
用
上
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

良
質
の
材
料
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

被
覆
（
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
外
面
を
保
護
す
る
た
め
に
、
ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
そ
の
他
外
力
に
対
し
て
強
度
を
有
す
る
材
料

に
よ
り
覆
っ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
な
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
、
全
体
に
わ
た
り
均
等
に
、
か
つ
、
し
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っ
か
り
と
織
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

被
覆
の
あ
る
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
、
全
体
に
わ
た
り
均
等
に
織
ら
れ
、
編
ま
れ
、
又
は
巻
か
れ
て
い
る
こ
と
。

五

織
り
等
の
む
ら
、
糸
切
れ
、
糸
抜
け
、
糸
と
び
、
著
し
い
汚
れ
、
ふ
し
、
外
傷
、
き
ょ
う
雑
物
の
混
入
、
よ
こ
糸
の
露

出
又
は
補
修
不
完
全
が
な
い
こ
と
。

六

縦
色
線
又
は
縦
線
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
形
ホ
ー
ス
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
縦

色
線
又
は
縦
線
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
径
）

第
四
条

消
防
用
ホ
ー
ス
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
呼
称
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
内
径
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呼
称

内
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

百
五
十

百
五
十
二
以
上
百
五
十
六
以
下

百
二
十
五

百
二
十
七
以
上
百
三
十
一
以
下

百

百
二
以
上
百
五
以
下



- 5 -

九
十

八
十
九
以
上
九
十
二
以
下

七
十
五

七
十
六
以
上
七
十
九
以
下

六
十
五

六
十
三
・
五
以
上
六
十
六
・
五
以
下

五
十

五
十
一
以
上
五
十
四
以
下

四
十

三
十
八
以
上
四
十
一
以
下

三
十

三
十
・
五
以
上
三
十
三
・
五
以
下

二
十
五

二
十
六
以
上
二
十
八
以
下

二
十

十
八
以
上
二
十
以
下

２

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
内
径
は
、
当
該
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
表
示
さ
れ
た
呼
び
径
（
大
容
量
泡
放
水
砲

用
ホ
ー
ス
の
設
計
さ
れ
た
内
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
呼
び
径
の
百
三
パ
ー
セ
ン

ト
の
内
径
ま
で
の
範
囲
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
）
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第
五
条

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
防
用
で
あ
る
旨

二

製
造
者
名
又
は
商
標

三

製
造
年

四

届
出
番
号

五

呼
称
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）
、
長
さ(

単
位

メ
ー
ト
ル
）
及
び
第
十
条
た
だ
し
書
又
は
第
二
十

二
条
た
だ
し
書
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
用
途

六

「
使
用
圧
」
と
い
う
文
字
及
び
使
用
圧

七

「
設
計
破
断
圧
」
と
い
う
文
字
及
び
設
計
破
断
圧
（
設
計
破
断
圧
が
使
用
圧
の
三
倍
以
上
の
平
ホ
ー
ス
、
保
形
ホ
ー
ス

及
び
濡
れ
ホ
ー
ス
並
び
に
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）

八

ダ
ブ
ル
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

九

保
形
ホ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
最
小
曲
げ
半
径
（
ホ
ー
ス
を
円
形
に
曲
げ
た
場
合
に
、
曲
げ
る
方
向
と
直
角
方
向
の
外
径



- 7 -

が
五
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
と
き
の
内
円
の
半
径
の
最
小
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

十

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

大
容
量
泡
放
水
砲
用
で
あ
る
旨

ロ

呼
び
径

ハ

使
用
圧
を
超
え
な
い
動
力
消
防
ポ
ン
プ
に
用
い
る
旨

十
一

濡
れ
ホ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

２

前
項
第
七
号
の
表
示
は
、
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
数
値
を
切
り
捨
て
て
得
た
数
値
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

平
ホ
ー
ス

（
区
分
）

第
六
条

平
ホ
ー
ス
は
、
次
の
表
の
と
お
り
区
分
す
る
。

使
用
圧

呼
称

二
・
〇

百

九
十

七
十
五

六
十
五

五
十

四
十

一
・
六

百
五
十

百
二
十
五

百

九
十

七
十
五

六
十
五

五
十

四
十
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一
・
三

百
五
十

百
二
十
五

百

九
十

七
十
五

六
十
五

五
十

四
十

〇
・
九

百
五
十

百
二
十
五

六
十
五

五
十

四
十

三
十

二
十
五

〇
・
七

六
十
五

五
十

四
十

三
十

二
十
五

（
ゴ
ム
及
び
合
成
樹
脂
の
品
質
）

第
七
条

平
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ゴ
ム
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

切
断
時
引
張
応
力
が
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
日
本
工
業
規
格

（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｋ

六
二
五
一
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
採
取
し
た
ダ
ン
ベ
ル
状
三
号
形
試
験
片
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て｢

三
号
形
試
験
片｣

と
い
う
。
）
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
切
断
時
引
張
応
力
を
測
定
し
た

場
合
に
、
十
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

切
断
時
引
張
応
力
が
、
空
気
加
熱
老
化
試
験
（
七
十
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
一
度
の
温
度
に
九
十
六
時
間
放
置
し
た
後
、

三
号
形
試
験
片
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
引
張
試
験
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
、
七
・
八

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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三

切
断
時
伸
び
が
、
三
号
形
試
験
片
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
切
断
時
伸
び
を
測
定
し
た
場
合
に
、
四
百
二

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

次
の
式
で
求
め
た
永
久
伸
び
が
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
採
取
し
た
ダ
ン
ベ
ル
状
一
号
形
試
験
片
（
以
下
こ
の
条
に
お

０Ｌ
い
て
「
一
号
形
試
験
片
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
た
伸
び
測
定
用
の
標
線
間
の
距
離
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
標
線
距
離
」
と
い
う
。
）

一
号
形
試
験
片
を
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
引
張
試
験
に
お
い
て
算
出
し
た
伸
び
の
約
二
分
の
一
に
相
当
す

１Ｌ
る
長
さ
に
引
っ
張
り
、
十
分
間
保
持
し
た
後
、
急
に
収
縮
さ
せ
、
十
分
間
放
置
し
た
後
に
測
定
し
た
標
線
距
離

２

平
ホ
ー
ス
の
内
張
り
、
被
覆
及
び
塗
装
（
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
外
面
を
着
色
等
す
る
た
め
に
、
塗
料
等
を
塗
布
し
た
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ゴ
ム
は
、
折
り
畳
ん
だ
ホ
ー
ス
の
上
に
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
荷
重
を
加
え
、
七
十
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
一
度
の
温
度
に
九
十
六
時
間
放
置
し
て
も
、
相
互
に
接
着
し
な
い
も
の
で
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

３

平
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る
合
成
樹
脂
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
並
び
に
次
の
各

号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

伸
び
が
、
三
号
形
試
験
片
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
切
断
時
伸
び
を
測
定
し
た
場
合
に
、
二
百
六
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

ホ
ー
ス
の
長
さ
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
三
つ
折
り
に
畳
み
、
そ
の
上
に
二
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
等
分
布
荷
重
を
加
え
零
下
二
十
五
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
度
の
温
度
に
二
十
四
時
間
放
置
し
た
後
荷
重
を
取
り
除

き
、
折
り
曲
げ
部
分
の
反
転
を
繰
り
返
し
十
回
行
っ
た
後
、
次
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
並
び
に
第
十
二
条
の
試
験

（
ホ
ー
ス
を
折
り
曲
げ
た
状
態
で
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。

三

三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ホ
ー
ス
に
そ
の
容
積
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
水
を
入
れ
、
そ
の
両
端
を
塞
ぎ
七
十
度
プ
ラ

ス
マ
イ
ナ
ス
三
度
の
温
度
に
三
百
六
十
時
間
放
置
し
、
室
温
で
十
日
間
以
上
放
置
し
た
後
、
次
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の

規
定
並
び
に
第
十
二
条
の
試
験
（
ホ
ー
ス
を
折
り
曲
げ
た
状
態
で
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。

四

一
号
形
試
験
片
を
室
温
で
二
十
四
時
間
以
上
乾
燥
器
中
に
放
置
し
た
後
、
質
量
を
測
定
し
、
当
該
試
験
片
を
百
度
プ
ラ
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ス
マ
イ
ナ
ス
二
度
と
し
た
加
熱
器
中
に
四
十
八
時
間
つ
る
し
、
室
温
で
乾
燥
器
中
に
放
冷
し
た
後
、
再
び
質
量
を
測
定
し

た
場
合
に
、
次
の
式
で
求
め
た
減
量
が
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

加
熱
前
の
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
）

１Ｗ

加
熱
後
の
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
）

２Ｗ

（
内
張
り
）

第
八
条

平
ホ
ー
ス
の
内
張
り
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
厚
さ
が
○
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と
の
密
着
の
強
さ
は
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
た
て
糸
及
び
よ
こ
糸
の
各
方
向
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二

五
六
―
一
の
布
と
の
は
く
離
強
さ
（
試
験
片
の
長
さ
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

に
満
た
な
い
よ
こ
糸
方
向
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
円
周
の
長
さ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
を
測
定
し
た
場
合
に
、
Ｊ
Ｉ

Ｓ

Ｋ

六
二
七
四
に
基
づ
き
解
析
さ
れ
た
ピ
ー
ク
の
最
小
値
が
三
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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三

表
面
に
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
く
、
水
流
の
摩
擦
損
失
が
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
被
覆
及
び
塗
装
）

第
九
条

平
ホ
ー
ス
の
被
覆
及
び
塗
装
は
、
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

平
ホ
ー
ス
の
被
覆
は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
さ
）

第
十
条

平
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
十
メ
ー
ト
ル
、
十
五
メ
ー
ト
ル
、
二
十
メ
ー
ト
ル
又
は
三
十
メ
ー
ト
ル

と
し
、
表
示
さ
れ
た
長
さ
か
ら
そ
の
長
さ
の
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
は

し
ご
付
消
防
自
動
車
、
屈
折
は
し
ご
付
消
防
自
動
車
又
は
船
舶
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
特
殊
な
用
途
に
使
用
さ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
質
量
）

第
十
一
条

平
ホ
ー
ス
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
そ
の
使
用
圧
及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
質
量
（
単
位

グ
ラ

ム
毎
メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ダ
ブ
ル
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
又
は
被
覆
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
使
用
上
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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呼
称

百
五
十

百
二
十
五

百

九
十

七
十
五

六
十
五

五
十

四
十

三
十

二
十
五

使
用
圧

二
・
〇

千
六
百
四

千

二

百

九

百

四

六

百

五

四

百

七

三

百

五

十

八
十

十

十

十

十

一
・
六

三

千

八

二
千
五
百

千
五
百
二

千

百

九

八

百

八

六

百

二

四

百

五

三

百

四

百

十

十

十

十

十

十

一
・
三

三

千

四

二
千
二
百

千
三
百
五

千
六
十

七

百

八

五

百

五

四
百

三
百

百

十

十

十

〇
・
九

三
千
百

二
千

五
百

三

百

七

二

百

八

二
百
三

百
九
十

十

十

十

〇
・
七

五
百

三

百

七

二

百

八

二
百
三

百
九
十

十

十

十

（
耐
圧
試
験
）

第
十
二
条

平
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
使
用
圧
及
び
ホ
ー
ス
の
状
態
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
圧
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
破

断
、
糸
切
れ
、
噴
水
、
漏
水
等
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。
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ホ
ー
ス
の
状
態

ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
（
単
位

メ
ガ

折
り
曲
げ
た
状
態
（
単
位

メ
ガ
パ

使
用
圧

パ
ス
カ
ル
）

ス
カ
ル
）

二
・
〇

四
・
〇

二
・
八

一
・
六

三
・
二

二
・
二

一
・
三

二
・
五

一
・
八

〇
・
九

一
・
八

一
・
三

〇
・
七

一
・
五

一
・
〇

（
破
断
試
験
）

第
十
三
条

平
ホ
ー
ス
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ホ
ー
ス
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
設
計
破
断
圧
の
水
圧
を
加
え
た
場

合
、
破
断
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

（
伸
び
）

第
十
四
条

平
ホ
ー
ス
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
伸
び
が
、
水
圧
〇
・
一
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
よ
じ
れ
）

第
十
五
条

平
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
は
、
右
方
向
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ

が
、
そ
の
使
用
圧
及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
角
度
（
単
位

度
毎
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呼
称

百
五
十

百
二
十
五

百

九
十

七
十
五

六
十
五

五
十

四
十

三
十

二
十
五

使
用
圧

二
・
〇

八
十

百

百
二
十

百
四
十

百
六
十

二
百

一
・
六

六
十

六
十

六
十

八
十

百

百
二
十

百
四
十

百
八
十

一
・
三

四
十

四
十

四
十

六
十

八
十

百

百
二
十

百
六
十

〇
・
九

四
十

四
十

八
十

九
十

百
二
十

百
六
十

二
百

〇
・
七

八
十

九
十

百
二
十

百
六
十

二
百

（
ゆ
が
み
）

第
十
六
条

平
ホ
ー
ス
は
、
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
ゆ
が
み
（
ホ
ー
ス
中
心
線
及
び
ゆ
が
み
部
分
の
中
心

線
と
の
距
離
の
最
大
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
を
基
準
と
し
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て
、
使
用
圧
一
・
六
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
七
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
使
用
圧
一
・
三
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は

六
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耐
摩
耗
性
）

第
十
七
条

平
ホ
ー
ス
は
、
任
意
の
場
所
に
お
い
て
、
別
表
及
び
別
図
に
定
め
る
試
験
条
件
に
よ
り
摩
擦
試
験
を
行
っ
た
場
合

、
次
の
表
に
掲
げ
る
使
用
圧
に
応
じ
た
回
数
の
摩
擦
に
よ
り
漏
水
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
圧

回
数

二
・
〇

八
十
回

一
・
六

五
十
回

一
・
三

三
十
回

〇
・
九

二
十
回

〇
・
七

十
回

第
三
章

保
形
ホ
ー
ス



- 17 -

（
区
分
）

第
十
八
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
次
の
表
の
と
お
り
区
分
す
る
。

使
用
圧

呼
称

二
・
〇

四
十

三
十

二
十
五

二
十

一
・
六

四
十

三
十

二
十
五

二
十

一
・
〇

四
十

三
十

二
十
五

二
十

〇
・
七

四
十

三
十

二
十
五

二
十

（
ゴ
ム
及
び
合
成
樹
脂
の
品
質
）

第
十
九
条

保
形
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ゴ
ム
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
形
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る
合
成
樹
脂
は
、
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三

項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
内
張
り
）

第
二
十
条

保
形
ホ
ー
ス
の
内
張
り
は
、
第
八
条
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
覆
及
び
塗
装
）

第
二
十
一
条

保
形
ホ
ー
ス
の
被
覆
及
び
塗
装
は
、
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
形
ホ
ー
ス
の
被
覆
は
、
第
八
条
第
二
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
さ
）

第
二
十
二
条

保
形
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
十
メ
ー
ト
ル
、
十
五
メ
ー
ト
ル
、
二
十
メ
ー
ト
ル
又
は
三
十
メ

ー
ト
ル
と
し
、
表
示
さ
れ
た
長
さ
か
ら
そ
の
長
さ
の
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
船
舶
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
特
殊
な
用
途
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
質
量
）

第
二
十
三
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
そ
の
使
用
圧
及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
毎
メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
被
覆
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

使
用
上
支
障
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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呼
称

四
十

三
十

二
十
五

二
十

使
用
圧

二
・
〇

五
百

四
百

三
百

二
百
六
十

一
・
六

五
百

四
百

三
百

二
百
六
十

一
・
〇

四
百
五
十

三
百

二
百
五
十

二
百
十

〇
・
七

四
百
五
十

三
百

二
百
五
十

二
百
十

（
耐
圧
試
験
）

第
二
十
四
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
使
用
圧
及
び
ホ
ー
ス
の
状
態
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
圧
を
五
分
間
加
え
た
場
合

、
破
断
、
糸
切
れ
、
噴
水
、
漏
水
等
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

ホ
ー
ス
の
状
態

ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
（
単
位

メ

最
小
曲
げ
半
径
を
内
円
の
半
径
と
す
る
円
形

使
用
圧

ガ
パ
ス
カ
ル
）

に
曲
げ
た
状
態
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

二
・
〇

四
・
〇

四
・
〇

一
・
六

三
・
二

三
・
二
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一
・
〇

二
・
〇

二
・
〇

〇
・
七

一
・
五

一
・
五

（
破
断
試
験
）

第
二
十
五
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ホ
ー
ス
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
設
計
破
断
圧
の
水
圧
を
加
え

た
場
合
、
破
断
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

（
伸
び
）

第
二
十
六
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
伸
び
が
、
水
圧
〇
・

一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
よ
じ
れ
）

第
二
十
七
条

保
形
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
は
、
右
方
向
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
よ

じ
れ
が
、
そ
の
使
用
圧
及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
角
度
（
単
位

度
毎
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

呼
称

四
十

三
十

二
十
五

二
十
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使
用
圧

二
・
〇

二
百

二
百

二
百

二
百
五
十

一
・
六

百
八
十

百
八
十

二
百

二
百
五
十

一
・
〇

百
二
十

百
六
十

二
百

二
百
五
十

〇
・
七

百
二
十

百
六
十

二
百

二
百
五
十

（
ゆ
が
み
）

第
二
十
八
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
ゆ
が
み
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
状

態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
を
基
準
と
し
て
、
六
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耐
摩
耗
性
）

第
二
十
九
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
任
意
の
場
所
に
お
い
て
、
別
表
及
び
別
図
に
定
め
る
試
験
条
件
に
よ
り
摩
擦
試
験
を
行
っ
た

場
合
、
次
の
表
に
掲
げ
る
使
用
圧
に
応
じ
た
回
数
の
摩
擦
に
よ
り
漏
水
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
圧

回
数

二
・
〇

八
十
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一
・
六

五
十

一
・
〇

二
十

〇
・
七

十

（
保
形
性
）

第
三
十
条

保
形
ホ
ー
ス
の
一
端
を
次
の
図
の
よ
う
に
固
定
し
て
、
最
小
曲
げ
半
径
の
曲
率
半
径
を
も
っ
た
枕
木
に
沿
っ
て
九

十
度
曲
げ
、
そ
の
先
端
に
二
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
荷
重
を
加
え
て
三
十
分
間
放
置
し
た
場
合
、
つ
ぶ
れ
（
同
図
に
掲
げ
る
算
式

に
よ
り
算
出
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
荷
重
を
取
り
除
い
た
後
の
つ
ぶ

れ
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 23 -

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

荷
重
を
加
え
る
前
の
Ａ
点
と
Ｂ
点
を
通
る
外
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

１Ｃ

荷
重
を
加
え
た
後
及
び
荷
重
を
取
り
除
い
た
後
の
Ａ
点
と
Ｂ
点
を
通
る
外
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

２Ｃ

２

保
形
ホ
ー
ス
は
、
長
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に
六
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
荷
重
を
十
秒
間
加
え
た
後
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
適
合
し
、
か
つ
、
破
損
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
等
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

使
用
圧
を
一
分
間
加
え
、
水
圧
を
取
り
除
い
た
後
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
残
留
ひ
ず
み
が
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

荷
重
を
加
え
る
前
の
ホ
ー
ス
の
外
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

１ｄ

水
圧
を
取
り
除
い
た
後
の
ホ
ー
ス
の
鉛
直
方
向
の
外
寸
法
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

２ｄ

二

そ
の
使
用
圧
及
び
ホ
ー
ス
の
状
態
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
圧
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
破
断
、
糸
切
れ
、
噴
水



- 24 -

、
漏
水
等
を
生
じ
な
い
こ
と
。

ホ
ー
ス
の
状
態

ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
（
単
位

最
小
曲
げ
半
径
を
内
円
の
半
径
と
す
る
円
形

使
用
圧

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

に
曲
げ
た
状
態
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

二
・
〇

四
・
〇

四
・
〇

一
・
六

三
・
二

三
・
二

一
・
〇

二
・
〇

二
・
〇

〇
・
七

一
・
五

一
・
五

（
耐
閉
塞
性
）

第
三
十
一
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
次
の
図
の
よ
う
に
ホ
ー
ス
の
一
部
分
を
最
小
曲
げ
半
径
を
内
円
の
半
径
と
す
る
二
重
の
輪
に

し
た
状
態
で
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ

五
七
〇
五
に
適
合
す
る
滑
ら
か
な
ビ
ニ
ル
床
タ
イ
ル
の
床
面
上
で
、
一
端
を
固
定
し
て
他
の

一
端
を
最
大
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
加
重
で
、
か
つ
、
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
速
度
で
引
っ
張
っ
た
場
合
、
通
水
を
阻
害
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
折
れ
、
変
形
等
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
耐
低
温
性
）

第
三
十
二
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
最
小
曲
げ
半
径
を
半
径
と
す
る
円
筒
に
沿
っ
て
一
回
巻
き
付
け
た
状
態
で
、
零
下
二
十
五
度

プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
度
の
温
度
に
二
十
四
時
間
放
置
し
た
後
、
一
秒
間
で
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
し
た
後
に
一
秒
間
で
当
該
円
筒

に
沿
っ
て
一
回
巻
き
付
け
る
操
作
を
十
回
繰
り
返
し
行
っ
た
場
合
、
第
八
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
並
び
に
第
二
十
四

条
の
試
験
（
最
小
曲
げ
半
径
を
内
円
の
半
径
と
す
る
円
形
に
保
形
ホ
ー
ス
を
曲
げ
た
状
態
で
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
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（
長
さ
）

第
三
十
三
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
表
示
さ
れ
た
長
さ
か

ら
そ
の
長
さ
の
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耐
圧
試
験
）

第
三
十
四
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
使
用
圧
の
二
・
〇
倍
（
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
劣
化
等
を

防
ぐ
た
め
の
処
置
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
・
五
倍
）
の
水
圧
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
破
断
、
糸
切
れ
、
噴

水
、
漏
水
等
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

（
よ
じ
れ
）

第
三
十
五
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
は
、
右
方
向
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け

る
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
が
、
使
用
上
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
三
十
六
条

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項
第
二
号
中
「
長
さ
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
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分
」
と
、
第
十
六
条
中
「
使
用
圧
一
・
三
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

濡
れ
ホ
ー
ス

（
区
分
）

第
三
十
七
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
次
の
表
の
と
お
り
区
分
す
る
。

使
用
圧

呼
称

一
・
三

九
十

七
十
五

六
十
五

五
十

四
十

二
十
五

（
濡
れ
ホ
ー
ス
の
構
造
）

第
三
十
八
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
濡
れ
を
適
正
に
保
持
で
き
る
よ
う
措
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
品
質
）

第
三
十
九
条

濡
れ
ホ
ー
ス
の
内
張
り
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ゴ
ム
は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
及
び
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ゴ
ム
の
表
面
に
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
く
、
か
つ
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
均
一
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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二

ホ
ー
ス
の
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
折
り
畳
ん
だ
状
態
で
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
九
の
静
的
オ
ゾ
ン
劣
化
試
験
の
方

法
に
基
づ
い
て
、
次
の
表
に
掲
げ
る
試
験
条
件
に
よ
り
試
験
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
の
規
定
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

項
目

試
験
条
件

オ
ゾ
ン
濃
度

五
十

pphm

試
験
槽
の
温
度

三
十
八
度
か
ら
四
十
二
度
ま
で
の
間

試
験
時
間

三
百
六
十
時
間

試
料
の
状
態
及
び
入
れ
方

二
十
四
時
間
密
閉
暗
箱
内
に
放
置
し
た
後
、
ホ
ー
ス
を
折
り
畳
ん
だ
状
態
で
槽

の
中
心
付
近
に
入
れ
る
。

オ
ゾ
ン
濃
度
の
測
定
回
数

試
料
を
入
れ
て
か
ら
十
五
分
ご
と
に
測
定
す
る
。
た
だ
し
、
オ
ゾ
ン
濃
度
自
動

調
節
器
に
よ
り
濃
度
調
節
を
行
う
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

オ
ゾ
ン
濃
度
の
測
定
方
法

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
九
に
示
す
定
電
流
電
解
法
に
よ
る
。

２

濡
れ
ホ
ー
ス
の
内
張
り
に
使
用
さ
れ
て
い
る
合
成
樹
脂
は
、
前
項
第
一
号
並
び
に
第
七
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
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規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
さ
）

第
四
十
条

濡
れ
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
二
十
メ
ー
ト
ル
又
は
三
十
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表
示
さ
れ
た
長
さ
か

ら
そ
の
長
さ
の
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
質
量
）

第
四
十
一
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
そ
の
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
質
量
以
下
の
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

呼
称

ホ
ー
ス
一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
）

九
十

千
六
十

七
十
五

七
百
八
十

六
十
五

五
百
五
十

五
十

四
百

四
十

三
百
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二
十
五

二
百

（
耐
圧
試
験
）

第
四
十
二
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
使
用
圧
及
び
ホ
ー
ス
の
状
態
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
圧
を
五
分
間
加
え
た
場
合

、
破
断
、
糸
切
れ
等
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

ホ
ー
ス
の
状
態

ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
（
単
位

メ

折
り
曲
げ
た
状
態
（
単
位

メ
ガ
パ

使
用
圧

ガ
パ
ス
カ
ル
）

ス
カ
ル
）

一
・
三

二
・
五

一
・
八

（
破
断
試
験
）

第
四
十
三
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ホ
ー
ス
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
設
計
破
断
圧
の
水
圧
を
加
え

た
場
合
、
破
断
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

（
伸
び
）

第
四
十
四
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
伸
び
が
、
水
圧
〇
・
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一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
漏
水
量
）

第
四
十
五
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
水
圧
を
〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
と
し
、
三
十
五
分
間
保
持
し
た
う
ち
の
最
後
の
五
分
間
の
平

均
漏
水
量
が
、
そ
の
呼
称
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
掲
げ
る
漏
水
量
以
下
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ホ
ー
ス
の
表
面
が
均
一
に

濡
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呼
称

ホ
ー
ス
一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
漏
水
量
（
単
位

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

九
十

三
百
五
十

七
十
五

三
百

六
十
五

二
百
五
十

五
十

二
百

四
十

百
五
十

二
十
五

百
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（
耐
摩
耗
性
）

第
四
十
六
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
任
意
の
場
所
に
お
い
て
、
別
表
及
び
別
図
に
定
め
る
試
験
条
件
に
よ
り
摩
擦
試
験
を
行
っ
た

場
合
、
三
十
回
の
摩
擦
に
よ
り
漏
水
量
が
増
加
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
章

雑
則

（
基
準
の
特
例
）

第
四
十
七
条

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
消
防
用
ホ
ー
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及
び
性
能
か
ら
判
断
し
て
、

こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

２

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 33 -

第
十
一
条
の
二
第
一
号
中
「
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号

）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
」
を
「
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十

五
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
保
形
ホ
ー
ス
」
に
改
め
る
。

別
表
（
第
十
七
条
、
第
二
十
九
条
及
び
第
四
十
六
条
関
係
）

項
目

試
験
条
件

ホ
ー
ス
内
圧

水
圧
〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

摩
擦
面

摩
擦
板
寸
法
以
上
で
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｒ

六
二
五
三
に
定
め
る
耐
水
研
磨
紙
で
研
磨
材
の
粒
度
が

百
番
の
も
の

摩
擦
面
に
対
す
る
措
置

摩
擦
面
の
目
詰
ま
り
を
防
止
す
る
措
置
（
一
定
の
頻
度
に
よ
る
摩
擦
面
の
交
換
又
は
エ
ア
ー

ブ
ロ
ー
等
を
い
う
。
）
を
施
す
こ
と
。

摩
擦
板
の
寸
法

曲
率
半
径
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
×
二
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
長
方
形

摩
擦
板
の
荷
重

全
振
幅
の
全
て
の
位
置
で
十
ニ
ュ
ー
ト
ン

摩
擦
板
の
振
動
方
向

ホ
ー
ス
と
四
十
五
度
の
角
度
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摩
擦
板
の
全
振
幅

二
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

摩
擦
板
の
振
動
数

毎
分
二
十
往
復
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別
図
（
第
十
七
条
、
第
二
十
九
条
及
び
第
四
十
六
条
関
係
）

備
考

摩
擦
の
回
数
は
、
摩
擦
板
一
往
復
を
一
回
と
数
え
る
。



消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
（
附
則
第
二
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
る
改
正
部
分
）

（
網
掛
け
部
分
は
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
る
改
正
部
分
）

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
時
点

改
正
案
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
施
行
）

※
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（

現

行

平
成
二
十
五
年
二
十
一
号
）
に
よ
る
改
正

（
一
人
で
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
屋
内
消
火

（
一
人
で
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
屋
内
消
火

（
新
設
）

栓
設
備
の
基
準
）

栓
設
備
の
基
準
）

第
十
一
条
の
二

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ

第
十
一
条
の
二

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ

⑶
及
び
ロ
⑶
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

⑶
及
び
ロ
⑶
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一

屋
内
消
火
栓
設
備
に
用
い
る
消
防
用
ホ
ー

一

屋
内
消
火
栓
設
備
に
用
い
る
消
防
用
ホ
ー

ス
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を

ス
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を

定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第

定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
自
治
省
令
第

二
十
二
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
保

二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
消

形
ホ
ー
ス

で
あ
る
こ
と
。

防
用
保
形
ホ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
延
長
及
び
格

二

前
号
の
消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
延
長
及
び
格

納
の
操
作
が
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
消

納
の
操
作
が
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
消

防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う

防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う

に
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

に
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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【
参
考
】

消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）

新
旧
対
照
条
文

○
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

（
昭
和
四
十
三
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

よ
う
に
定
め
る
。

消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

平

ホ
ー
ス
（
第
六
条
―
第
十
七
条
）

第
二
章

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
（
第
六
条
―
第
十
七
条
）

（
削
る
）

第
三
章

消
防
用
麻
ホ
ー
ス
（
第
十
八
条
―
第
二
十
四
条
の
二
）

（
第
五
章
へ
移
動
）

第
四
章

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
三
条
）

第
三
章

保
形
ホ
ー
ス
（
第
十
八
条
―
第
三
十
二
条
）

第
五
章

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
（
第
三
十
四
条
―
第
四
十
八
条
）

第
四
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
六
条
）

第
六
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
（
第
四
十
九
条
―
第
五
十
三
条
）

第
五
章

濡
れ
ホ
ー
ス
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
六
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
四
十
七
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
五
十
四
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則
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（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス

消
防
の
用
に
供
す
る
平
ホ
ー
ス
、
保
形
ホ
ー
ス
、
大

一

消
防
用
ホ
ー
ス

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
、
消
防
用
麻
ホ
ー
ス
、
消

容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
及
び
濡
れ
ホ
ー
ス

防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
、
消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー

を
い
う
。

ス
を
い
う
。

二

平

ホ
ー
ス

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
内

二

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
内

張
り
を
施
し
た
消
防
用
ホ
ー
ス
（
保
形
ホ
ー
ス
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ

張
り
を
施
し
た
消
防
用
ホ
ー
ス
（
消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
、
消
防
用
保
形
ホ

ー
ス
及
び
濡
れ
ホ
ー
ス

を
除
く
。
）
を
い
う
。

ー
ス
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
削
る
）

三

消
防
用
麻
ホ
ー
ス

麻
糸
で
織
ら
れ
た
消
防
用
ホ
ー
ス
を
い
う
。

（
第
五
号
へ
移
動
）

四

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス

水
流
に
よ
り
ホ
ー
ス
全
体
が
均
一
に
濡
れ
る
消

防
用
ホ
ー
ス
を
い
う
。

三

保
形
ホ
ー
ス

ホ
ー
ス
の
断
面
が
常
時
円
形
に
保
た
れ
る
消
防

五

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス

ホ
ー
ス
の
断
面
が
常
時
円
形
に
保
た
れ
る
消
防

用
ホ
ー
ス
を
い
う
。

用
ホ
ー
ス
を
い
う
。

四

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施

六

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施

行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定

行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定

す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
と
し
て
の
用
途
に
の
み
用
い
ら

す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材

と
し
て
の
用
途
に
の
み
用
い
ら

れ
る
消
防
用
ホ
ー
ス
を
い
う
。

れ
る
消
防
用
ホ
ー
ス
を
い
う
。

五

濡
れ
ホ
ー
ス

水
流
に
よ
り
ホ
ー
ス
全
体
が
均
一
に
濡
れ
る
消
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防
用
ホ
ー
ス
を
い
う
。

（
削
る
）

七

呼
び
径

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
設
計
さ
れ
た
内
径
（
単
位
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
）
を
い
う
。

（
第
九
号
へ
移
動
）

八

ダ
ブ
ル
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
泡
放
水

砲
用
ホ
ー
ス
を
外
と
う
で
被
覆
し
た
構
造
の
も
の
を
い
う
。

六

使
用
圧

折
れ
曲
が
っ
た
部
分
の
な
い
状
態
に
お
け
る
消
防
用
ホ
ー
ス

九

使
用
圧

折
れ
曲
が
つ
た
部
分
の
な
い
状
態
に
お
け
る
消
防
用
ホ
ー
ス

に
通
水
し
た
場
合
の
常
用
最
高
使
用
水
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
を

に
通
水
し
た
場
合
の
常
用
最
高
使
用
水
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
を

い
う
。

い
う
。

七

設
計
破
断
圧

ホ
ー
ス
が
破
断
し
な
い
最
高
の
圧
力
と
し
て
設
計
さ
れ

（
新
設
）

た
水
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
を
い
う
。

八

ジ
ャ
ケ
ッ
ト

た
て
糸
及
び
よ
こ
糸
に
よ
り
筒
状
に
織
ら
れ
た
も
の
を

（
新
設
）

い
う
。

九

ダ
ブ
ル
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

平

ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
泡
放
水

用
ホ
ー
ス
を
外
と
う
で
被
覆
し
た
構
造
の
も
の
を
い
う
。

（
消
防
用
ホ
ー
ス
の
構
造
）

（

ホ
ー
ス
の
構
造
）

第
三
条

消
防
用
ホ
ー
ス
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

第
三
条

消
防
用
ホ
ー
ス

は
、
製
造
方
法
が
適
切
で
、
耐
久
力
に
富
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
か
つ
、
使
用
上
支
障
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
方
法
が
適
切
で
、
耐
久
力
に
富
み
、
か
つ
、
使
用
上
支
障
の
な
い

（
柱
書
き
か
ら
移
動
）

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

良
質
の
材
料
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
号
か
ら
移
動
）

三

被
覆
（
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
外
面
を
保
護
す
る
た
め
に
、
ゴ
ム
又
は
合
成
樹

（
第
七
条
第
二
号
か
ら
移
動
）

脂
そ
の
他
外
力
に
対
し
て
強
度
を
有
す
る
材
料
に
よ
り
覆
っ
た
も
の
を
い
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う
。
以
下
同
じ
。
）
の
な
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
、
全
体
に
わ
た
り

均
等
に
、
か
つ
、
し
っ
か
り
と
織
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

被
覆
の
あ
る
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
、
全
体
に
わ
た
り
均
等
に
織
ら

（
第
七
条
第
三
号
か
ら
移
動
）

れ
、
編
ま
れ
、
又
は
巻
か
れ
て
い
る
こ
と
。

五

織
り
等
の
む
ら
、
糸
切
れ
、
糸
抜
け
、
糸
と
び
、
著
し
い
汚
れ
、
ふ
し

（
新
設
）

、
外
傷
、
き
ょ
う
雑
物
の
混
入
、
よ
こ
糸
の
露
出
又
は
補
修
不
完
全
が
な

い
こ
と
。

六

縦
色
線
又
は
縦
線
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
形
ホ
ー
ス
及
び

（
第
五
条
柱
書
き
か
ら
移
動
）

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
縦
色
線
又
は
縦
線
を
有
し
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
径
）

（
内
径
）

第
四
条

消
防
用
ホ
ー
ス
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）
は
、
そ

第
四
条

消
防
用
ホ
ー
ス
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）
は
、
そ

の
呼
称
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
内
径
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

の
呼
称
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
内
径
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
内
径
は
、
当
該
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー

（
第
二
条
第
七
号
及
び
第
四
十
九
条
か
ら
移
動
）

ス
に
表
示
さ
れ
た
呼
び
径
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
設
計
さ
れ
た
内

径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
呼
び
径

の
百
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
内
径
ま
で
の
範
囲
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
表
示
）

（
表
示
）

第
五
条

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ

第
五
条

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
縦
色
線
又
は
縦
線
を
有
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
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る
事
項
を
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
も

る
事
項
を
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
及
び
大
容
量
泡

放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
あ
つ
て
は
、
縦
色
線
又
は
縦
線
を
有
し
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

消
防
用
で
あ
る
旨

（
新
設
）

二

製
造
者
名
又
は
商
標

一

製
造
者
名
又
は
商
標

三

製
造
年

二

製
造
年

（
第
十
一
号
へ
移
動
）

三

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
に
あ
つ
て
は
、
「
濡
れ
ホ
ー
ス
」

四

届
出
番
号

（
新
設
）

五

呼
称
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）
、
長
さ(

単
位

メ

四

呼
称
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）
、
長
さ

ー
ト
ル
）
及
び
第
十
条
た
だ
し
書
又
は
第
二
十
二
条
た
だ
し
書

及
び
第
十
一
条
た
だ
し
書
、
第
二
十
条
た
だ
し
書
又
は
第
三
十

が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
用
途

九
条
た
だ
し
書
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
用
途

六

「
使
用
圧
」
と
い
う
文
字
及
び
使
用
圧

（
新
設
）

七

「
設
計
破
断
圧
」
と
い
う
文
字
及
び
設
計
破
断
圧
（
設
計
破
断
圧
が
使

（
新
設
）

用
圧
の
三
倍
以
上
の
平
ホ
ー
ス
、
保
形
ホ
ー
ス
及
び
濡
れ
ホ
ー
ス
並
び
に

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）

（
削
る
）

五

型
式
番
号

八

ダ
ブ
ル
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

六

ダ
ブ
ル
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

九

保
形
ホ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
最
小
曲
げ
半
径
（

七

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
に
あ
つ
て
は
、
最
小
曲
げ
半
径
（
ホ
ー
ス
の
機
能

ホ
ー
ス
を
円
形
に
曲
げ
た
場
合
に
、
曲
げ

に
支
障
を
生
じ
な
い
範
囲
内
で
ホ
ー
ス
を
円
形
に
曲
げ
た
場
合

る
方
向
と
直
角
方
向
の
外
径
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
と
き
の
内
円
の

の
内
円
の

半
径
の
最
小
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

半
径
の
最
小
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
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（
削
る
）

八

種
類
の
別
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
消
防
用
ホ
ー
ス
を
除
く
。
）

十

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

九

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

大
容
量
泡
放
水
砲
用
で
あ
る
旨

イ

大
容
量
泡
放
水
砲
用
で
あ
る
旨

ロ

呼
び
径

ロ

呼
び
径
及
び
使
用
圧

ハ

使
用
圧
を
超
え
な
い
動
力
消
防
ポ
ン
プ
に
用
い
る
旨

ハ

使
用
圧
を
超
え
な
い
動
力
消
防
ポ
ン
プ
に
用
い
る
旨

十
一

濡
れ
ホ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

２

前
項
第
七
号
の
表
示
は
、
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
数
値
を
切
り
捨
て
て

（
新
設
）

得
た
数
値
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

平

ホ
ー
ス

第
二
章

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス

（
区
分
）

（
区
分
）

第
六
条

平

ホ
ー
ス
は
、
次
の
表
の
と
お
り
区
分
す
る
。

第
六
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
は
、
次
の
表
の
と
お
り
区
分
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
第
三
条
へ
移
動
）

（
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
構
造
）

第
七
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

良
質
の
糸
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

被
覆
の
な
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
あ
つ
て
は
、
全
体
に
わ
た
り
均
等
に
、
か

つ
、
し
つ
か
り
と
織
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

被
覆
の
あ
る
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
あ
つ
て
は
、
全
体
に
わ
た
り
均
等
に
織
ら

れ
、
編
ま
れ
、
又
は
巻
か
れ
て
い
る
こ
と
。

（
ゴ
ム
及
び
合
成
樹
脂
の
品
質
）

（
ゴ
ム
及
び
合
成
樹
脂
の
品
質
）
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第
七
条

平

ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る

第
八
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る

ゴ
ム
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ゴ
ム
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

切
断
時
引
張
応
力
が
、
工
業
標
準
化
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

一

引
張
り
強
さ

が
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と

八
十
五
号
）
第
十
七
条

の
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と

い
う
。
）
Ｋ

六
二
五
一
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
採
取
し
た
ダ
ン
ベ
ル
状

い
う
。
）

三
号
形
試
験
片
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
三
号
形
試
験
片
」
と
い
う
。

）
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
切
断
時
引
張
応
力
を
測
定
し
た

Ｋ

六
二
五
一
の
引
張
試
験
を
行
つ
た

場
合
に
、
十
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

場
合
に
、
十
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

切
断
時
引
張
応
力
が
、
空
気
加
熱
老
化
試
験
（
七
十
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ

二

引
張
り
強
さ

が
、
空
気
加
熱
老
化
試
験
（
六
十
九
度
か
ら
七
十

ス
一
度
の

温
度
に
九
十
六
時
間
放
置
し
た
後
、
三
号
形
試
験
片

一
度
ま
で
の
間
の
温
度
に
九
十
六
時
間
放
置
し
た
後

を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
引
張
試
験
を
行
う
も
の
を
い
う
。

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
引
張
試
験
を
行
う
も
の
を
い
う
。

）
を
行
っ
た
場
合
に
、
七
・
八
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

）
を
行
つ
た
場
合
に
、
七
・
八
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

切
断
時
伸
び
が
、
三
号
形
試
験
片
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一

三

伸
び
が
、

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一

の
切
断
時
伸
び
を
測
定
し
た
場
合
に
、
四
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

の
引
張
試
験
を
行
つ
た

場
合
に

四
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

四

次
の
式
で
求
め
た
永
久
伸
び
が
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ

四

次
の
式
で
求
め
た
永
久
伸
び
が
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

と
。

久
伸
び
（
％
）
＝
｛
（
Ｌ

―
Ｌ

）
÷
Ｌ

｝
×
１
０
０

永
久
伸
び
（
％
）
＝
｛
（
Ｌ

―
Ｌ

）
÷
Ｌ

｝
×
１
０
０

１

０

０

１

０

０

永備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

（
新
設
）

め
る
と
お
り
と
す
る
。

Ｌ

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
採
取
し
た

Ｌ

は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
採
取
し
た

０

０

ダ
ン
ベ
ル
状
一
号
形
試
験
片
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
号
形

試
験
片
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

試
験
片
」
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試
験
片
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
た
伸
び
測
定
用
の
標
線
間
の
距

と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
た
伸
び
測
定
用
の
標
線
間
の
距
離
（
単
位
ミ
リ
メ

離
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
標
線
距

ー
ト
ル
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
標
線
距
離
」
と
い
う
。
）

離
」
と
い
う
。
）

Ｌ

一
号
形
試
験
片
を
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
引
張
試
験
に

Ｌ

は
、

試
験
片
を
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
引
張
試
験
に
お

１

１

お
い
て
算
出
し
た
伸
び
の
約
二
分
の
一
に
相
当
す
る
長
さ
に
引
っ

い
て
算
出
し
た
伸
び
の
約
二
分
の
一
に
相
当
す
る
長
さ
に
引
つ
張
り
、
十

張
り
、
十
分
間
保
持
し
た
後
、
急
に
収
縮
さ
せ
、
十
分
間
放
置
し

分
間
保
持
し
た
後
、
急
に
収
縮
さ
せ
、
十
分
間
放
置
し
た
後
に
測
定
し
た

た
後
に
測
定
し
た
標
線
距
離

標
線
距
離

２

平

ホ
ー
ス
の
内
張
り
、
被
覆
及
び
塗
装
（
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の

２

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
の
内
張
り
、
被
覆
及
び
塗
装

外
面
を
着
色
等
す
る
た
め
に
、
塗
料
等
を
塗
布
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ゴ
ム
は
、
折
り
畳
ん
だ
ホ
ー
ス
の
上
に
十
ニ
ュ

に
使
用
さ
れ
て
い
る
ゴ
ム
は
、
折
り
畳
ん
だ
ホ
ー
ス
の
上
に
十
ニ
ュ

ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
荷
重
を
加
え
、
七
十
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ

ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
荷
重
を
加
え
、
六
十
九
度
か
ら
七
十
一

ス
一
度

の
温
度
に
九
十
六
時
間
放
置
し
て
も
、
相
互
に
接
着
し
な
い
も

度
ま
で
の
間
の
温
度
に
九
十
六
時
間
放
置
し
て
も
、
相
互
に
接
着
し
な
い
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

平

ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る
合
成

３

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る
合
成

樹
脂
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
並
び
に
次
の
各
号
に
適
合
す

樹
脂
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
並
び
に
次
の
各
号
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

伸
び
が
、
三
号
形
試
験
片
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
切
断

一

伸
び
が
、

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一
の
引
張

時
伸
び
を
測
定
し
た
場
合
に
、
二
百
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と

試
験
を
行
つ
た

場
合
に

二
百
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と

。

。

二

ホ
ー
ス
の
長
さ
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
三
つ
折
り
に
畳
み
、

二

ホ
ー
ス
の
長
さ
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
三
つ
折
り
に
畳
み
、

そ
の
上
に
二
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
等
分
布
荷
重
を
加

そ
の
上
に
二
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
等
分
布
荷
重
を
加

え
零
下
二
十
五
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
度
の

温
度
に
二
十
四
時
間

え
零
下
二
十
三
度
か
ら
零
下
二
十
七
度
ま
で
の
間
の
温
度
に
二
十
四
時
間
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放
置
し
た
後
荷
重
を
取
り
除
き
、
折
り
曲
げ
部
分
の
反
転
を
繰
り
返
し
十

放
置
し
た
後
荷
重
を
取
り
除
き
、
折
り
曲
げ
部
分
の
反
転
を
繰
り
返
し
十

回
行
っ
た
後
、
次
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
並
び
に
第
十
二
条
の
試

回
行
つ
て
も
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る

験
（
ホ
ー
ス
を
折
り
曲
げ
た
状
態
で
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る

こ
と
。

こ
と
。

三

三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ホ
ー
ス
に
そ
の
容
積
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す

三

三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ホ
ー
ス
に
そ
の
容
積
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す

る
水
を
入
れ
、
そ
の
両
端
を
塞
ぎ
七
十
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
三
度
の

る
水
を
入
れ
、
そ
の
両
端
を
ふ
さ
ぎ
六
十
七
度
か
ら
七
十
三
度
ま
で
の
間

温
度
に
三
百
六
十
時
間
放
置
し
、
室
温
で
十
日
間
以
上
放
置
し
た
後
、

の
温
度
に
三
百
六
十
時
間
放
置
し
た
後
に
お
い
て
も
、
機
能
に
異
常
を
生

次
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
並
び
に
第
十
二
条
の
試
験
（
ホ
ー
ス
を

じ
な
い
も
の
で
あ
る

折
り
曲
げ
た
状
態
で
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。

こ
と
。

四

一
号
形
試
験
片
を
室
温
で
二
十
四
時
間
以
上
乾
燥
器
中
に
放
置
し
た
後

四

室
温
で
二
十
四
時
間
以
上
乾
燥
器
中
に
放
置
し
た
後

、
質
量
を
測
定
し
、
当
該
試
験
片
を
百
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
度
の
温
度

、
質
量
を
量
り
、
九
十
八
度
以
上
百
二
以
下

と
し
た
加
熱
器
中
に
四
十
八
時
間
つ
る
し
、
室
温
で
乾
燥
器
中
に
放
冷
し

と
し
た
加
熱
器
中
に
四
十
八
時
間
つ
る
し
、
室
温
で
乾
燥
器
中
に
放
冷
し

た
後
、
再
び
質
量
を
測
定
し
た
場
合
に
、
次
の
式
で
求
め
た
減
量
が
、
二

た
後
、
再
び
質
量
を
量
つ
た
場
合

、
次
の
式
で
求
め
た
減
量
が
、
二

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

減
量
（
％
）
＝
｛
（
Ｗ

－
Ｗ

）
÷
Ｗ

｝
×
１
０
０

減
量
（
％
）
＝
｛
（
Ｗ

－
Ｗ

）
÷
Ｗ

｝
×
１
０
０

１

２

１

１

２

１

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

（
新
設
）

め
る
と
お
り
と
す
る
。

Ｗ

加
熱
前
の
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
）

Ｗ

は
、
加
熱
前
の
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
）

１

１

Ｗ

加
熱
後
の
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
）

Ｗ

は
、
加
熱
後
の
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
）

２

２

（
内
張
り
）

（
内
張
り
）

第
八
条

平

ホ
ー
ス
の
内
張
り
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も

第
九
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
の
内
張
り
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
厚
さ
が
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

一

ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
厚
さ
が
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

と
。

二

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と
の
密
着
の
強
さ
は
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
た
て
糸
及
び
よ
こ

二

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と
の
密
着
の
強
さ
は
、

糸
の
各
方
向
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
六
―
一
の
布
と
の
は
く

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
六
―
一
の
は
く
離
試
験

離
強
さ
（
試
験
片
の
長
さ
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
た
だ
し

（
試
験
片
の
長
さ
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
呼
称
二
十
五
の
も
の

、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
よ
こ
糸
方
向
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
円

に
あ
つ
て
は
八
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
呼
称
三
十
の
も
の
に
あ
つ
て
は
九

周
の
長
さ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
を
測
定
し
た
場
合
に
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。
）
を
行
つ
た
場
合
の
は
く
離
力
が

Ｋ

六
二
七
四
に
基
づ
き
解
析
さ
れ
た
ピ
ー
ク
の
最
小
値
が
三
十
ニ
ュ
ー

三
十
ニ
ュ
ー

ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

表
面
に
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
く
、
水
流
の
摩
擦
損
失
が
少
な

三

表
面
に
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
く
、
水
流
の
摩
擦
損
失
が
少
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
被
覆
及
び
塗
装
）

（
被
覆
及
び
塗
装
）

第
九
条

平

ホ
ー
ス

の
被
覆
及
び
塗
装

第
十
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
の
ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
被
覆

は
、
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

平
ホ
ー
ス
の
被
覆
は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

２

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
の
ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
塗
装
は
、
ジ
ャ
ケ
ッ

ば
な
ら
な
い
。

ト
に
均
一
、
か
つ
、
確
実
に
密
着
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
さ
）

（
長
さ
）

第
十

条

平

ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
十
メ

第
十
一
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
十
メ

ー
ト
ル
、
十
五
メ
ー
ト
ル
、
二
十
メ
ー
ト
ル
又
は
三
十
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表

ー
ト
ル
、
十
五
メ
ー
ト
ル
、
二
十
メ
ー
ト
ル
又
は
三
十
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表

示
さ
れ
た
長
さ
か
ら
そ
の
長
さ
の
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で

示
さ
れ
た
長
さ

の
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で
の
範
囲
内

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
は
し
ご
付
消
防
自
動
車
、
屈
折

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
は
し
ご
付
消
防
自
動
車
、
屈
折

は
し
ご
付
消
防
自
動
車
又
は
船
舶
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
特
殊
な
用

は
し
ご
付
消
防
自
動
車
又
は
船
舶
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
特
殊
な
用
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途
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

途
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
質
量
）

（
質
量
）

第
十
一
条

平

ホ
ー
ス
は
、

乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
そ

第
十
二
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
は
、
完
全
に
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
そ

の
使
用
圧
及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
毎

の
種
類

及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
質
量

メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ダ
ブ
ル
ジ
ャ

以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ダ
ブ
ル
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
又
は
被
覆
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
使
用
上
支
障
の
な
い
も
の
で

ケ
ッ
ト
又
は
被
覆
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
使
用
上
支
障
の
な
い
も
の
で

あ
れ
ば
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

あ
れ
ば
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
耐
圧
試
験
）

（
試
験
圧
力
）

第
十
二
条

平

ホ
ー
ス
は
、
そ
の
使
用
圧
及
び
ホ
ー
ス
の
状
態

第
十
三
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
種
類

及
び
ホ
ー
ス
の
状
態

に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
圧
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
破
断
、
糸
切
れ

に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
圧
に
五
分
間
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば

、
噴
水
、
漏
水
等
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
破
断
試
験
）

（
新
設
）

第
十
三
条

平
ホ
ー
ス
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ホ
ー
ス
を
ま
っ
す
ぐ
に

し
た
状
態
で
設
計
破
断
圧
の
水
圧
を
加
え
た
場
合
、
破
断
を
生
じ
て
は
な
ら

な
い
。

（
伸
び
）

（
伸
び
）

第
十
四
条

平

ホ
ー
ス
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
使
用
圧

第
十
四
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
た

使
用
圧

を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
伸
び
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
伸
び
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

の
状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も

の
状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
よ
じ
れ
）

（
よ
じ
れ
）

第
十
五
条

平

ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
は
、
右
方
向
の
も
の
で
あ
り

第
十
五
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
は
、
右
方
向
の
も
の
で
あ
り

、
か
つ
、

使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の

、
か
つ
、
そ
の
種
類
に
応
じ
た
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の

よ
じ
れ
が
、
そ
の
使
用
圧
及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
角
度
（
単

よ
じ
れ
が
、
そ
の
種
類

及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
角
度

位

度
毎
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
ゆ
が
み
）

（
ゆ
が
み
）

第
十
六
条

平
ホ
ー
ス
は
、
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
ゆ
が

第
十
六
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ゆ
が

み
（
ホ
ー
ス
中
心
線
及
び
ゆ
が
み
部
分
の
中
心
線
と
の
距
離
の
最
大
値
を
い

み

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
お
け
る
ホ

が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
お
け
る
ホ

ー
ス
を
基
準
と
し
て
、
使
用
圧
一
・
六
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
七
百
五
十

ー
ス
を
基
準
と
し
て
、
使
用
圧
一
・
六
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
七
百
五
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
使
用
圧
一
・
三
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
六
百
五
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
使
用
圧
一
・
三
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
六
百
五
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耐
摩
耗
性
）

（
耐
摩
耗
性
）

第
十
七
条

平

ホ
ー
ス
は
、
任
意
の
場
所
に
お
い
て
、
別
表
及

第
十
七
条

消
防
用
ゴ
ム
引
き
ホ
ー
ス
は
、

次
の
表

び
別
図
に
定
め
る
試
験
条
件
に
よ
り
摩
擦
試
験
を
行
っ
た
場
合
、
次
の
表
に

に
定
め
る

試
験
条
件
に
よ
り
摩
擦
試
験
を
行
つ
た
場
合
、
使
用
圧
二

掲
げ
る
使
用
圧
に
応
じ
た
回
数

・
〇
の
も
の
に
あ
つ
て
は
八
十
回
、
使
用
圧
一
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は
五

十
回
、
使
用
圧
一
・
三
の
も
の
に
あ
つ
て
は
三
十
回
、
使
用
圧
〇
・
九
の
も

の
摩
擦

の
に
あ
つ
て
は
二
十
回
、
使
用
圧
〇
・
七
の
も
の
に
あ
つ
て
は
十
回
の
摩
擦

に
よ
り
漏
水
を
生
じ
て
は

な
ら
な
い
。

に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）
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第
三
章

保
形
ホ
ー
ス

第
五
章

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス

（
区
分
）

（
区
分
）

第
十
八

条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
次
の
表
の
と
お
り
区
分
す
る
。

第
三
十
四
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
は
、
次
の
表
の
と
お
り
区
分
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
構
造
）

（
削
る
）

第
三
十
五
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
、
第
七
条
各
号
の
規
定

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゴ
ム
及
び
合
成
樹
脂
の
品
質
）

（
ゴ
ム
及
び
合
成
樹
脂
の
品
質
）

第
十
九

条

保
形
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る

第
三
十
六
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る

ゴ
ム
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ゴ
ム
は
、
第
八
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

２

保
形
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る
合
成
樹
脂

２

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
の
内
張
り
及
び
被
覆
に
使
用
さ
れ
て
い
る
合
成
樹
脂

は
、
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
、
第
三
号

は
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
、
第
三
号

及
び
第
四
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
第
四
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
張
り
）

（
内
張
り
）

第
二
十

条

保
形
ホ
ー
ス
の
内
張
り
は
、
第
八
条
各
号
の
規
定
に
適

第
三
十
七
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
の
内
張
り
は
、
次
の
各
号

に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
厚
さ
が
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と
の
密
着
の
強
さ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
六
－
一
の

は
く
離
試
験
（
試
験
片
の
長
さ
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
呼
称
二
十
の
も

の
に
あ
つ
て
は
五
十
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
呼
称
二
十
五
の
も
の
に
あ
つ
て
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は
八
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
呼
称
三
十
の
も
の
に
あ
つ
て
は
九
十
五
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。
）
を
行
つ
た
場
合
の
は
く
離
力
が
三
十
ニ
ュ
ー
ト

ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

表
面
に
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
く
、
水
流
の
摩
擦
損
失
が
少
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
被
覆
及
び
塗
装
）

（
被
覆
及
び
塗
装
）

第
二
十
一
条

保
形
ホ
ー
ス

の
被
覆
及
び
塗
装

第
三
十
八
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
の
ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
被
覆

は
、
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
形
ホ
ー
ス
の
被
覆

は
、
第
八
条
第
二
号

２

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
の
ゴ
ム
又
は
合
成
樹
脂
の
塗
装
は
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に

の
規
定
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

均
一
、
か
つ
、
確
実
に
密
着
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
さ
）

（
長
さ
）

第
二
十
二
条

保
形
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
十
メ
ー

第
三
十
九
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
十
メ
ー

ト
ル
、
十
五
メ
ー
ト
ル
、
二
十
メ
ー
ト
ル
又
は
三
十
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表
示

ト
ル
、
十
五
メ
ー
ト
ル
、
二
十
メ
ー
ト
ル
又
は
三
十
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表
示

さ
れ
た
長
さ
か
ら
そ
の
長
さ
の
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で

の

さ
れ
た
長
さ

の
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で
の
範
囲
内
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
舶
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
そ
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
舶
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
そ
の

他
特
殊
な
用
途
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

他
特
殊
な
用
途
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
質
量
）

（
質
量
）

第
二
十
三
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、

乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
そ
の

第
四
十

条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
は
、
完
全
に
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
そ
の

使
用
圧
及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
質
量
（
単
位

グ
ラ
ム
毎
メ

種
類

及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
質
量

ー
ト
ル
）
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に

以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に

被
覆
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
使
用
上
支
障
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

被
覆
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
使
用
上
支
障
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。
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（
表
略
）

（
表
略
）

（
耐
圧
試
験
）

（
試
験
圧
力
）

第
二
十
四
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
使
用
圧
及
び
ホ
ー
ス
の
状
態
に

第
四
十
一
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
は
、
ま
つ
す
ぐ
に
し
た
状
態
及
び
最
小
曲

応
じ
て

次
の
表

げ
半
径
を
内
円
の
半
径
と
す
る
円
形
に
曲
げ
た
状
態
に
お
い
て
、
使
用
圧
二

に
掲
げ
る
水
圧
を

・
〇
の
も
の
に
あ
つ
て
は
四
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
、
使
用
圧
一
・
六
の
も
の
に
あ

つ
て
は
三
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
、
使
用
圧
一
・
〇
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
、
使
用
圧
〇
・
七
の
も
の
に
あ
つ
て
は
一
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

五
分
間
加
え
た
場
合
、
破
断
、
糸
切
れ
、
噴
水
、
漏
水
等
を
生

の
水
圧
に

五
分
間
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば

じ
て
は
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
破
断
試
験
）

第
二
十
五
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ホ
ー
ス
を
ま
っ
す

（
新
設
）

ぐ
に
し
た
状
態
で
設
計
破
断
圧
の
水
圧
を
加
え
た
場
合
、
破
断
を
生
じ
て
は

な
ら
な
い
。

（
伸
び
）

（
伸
び
）

第
二
十
六
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
使
用
圧
を

第
四
十
二
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
た

使
用
圧
を

加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
伸
び
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の

加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
伸
び
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の

状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
よ
じ
れ
）

（
よ
じ
れ
）

第
二
十
七
条

保
形
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
は
、
右
方
向
の
も
の
で
あ
り
、

第
四
十
三
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
は
、
右
方
向
の
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、

使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
よ

か
つ
、
そ
の
種
類
に
応
じ
た
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
よ
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じ
れ
が
、
そ
の
使
用
圧
及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
角
度
（
単
位

じ
れ
が
、
そ
の
種
類

及
び
呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
角
度

度
毎
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
ゆ
が
み
）

（
ゆ
が
み
）

第
二
十
八
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、

使
用
圧
を
加
え

第
四
十
四
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
た
使
用
圧
を
加
え

た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
ゆ
が
み
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
状

た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
ゆ
が
み
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
状

態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
を
基
準
と
し
て
、
六
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
を
基
準
と
し
て
、
六
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耐
摩
耗
性
）

（
耐
摩
耗
性
）

第
二
十
九
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
任
意
の
場
所
に
お
い
て
、
別
表
及
び

第
四
十
五
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
は
、

第
十
七
条

別
図
に
定
め
る
試
験
条
件
に
よ
り
摩
擦
試
験
を
行
っ
た
場
合
、
次
の
表
に
掲

の
表
に
定
め
る
試
験
条
件
に
よ
り
摩
擦
試
験
を
行
つ
た
場
合
、
使
用
圧
二
・

げ
る
使
用
圧
に
応
じ
た
回
数

〇
の
も
の
に
あ
つ
て
は
八
十
回
、
使
用
圧
一
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は
五
十

回
、
使
用
圧
一
・
〇
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
十
回
、
使
用
圧
〇
・
七
の
も
の

の
摩
擦
に
よ
り
漏
水
を
生
じ
て
は

な
ら
な
い
。

に
あ
つ
て
は
十
回
の
摩
擦
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
保
形
性
）

（
保
形
性
）

第
三
十

条

保
形
ホ
ー
ス
の
一
端
を
次
の
図
の
よ
う
に
固
定
し
て
、

第
四
十
六
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
の
一
端
を
次
の
図
の
よ
う
に
固
定
し
て
、

最
小
曲
げ
半
径
の
曲
率
半
径
を
も
っ
た
枕
木
に
沿
っ
て
九
十
度
曲
げ
、
そ
の

最
小
曲
げ
半
径
の
曲
率
半
径
を
も
つ
た
枕
木
に
沿
つ
て
九
十
度
曲
げ
、
そ
の

先
端
に
二
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
荷
重
を
加
え
て
三
十
分
間
放
置
し
た
場
合
、
つ

先
端
に
二
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
荷
重
を
加
え
て
三
十
分
間
放
置
し
た
場
合
、
つ

ぶ
れ
（
同
図
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

ぶ
れ
（
同
図
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
荷
重
を
取
り
除
い
た
後
の
つ
ぶ

）
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
荷
重
を
取
り
除
い
た
後
の
つ
ぶ

れ
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
図
略
）

（
図
略
）

つ
ぶ
れ
（
％
）
＝
｛
（
Ｃ

－
Ｃ

）
÷
Ｃ

｝
×
１
０
０

つ
ぶ
れ
（
％
）
＝
｛
（
Ｃ

－
Ｃ

）
／
Ｃ

｝
×
１
０
０

１

２

１

１

２

１

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

（
新
設
）

る
と
お
り
と
す
る
。

Ｃ

荷
重
を
加
え
る
前
の
Ａ
点
と
Ｂ
点
を
通
る
外
径
（
単
位

ミ
リ

Ｃ

は
、
荷
重
を
加
え
る
前
の
Ａ
点
と
Ｂ
点
を
通
る
外
径
（
単
位

ミ
リ

１

１

メ
ー
ト
ル
）

メ
ー
ト
ル
）

Ｃ

荷
重
を
加
え
た
後
及
び
荷
重
を
取
り
除
い
た
後
の
Ａ
点
と
Ｂ
点

Ｃ

は
、
荷
重
を
加
え
た
後
及
び
荷
重
を
取
り
除
い
た
後
の
Ａ
点
と
Ｂ
点

２

２

を
通
る
外
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

を
通
る
外
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

２

保
形
ホ
ー
ス
は
、
長
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に
六
百
ニ
ュ

２

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
は
、
長
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に
六
百
ニ
ュ

ー
ト
ン
の
荷
重
を
十
秒
間
加
え
た
後
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
適
合
し
、
か

ー
ト
ン
の
荷
重
を
十
秒
間
加
え
た
後
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
適
合
し
、
か

つ
、
破
損
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
等
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

つ
、
破
損
、
き
裂
、
著
し
い
変
形
等
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

使
用
圧
を
一
分
間
加
え
、
水
圧
を
取
り
除
い
た
後

一

そ
の
種
類
に
応
じ
た
使
用
圧
を
一
分
間
加
え
、
水
圧
を
取
り
除
い
た
後

、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
残
留
ひ
ず
み
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
残
留
ひ
ず
み
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

下
で
あ
る
こ
と
。

下
で
あ
る
こ
と
。

残
留
ひ
ず
み
（
％
）
＝
｛
（
ｄ

－
ｄ

）
／
ｄ

｝
×
１
０
０

残
留
ひ
ず
み
（
％
）
＝
｛
（
ｄ

－
ｄ

）
／
ｄ

｝
×
１
０
０

１

２

１

１

２

１

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

（
新
設
）

め
る
と
お
り
と
す
る
。

ｄ

荷
重
を
加
え
る
前
の
ホ
ー
ス
の
外
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト

ｄ

は
、
荷
重
を
加
え
る
前
の
ホ
ー
ス
の
外
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト

１

１

ル
）

ル
）

ｄ

水
圧
を
取
り
除
い
た
後
の
ホ
ー
ス
の
鉛
直
方
向
の
外
寸
法
（

ｄ

は
、
水
圧
を
取
り
除
い
た
後
の
ホ
ー
ス
の
鉛
直
方
向
の
外
寸
法
（

２

２

単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
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二

そ
の
使
用
圧
及
び
ホ
ー
ス
の
状
態
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
圧
を

二

ま
つ
す
ぐ
に
し
た
状
態
及
び
最
小
曲
げ
半
径
を
内
円
の
半
径
と
す
る
円

五
分
間
加
え
た
場
合
、
破
断
、
糸
切
れ
、
噴
水
、
漏
水
等
を
生
じ
な
い

形
に
曲
げ
た
状
態
に
お
い
て
、
使
用
圧
二
・
〇
の
も
の
に
あ
つ
て
は
四
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
、
使
用
圧
一
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は
三
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ

ル
、
使
用
圧
一
・
〇
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
、
使
用
圧
〇

・
七
の
も
の
に
あ
つ
て
は
一
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
水
圧
に
五
分
間
耐
え

こ
と
。

る
こ
と
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
耐
閉
塞
性
）

（
耐
閉
塞
性
）

第
三
十
一
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
次
の
図
の
よ
う
に
ホ
ー
ス
の
一
部
分

第
四
十
七
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
は
、

ホ
ー
ス
の
一
部

を
最
小
曲
げ
半
径
を
内
円
の
半
径
と
す
る
二
重
の
輪
に
し
た
状
態
で
、
Ｊ
Ｉ

を
最
小
曲
げ
半
径
を
内
円
の
半
径
と
す
る
二
重
の
輪
に
し
た
状
態
で
、

Ｓ

Ａ

五
七
〇
五
に
適
合
す
る
滑
ら
か
な
ビ
ニ
ル
床
タ
イ
ル
の
床
面
上
で

、
一
端
を
固
定
し
て
他
の
一
端
を
最
大
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
加
重
で
、
か
つ
、

一
端
を
固
定
し
て
他
の
一
端
を

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
速
度
で
引
っ
張
っ
た
場
合
、
通
水
を
阻
害
す
る
お

引
つ
張
つ
た
場
合
、
通
水
を
阻
害
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
折
れ
、
変
形
等
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
の
あ
る
折
れ
、
変
形
等
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
図
略
）

（
図
略
）

（
耐
低
温
性
）

（
耐
低
温
性
）

第
三
十
二
条

保
形
ホ
ー
ス
は
、
最
小
曲
げ
半
径
を
半
径
と
す
る
円
筒

第
四
十
八
条

消
防
用
保
形
ホ
ー
ス
は
、
最
小
曲
げ
半
径
を
半
径
と
す
る
円
筒

に
沿
っ
て
一
回
巻
き
付
け
た
状
態
で
、
零
下
二
十
五
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二

に
沿
つ
て
一
回
巻
き
付
け
た
状
態
で
、
零
下
二
十
三
度
か
ら
零
下
二
十
七
度

度
の

温
度
に
二
十
四
時
間
放
置
し
た
後
、
一
秒
間
で
ま
っ
す
ぐ
に
伸

ま
で
の
間
の
温
度
に
二
十
四
時
間
放
置
し
た
後
、
一
秒
間
で
ま
つ
す
ぐ
に
伸

ば
し
た
後
に
一
秒
間
で
当
該
円
筒
に
沿
っ
て
一
回
巻
き
付
け
る
操
作
を
十
回

ば
し
た
後
に
一
秒
間
で
当
該
円
筒
に
沿
つ
て
一
回
巻
き
付
け
る
操
作
を
十
回

繰
り
返
し
行
っ
た
場
合
、
第
八
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
並
び
に
第
二

繰
り
返
し
行
つ
た
場
合
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い

十
四
条
の
試
験
（
最
小
曲
げ
半
径
を
内
円
の
半
径
と
す
る
円
形
に
ホ
ー
ス
を
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曲
げ
た
状
態
で
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

第
四
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス

第
六
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス

（
削
る
）

（
内
径
）

第
四
十
九
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
内
径
は
、
当
該
大
容
量
泡
放
水

砲
用
ホ
ー
ス
に
表
示
さ
れ
た
呼
び
径
か
ら
そ
の
呼
び
径
の
百
三
パ
ー
セ
ン
ト

の
内
径
ま
で
の
範
囲
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
さ
）

（
長
さ
）

第
三
十
三
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
は

第
五
十

条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
長
さ
（
単
位
メ
ー
ト
ル
）
は
、

、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
表
示
さ
れ
た
長
さ
か
ら
そ
の
長
さ
の
百
十
パ
ー
セ

乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
表
示
さ
れ
た
長
さ
か
ら
そ
の
長
さ
の
百
十
パ
ー
セ
ン

ン
ト
の
長
さ
ま
で

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ト
の
長
さ
ま
で
の
範
囲
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耐
圧
試
験
）

（
試
験
圧
力
）

第
三
十
四
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
使

第
五
十
一
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
は
、

使

用
圧
の
二
・
〇
倍
（
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
劣
化
等
を
防
ぐ
た
め
の
処
置
が
さ
れ
て

用
圧
の
二
・
〇
倍
（
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
劣
化
等
を
防
ぐ
た
め
の
処
置
が
さ
れ
て

い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
・
五
倍
）
の
水
圧
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
破

い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
・
五
倍
）
の
水
圧
に
五
分
間
耐
え
る
も
の
で
な

断
、
糸
切
れ
、
噴
水
、
漏
水
等
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
よ
じ
れ
）

（
よ
じ
れ
）

第
三
十
五
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
は
、
右
方
向
の
も
の
で

第
五
十
二
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
は
、
右
方
向
の
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
が
、
使

あ
り
、
か
つ
、
使
用
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
よ
じ
れ
が
、
使

用
上
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
上
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）
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第
三
十
六
条

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

第
五
十
三
条

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

は
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

は

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
七
条
第
三
項
第
二
号

中
「
長
さ
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部

て
、
第
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
中
「
長
さ
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部

分
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
分
」
と
、

第
十
六
条

中

分
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
分
」
と
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
中
「

そ
の
種
類
に
応
じ
た
使
用
圧
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
圧
」
と
、
同
条
の
規
定

「
使
用
圧
一
・
三
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
」
と
読
み
替
え
る
も
の

中
「
使
用
圧
一
・
三
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

第
五
章

濡
れ
ホ
ー
ス

第
四
章

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス

（
区
分
）

（
区
分
）

第
三
十
七
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
次
の
表
の
と
お
り
区
分
す
る
。

第
二
十
五
条

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
次
の
表
の
と
お
り
区
分
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
濡
れ
ホ
ー
ス
の
構
造
）

（

ホ
ー
ス
の
構
造
）

第
三
十
八
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
濡
れ
を
適
正
に
保
持
で
き
る
よ
う
措

第
二
十
六
条

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る

置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

良
質
の
糸
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

全
体
に
わ
た
り
均
等
に
、
か
つ
、
し
つ
か
り
と
織
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
柱
書
き
へ
移
動
）

三

濡
れ
を
適
正
に
保
持
で
き
る
よ
う
措
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
品
質
）

（
品
質
）

第
三
十
九
条

濡
れ
ホ
ー
ス
の

内
張
り
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ゴ
ム

第
二
十
七
条

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
の
う
ち
内
張
り
に
ゴ
ム
を
施
し
た
も
の
に

は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
及
び
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

あ
つ
て
は
、

次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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一

ゴ
ム
の
表
面
に
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
く
、
か
つ
、
ジ
ャ
ケ
ッ

一

ゴ
ム
の
表
面
に
し
わ
等
の
不
均
一
な
部
分
が
な
く
、
か
つ
、
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
に
均
一
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト
に
均
一
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

ホ
ー
ス
の
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
折
り
畳
ん
だ
状
態
で
Ｊ
Ｉ
Ｓ

二

ホ
ー
ス

を
折
り
畳
ん
だ
状
態
で
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
九
の
静
的
オ
ゾ
ン
劣
化
試
験
の
方
法
に
基
づ
い
て
、
次
の
表

Ｋ

六
二
五
九
の
静
的
オ
ゾ
ン
劣
化
試
験
の
方
法
に
基
づ
い
て
、
次
の
表

に
掲
げ
る
試
験
条
件
に
よ
り
試
験
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条

に
掲
げ
る
試
験
条
件
に
よ
り
試
験
を
行
つ
て
も
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い

の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
削
る
）

三

折
り
畳
ん
だ
ホ
ー
ス
の
上
に
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
荷
重
を
加
え
、
六
十
九
度
か
ら
七
十
一
度
ま
で
の
間
の
温
度
に
九
十
六

時
間
放
置
し
て
も
、
内
張
り
が
相
互
に
接
着
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

濡
れ
ホ
ー
ス
の

内
張
り
に
使
用
さ
れ
て
い
る
合
成
樹
脂
は
、

２

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
の
う
ち
内
張
り
に
合
成
樹
脂
を
施
し
た
も
の
に
あ
つ

前
項
第
一
号
並
び
に
第
七
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に

て
は
、
前
項
第
一
号
並
び
に
第
八
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
さ
）

（
長
さ
）

第
四
十

条

濡
れ
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
二
十
メ

第
二
十
八
条

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
の
長
さ
は
、
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
二
十
メ

ー
ト
ル
又
は
三
十
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表
示
さ
れ
た
長
さ
か
ら
そ
の
長
さ
の
百

ー
ト
ル
又
は
三
十
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表
示
さ
れ
た
長
さ

の
百

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
長
さ
ま
で
の
範
囲
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
質
量
）

（
質
量
）

第
四
十
一
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、

乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
、
そ
の

第
二
十
九
条

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
完
全
に
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で

そ
の

呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
質
量
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

呼
称
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
質
量
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

（
表
略
）

（
表
略
）
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（
耐
圧
試
験
）

（
試
験
圧
力
）

第
四
十
二
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
使
用
圧
及
び
ホ
ー
ス
の
状
態
に

第
三
十

条

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
種
類

及
び
ホ
ー
ス
の
状
態
に

応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
圧
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
破
断
、
糸
切
れ
等

応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
水
圧
に
五
分
間
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば

を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
破
断
試
験
）

第
四
十
三
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ホ
ー
ス
を
ま
っ
す

（
新
設
）

ぐ
に
し
た
状
態
で
設
計
破
断
圧
の
水
圧
を
加
え
た
場
合
、
破
断
を
生
じ
て
は

な
ら
な
い
。

（
伸
び
）

（
伸
び
）

第
四
十
四
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
状
態
で
使
用
圧
を

第
三
十
一
条

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
た

使
用
圧
を

加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
伸
び
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の

加
え
た
場
合
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
伸
び
が
、
水
圧
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の

状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
漏
水
量
）

（
漏
水
量
）

第
四
十
五
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
水
圧
を
〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
と
し

第
三
十
二
条

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
水
圧
を
〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
と
し

、
三
十
五
分
間
保
持
し
た
う
ち
の
最
後
の
五
分
間
の
平
均
漏
水
量
が
、
そ
の

、
三
十
五
分
間
保
持
し
た
う
ち
の
最
後
の
五
分
間
の
平
均
漏
水
量
が
、
そ
の

呼
称
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
掲
げ
る
漏
水
量
以
下
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

呼
称
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
掲
げ
る
漏
水
量
以
下
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

ホ
ー
ス
の
表
面
が
均
一
に
濡
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ホ
ー
ス
の
表
面
が
均
一
に
濡
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
耐
摩
耗
性
）

（
耐
摩
耗
性
）

第
四
十
六
条

濡
れ
ホ
ー
ス
は
、
任
意
の
場
所
に
お
い
て
、
別
表
及
び

第
三
十
三
条

消
防
用
濡
れ
ホ
ー
ス
は
、

第
十
七
条
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別
図
に
定
め
る
試
験
条
件
に
よ
り
摩
擦
試
験
を
行
っ
た
場
合
、
三
十
回
の
摩

の
表
に
定
め
る
試
験
条
件
に
よ
り
摩
擦
試
験
を
行
つ
た
場
合
、
三
十
回
の
摩

擦
に
よ
り
漏
水
量
が
増
加
し
て
は
な
ら
な
い
。

擦
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
六
章

雑
則

第
七
章

雑
則

（
基
準
の
特
例
）

（
基
準
の
特
例
）

第
四
十
七
条

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
消
防
用
ホ
ー
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
形

第
五
十
四
条

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
消
防
用
ホ
ー
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
形

状
、
構
造
、
材
質
及
び
性
能
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す

状
、
構
造
、
材
質
及
び
性
能
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す

る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の

る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の

省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
よ
る

省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

第
三
章

消
防
用
麻
ホ
ー
ス
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○
総
務
省
令
第
二
十
三
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に

使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の

技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
）

第
二
章

消
防
用
結
合
金
具
（
第
三
条
―
第
二
十
条
）

第
三
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
二
条
）

第
四
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
七
条
）
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第
五
章

雑
則
（
第
二
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ

式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
結
合
金
具

消
防
用
ホ
ー
ス
（
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令

第
二
十
二
号
。
以
下
「
ホ
ー
ス
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
ホ
ー
ス
」

と
い
う
。
）
又
は
消
防
用
吸
管
（
消
防
用
吸
管
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
五

号
。
以
下
「
吸
管
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
吸
管
」
と
い
う
。
）
を

他
の
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
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治
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

）
等
と
結
合
す
る
た
め
に
、
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
の
端
部
に
装
着
す
る
金
具
を
い
う
。

二

か
ん
合
部

消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
す
る
部
分
を
い
う
。

三

装
着
部

ホ
ー
ス
又
は
吸
管
を
装
着
す
る
部
分
を
い
う
。

四

差
込
式
結
合
金
具

差
込
み
の
方
法
に
よ
り
か
ん
合
す
る
消
防
用
結
合
金
具
を
い
う
。

五

ね
じ
式
結
合
金
具

ね
じ
に
よ
り
か
ん
合
す
る
消
防
用
結
合
金
具
を
い
う
。

六

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具

差
込
式
結
合
金
具
の
う
ち
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
（
石
油
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
の
用
途
に
の
み
用
い
ら
れ
る
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ホ
ー
ス
（
ホ
ー
ス
規
格
省
令

第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
大
容
量
ホ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
を
差
込
み
の
方
法
に
よ
り
他
の
大
容

量
ホ
ー
ス
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ポ
ン
プ
自
動
車
（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
可
搬
消
防
ポ
ン
プ
（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令
第
二
条
第
五
号

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
等
と
結
合
す
る
た
め
に
、
大
容
量
ホ
ー
ス
の
端
部
に
装
着
す
る
金
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具
を
い
う
。

七

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具

ね
じ
式
結
合
金
具
の
う
ち
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
と
し
て

の
用
途
に
の
み
用
い
ら
れ
る
、
大
容
量
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
吸
管
（
吸
管
規
格
省
令
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
「
大
容
量
吸
管
」
と
い
う
。
）
を
ね
じ
る
方
法
に
よ
り
他
の
大
容
量
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
吸
管
、
大
容
量
泡

放
水
砲
用
ポ
ン
プ
自
動
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
可
搬
消
防
ポ
ン
プ
等
と
結
合
す
る
た
め
に
、
大
容
量
ホ
ー
ス
又
は
大
容

量
吸
管
の
端
部
に
装
着
す
る
金
具
を
い
う
。

八

呼
び
径

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具
又
は
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
の
か
ん
合
部
の
設
計

さ
れ
た
内
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
い
う
。

九

使
用
圧

設
計
さ
れ
た
常
用
最
高
使
用
水
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
を
い
う
。

第
二
章

消
防
用
結
合
金
具

（
区
分
）

第
三
条

消
防
用
結
合
金
具
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
を
除
く

。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。
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か
ん
合
部

用
途

呼
称

差
込
式

ホ
ー
ス

七
十
五

六
十
五

五
十

四
十

三
十

二
十

用

五

ね
じ
式

ホ
ー
ス

百
五
十

百
二
十

百

九
十

七
十
五

六
十
五

五
十

四
十

三
十

二
十

二
十

用

五

五

吸
管
用

百
五
十

百

四

百
二
十

百
十
五

百

九
十

七
十
五

六
十
五

五
十

四
十

二
十

十

五

五

（
一
般
構
造
）

第
四
条

消
防
用
結
合
金
具
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
流
に
よ
る
摩
擦
損
失
の
少
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

均
一
で
良
質
な
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

装
着
部
は
、
堅
固
な
も
の
で
あ
り
、
装
着
し
た
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
が
離
脱
し
に
く
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

人
の
触
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、
面
取
、
バ
リ
の
除
去
等
の
危
険
防
止
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
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る
こ
と
。

五

機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
附
属
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

六

異
種
の
金
属
が
接
す
る
部
分
は
、
腐
食
を
防
止
す
る
処
理
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
材
質
）

第
五
条

消
防
用
結
合
金
具
の
部
品
又
は
部
分
で
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
用
い
る
材
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
も
の
又
は
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
日
本
工
業
規

格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｚ

二
二
○
一
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
採
取
し
た
四
号
試
験
片
（
つ
め
バ
ネ
に
あ
っ
て

は
五
号
試
験
片
と
す
る
。
）
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

二
二
四
一
に
よ
り
試
験
を
行
っ
た
場
合
、
引
張
り
強
さ
及
び
伸
び
が

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

部
品
又
は
部
分

材
料

差
し
金
具

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

四
〇
八
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無
管
）

受
け
金
具

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

四
一
〇
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
押
出
形
材
）

押
し
輪

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
〇
（
青
銅
鋳
物
及
び
シ
ル
ジ
ン
青
銅
鋳
物
）

し
め
輪

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
一
（
青
銅
連
続
鋳
物
及
び
シ
ル
ジ
ン
青
銅
連
続
鋳
物
）

装
着
部

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
二
〇
二
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
鋳
物
）
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つ
め

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
〇
（
青
銅
鋳
物
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
一
（
青
銅
連
続
鋳
物
）

つ
め
ば
ね

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

四
三
一
三
（
ば
ね
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
帯
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

四
三
一
四
（
ば
ね
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
線
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

三
一
一
〇
（
リ
ン
青
銅
及
び
洋
白
の
板
並
び
に
条
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

三
一
三
〇
（
ば
ね
用
ベ
リ
リ
ウ
ム
銅
、
リ
ン
青
銅
及
び
洋
白
の
板
並
び
に
条

）

し
め
輪
の
抜
け
止
め
部

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

四
三
〇
八
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
線
材
）

品

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

三
二
六
〇
（
銅
及
び
銅
合
金
の
線
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

四
〇
八
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無
管
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
〇
（
青
銅
鋳
物
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
一
（
青
銅
連
続
鋳
物
）

２

消
防
用
結
合
金
具
に
用
い
る
パ
ッ
キ
ン
の
材
料
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
応
じ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
測
定

方
法
に
よ
り
測
定
し
た
値
が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
範
囲
内
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
油
性
及
び
耐
老
化
性
に
お
け
る
試
験
温
度
及
び
試
験
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
摂
氏
百
度

及
び
七
十
時
間
と
す
る
。

項
目

測
定
方
法

範
囲
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引
張
強
さ
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一

十
以
上

）伸
び
（
単
位

パ
ー
セ
ン
ト
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
一

五
百
以
上
（
差
込
式
結
合
金
具
）

百
以
上
（
ね
じ
式
結
合
金
具
）

硬
さ

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
三

三
十
五
以
上
四
十
五
以
下
（
差
込
式
結
合
金
具
）

七
十
五
以
上
八
十
五
以
下
（
ね
じ
式
結
合
金
具
）

耐
油
性

体
積
変
化
率
（
単
位

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
八

プ
ラ
ス
五
十
以
上
プ
ラ
ス
百
二
十
以
下
（
差
込
式

パ
ー
セ
ン
ト
）

ナ
ン
バ
ー
三
油

結
合
金
具
）

プ
ラ
ス
二
十
以
上
プ
ラ
ス
八
十
以
下
（
ね
じ
式
結

合
金
具
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
八

マ
イ
ナ
ス
十
以
上
プ
ラ
ス
十
五
以
下
（
差
込
式
結

ナ
ン
バ
ー
一
油

合
金
具
）

マ
イ
ナ
ス
五
以
上
プ
ラ
ス
十
以
下
（
ね
じ
式
結
合

金
具
）

耐
老
化
性

引
張
強
さ
変
化
率
（
単

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
七

マ
イ
ナ
ス
十
五
以
内

位

パ
ー
セ
ン
ト
）

伸
び
変
化
率
（
単
位

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
七

マ
イ
ナ
ス
四
十
以
内

パ
ー
セ
ン
ト
）
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硬
さ
変
化

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
二
五
七

プ
ラ
ス
十
五

（
表
示
）

第
六
条

消
防
用
結
合
金
具
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
者
名
又
は
商
標

二

製
造
年

三

消
防
用
結
合
金
具
の
呼
称

四

吸
管
用
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
「
吸
」
の
文
字

五

消
防
用
結
合
金
具
の
呼
称
と
異
な
る
呼
称
の
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
を
装
着
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
装
着
す
る
ホ
ー
ス
又

は
吸
管
の
呼
称

六

使
用
圧

（
差
込
式
差
し
口
の
構
造
）

第
七
条

差
込
式
差
し
口
（
差
し
金
具
、
押
し
輪
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
差
込
式
結
合
金
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
構
造

は
、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

差
込
式
受
け
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱
の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

ホ
ー
ス
を
装
着
し
な
い
状
態
に
お
い
て
押
し
輪
が
脱
落
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

押
し
輪
は
、
十
分
な
強
度
を
有
し
、
差
込
式
受
け
口
と
の
離
脱
操
作
に
よ
る
変
形
等
が
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
差
込
式
受
け
口
の
構
造
）

第
八
条

差
込
式
受
け
口
（
受
け
金
具
、
つ
め
、
つ
め
ば
ね
、
パ
ッ
キ
ン
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
差
込
式
結
合
金
具
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
構
造
は
、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

差
込
式
差
し
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱
の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

つ
め
室
は
、
砂
そ
の
他
異
物
が
容
易
に
入
ら
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

つ
め
の
数
は
、
三
個
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五

つ
め
は
、
等
間
隔
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

つ
め
は
、
同
一
の
形
状
で
あ
る
こ
と
。
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七

つ
め
の
張
出
し
の
強
さ
（
つ
め
の
中
央
部
に
力
を
加
え
、
つ
め
を
押
し
下
げ
た
時
つ
め
の
中
央
部
が
別
表
第
二
に
定
め

る
Ｆ
項
面
に
達
す
る
ま
で
の
荷
重
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
は
、
呼
称
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め
る
強

さ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

呼
称

強
さ
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
）

七
十
五

九
十

六
十
五

七
十
五

五
十

六
十

四
十

四
十
五

三
十

三
十
五

二
十
五

三
十

八

そ
れ
ぞ
れ
の
つ
め
の
張
出
し
の
強
さ
と
そ
の
平
均
値
の
差
は
、
平
均
値
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
。

九

差
込
式
差
し
口
と
か
ん
合
し
た
場
合
、
全
て
の
つ
め
の
先
端
が
差
込
式
差
し
口
に
圧
力
を
有
し
て
接
す
る
構
造
で
あ
る
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こ
と
。

十

パ
ッ
キ
ン
を
容
易
に
交
換
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

十
一

パ
ッ
キ
ン
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
ね
じ
式
差
し
口
の
構
造
）

第
九
条

ね
じ
式
差
し
口
（
差
し
金
具
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
ね
じ
式
結
合
金
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
構
造
は
、
第
四

条
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第
三
、
別
表
第
四
及
び
別
表
第
五
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

ね
じ
式
受
け
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱
の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

ね
じ
式
受
け
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操
作
に
用
具
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
用
具
が
容
易
に
使
用
で
き
、
か

つ
、
確
実
に
当
該
操
作
が
行
え
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

ね
じ
式
受
け
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操
作
に
用
い
る
突
起
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
突
起
の
材
質

が
差
し
金
具
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

ね
じ
の
始
め
の
部
分
は
、
不
完
全
ね
じ
部
が
除
去
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
除
去
さ
れ
た
後
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の
断
面
の
高
さ
は
、
ね
じ
山
の
高
さ
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
ね
じ
式
受
け
口
の
構
造
）

第
十
条

ね
じ
式
受
け
口
（
し
め
輪
、
受
け
金
具
、
パ
ッ
キ
ン
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
ね
じ
式
結
合
金
具
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
構
造
は
、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第
四
、
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

ね
じ
式
差
し
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱
の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

ね
じ
式
差
し
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操
作
に
用
具
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
用
具
が
容
易
に
使
用
で
き
、
か

つ
、
確
実
に
当
該
操
作
が
行
え
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

ね
じ
式
差
し
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操
作
に
用
い
る
突
起
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
突
起
の
材
質

が
し
め
輪
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

し
め
輪
が
脱
落
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

六

し
め
輪
は
、
自
由
に
回
転
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

し
め
輪
の
ね
じ
の
始
め
の
部
分
は
、
不
完
全
ね
じ
部
が
除
去
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
除
去
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さ
れ
た
後
の
断
面
の
高
さ
は
、
ね
じ
山
の
高
さ
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

八

パ
ッ
キ
ン
を
容
易
に
交
換
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

九

パ
ッ
キ
ン
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

し
め
輪
の
抜
け
止
め
部
分
は
、
容
易
に
分
解
で
き
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（
着
脱
力
）

第
十
一
条

差
込
式
結
合
金
具
は
、
差
し
口
に
あ
っ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
っ
て
は
差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
を
行

う
場
合
に
必
要
な
力
（
受
け
口
に
差
し
口
を
接
し
、
差
し
口
に
か
ん
合
す
る
方
向
に
力
を
加
え
た
場
合
、
差
込
式
結
合
金
具

が
完
全
に
か
ん
合
す
る
時
の
荷
重
を
い
う
。
）
及
び
離
脱
を
行
う
場
合
に
必
要
な
力
（
か
ん
合
し
て
い
る
差
込
式
結
合
金
具

の
押
し
輪
に
離
脱
す
る
方
向
に
力
を
加
え
た
場
合
、
つ
め
が
押
し
輪
の
別
表
第
一
に
定
め
る
Ｊ
項
に
乗
っ
た
時
の
荷
重
を
い

う
。
）
が
、
呼
称
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め
る
力
以
下
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呼
称

力
（
単
位

ニ
ュ
ー
ト
ン
）

七
十
五

百
五
十

六
十
五

百
三
十
五
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五
十

百
五

四
十

九
十

三
十

八
十
五

二
十
五

七
十
五

（
耐
圧
試
験
）

第
十
二
条

消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
使
用
圧
の
二
倍
に
相
当
す
る
内

圧
力
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
し
な
い
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ホ
ー
ス
を
装

着
し
て
、
使
用
圧
の
二
倍
に
相
当
す
る
内
圧
力
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
装
着
部
か
ら
漏
水
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
装
着
し
た

ホ
ー
ス
が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

吸
管
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
吸
管
を
装
着
し
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て
、
使
用
圧
の
二
倍
に
相
当
す
る
内
圧
力
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
装
着
部
か
ら
漏
水
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
装
着
し
た
吸
管

が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
漏
水
試
験
）

第
十
三
条

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
使
用
圧
以
下
の
任

意
の
内
圧
力
を
加
え
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら
漏
水
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
負
圧
試
験
）

第
十
四
条

吸
管
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
内
部
の
真
空
度
を
次

の
式
で
求
め
ら
れ
た
真
空
度
以
上
と
し
て
十
分
間
放
置
し
た
場
合
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

真
空

度
ｋ

Ｐ
ａ

試
験

環
境

に
お

け
る

大
気

圧
ｋ

Ｐ
ａ

÷
標

準
大

気
圧

ｋ
Ｐ

ａ
×

９
４

ｋ
Ｐ

ａ

（

）
＝

（

）

（

）

一

亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
が
生
じ
な
い
こ
と
。

二

三
十
秒
後
に
お
け
る
漏
れ
が
、
真
空
度
で
一
・
三
三
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
と
な
ら
な
い
こ
と
。

三

着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
る
こ
と
。

２

吸
管
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
吸
管
を
装
着
し
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て
、
当
該
吸
管
の
端
部
を
塞
ぎ
、
内
部
の
真
空
度
を
前
項
の
式
で
求
め
ら
れ
た
真
空
度
以
上
と
し
て
十
分
間
放
置
し
た
場
合

、
三
十
秒
後
に
お
け
る
装
着
部
か
ら
の
漏
れ
が
、
真
空
度
で
一
・
三
三
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
と
な
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
繰
返
し
試
験
）

第
十
五
条

差
込
式
結
合
金
具
は
、
千
回
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操
作
を
行
っ
た
場
合
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
が
生
じ
な
い
こ
と
。

二

着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
る
こ
と
。

三

防
食
被
膜
を
施
し
た
差
込
式
結
合
金
具
に
あ
っ
て
は
、
か
ん
合
部
の
防
食
被
膜
が
は
く
離
し
な
い
こ
と
。

（
落
下
試
験
）

第
十
六
条

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
メ

ー
ト
ル
の
ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
の
位
置
か
ら
結
合
方
向
を
水
平
に
し
て
平
坦
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
に
自

由
落
下
さ
せ
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら
の
離
脱
、
亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
ず
、
か
つ
、
着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
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る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

吸
管
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
吸
管
を
装
着
し

て
、
高
さ
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
か
ら
結
合
方
向
を
水
平
に
し
て
平
坦
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
に
自
由
落
下
さ
せ
た
場

合
、
か
ん
合
部
か
ら
の
離
脱
、
亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
ず
、
か
つ
、
着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
引
き
ず
り
試
験
）

第
十
七
条

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ホ
ー

ス
を
装
着
し
て
、
当
該
ホ
ー
ス
の
一
端
（
か
ん
合
さ
れ
て
い
な
い
端
と
す
る
。
）
を
持
っ
て
平
坦
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
上
を

消
防
用
結
合
金
具
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
に
接
し
、
か
つ
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下
の
速
度
で
結
合
方
向
に
二
十
メ
ー
ト

ル
引
き
ず
っ
た
場
合
、
離
脱
、
亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
ず
、
か
つ
、
着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
曲
げ
試
験
）

第
十
八
条

差
込
式
結
合
金
具
は
、
差
込
式
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
で
一
方
を
固
定
し
、
使
用
圧
に
相
当
す
る
内
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圧
力
を
加
え
、
か
ん
合
部
に
次
の
式
で
求
め
ら
れ
た
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
生
じ
る
よ
う
に
、
差
込
み
方
向
に
対
し
直
角
に
力

を
三
十
秒
間
加
え
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら
の
離
脱
、
亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
ず
、
か
つ
、
着
脱
の
操
作
が
容
易
に

行
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

曲
げ

モ
メ

ン
ト

ニ
ュ

ト
ン

ミ
リ

メ
ト

ル
３

０
０

Ｎ
×

１
５

×
呼

称
×

１
５

ｍ
ｍ

（

）
＝

（

）

.

ー
ー

ー

（
腐
食
試
験
）

第
十
九
条

消
防
用
結
合
金
具
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

二
三
七
一
（
塩
水
噴
霧
試
験
方
法
）
に
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
塩
水
（

五
質
量
パ
ー
セ
ン
ト
水
溶
液
と
す
る
。
）
を
八
時
間
噴
霧
し
た
後
に
十
六
時
間
放
置
す
る
こ
と
を
五
回
繰
り
返
し
た
後
、
水

洗
い
を
し
て
二
十
四
時
間
自
然
乾
燥
さ
せ
た
場
合
、
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
腐
食
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
装
着
部
の
押
し
つ
ぶ
し
試
験
）

第
二
十
条

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
で
、
装
着
部
の
端
か
ら
幅
一
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に
、
差
込
み
方
向
に
対
し
直
角
に
千
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
荷
重
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら

の
離
脱
、
亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
ず
、
か
つ
、
着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具

（
表
示
）

第
二
十
一
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
者
名
又
は
商
標

二

製
造
年

三

呼
び
径

四

装
着
す
る
大
容
量
ホ
ー
ス
の
呼
び
径
（
ホ
ー
ス
規
格
省
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
呼
び
径
を
い
う
。
）

五

使
用
圧

六

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具
で
あ
る
旨
の
表
示

七

大
容
量
ホ
ー
ス
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
（
ホ
ー
ス
規
格
省
令
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
い
う
。
第
二
十
六
条

第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
劣
化
を
防
ぐ
た
め
の
処
置
が
さ
れ
て
い
る
大
容
量
ホ
ー
ス
の
み
を
装
着
す
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
旨
の
表
示
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（
準
用
）

第
二
十
二
条

第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
八
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
、
第
十
二

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
、

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「

二
倍
」
と
あ
る
の
は
「
二
倍
（
第
二
十
一
条
七
号
の
表
示
を
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
・
五
倍
）
」
と
、
第
十
五
条
中
「

千
回
」
と
あ
る
の
は
「
百
回
」
と
、
第
十
八
条
中
「

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

呼
称

呼
び

径

第
四
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具

（
区
分
）

第
二
十
三
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
は
、
そ
の
用
途
に
よ
り
、
大
容
量
ホ
ー
ス
用
又
は
大
容
量
吸
管
用
に

区
分
す
る
。

（
構
造
）

第
二
十
四
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
の
構
造
は
、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

パ
ッ
キ
ン
を
容
易
に
交
換
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

パ
ッ
キ
ン
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

か
ん
合
部
は
、
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱
の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

か
ん
合
部
に
は
、
砂
そ
の
他
異
物
が
容
易
に
入
ら
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
殊
な
構
造
に
よ
り
そ
の
必
要

の
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

か
ん
合
部
は
、
十
分
な
強
度
を
有
し
、
か
ん
合
及
び
離
脱
操
作
に
よ
る
変
形
等
が
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
材
質
）

第
二
十
五
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
の
主
要
な
部
品
及
び
部
分
に
用
い
る
材
料
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

四
〇
八
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無
管
）

二

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

四
一
〇
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
押
出
形
材
）

三

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
〇
（
青
銅
鋳
物
及
び
シ
ル
ジ
ン
青
銅
鋳
物
）

四

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
一
（
青
銅
連
続
鋳
物
及
び
シ
ル
ジ
ン
青
銅
連
続
鋳
物
）
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五

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
二
〇
二
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
鋳
物
）

六

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

三
二
六
〇
（
銅
及
び
銅
合
金
の
線
）

七

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

二
二
○
一
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
採
取
し
た
四
号
試
験
片
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

二
二
四
一
に
よ
り

試
験
を
行
っ
た
場
合
、
引
張
り
強
さ
及
び
伸
び
が
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る

も
の

２

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
に
パ
ッ
キ
ン
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

パ
ッ
キ
ン
の
材
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
表
示
）

第
二
十
六
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
者
名
又
は
商
標

二

製
造
年

三

呼
び
径
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四

装
着
す
る
大
容
量
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
吸
管
の
呼
び
径
（
ホ
ー
ス
規
格
省
令
第
四
条
第
二
項
又
は
吸
管
規
格
省
令
第
二

条
第
三
号
に
規
定
す
る
呼
び
径
を
い
う
。
）

五

使
用
圧

六

大
容
量
吸
管
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
吸
」
の
文
字

七

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
で
あ
る
旨
の
表
示

八

大
容
量
ホ
ー
ス
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
劣
化
を
防
ぐ
た
め
の
処
置
が
さ
れ
て
い
る
大
容
量
ホ
ー
ス
の
み
を
装
着
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
の
表
示

（
準
用
）

第
二
十
七
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
二
倍
」
と
あ
る
の
は
「
二
倍
（
第
二
十
六
条
第
八
号
の
表
示
を

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
・
五
倍
）
」
と
、
第
十
五
条
中
「
千
回
」
と
あ
る
の
は
「
百
回
」
と
、
第
十
八
条
中
「

」

呼
称

と
あ
る
の
は
「

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

呼
び

径

第
五
章

雑
則
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（
基
準
の
特
例
）

第
二
十
八
条

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
消
防
用
結
合
金
具
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及
び
性
能
か
ら
判
断
し
て

、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条

消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
二
号

）
は
、
廃
止
す
る
。

（
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
三
条

消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年

自
治
省
令
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（

平
成
四
年
自
治
省
令
第
二
号
）
」
を
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に

使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
三
号
）
」
に
、
「
受

け
口
」
を
「
差
込
式
受
け
口
」
に
、
「
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規

格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
三
号
）
」
を
「
同
令
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
三
号
中
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
」
を
「
消

防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上

の
規
格
を
定
め
る
省
令
」
に
、
「
受
け
口
及
び
差
し
口
」
を
「
差
込
式
受
け
口
及
び
差
込
式
差
し
口
」
に
、
「
消
防
用
ホ
ー

ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
」
を
「
同
令
」
に
改
め
る
。

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
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第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平

成
四
年
自
治
省
令
第
二
号
）
第
三
条
又
は
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の

規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
三
号
）
第
三
条
第
三
項
」
を
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね

じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年

総
務
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
条
の
表
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
八
第
一
項
第
三
号
中
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

」
を
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具

の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
」
に
、
「
受
け
口
」
を
「
差
込
式
受
け
口
」
に
改
め
る
。

（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

動
力
消
防
ポ
ン
プ
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
七
号
中
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
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治
省
令
第
二
号
）
又
は
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省

令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
三
号
）
」
を
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸

管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
三
号
）
」
に
改

め
る
。
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別
表
第
一

差
込
式
差
し
口
の
寸
法
表
（
第
七
条
関
係
）
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別
表
第
二

差
込
式
受
け
口
の
寸
法
表
（
第
八
条
関
係
）
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別
表
第
三

ね
じ
式
差
し
口
の
差
し
金
具
の
お
ね
じ
の
寸
法
差
（
第
九
条
関
係
）
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別
表
第
四

ね
じ
式
差
し
口
及
び
ね
じ
式
受
け
口
の
寸
法
表
（
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）
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別
表
第
五

ね
じ
式
差
し
口
の
差
し
金
具
及
び
ね
じ
式
受
け
口
の
し
め
輪
の
ね
じ
の
基
本
寸
法
（
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）
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別
表
第
六

ね
じ
式
受
け
口
の
し
め
輪
の
め
ね
じ
の
寸
法
差
（
第
十
条
関
係
）
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消

防

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

又

は

ね

じ

式

の

結

合

金

具

及

び

消

防

用

吸

管

に

使

用

す

る

ね

じ

式

の

結

合

金

具

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

案

）

新

旧

対

照

条

文

○

消

防

法

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

六

年

自

治

省

令

第

六

号

）

（

傍

線

部

分

は

改

正

部

分

）

改

正

案

現

行

（

ス

プ

リ

ン

ク

ラ

ー

設

備

に

関

す

る

基

準

の

細

目

）

（

ス

プ

リ

ン

ク

ラ

ー

設

備

に

関

す

る

基

準

の

細

目

）

第

十

四

条

ス

プ

リ

ン

ク

ラ

ー

設

備

（

次

項

に

定

め

る

も

の

を

除

第

十

四

条

ス

プ

リ

ン

ク

ラ

ー

設

備

（

次

項

に

定

め

る

も

の

を

除

く

。

）

の

設

置

及

び

維

持

に

関

す

る

技

術

上

の

基

準

の

細

目

は

く

。

）

の

設

置

及

び

維

持

に

関

す

る

技

術

上

の

基

準

の

細

目

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一

～

五

の

二

（

略

）

一

～

五

の

二

（

略

）

六

送

水

口

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

こ

と

。

六

送

水

口

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

こ

と

。

イ

（

略

）

イ

（

略

）

ロ

送

水

口

の

結

合

金

具

は

、

差

込

式

又

は

ね

じ

式

の

も

の

ロ

送

水

口

の

結

合

金

具

は

、

差

込

式

又

は

ね

じ

式

の

も

の

と

し

、

そ

の

構

造

は

、

差

込

式

の

も

の

に

あ

つ

て

は

消

防

と

し

、

そ

の

構

造

は

、

差

込

式

の

も

の

に

あ

つ

て

は

消

防

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

又

は

ね

じ

式

の

結

合

金

具

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

の

結

合

金

具

の

技

術

上

の

及

び

消

防

用

吸

管

に

使

用

す

る

ね

じ

式

の

結

合

金

具

の

技

規

格

を

定

め

る

省

令

（

平

成

四

年

自

治

省

令

第

二

号

）

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

平

成

二

十

五

年

総

務

省

令

第

二

十

三

号

）

に

規

定

す

る

呼

称

六

十

五

の

差

込

式

受

け

に

規

定

す

る

呼

称

六

十

五

の

受

け

口

口

に

、

ね

じ

式

の

も

の

に

あ

つ

て

は

同

令

に

、

ね

じ

式

の

も

の

に

あ

つ

て

は

消

防

用

ホ

ー

ス

又

は

消

防

用

吸

管

に

使

用

す

る

ね

じ

式

の

結

合

金

具

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

平

成

四

年

自

治

省

令

第

三

号

）

に

規

定

す

る

呼

称

六

十

五

の

し

め

輪

の

め

ね

じ

に

適

合

す

に

規

定

す

る

呼

称

六

十

五

の

し

め

輪

の

め

ね

じ

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

ハ

～

ヘ

（

略

）

ハ

～

ヘ

（

略

）

六

の

二

～

十

三

（

略

）

六

の

二

～

十

三

（

略

）

２

（

略

）

２

（

略

）
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（

連

結

送

水

管

に

関

す

る

基

準

の

細

目

）

（

連

結

送

水

管

に

関

す

る

基

準

の

細

目

）

第

三

十

一

条

連

結

送

水

管

の

設

置

及

び

維

持

に

関

す

る

技

術

上

第

三

十

一

条

連

結

送

水

管

の

設

置

及

び

維

持

に

関

す

る

技

術

上

の

基

準

の

細

目

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

の

基

準

の

細

目

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一

及

び

二

（

略

）

一

及

び

二

（

略

）

三

送

水

口

及

び

放

水

口

の

結

合

金

具

は

、

差

込

式

又

は

ね

じ

三

送

水

口

及

び

放

水

口

の

結

合

金

具

は

、

差

込

式

又

は

ね

じ

式

の

も

の

と

し

、

そ

の

構

造

は

、

差

込

式

の

も

の

に

あ

つ

て

式

の

も

の

と

し

、

そ

の

構

造

は

、

差

込

式

の

も

の

に

あ

つ

て

は

消

防

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

又

は

ね

じ

式

の

結

合

は

消

防

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

の

結

合

金

具

の

技

術

金

具

及

び

消

防

用

吸

管

に

使

用

す

る

ね

じ

式

の

結

合

金

具

の

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

に

規

定

す

る

呼

称

六

十

五

（

に

規

定

す

る

呼

称

六

十

五

（

フ

ォ

グ

ガ

ン

等

を

使

用

す

る

も

の

と

し

て

消

防

長

又

は

消

防

フ

ォ

グ

ガ

ン

等

を

使

用

す

る

も

の

と

し

て

消

防

長

又

は

消

防

署

長

が

指

定

す

る

防

火

対

象

物

に

あ

つ

て

は

、

当

該

フ

ォ

グ

署

長

が

指

定

す

る

防

火

対

象

物

に

あ

つ

て

は

、

当

該

フ

ォ

グ

ガ

ン

等

に

適

合

す

る

呼

称

と

し

て

消

防

長

又

は

消

防

署

長

が

ガ

ン

等

に

適

合

す

る

呼

称

と

し

て

消

防

長

又

は

消

防

署

長

が

指

定

す

る

呼

称

と

す

る

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

指

定

す

る

呼

称

と

す

る

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

差

込

式

受

け

口

及

び

差

込

式

差

し

口

に

、

ね

じ

式

の

も

の

の

受

け

口

及

び

差

し

口

に

、

ね

じ

式

の

も

の

に

あ

つ

て

は

同

令

に

あ

つ

て

は

消

防

用

ホ

ー

ス

又

は

消

防

用

吸

管

に

使

用

す

る

に

規

ね

じ

式

の

結

合

金

具

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

に

規

定

す

る

呼

称

六

十

五

の

し

め

輪

の

め

ね

じ

及

び

お

ね

じ

に

適

定

す

る

呼

称

六

十

五

の

し

め

輪

の

め

ね

じ

及

び

お

ね

じ

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

四

～

十

（

略

）

四

～

十

（

略

）
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○

石

油

コ

ン

ビ

ナ

ー

ト

等

に

お

け

る

特

定

防

災

施

設

等

及

び

防

災

組

織

等

に

関

す

る

省

令

（

昭

和

五

十

一

年

自

治

省

令

第

十

七

号

）

（

傍

線

部

分

は

改

正

部

分

）

改

正

案

現

行

（

構

造

）

（

構

造

）

第

十

条

消

火

栓

を

有

す

る

消

防

車

用

屋

外

給

水

施

設

の

構

造

に

第

十

条

消

火

栓

を

有

す

る

消

防

車

用

屋

外

給

水

施

設

の

構

造

に

関

す

る

基

準

は

、

次

の

各

号

（

既

存

事

業

所

に

既

に

設

置

さ

れ

関

す

る

基

準

は

、

次

の

各

号

（

既

存

事

業

所

に

既

に

設

置

さ

れ

て

い

た

も

の

に

あ

つ

て

は

、

第

一

号

及

び

第

三

号

）

に

掲

げ

る

て

い

た

も

の

に

あ

つ

て

は

、

第

一

号

及

び

第

三

号

）

に

掲

げ

る

各

部

分

が

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

掲

げ

る

要

件

に

該

当

し

て

い

各

部

分

が

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

掲

げ

る

要

件

に

該

当

し

て

い

る

こ

と

と

す

る

。

る

こ

と

と

す

る

。

一

消

火

栓

一

消

火

栓

イ

及

び

ロ

（

略

）

イ

及

び

ロ

（

略

）

ハ

接

続

口

は

、

消

防

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

又

は

ハ

接

続

口

は

、

消

防

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

の

結

ね

じ

式

の

結

合

金

具

及

び

消

防

用

吸

管

に

使

用

す

る

ね

じ

合

金

具

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

平

成

四

年

自

式

の

結

合

金

具

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

平

成

治

省

令

第

二

号

）

第

三

条

又

は

消

防

用

ホ

ー

ス

又

は

消

防

二

十

五

年

総

務

省

令

第

二

十

三

号

）

第

三

条

の

表

用

吸

管

に

使

用

す

る

ね

じ

式

の

結

合

金

具

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

平

成

四

年

自

治

省

令

第

三

号

）

第

三

に

規

定

す

る

呼

称

七

十

五

の

寸

法

の

結

合

金

具

条

第

三

項

に

規

定

す

る

呼

称

七

十

五

の

寸

法

の

結

合

金

具

を

有

す

る

消

防

用

ホ

ー

ス

（

消

防

法

施

行

令

（

昭

和

三

十

を

有

す

る

消

防

用

ホ

ー

ス

（

消

防

法

施

行

令

（

昭

和

三

十

六

年

政

令

第

三

十

七

号

）

第

三

十

七

条

第

一

項

第

四

号

に

六

年

政

令

第

三

十

七

号

）

第

三

十

七

条

第

一

項

第

四

号

に

規

定

す

る

消

防

用

ホ

ー

ス

を

い

う

。

以

下

「

ホ

ー

ス

」

と

規

定

す

る

消

防

用

ホ

ー

ス

を

い

う

。

以

下

「

ホ

ー

ス

」

と

い

う

。

）

又

は

消

防

用

吸

管

に

結

合

す

る

こ

と

が

で

き

る

い

う

。

）

又

は

消

防

用

吸

管

に

結

合

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

も

の

で

あ

る

こ

と

。

ニ

（

略

）

ニ

（

略

）

二

及

び

三

（

略

）

二

及

び

三

（

略

）

２

～

４

（

略

）

２

～

４

（

略

）

（

発

泡

器

）

（

発

泡

器

）

第

十

八

条

の

八

令

第

八

条

第

二

項

第

二

号

の

総

務

省

令

で

定

め

第

十

八

条

の

八

令

第

八

条

第

二

項

第

二

号

の

総

務

省

令

で

定

め



- 4 -

る

発

泡

器

は

、

次

に

掲

げ

る

要

件

に

該

当

す

る

も

の

と

す

る

。

る

発

泡

器

は

、

次

に

掲

げ

る

要

件

に

該

当

す

る

も

の

と

す

る

。

一

及

び

二

（

略

）

一

及

び

二

（

略

）

三

当

該

発

泡

器

の

入

口

側

の

結

合

金

具

は

、

消

防

用

ホ

ー

ス

三

当

該

発

泡

器

の

入

口

側

の

結

合

金

具

は

、

消

防

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

又

は

ね

じ

式

の

結

合

金

具

及

び

消

防

用

に

使

用

す

る

差

込

式

の

結

合

金

具

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

吸

管

に

使

用

す

る

ね

じ

式

の

結

合

金

具

の

技

術

上

の

規

格

を

る

省

令

定

め

る

省

令

に

規

定

す

る

差

込

式

受

け

口

に

適

合

す

る

構

造

に

規

定

す

る

受

け

口

に

適

合

す

る

構

造

で

あ

る

こ

と

。

で

あ

る

こ

と

。

四

及

び

五

（

略

）

四

及

び

五

（

略

）

２

及

び

３

（

略

）

２

及

び

３

（

略

）
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○

動

力

消

防

ポ

ン

プ

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

昭

和

六

十

一

年

自

治

省

令

第

二

十

四

号

）

（

傍

線

部

分

は

改

正

部

分

）

改

正

案

現

行

（

一

般

構

造

及

び

機

能

）

（

一

般

構

造

及

び

機

能

）

第

三

条

動

力

消

防

ポ

ン

プ

の

一

般

構

造

及

び

機

能

は

、

次

の

各

第

三

条

動

力

消

防

ポ

ン

プ

の

一

般

構

造

及

び

機

能

は

、

次

の

各

号

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

号

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

～

六

（

略

）

一

～

六

（

略

）

七

ポ

ン

プ

の

吸

水

口

又

は

放

水

口

に

使

用

す

る

結

合

金

具

は

七

ポ

ン

プ

の

吸

水

口

又

は

放

水

口

に

使

用

す

る

結

合

金

具

は

、

消

防

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

又

は

ね

じ

式

の

結

合

、

消

防

用

ホ

ー

ス

に

使

用

す

る

差

込

式

の

結

合

金

具

の

技

術

金

具

及

び

消

防

用

吸

管

に

使

用

す

る

ね

じ

式

の

結

合

金

具

の

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

平

成

四

年

自

治

省

令

第

二

号

）

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

平

成

二

十

五

年

総

務

省

令

又

は

消

防

用

ホ

ー

ス

又

は

消

防

用

吸

管

に

使

用

す

る

ね

じ

式

第

二

十

三

号

）

の

結

合

金

具

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

平

成

四

年

の

規

定

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

自

治

省

令

第

三

号

）

の

規

定

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

。

八

～

十

（

略

）

八

～

十

（

略

）
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【
参
考
】
○
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
案

現
行
差
込
式
の
結
合
金
具

現
行
ね
じ
式
の
結
合
金
具

改
正
省
令
案

差
込
式
結
合
金
具
現
行
省
令

ね
じ
式
結
合
金
具
現
行
省
令

消
防
用
ホ
ー
ス

に
使
用
す
る
差
込

消
防
用
ホ
ー
ス

に
使
用
す
る
差
込

消
防
用
ホ
ー
ス

式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使

式

の
結
合
金
具

又
は
消
防
用
吸
管
に
使

用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定

の
技
術
上
の
規
格
を
定

用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定

め
る
省
令

め
る
省
令

め
る
省
令

（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日
総
務
省
令
第
二
十

（
平
成
四
年
一
月
二
十
九
日
自
治
省
令
第
二
号
）

（
平
成
四
年
一
月
二
十
九
日
自
治
省
令
第
三
号
）

三
号
）

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き

、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式

、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具

、
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね

の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式

の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年

じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

自
治
省
令
第
十
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令

（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
十
号
）
の
全
部
を
改

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

消
防
用
ホ
ー
ス

に
使
用
す

消
防
用
ホ
ー
ス

に
使
用
す

消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す

る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消

る
差
込
式

の
結
合
金
具

る

ね
じ
式
の
結
合
金
具

防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具

の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
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目
次

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
）

第
二
章

消
防
用
結
合
金
具
（
第
三
条
―
第
二
十

第
二
章

差
込
式
結
合
金
具
（
第
三
条
―
第
十
七

第
二
章

ね
じ
式
結
合
金
具
（
第
三
条
―
第
十
五

条
）

条
）

条
）

第
三
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具

第
三
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具

（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
二
条
）

（
第
十
八

条
―
第
二
十

条
）

第
四
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金

第
三
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金

具
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
七
条
）

具
（
第
十
六

条
―
第
二
十
四
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
八
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
）

附
則

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防

に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合

に
使
用
す
る
差
込
式

の
結
合

用
吸
管
に
使
用
す
る

ね
じ
式
の
結
合

金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結

金
具

金
具

合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る

の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る

の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

。

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
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に
よ
る
。

に
よ
る
。

に
よ
る
。

一

消
防
用
結
合
金
具

消
防
用
ホ
ー
ス
（
消
防

一

差
込
式
結
合
金
具

消
防
用
ホ
ー
ス
（
消
防

一

ね
じ
式
結
合
金
具

消
防
用
ホ
ー
ス
（
消
防

用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（

用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

（

用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（

平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
。
以
下

昭
和
四
十
三
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
。
以
下

昭
和
四
十
三
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
。
以
下

「
ホ
ー
ス
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

「
ホ
ー
ス
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

「
ホ
ー
ス
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
ホ
ー

一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
ホ
ー

一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
ホ
ー

ス
」
と
い
う
。
）
又
は
消
防
用
吸
管
（
消
防
用

ス
」
と
い
う
。
）

ス
」
と
い
う
。
）
又
は
消
防
用
吸
管
（
消
防
用

吸
管
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

（
昭

吸
管
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

（
昭

和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「

和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「

吸
管
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号

吸
管
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
吸
管
」

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
吸
管
」

と
い
う
。
）
を

他
の
ホ

を
差
込
み
の
方
法
に
よ
り
他
の
ホ

と
い
う
。
）
を
ね
じ
に
よ
り

他
の
ホ

ー
ス
又
は
吸
管
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
（
動
力
消

ー
ス
、

動
力
消
防
ポ
ン
プ
（
動
力
消

ー
ス
又
は
吸
管
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
（
動
力
消

防
ポ
ン
プ
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（

防
ポ
ン
プ
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（

防
ポ
ン
プ
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（

昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下

昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下

昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下

「
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）

「
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）

「
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

等
と
結
合
す
る
た
め
に
、
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
の

等
と
結
合
す
る
た
め
に
、
ホ
ー
ス

の

等
と
結
合
す
る
た
め
に
、
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
の

端
部
に
装
着
す
る

金
具
を

端
部
に
装
着
す
る
差
し
口
又
は
受
け
口
の
金
具

端
部
に
装
着
す
る
差
し
口
又
は
受
け
口
の
金
具

い
う
。

を
い
う
。

を
い
う
。

二

か
ん
合
部

消
防
用

六

結
合

部

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式

六

結
合

部

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
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結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
す
る
部
分
を
い
う
。

結
合
金
具

を
か
ん
合
す
る
部
分
を
い
う
。

結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
す
る
部
分
を
い
う
。

三

装
着
部

ホ
ー
ス
又
は
吸
管
を
装
着
す
る
部

（
新
設
）

（
新
設
）

分
を
い
う
。

四

差
込
式
結
合
金
具

差
込
み
の
方
法
に
よ
り

（
第
一
号
か
ら
移
動
）

か
ん
合
す
る
消
防
用
結
合
金
具
を
い
う
。

五

ね
じ
式
結
合
金
具

ね
じ
に
よ
り
か
ん
合
す

（
第
一
号
か
ら
移
動
）

る
消
防
用
結
合
金
具
を
い
う
。

（
第
七
条
又
は
第
九
条
に
そ
れ
ぞ
れ
移
動
）

二

差
し
口

差
し
金
具
、
ホ
ー
ス
装
着
部
（
以

二

差
し
口

差
し
金
具
、
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
の

下
「
装
着
部
」
と
い
う
。
）
、
押
し
輪
等
に
よ

装
着
部
（
以
下
「
装
着
部
」
と
い
う
。
）
等
に

り
構
成
さ
れ
る
差
込
式
結
合
金
具
を
い
う
。

よ
り
構
成
さ
れ
る
ね
じ
式
結
合
金
具
を
い
う
。

（
第
八
条
又
は
第
十
条
に
そ
れ
ぞ
れ
移
動
）

三

受
け
口

受
け
金
具
、
装
着
部
、
つ
め
、
つ

三

受
け
口

し
め
輪
、
受
け
金
具
、
装
着
部
、

め
ば
ね
、
パ
ッ
キ
ン
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
差

パ
ッ
キ
ン
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
ね
じ
式
結
合

込
式
結
合
金
具
を
い
う
。

金
具
を
い
う
。

（
第
七
号
に
移
動
。
大
容
量
結
合
金
具
の
使
用
圧

四

ホ
ー
ス
の
使
用
圧

折
れ
曲
が
つ
た
部
分
の

四

ホ
ー
ス
の
使
用
圧

折
れ
曲
が
つ
た
部
分
の

の
定
義
と
合
体
さ
せ
た
た
め
）

な
い
状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
に
通
水
し
た
場
合

な
い
状
態
に
お
け
る
ホ
ー
ス
に
通
水
し
た
場
合

の
常
用
最
高
使
用
水
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ

の
常
用
最
高
使
用
水
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ

ル
）
を
い
う
。

ル
）
を
い
う
。

六

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具

差

五

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具

込
式
結
合
金
具
の
う
ち
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

防
災
資
機
材
等
（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害

等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令

防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二

第
百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す

十
九
号
）
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の

る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
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を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
の

と
し
て
の

用
途
に
の
み
用
い
ら
れ
る
、
大
容
量
泡
放
水
砲

用
途
に
の
み
用
い
ら
れ
る
、
大
容
量
泡
放
水
砲

用
ホ
ー
ス
（
ホ
ー
ス
規
格
省
令
第
二
条
第
四
号

用
ホ
ー
ス
（
ホ
ー
ス
規
格
省
令
第
二
条
第
六
号

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
大
容
量
ホ

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
大
容
量
ホ

ー
ス
」
と
い
う
。
）
を
差
込
み
の
方
法
に
よ
り

ー
ス
」
と
い
う
。
）
を
差
込
み
の
方
法
に
よ
り

他
の
大
容
量
ホ
ー
ス
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ポ

他
の
大
容
量
ホ
ー
ス
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ポ

ン
プ
自
動
車
（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令
第

ン
プ
自
動
車
（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令
第

二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号

二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
可

）
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
可

搬
消
防
ポ
ン
プ
（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令

搬
消
防
ポ
ン
プ
（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令

第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次

第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
等
と
結
合
す
る
た
め
に

）
等
と
結
合
す
る
た
め
に

、
大
容
量
ホ
ー
ス
の
端
部
に
装
着
す
る

、
大
容
量
ホ
ー
ス
の
端
部
に
装
着
す
る
差
し
口

金
具
を
い
う
。

又
は
受
け
口
の
金
具
を
い
う
。

七

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具

五

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具

ね
じ
式
結
合
金
具
の
う
ち
、

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー

ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政

令
第
百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定

大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
と
し

す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
と
し
て

て
の
用
途
に
の
み
用
い
ら
れ
る
、

の
用
途
に
の
み
用
い
ら
れ
る
、
大
容
量
泡
放
水

砲
用
ホ
ー
ス
（
ホ
ー
ス
規
格
省
令
第
二
条
第
六

大
容
量

号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
大
容
量
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ホ
ー
ス

又
は
大
容
量
吸
管
（
吸

ホ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
又
は
大
容
量
吸
管
（
吸

管
規
格
省
令
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の

管
規
格
省
令
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の

を
い
う
。
以
下
「
大
容
量
吸
管
」
と
い
う
。
）

を
い
う
。
以
下
「
大
容
量
吸
管
」
と
い
う
。
）

を
ね
じ
る
方
法
に
よ
り
他
の
大
容
量
ホ
ー
ス
又

を
ね
じ
る
方
法
に
よ
り
他
の
大
容
量
ホ
ー
ス
、

は
大
容
量
吸
管
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ポ
ン
プ

大
容
量
吸
管
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ポ
ン
プ

自
動
車

自
動
車
（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
規
格
省
令
第
二
条

、
大
容

第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
大
容

量
泡
放
水
砲
用
可
搬
消
防
ポ
ン
プ

量
泡
放
水
砲
用
可
搬
消
防
ポ
ン
プ
（
動
力
消
防

ポ
ン
プ
規
格
省
令
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る

等
と
結
合
す
る
た
め
に
、
大

も
の
を
い
う
。
）
等
と
結
合
す
る
た
め
に
、
大

容
量
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
吸
管
の
端
部
に
装
着

容
量
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
吸
管
の
端
部
に
装
着

す
る

金
具
を
い
う
。

す
る

金
具
を
い
う
。

八

呼
び
径

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合

七

呼
び
径

七

呼
び
径

金
具
又
は
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

金
具
の
か
ん
合
部
の
設
計
さ
れ
た
内
径
（
単
位

結
合
部
の
設
計
さ
れ
た
内
径
（
単
位

結
合
部
の
設
計
さ
れ
た
内
径
（
単
位

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
い
う
。

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
い
う
。

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
い
う
。

（
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
六
条
に
移
動
）

八

大
容
量
ホ
ー
ス
の
呼
び
径

ホ
ー
ス
規
格
省

八

大
容
量
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
吸
管
の
呼
び
径

令
第
二
条
第
七
号

に
規
定
す
る
呼
び
径
を
い
う

ホ
ー
ス
規
格
省
令
第
二
条
第
七
号
又
は
吸
管

。

規
格
省
令
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
呼
び
径

を
い
う
。

九

使
用
圧

設
計
さ
れ
た

九

使
用
圧

大
容
量
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
状
態

九

使
用
圧

大
容
量
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
場
合

に
お
け
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金

に
お
け
る



- 7 -

常
用
最
高
使
用
水
圧
（
単
位

メ
ガ

具
の
常
用
最
高
使
用
水
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス

常
用
最
高
使
用
水
圧
（
単
位

メ
ガ
パ
ス

パ
ス
カ
ル
）
を
い
う
。

カ
ル
）
を
い
う
。

カ
ル
）
を
い
う
。

第
二
章

消
防
用
結
合
金
具

第
二
章

差
込
式
結
合
金
具

第
二
章

ね
じ
式
結
合
金
具

（
区
分
）

（
区
分
）

（
区
分
）

第
三
条

消
防
用
結
合
金
具
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用

第
三
条

差
込
式
結
合
金
具
（
大
容
量
泡
放
水
砲
用

第
三
条

ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
そ
の
用
途
に
よ
り

差
込
式
結
合
金
具
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ

差
込
式
結
合
金
具

、
ホ
ー
ス
用
又
は
吸
管
用
に
区
分
す
る
。

り
式
結
合
金
具
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

２
ホ
ー
ス
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
そ
の
寸
法
に

同
じ
。
）
は
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。

同
じ
。
）
は
、
そ
の
寸
法
に
よ
り
、
呼
称
七
十
五

よ
り
、
呼
称
百
五
十
、
呼
称
百
二
十
五
、
呼
称
百

（
表
略
）

、
呼
称
六
十
五
、
呼
称
五
十
、
呼
称
四
十
、
呼
称

、
呼
称
九
十
、
呼
称
七
十
五
、
呼
称
六
十
五
、
呼

三
十
及
び
呼
称
二
十
五
に
区
分
す
る
。

称
五
十
、
呼
称
四
十
、
呼
称
三
十
、
呼
称
二
十
五

及
び
呼
称
二
十
に
区
分
す
る
。

３

吸
管
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
そ
の
寸
法
に

よ
り
、
呼
称
百
五
十
、
呼
称
百
四
十
、
呼
称
百
二

十
五
、
呼
称
百
十
五
、
呼
称
百
、
呼
称
九
十
、
呼

称
七
十
五
、
呼
称
六
十
五
、
呼
称
五
十
、
呼
称
四

十
及
び
呼
称
二
十
五
に
区
分
す
る
。

（
一
般
構
造
）

（
一
般
構
造
）

（
一
般
構
造
）

第
四
条

消
防
用
結
合
金
具
の
構
造
は
、
次
に
定
め

第
四
条

差
込
式
結
合
金
具
の
構
造
は
、
次
に
定
め

第
四
条

ね
じ
式
結
合
金
具
の
構
造
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

水
流
に
よ
る
摩
擦
損
失
の
少
な
い
構
造
で
あ

一

水
流
に
よ
る
摩
擦
損
失
の
少
な
い
構
造
で
あ

一

水
流
に
よ
る
摩
擦
損
失
の
少
な
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二

均
一
で
良
質
な
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

（
新
設
）

（
新
設
）

と
。

三

装
着
部
は
、
堅
固
な
も
の
で
あ
り
、
装
着
し

二

装
着
部
は
、
堅
固
な
も
の
で
あ
り
、
装
着
し

二

装
着
部
は
、
堅
固
な
も
の
で
あ
り
、
装
着
し

た
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
が
離
脱
し
に
く
い
構
造
で

た
ホ
ー
ス

が
離
脱
し
に
く
い
構
造
で

た
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
が
離
脱
し
に
く
い
構
造
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

四

人
の
触
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、
面
取

三

人
の
触
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、

三

人
の
触
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、

、
バ
リ
の
除
去
等
の
危
険
防
止
の
た
め
の
措
置

危
険
防
止
の
た
め
の
措
置

危
険
防
止
の
た
め
の
措
置

が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
附
属
装
置
が

四

機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
附
属
装
置
が

四

機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
附
属
装
置
が

設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

六

異
種
の
金
属
が
接
す
る
部
分
は
、
腐
食
を
防

五

異
種
の
金
属
が
接
す
る
部
分
は
、
腐
食
を
防

五

異
種
の
金
属
が
接
す
る
部
分
は
、
腐
食
を
防

止
す
る
処
理
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

止
す
る
処
理
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

止
す
る
処
理
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

。

。

。

（
材
質
）

（
材
質
）

（
材
質
）

第
五
条

消
防
用
結
合
金
具
の
部
品
又
は
部
分
で
、

第
七
条

差
込
式
結
合
金
具
の
部
品
又
は
部
分
で
、

第
七
条

ね
じ
式
結
合
金
具
の
部
品
又
は
部
分
で
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
用
い
る
材
料
は

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
用
い
る
材
料
は

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
用
い
る
材
料
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
又
は
工

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
又
は
こ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
又
は
こ

業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五

れ
ら

れ
ら

号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
日
本
工
業
規
格
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（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｚ

二
二
〇
一

で
定
め
る
方
法
に
よ
り
採
取
し
た
四
号
試
験
片
（

つ
め
バ
ネ
に
あ
っ
て
は
五
号
試
験
片
と
す
る
。
）

を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

二
二
四
一
に
よ
り
試
験

を
行
っ
た
場
合
、
引
張
り
強
さ
及
び
伸
び
が
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有

と
同
等
以
上
の
強
度
を
有

と
同
等
以
上
の
強
度
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
表
略
）

２

消
防
用
結
合
金
具
に
用
い
る
パ
ッ
キ
ン
の
材
料

２

受
け
口
の

パ
ッ
キ
ン
の
材
料

２

受
け
口
の

パ
ッ
キ
ン
の
材
料

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
応
じ
同
表

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
応
じ
同
表

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
応
じ
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
測
定
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
値

の
中
欄
に
掲
げ
る
測
定
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
値

の
中
欄
に
掲
げ
る
測
定
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
値

が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
範
囲
内
又
は
こ
れ
と

が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
範
囲
内
又
は
こ
れ
と

が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
範
囲
内
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
油
性
及
び
耐

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
油
性
及
び
耐

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
油
性
及
び
耐

老
化
性
に
お
け
る
試
験
温
度
及
び
試
験
時
間
は
、

老
化
性
に
お
け
る
試
験
温
度
及
び
試
験
時
間
は
、

老
化
性
に
お
け
る
試
験
温
度
及
び
試
験
時
間
は
、

そ
れ
ぞ
れ
摂
氏
百
度
及
び
七
十
時
間
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
摂
氏
百
度
及
び
七
十
時
間
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
摂
氏
百
度
及
び
七
十
時
間
と
す
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
表
略
）

（
表
示
）

（
表
示
）

（
表
示
）

第
六

条

消
防
用
結
合
金
具
に
は
、
次
に
掲
げ
る

第
十
七
条

差
込
式
結
合
金
具
に
は
、
次
に
掲
げ
る

第
十
五
条

ね
じ
式
結
合
金
具
に
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ

事
項
を
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ

事
項
を
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。
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一

製
造
者
名
又
は
商
標

一

製
造
者
名
又
は
商
標

一

製
造
者
名
又
は
商
標

二

製
造
年

二

製
造
年

二

製
造
年

三

消
防
用
結
合
金
具
の
呼
称

三

差
込
式
結
合
金
具
の
呼
称

三

ね
じ
式
結
合
金
具
の
呼
称

四

吸
管
用
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
「
吸
」
の
文

四

吸
管
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
吸
」
の
文

字

字

五

消
防
用
結
合
金
具
の
呼
称
と
異
な
る
呼
称
の

四

差
込
式
結
合
金
具
の
呼
称
と
異
な
る
呼
称
の

五

ね
じ
式
結
合
金
具
の
呼
称
と
異
な
る
呼
称
の

ホ
ー
ス
又
は
吸
管
を
装
着
す
る
も
の
に
あ
っ
て

ホ
ー
ス

を
装
着
す
る
も
の
に
あ
つ
て

ホ
ー
ス
又
は
吸
管
を
装
着
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
装
着
す
る
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
の
呼
称

は
、
装
着
す
る
ホ
ー
ス

の
呼
称

は
、
装
着
す
る
ホ
ー
ス
又
は
吸
管
の
呼
称

（
削
る
）

五

呼
称
三
十
、
呼
称
二
十
五
又
は
呼
称
二
十
の

六

呼
称
三
十
、
呼
称
二
十
五
又
は
呼
称
二
十
の

ホ
ー
ス
で
、
か
つ
、
ホ
ー
ス
の
使
用
圧
が
一
・

ホ
ー
ス
で
、
か
つ
、
ホ
ー
ス
の
使
用
圧
が
一
・

三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
も
の
を
装
着
す
る

三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
も
の
を
装
着
す
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
コ
」
の
文
字

も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
コ
」
の
文
字
。

六

使
用
圧

（
第
十
九
条
第
五
号
か
ら
移
動
）

（
新
設
）

（
差
込
式
差
し
口
の
構
造
）

（

差
し
口
の
構
造
）

第
七
条

差
込
式
差
し
口
（
差
し
金
具
、
押
し
輪
等

第
五
条

差
し
口

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
差
込
式
結
合
金
具
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
構
造
は
、
第
四
条
各
号
に
定
め

の
構
造
は
、
前
条

に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第
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一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

差
込
式
受
け
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱

二

受
け
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱

の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

ホ
ー
ス
を
装
着
し
な
い
状
態
に
お
い
て
押
し

三

ホ
ー
ス
を
装
着
し
な
い
状
態
に
お
い
て
、
押

輪
が
脱
落
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

し
輪
が
離
脱
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

押
し
輪
は
、
十
分
な
強
度
を
有
し
、
差
込
式

四

押
し
輪
は
、
十
分
な
強
度
を
有
し
、

受
け
口
と
の
離
脱
操
作
に
よ
る
変
形
等
が
生
じ

受
け
口
と
の
離
脱
操
作
に
よ
る
変
形
等
が
生
じ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
差
込
式
受
け
口
の
構
造
）

（

受
け
口
の
構
造
）

第
八
条

差
込
式
受
け
口
（
受
け
金
具
、
つ
め
、
つ

第
六
条

受
け
口

め
ば
ね
、
パ
ッ
キ
ン
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
差
込

式
結
合
金
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
構
造
は

の
構
造
は

、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定

、
第
四
条

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第

二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

差
込
式
差
し
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱

二

差
し
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱

の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

つ
め
室
は
、
砂
そ
の
他
異
物
が
容
易
に
入
ら

三

つ
め
室
は
、
砂
そ
の
他
異
物
が
容
易
に
入
ら

な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

つ
め
の
数
は
、
三
個
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

つ
め
の
数
は
、
三
個
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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五

つ
め
は
、
等
間
隔
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

五

つ
め
は
、
等
間
隔
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

。

六

つ
め
は
、
同
一
の
形
状
で
あ
る
こ
と
。

六

つ
め
は
、
同
一
の
形
状
で
あ
る
こ
と
。

七

つ
め
の
張
出
し
の
強
さ
（
つ
め
の
中
央
部
に

七

つ
め
の
張
出
し
の
強
さ

力
を
加
え
、
つ
め
を
押
し
下
げ
た
時
つ
め
の
中

央
部
が
別
表
第
二
に
定
め
る
Ｆ
項
面
に
達
す
る

ま
で
の
荷
重
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
合
計
は
、
呼
称
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め

の
合
計
は
、
呼
称
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め

る
強
さ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

る
強
さ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
表
略
）

（
表
略
）

八

そ
れ
ぞ
れ
の
つ
め
の
張
出
し
の
強
さ
と
そ
の

八

そ
れ
ぞ
れ
の
つ
め
の
張
出
し
の
強
さ
と
そ
の

平
均
値
の
差
は
、
平
均
値
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

平
均
値
の
差
は
、
平
均
値
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

以
内
で
あ
る
こ
と
。

以
内
で
あ
る
こ
と
。

九

差
込
式
差
し
口
と
か
ん
合
し
た
場
合
、
全
て

九

差
し
口
と
か
ん
合
し
た
場
合
、
す
べ

の
つ
め
の
先
端
が
差
込
式
差
し
口
に
圧
力
を

て
の
つ
め
の
先
端
が

差
し
口
に
圧
力
を

有
し
て
接
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

有
し
て
接
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

十

パ
ッ
キ
ン
を
容
易
に
交
換
で
き
る
構
造
で
あ

十

パ
ッ
キ
ン
を
容
易
に
交
換
で
き
る
構
造
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
一

パ
ッ
キ
ン
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
も
の

十
一

パ
ッ
キ
ン
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

（
ね
じ
式
差
し
口
の
構
造
）

（

差
し
口
の
構
造
）

第
九
条

ね
じ
式
差
し
口
（
差
し
金
具
等
に
よ
り
構

第
五
条

差
し
口
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成
さ
れ
る
ね
じ
式
結
合
金
具
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
構
造
は
、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
の

の
構
造
は
、
前
条

に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第

三
、
別
表
第
四
及
び
別
表
第
五
に
定
め
る
と
こ

一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。

ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

ね
じ
式
受
け
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱

二

受
け
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱

の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

ね
じ
式
受
け
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操

三

受
け
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操

作
に
用
具
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
用
具

作
に
用
具
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
用
具

が
容
易
に
使
用
で
き
、
か
つ
、
確
実
に
当
該
操

が
容
易
に
使
用
で
き
、
か
つ
、
確
実
に
当
該
操

作
が
行
え
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

作
が
行
え
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

ね
じ
式
受
け
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操

四

受
け
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操

作
に
用
い
る
突
起
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に

作
に
用
い
る
突
起
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
突
起
の
材
質
が
差
し
金
具
と
同
等

あ
つ
て
は
、
突
起
が
十
分
な

以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

ね
じ
の
始
め
の
部
分
は
、
不
完
全
ね
じ
部
が

五

ね
じ
の
始
め
の
部
分
は
、
不
完
全
ね
じ
部
が

除
去
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

除
去
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

お
い
て
、
除
去
さ
れ
た
後
の
断
面
の
高
さ
は
、

ね
じ
山
の
高
さ
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と

。
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（
ね
じ
式
受
け
口
の
構
造
）

（
受
け
口
の
構
造
）

第
十
条

ね
じ
式
受
け
口
（
し
め
輪
、
受
け
金
具
、

第
六
条

受
け
口

パ
ッ
キ
ン
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
ね
じ
式
結
合
金

具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
構
造
は
、
第
四
条

の
構
造
は
、
第
四
条

各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第

一

各
部
分
の
寸
法
は
、
呼
称
に
応
じ
、
別
表
第

四
、
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
定
め
る
と
こ

一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
四
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。

ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

ね
じ
式
差
し
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱

二

差
し
口
と
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱

の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

の
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

ね
じ
式
差
し
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操

三

差
し
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操

作
に
用
具
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
用
具

作
に
用
具
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
用
具

が
容
易
に
使
用
で
き
、
か
つ
、
確
実
に
当
該
操

が
容
易
に
使
用
で
き
、
か
つ
、
確
実
に
当
該
操

作
が
行
え
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

作
が
行
え
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

ね
じ
式
差
し
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操

四

差
し
口
と
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操

作
に
用
い
る
突
起
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に

作
に
用
い
る
突
起
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
突
起
の
材
質
が
し
め
輪
と
同
等
以

あ
つ
て
は
、
突
起
が
十
分
な

上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

し
め
輪
が
脱
落
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

五

し
め
輪
が
離
脱
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と

六

し
め
輪
は
、
自
由
に
回
転
で
き
る
も
の
で
あ

六

し
め
輪
は
、
自
由
に
回
転
で
き
る
も
の
で
あ
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る
こ
と
。

る
こ
と
。

七

し
め
輪
の
ね
じ
の
始
め
の
部
分
は
、
不
完
全

七

し
め
輪
の
ね
じ
の
始
め
の
部
分
は
、
不
完
全

ね
じ
部
が
除
去
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ

ね
じ
部
が
除
去
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
場
合
に
お
い
て
、
除
去
さ
れ
た
後
の
断
面
の

高
さ
は
、
ね
じ
山
の
高
さ
の
三
分
の
一
以
下
で

あ
る
こ
と
。

八

パ
ッ
キ
ン
を
容
易
に
交
換
で
き
る
構
造
で
あ

八

パ
ッ
キ
ン
を
容
易
に
交
換
で
き
る
構
造
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

九

パ
ッ
キ
ン
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
も
の
で

九

パ
ッ
キ
ン
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

十

し
め
輪
の
抜
け
止
め
部
分
は
、
容
易
に
分
解

十

し
め
輪
の
抜
け
止
め
部
分
は
、
容
易
に
分
解

で
き
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

で
き
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（
着
脱
力
）

（
着
脱
力
）

第
十
一
条

差
込
式
結
合
金
具
は
、
差
し
口
に
あ
っ

第
八

条

差
込
式
結
合
金
具
は
、
差
し
口
に
あ
つ

て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
っ
て
は
差
し
口
と

て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
差
し
口
と

そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
を
行
う
場
合
に
必
要
な
力
（
受

そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合

け
口
に
差
し
口
を
接
し
、
差
し
口
に
か
ん
合
す
る

方
向
に
力
を
加
え
た
場
合
、
差
込
式
結
合
金
具
が

完
全
に
か
ん
合
す
る
時
の
荷
重
を
い
う
。
）
及
び

及
び

離
脱
を
行
う
場
合
に
必
要
な
力
（
か
ん
合
し
て
い

離
脱
を
行
う
場
合
に
必
要
な
力

る
差
込
式
結
合
金
具
の
押
し
輪
に
離
脱
す
る
方
向
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に
力
を
加
え
た
場
合
、
つ
め
が
押
し
輪
の
別
表
第

一
に
定
め
る
Ｊ
項
に
乗
っ
た
時
の
荷
重
を
い
う
。

）
が
、
呼
称
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め
る
力
以
下

が
、
呼
称
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め
る
力
以
下

と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
耐
圧
試
験
）

（
耐
圧
試
験
）

（
耐
圧
試
験
）

第
十
二
条

消
防
用

結
合
金
具
は
、
消

第
九

条

差
込
式

結
合
金
具
は
、
差

第
八

条

ホ
ー
ス
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差

防
用
結
合
金
具
同
士
を

し
口
に
あ
つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て

し
口
に
あ
つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て

か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い

は
差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い

は
差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い

て
、
使
用
圧
の
二
倍
に
相
当
す
る

て
、
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
呼
称
三
十
、
呼
称
二
十

て
、
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
呼
称
三
十
、
呼
称
二
十

五
又
は
呼
称
二
十
の
ホ
ー
ス
で
、
か
つ
、
ホ
ー
ス

五
又
は
呼
称
二
十
の
ホ
ー
ス
で
、
か
つ
、
ホ
ー
ス

の
使
用
圧
が
一
・
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の

の
使
用
圧
が
一
・
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の

を
装
着
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ

を
装
着
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ

内
圧
力
を
五
分

ル
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
圧
力
を
五
分

ル
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
圧
力
を
五
分

間
加
え
た
場
合
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等

間
加
え
た
場
合
、
き
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等

間
加
え
た
場
合
、
き
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等

が
生
じ
ず
、
か
つ
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
し
な
い

が
生
じ
ず
、
か
つ
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
し
な
い

が
生
じ
ず
、
か
つ
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
し
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結

２

差
込
式

結
合
金
具
は
、
差
し
口
に

２

ホ
ー
ス
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差
し
口
に

合
金
具
同
士
を

あ
つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
差
し

あ
つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
差
し

か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ

口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、

口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、

れ
ぞ
れ
に
ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、
使
用
圧
の
二
倍

ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、
三
メ
ガ
パ
ス
カ

ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、
三
メ
ガ
パ
ス
カ
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に
相
当
す
る
内
圧
力
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
装

ル
の

内
圧
力
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
装

ル
の

内
圧
力
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
装

着
部
か
ら
漏
水
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
装
着
し
た
ホ

着
部
か
ら
漏
水
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
装
着
し
た
ホ

着
部
か
ら
漏
水
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
装
着
し
た
ホ

ー
ス
が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ー
ス
が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ー
ス
が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

。

（
第
一
項
に
統
合
）

３

吸
管
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差
し
口
に
あ

つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
差
し
口

と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
二
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
（
呼
称
四
十
又
は
呼
称
二
十
五
の
吸

管
を
装
着
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
メ
ガ
パ
ス

カ
ル
）
の
内
圧
力
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
き
裂

、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
か

ん
合
部
か
ら
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

吸
管
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合

４

吸
管
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差
し
口
に
あ

金
具
同
士
を

つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
差
し
口

か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ

と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、

ぞ
れ
に
吸
管
を
装
着
し
て
、
使
用
圧
の
二
倍
に
相

吸
管
を
装
着
し
て
、
当
該
吸
管
の
呼
称
に

当
す
る

内
圧
力
を
五
分
間

応
じ
て
次
の
表
に
定
め
る
値
の
内
圧
力
を
五
分
間

加
え
た
場
合
、
装
着
部
か
ら
漏
水
が
生
じ
ず
、
か

加
え
た
場
合
、
装
着
部
か
ら
漏
水
が
生
じ
ず
、
か

つ
、
装
着
し
た
吸
管
が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け

つ
、
装
着
し
た
吸
管
が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。



- 18 -

（
漏
水
試
験
）

（
漏
水
試
験
）

（
漏
水
試
験
）

第
十
三
条

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消

第
十

条

差
込
式
結
合
金
具
は
、
差

第
九

条

ホ
ー
ス
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差

防
用
結
合
金
具
同
士
を

し
口
に
あ
つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て

し
口
に
あ
つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て

か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い

は
差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い

は
差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い

て
、
使
用
圧

て
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
呼
称
三
十
、
呼
称
二
十

て
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
呼
称
三
十
、
呼
称
二
十

五
又
は
呼
称
二
十
の
ホ
ー
ス
で
、
か
つ
、
ホ
ー
ス

五
又
は
呼
称
二
十
の
ホ
ー
ス
で
、
か
つ
、
ホ
ー
ス

の
使
用
圧
が
一
・
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の

の
使
用
圧
が
一
・
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の

を
装
着
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
・
三
メ
ガ
パ

を
装
着
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
・
三
メ
ガ
パ

以
下
の

ス
カ
ル
。
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の

ス
カ
ル
）

以
下
の

任
意
の
内
圧
力
を
加
え
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら

任
意
の
内
圧
力
を
加
え
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら

任
意
の
内
圧
力
を
加
え
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら

漏
水
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漏
水
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漏
水
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
負
圧
試
験
）

（
負
圧
試
験
）

第
十
四
条

吸
管
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防

第
十

条

吸
管
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差
し

用
結
合
金
具
同
士
を

口
に
あ
つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は

か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て

差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て

、
内
部
の
真
空
度
を
次
の
式
で
求
め
ら
れ
た
真
空

、
内
部
の
真
空
度
を
九
十
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

度
以
上
と
し
て
十
分
間
放
置
し
た
場
合
、
次
の
各

以
上
と
し
て
十
分
間
放
置
し
た
場
合
、
き
裂
、

号
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け

漏
れ
、
著
し
い
変
形
等
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

真
空
度
（
ｋ
Ｐ
ａ
）
＝
試
験
環
境
に
お
け
る
大

気
圧
（
ｋ
Ｐ
ａ
）
÷
標
準
大
気
圧
（
ｋ
Ｐ
ａ
）
×
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９
４
ｋ
Ｐ
ａ

一

亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
が
生
じ
な
い
こ
と
。

二

三
十
秒
後
に
お
け
る
漏
れ
が
、
真
空
度
で
一

・
三
三
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
と
な
ら
な
い
こ
と

。
三

着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
る
こ
と
。

２

吸
管
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合

２

吸
管
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差
し
口
に
あ

金
具
同
士
を

つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
差
し
口

か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ

と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、

ぞ
れ
に
吸
管
を
装
着
し
て
、
当
該
吸
管
の
端
部
を

吸
管
を
装
着
し
て
、
当
該
吸
管
の
端
部
を

塞
ぎ

、
内
部
の
真
空
度
を
前
項
の
式
で
求
め
ら

ふ
さ
ぎ
、
内
部
の
真
空
度
を
九
十
四
キ
ロ
パ
ス
カ

れ
た
真
空
度
以
上
と
し
て
十
分
間
放
置
し
た
場
合

ル

以
上
と
し
て
十
分
間
放
置
し
た
場
合

、
三
十
秒
後
に
お
け
る
装
着
部
か
ら
の
漏
れ
が
、

、
装
着
部
か
ら
漏
れ
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ

真
空
度
で
一
・
三
三
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
と
な
ら

ば
な
ら
な
い
。

な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
返
し
試
験
）

（
繰
返
し
試
験
）

（
繰
返
し
試
験
）

第
十
五

条

差
込
式
結
合
金
具
は
、

第
十
一

条

差
込
式
結
合
金
具
は
、
差
し
口
に
あ

第
二
十
二
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

つ
て
は
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
差
し
口

金
具
は
、

千
回
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操
作
を

と
そ
れ
ぞ
れ
千
回
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操
作
を

百
回
の
か
ん
合
及
び
離
脱
の
操
作
を

行
っ
た
場
合
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る

行
つ
た
場
合
、
き
裂
、
著
し
い
変
形
等
が
生
じ
ず

行
つ
た
場
合
、
き
裂
、
著
し
い
変
形
等
が
生
じ
ず

も
の
で
な
け

、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け

、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
が
生
じ
な
い
こ
と
。

二

着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
る
こ
と
。

三

防
食
被
膜
を
施
し
た
差
込
式
結
合
金
具
に
あ

２

防
食
被
膜
を
施
し
た
差
込
式
結
合
金
具
は
、
前

２

防
食
被
膜
を
施
し
た
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ

っ
て
は
、
か
ん
合
部
の
防
食
被
膜
が
は
く
離
し

項
の
試
験
を
行
つ
た
場
合
、
防
食
被
膜
が
は
く
離

り
式
結
合
金
具
は
、
前
項
の
試
験
を
行
つ
た
場
合

な
い
こ
と
。

し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
防
食
被
膜
が
は
く
離
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
落
下
試
験
）

（
落
下
試
験
）

（
落
下
試
験
）

第
十
六
条

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消

第
十
二
条

差
込
式

結
合
金
具
は
、
差

第
十
一
条

ホ
ー
ス
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差

防
用
結
合
金
具
同
士
を

し
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
受
け
口
と

し
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
受
け
口
と

、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
差
し

、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
差
し

か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ

口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、

口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、

れ
ぞ
れ
に
一
メ
ー
ト
ル
の
ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、

ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、

ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、

高
さ
一
メ
ー
ト
ル
の
位
置
か
ら
結
合
方
向
を
水
平

高
さ
一
メ
ー
ト
ル
の
位
置
か
ら
水
平
に
伸
ば
し
た

高
さ
一
メ
ー
ト
ル
の
位
置
か
ら
水
平
に
伸
ば
し
た

に
し
て
平
坦
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
に
自
由
落
下
さ

ホ
ー
ス
と
と
も
に

自
由
落
下
さ

ホ
ー
ス
と
と
も
に

自
由
落
下
さ

せ
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら
の
離
脱
、
亀
裂
又
は

せ
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
せ
ず
、
か
つ
、

せ
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
せ
ず
、
か
つ
、

著
し
い
変
形
を
生
じ
ず
、
か
つ
、
着
脱
の
操
作
が

機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い

機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い

容
易
に
行
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

吸
管
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消
防
用
結
合

２

吸
管
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差
し
口
に
あ

金
具
同
士
を

つ
て
は
吸
管
を
装
着
し
た
受
け
口
と
、
受
け
口
に

あ
つ
て
は
吸
管
を
装
着
し
た
差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
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か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
吸
管

か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、

吸
管

を
装
着
し
て
、
高
さ
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位

を
装
着
し
て
、
高
さ
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位

置
か
ら
結
合
方
向
を
水
平
に
し
て
平
坦
な
コ
ン
ク

置
か
ら
水
平
に
伸
ば
し
た
吸
管
と
と
も
に

リ
ー
ト
面
に
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
、
か
ん
合
部

自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
、
か
ん
合
部

か
ら
の
離
脱
、
亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
ず

か
ら
離
脱
せ
ず
、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な

、
か
つ
、
着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
る
も
の
で

い

も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
引
き
ず
り
試
験
）

（
引
き
ず
り
試
験
）

（
引
き
ず
り
試
験
）

第
十
七
条

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消

第
十
三
条

差
込
式
結
合
金
具
は
、
差

第
十
二
条

ホ
ー
ス
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
差

防
用
結
合
金
具
同
士
を

し
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
受
け
口
と

し
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
受
け
口
と

、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
差
し

、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
差
し

か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ

口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、

口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、

れ
ぞ
れ
に
ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、
当
該
ホ
ー
ス
の

ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、
当
該
ホ
ー
ス

ホ
ー
ス
を
装
着
し
て
、
当
該
ホ
ー
ス

一
端
（
か
ん
合
さ
れ
て
い
な
い
端
と
す
る
。
）
を

を

を

持
っ
て
平
坦
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
上
を
消
防
用
結

も
つ
て

も
つ
て

合
金
具
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
に
接
し
、
か
つ
、
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下
の
速
度
で
結
合
方
向
に

二
十
メ
ー
ト
ル
引
き
ず
っ
た
場
合
、
離
脱
、
亀
裂

二
十
メ
ー
ト
ル
引
き
ず
つ
た
場
合
、
か
ん
合
部
か

二
十
メ
ー
ト
ル
引
き
ず
つ
た
場
合
、
か
ん
合
部
か

又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
ず
、
か
つ
、
着
脱
の
操

ら
離
せ
ず
、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い

ら
離
せ
ず
、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い

作
が
容
易
に
行
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

。
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（
曲
げ
試
験
）

（
曲
げ
試
験
）

（
曲
げ
試
験
）

第
十
八

条

差
込
式
結
合
金
具

第
十
四

条

差
込
式
結
合
金
具

第
二
十
一
条

大
容
量
ホ
ー
ス
用
の
大
容
量
泡
放
水

は
、
差
込
式
結
合
金
具

は
、
差
し
口
に
あ
つ
て

砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
は
、
結
合
部

同
士
を

同
士
を

は
固
定
さ
れ
た
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は

か
ん
合
し
た
状

固
定
さ
れ
た
差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状

か
ん
合
し
た
状

態
で
一
方
を
固
定
し
、
使
用
圧
に
相
当
す
る
内
圧

態
に
お
い
て
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の

内
圧

態
で
一
方
を
固
定
し
、
使
用
圧
に
相
当
す
る
内
圧

力
を
加
え
、
か
ん
合
部
に
次
の
式
で
求
め
ら
れ
た

力
を
加
え
、
か
ん
合
部
に
次
の
式
で
求
め
ら
れ
た

力
を
加
え
、
か
ん
合
部
に
次
の
式
で
求
め
ら
れ
た

曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
生
じ
る
よ
う
に
、
差
込
み
方

曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
生
じ
る
よ
う
に
、
差
込
み
方

曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
生
じ
る
よ
う
に
、
差
込
み
方

向
に
対
し
直
角
に
力
を
三
十
秒
間
加
え
た
場
合
、

向
に
対
し
直
角
に
力
を

加
え
た
場
合
、

向
に
対
し
直
角
に
力
を

加
え
た
場
合
、

か
ん
合
部
か
ら
の
離
脱
、
亀
裂
又
は
著
し
い
変
形

か
ん
合
部
か
ら
離
脱
せ
ず
、
か
つ
、
機
能
に
異
常

か
ん
合
部
か
ら
離
脱
せ
ず
、
か
つ
、
機
能
に
異
常

を
生
じ
ず
、
か
つ
、
着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え

を
生
じ
な
い

を
生
じ
な
い

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

Ｍ

（N
-
m
m

Ｍ

（N
-
m
m

）
＝
３
０
０
Ｎ
×1

.
5

×
（
呼
称
×
１
５
）m

m

）
＝
３
０
０
Ｎ
×1

.
5

×
（
呼
称
×
１
５
）m

m

）
＝
３
０
０
Ｎ
×1

.
5

×
（
呼
び
径
×
１
５
）m

m

（
腐
食
試
験
）

（
腐
食
試
験
）

（
腐
食
試
験
）

第
十
九
条

消
防
用
結
合
金
具
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

第
十
六
条

差
込
式
結
合
金
具
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｚ
二
三

第
十
四
条

ね
じ
式
結
合
金
具
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｚ
二
三

二
三
七
一
（
塩
水
噴
霧
試
験
方
法
）
に
定
め
る
試

七
一
（
塩
水
噴
霧
試
験
方
法
）
に
定
め
る
試
験
方

七
一
（
塩
水
噴
霧
試
験
方
法
）
に
定
め
る
試
験
方

験
方
法
に
よ
り
塩
水
（
五
質
量
パ
ー
セ
ン
ト
水
溶

法
に
よ
り
塩
水

法
に
よ
り
塩
水

液
と
す
る
。
）
を
八
時
間
噴
霧
し
た
後
に
十
六
時

を
八
時
間
噴
霧
し
た
後
に
十
六
時
間
放

を
八
時
間
噴
霧
し
た
後
に
十
六
時
間
放
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間
放
置
す
る
こ
と
を
五
回
繰
り
返
し
た
後
、
水
洗

置
す
る
こ
と
を
五
回
繰
り
返
し
た
後
、
水
洗
い
を

置
す
る
こ
と
を
五
回
繰
り
返
し
た
後
、
水
洗
い
を

い
を
し
て
二
十
四
時
間
自
然
乾
燥
さ
せ
た
場
合
、

し
て
二
十
四
時
間
自
然
乾
燥
さ
せ
た
場
合
、
機
能

し
て
二
十
四
時
間
自
然
乾
燥
さ
せ
た
場
合
、
機
能

機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
腐
食
が
生
じ
な
い

を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
腐
食
が
生
じ
な
い
も
の

を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
腐
食
が
生
じ
な
い
も
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
装
着
部
の
押
し
つ
ぶ
し
試
験
）

（

押
し
つ
ぶ
し
試
験
）

（

押
し
つ
ぶ
し
試
験
）

第
二
十
条

ホ
ー
ス
用
の
消
防
用
結
合
金
具
は
、
消

第
十
五
条

差
込
式

結
合
金
具
は
、

第
十
三
条

ホ
ー
ス
用
の
ね
じ
式
結
合
金
具
は
、

防
用
結
合
金
具
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
で
、
装

装

装

着
部
の
端
か
ら
幅
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に

着
部
の
端
か
ら
幅
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に

着
部
の
端
か
ら
幅
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に

、
差
込
み
方
向
に
対
し
直
角
に
千
ニ
ュ
ー
ト
ン
の

、
差
込
み
方
向
に
対
し
直
角
に
千
ニ
ュ
ー
ト
ン
の

、
差
込
み
方
向
に
対
し
直
角
に
千
ニ
ュ
ー
ト
ン
の

荷
重
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
か
ん
合
部
か
ら
の

荷
重
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
機
能
に
異
常
を
生

荷
重
を
五
分
間
加
え
た
場
合
、
機
能
に
異
常
を
生

離
脱
、
亀
裂
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
ず
、
か
つ

じ
な
い

じ
な
い

、
着
脱
の
操
作
が
容
易
に
行
え
る
も
の
で
な
け
れ

も
の
で
な
け
れ

も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具

第
三
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具

（
第
二
十
二
条
へ
統
合
）

（
構
造
）

第
十
八
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具

の
構
造
は
、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

、
差
し
口
に
あ
つ
て
は
第
五
条
（
第
一
号
を
除
く

。
）
に
、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
第
六
条
（
第
一
号
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及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
）

（
表
示
）

第
二
十
一
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金

第
十
九

条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金

具
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
容
易
に
消
え
な
い

具
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
容
易
に
消
え
な
い

よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
者
名
又
は
商
標

一

製
造
者
名
又
は
商
標

二

製
造
年

二

製
造
年

三

呼
び
径

三

呼
び
径

四

装
着
す
る
大
容
量
ホ
ー
ス
の
呼
び
径
（
ホ
ー

四

装
着
す
る
大
容
量
ホ
ー
ス
の
呼
び
径

ス
規
格
省
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
呼
び

径
を
い
う
。
）

五

使
用
圧

五

使
用
圧

六

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具
で
あ

六

大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具
で
あ

る
旨
の
表
示

る
旨
の
表
示

七

大
容
量
ホ
ー
ス
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
（
ホ
ー
ス
規

（
新
設
）

格
省
令
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
を
い
う
。
第
二
十
六
条
第
八
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
劣
化
を
防
ぐ
た
め
の
処
置
が
さ
れ
て

い
る
大
容
量
ホ
ー
ス
の
み
を
装
着
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
の
表
示
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
十
二
条

第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
（
第
一

第
二
十

条

第
七
条
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
六
条

号
を
除
く
。
）
、
第
八
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号

ま
で
の
規
定
は
大
容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合

を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

金
具
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
一
項
並
び

、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
中
「
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

に
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
大

（
呼
称
三
十
、
呼
称
二
十
五
又
は
呼
称
二
十
の
ホ

容
量
泡
放
水
砲
用
差
込
式
結
合
金
具
に
つ
い
て
準

ー
ス
で
、
か
つ
、
ホ
ー
ス
の
使
用
圧
が
一
・
三
メ

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一

ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
を
装
着
す
る
も
の
に
あ

項
及
び
第
二
項
中
「
二
倍
」
と
あ
る
の
は
「
二
倍

つ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
。
次
項
に
お
い
て
同

（
第
二
十
一
条
七
号
の
表
示
を
す
る
も
の
に
あ
っ

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
圧
の
一
・
五
倍
」

て
は
、
一
・
五
倍
）
」
と
、
第
十
五
条
中
「
千
回

と
、
同
条
第
二
項
の
規
定
中
「
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

」
と
あ
る
の
は
「
百
回
」
と
、
第
十
八
条
中
「
呼

」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
第
十
条
の
規
定
中

称
」
と
あ
る
の
は
「
呼
び
径
」
と
読
み
替
え
る
も

「
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
呼
称
三
十
、
呼
称
二
十
五

の
と
す
る
。

又
は
呼
称
二
十
の
ホ
ー
ス
で
、
か
つ
、
ホ
ー
ス
の

使
用
圧
が
一
・
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
を

装
着
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
・
三
メ
ガ
パ
ス

カ
ル
。
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
使
用
圧
」
と
、
第
十
一
条
の
規
定
中
「
千

回
」
と
あ
る
の
は
「
百
回
」
と
、
第
十
四
条
の
規

定
中
「
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
」
と
あ
る
の
は
「
使

用
圧
に
相
当
す
る
」
と
、
「
呼
称
」
と
あ
る
の
は
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「
呼
び
径
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具

第
三
章

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具

（
区
分
）

（
区
分
）

第
二
十
三
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

第
十
六

条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

金
具
は
、
そ
の
用
途
に
よ
り
、
大
容
量
ホ
ー
ス
用

金
具
は
、
そ
の
用
途
に
よ
り
、
大
容
量
ホ
ー
ス
用

又
は
大
容
量
吸
管
用
に
区
分
す
る
。

又
は
大
容
量
吸
管
用
に
区
分
す
る
。

（
構
造
）

（
構
造
）

第
二
十
四
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

第
十
七

条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

金
具
の
構
造
は
、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
の

金
具
の
構
造
は
、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

パ
ッ
キ
ン
を
容
易
に
交
換
で
き
る
構
造
で
あ

一

パ
ッ
キ
ン
を
容
易
に
交
換
で
き
る
構
造
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二

パ
ッ
キ
ン
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
も
の
で

二

パ
ッ
キ
ン
は
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

三

か
ん
合
部
は
、
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱
の

三

結
合
部

は
、
容
易
に
か
ん
合
及
び
離
脱
の

で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

か
ん
合
部
に
は
、
砂
そ
の
他
異
物
が
容
易
に

四

結
合
部

に
は
、
砂
そ
の
他
異
物
が
容
易
に

入
ら
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
殊

入
ら
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
殊
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な
構
造
に
よ
り
そ
の
必
要
の
な
い
も
の
に
あ
っ

な
構
造
に
よ
り
そ
の
必
要
の
な
い
も
の
に
あ
つ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

か
ん
合
部
は
、
十
分
な
強
度
を
有
し
、
か
ん

五

結
合
部

は
、
十
分
な
強
度
を
有
し
、
か
ん

合
及
び
離
脱
操
作
に
よ
る
変
形
等
が
生
じ
な
い

合
及
び
離
脱
操
作
に
よ
る
変
形
等
が
生
じ
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
材
質
）

（
材
質
）

第
二
十
五
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

第
十
八

条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

金
具
の
主
要
な
部
品
及
び
部
分
に
用
い
る
材
料
は

金
具
の
主
要
な
部
品
及
び
部
分
に
用
い
る
材
料
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
な

、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

四
〇
八
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

四
〇
八
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び

及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無
管
）

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
継
目
無
管
）
、

二

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

四
一
〇
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

四
一
〇
〇
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び

及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
押
出
形
材
）

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
押
出
形
材
）
、

三

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
〇
（
青
銅
鋳
物
及
び

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
〇
（
青
銅
鋳
物
及
び
シ
ル

シ
ル
ジ
ン
青
銅
鋳
物
）

ジ
ン
青
銅
鋳
物
）､

四

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
一
（
青
銅
連
続
鋳
物

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
一
（
青
銅
連
続
鋳
物
及
び

及
び
シ
ル
ジ
ン
青
銅
連
続
鋳
物
）

シ
ル
ジ
ン
青
銅
連
続
鋳
物
）
、

五

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
二
〇
二
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
二
〇
二
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金

合
金
鋳
物
）

鋳
物
）
、

六

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

三
二
六
〇
（
銅
及
び
銅
合
金

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

三
二
六
〇
（
銅
及
び
銅
合
金
の
線
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の
線
）

）
又
は

七

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

二
二
○
一
で
定
め
る
方
法
に

こ
れ
ら
と

よ
り
採
取
し
た
四
号
試
験
片
を
用
い
て
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

二
二
四
一
に
よ
り
試
験
を
行
っ
た
場
合

、
引
張
り
強
さ
及
び
伸
び
が
第
一
号
か
ら
前
号

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有

同
等
以
上
の
強
度
を
有

す
る
も
の

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲

２

第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲

用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
に
パ
ッ
キ
ン
を
用
い
る
場

用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
に
パ
ッ
キ
ン
を
用
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
パ
ッ
キ
ン
の
材
料
に
つ
い

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
パ
ッ
キ
ン
の
材
料
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

（
表
示
）

（
表
示
）

第
二
十
六
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

第
二
十
三
条

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合

金
具
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
容
易
に
消
え
な

金
具
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
容
易
に
消
え
な

い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
者
名
又
は
商
標

一

製
造
者
名
又
は
商
標

二

製
造
年

二

製
造
年

三

呼
び
径

三

呼
び
径

四

装
着
す
る
大
容
量
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
吸
管

四

装
着
す
る
大
容
量
ホ
ー
ス
又
は
大
容
量
吸
管

の
呼
び
径
（
ホ
ー
ス
規
格
省
令
第
四
条
第
二
項

の
呼
び
径

又
は
吸
管
規
格
省
令
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
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る
呼
び
径
を
い
う
。
）

五

使
用
圧

五

使
用
圧

六

大
容
量
吸
管
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
吸

六

大
容
量
吸
管
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
吸

」
の
文
字

」
の
文
字

七

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
で

七

大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
で

あ
る
旨
の
表
示

あ
る
旨
の
表
示

（
新
設
）

八

大
容
量
ホ
ー
ス
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
劣
化
を
防

ぐ
た
め
の
処
置
が
さ
れ
て
い
る
大
容
量
ホ
ー
ス

の
み
を
装
着
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

の
表
示

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
十
七
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規

第
二
十
四
条

第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定

定
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具

は
大
容
量
泡
放
水
砲
用
ね
じ
り
式
結
合
金
具
に
つ

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条

十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
二
倍
」
と
あ
る

の
規
定
中
「
差
し
口
に
あ
つ
て
は
受
け
口
と
、
受

の
は
「
二
倍
（
第
二
十
六
条
第
八
号
の
表
示
を
す

け
口
に
あ
つ
て
は
差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
」

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
・
五
倍
）
」
と
、
第
十

と
あ
る
の
は
「
結
合
部
同
士
を
か
ん
合
」
と
、
第

五
条
中
「
千
回
」
と
あ
る
の
は
「
百
回
」
と
、
第

十
一
条
第
一
項
の
規
定
中
「
差
し
口
に
あ
つ
て
は

十
八
条
中
「
呼
称
」
と
あ
る
の
は
「
呼
び
径
」
と

ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
受
け
口
と
、
受
け
口
に
あ
つ

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
差
し
口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
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ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
」
と
あ
る
の
は
「
結

合
部
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
」
と
、
同
条
第
二
項
の
規
定
中
「
差
し
口

に
あ
つ
て
は
吸
管
を
装
着
し
た
受
け
口
と
、
受
け

口
に
あ
つ
て
は
吸
管
を
装
着
し
た
差
し
口
と
そ
れ

ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
」
と
あ
る
の

は
「
結
合
部
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
に
」
と
、
第
十
二
条
の
規
定
中
「
差

し
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
受
け
口
と

、
受
け
口
に
あ
つ
て
は
ホ
ー
ス
を
装
着
し
た
差
し

口
と
そ
れ
ぞ
れ
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
」

と
あ
る
の
は
「
結
合
部
同
士
を
か
ん
合
し
た
状
態

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
五
章

雑
則

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
基
準
の
特
例
）

（
基
準
の
特
例
）

（
基
準
の
特
例
）

第
二
十
八
条

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
消
防
用
結

第
二
十
一
条

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
差
込
式
結

第
二
十
五
条

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
ね
じ
式
結

合
金
具
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及

合
金
具
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及

合
金
具
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及

び
性
能
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適

び
性
能
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適

び
性
能
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適

合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務

合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務

合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務
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大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
か

大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
か

大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格

か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格

か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一

差
込
式
差
し
口
の
寸
法
表

別
表
第
一

差
し
口
の
寸
法
表

別
表
第
一

差
し
口
及
び
受
け
口
の
寸
法
表

別
表
第
二

差
込
式
受
け
口
の
寸
法
表

別
表
第
三

ね
じ
式
差
し
口
の
差
し
金
具
の
お
ね
じ

別
表
第
二

受
け
口
の
寸
法
表

別
表
第
二

差
し
金
具
及
び
し
め
輪
の
ね
じ
の
基
本

の
寸
法
差

寸
法

別
表
第
四

ね
じ
式
差
し
口
及
び
ね
じ
式
受
け
口
の

寸
法
表

別
表
第
三

差
し
金
具
の
お
ね
じ
の
寸
法
差

別
表
第
五

ね
じ
式
差
し
口
の
差
し
金
具
及
び
ね
じ

式
受
け
口
の
し
め
輪
の
ね
じ
の
基
本
寸
法

別
表
第
四

し
め
輪
の
め
ね
じ
の
寸
法
差

別
表
第
六

ね
じ
式
受
け
口
の
し
め
輪
の
め
ね
じ
の

寸
法
差
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○
総
務
省
令
第
二
十
四
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漏
電
火
災
警
報
器

に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
十
五
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

漏
電
火
災
警
報
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
十
条
）

―

第
二
章

変
流
器
（
第
十
一
条

第
二
十
三
条
）

―

第
三
章

受
信
機
（
第
二
十
四
条

第
三
十
六
条
）

―

第
四
章

雑
則
（
第
三
十
七
条
）

附
則
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第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
漏
電
火
災
警
報
器
の
変
流
器
及
び
受
信
機
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

漏
電
火
災
警
報
器

電
圧
六
百
ボ
ル
ト
以
下
の
警
戒
電
路
の
漏
洩
電
流
を
検
出
し
、
防
火
対
象
物
の
関
係
者
に
報
知
す

る
設
備
で
あ
っ
て
、
変
流
器
及
び
受
信
機
で
構
成
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

二

変
流
器

警
戒
電
路
の
漏
洩
電
流
を
自
動
的
に
検
出
し
、
こ
れ
を
受
信
機
に
送
信
す
る
も
の
を
い
う
。

三

受
信
機

変
流
器
か
ら
送
信
さ
れ
た
信
号
を
受
信
し
て
、
漏
洩
電
流
の
発
生
を
防
火
対
象
物
の
関
係
者
に
報
知
す
る
も

の
を
い
う
。

四

集
合
型
受
信
機

二
以
上
の
変
流
器
と
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
受
信
機
で
、
一
組
の
電
源
装
置
、
音
響
装
置
等
で
構

成
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

（
変
流
器
の
種
別
）
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第
三
条

変
流
器
は
、
構
造
に
応
じ
て
屋
外
型
及
び
屋
内
型
に
分
類
す
る
。

（
一
般
構
造
）

第
四
条

漏
電
火
災
警
報
器
は
、
そ
の
各
部
分
が
良
質
の
材
料
で
造
ら
れ
、
配
線
及
び
取
付
け
が
適
正
か
つ
確
実
に
な
さ
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

漏
電
火
災
警
報
器
は
、
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

漏
電
火
災
警
報
器
は
、
著
し
い
雑
音
又
は
障
害
電
波
を
発
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

漏
電
火
災
警
報
器
の
部
品
は
、
定
格
の
範
囲
内
で
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

漏
電
火
災
警
報
器
の
充
電
部
で
、
外
部
か
ら
容
易
に
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、
十
分
に
保
護
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

漏
電
火
災
警
報
器
の
端
子
以
外
の
部
分
は
、
堅
ろ
う
な
ケ
ー
ス
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

漏
電
火
災
警
報
器
の
端
子
は
、
電
線
（
接
地
線
を
含
む
。
）
を
容
易
か
つ
確
実
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８

漏
電
火
災
警
報
器
の
端
子
（
接
地
端
子
及
び
配
電
盤
等
に
取
り
付
け
る
埋
込
用
の
端
子
を
除
く
。
）
に
は
、
適
当
な
カ
バ
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ー
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

変
流
器
又
は
受
信
機
の
定
格
電
圧
が
六
十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
変
流
器
又
は
受
信
機
の
金
属
ケ
ー
ス
（
金
属
で
な
い
絶
縁
性

の
あ
る
ケ
ー
ス
の
外
部
に
金
属
製
の
化
粧
銘
板
等
の
部
品
を
取
り
付
け
、
当
該
部
品
と
充
電
部
（
電
圧
が
六
十
ボ
ル
ト
を
超

え
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
絶
縁
距
離
が
、
空
間
距
離
で
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
、
沿
面
距
離
で
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
は
、
接
地
端
子
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
装
置
又
は
部
品
の
構
造
及
び
機
能
）

第
五
条

漏
電
火
災
警
報
器
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
装
置
又
は
部
品
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
及
び
機
能
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

音
響
装
置
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
る
こ
と
。

イ

定
格
電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
で
音
響
を
発
す
る
こ
と
。

ロ

定
格
電
圧
に
お
け
る
音
圧
は
、
無
響
室
で
定
位
置
（
音
響
装
置
を
受
信
機
内
に
取
り
付
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の

状
態
に
お
け
る
位
置
）
に
取
り
付
け
ら
れ
た
音
響
装
置
の
中
心
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
点
で
七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
で

あ
る
こ
と
。
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ハ

警
報
音
を
断
続
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
休
止
時
間
は
二
秒
以
下
で
、
鳴
動
時
間
は
休
止
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

充
電
部
と
非
充
電
部
と
の
間
の
絶
縁
抵
抗
は
、
直
流
五
百
ボ
ル
ト
の
絶
縁
抵
抗
計
で
測
定
し
た
値
が
五
メ
ガ
オ
ー
ム

以
上
で
あ
る
こ
と
。

ホ

定
格
電
圧
で
八
時
間
連
続
し
て
鳴
動
さ
せ
た
場
合
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
機
能
を
有
し
、
か
つ
、
構
造
に
異
常
を
生
じ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

電
磁
継
電
器
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
る
こ
と
。

イ

じ
ん
あ
い
等
が
容
易
に
侵
入
し
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

接
点
の
材
質
は
、
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
。

( )1

( )5

金
及
び
銀
の
合
金

( )1

金
、
銀
及
び
白
金
の
合
金

( )2

白
金
、
金
、
パ
ラ
ジ
ウ
ム
、
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金
又
は
ロ
ジ
ウ
ム

( )3

○
・
三
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
の
接
点
圧
力
と
な
る
接
点
に
あ
っ
て
は
、
銀
、
銀
貼
り
、
銀
め
っ
き
又
は
銀
酸
化
カ

( )4
ド
ミ
ウ
ム
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か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
の
拡
散
、
貼
り
、
ク
ラ
ッ
ド
又
は
め
っ
き

( )5

( )1

( )3

ハ

接
点
は
、
外
部
負
荷
と
兼
用
さ
せ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
外
付
音
響
装
置
用
接
点
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

電
源
変
圧
器
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
よ
る
こ
と
。

イ

性
能
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
日
本
工
業
規
格
（

以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｃ

六
四
三
六
に
定
め
る
絶
縁
抵
抗
、
耐
電
圧
、
電
圧
偏
差
、
巻
線
の
温
度
上
昇
及
び

電
圧
変
動
率
に
よ
る
こ
と
。

ロ

容
量
は
、
定
格
電
圧
に
お
け
る
最
大
負
荷
電
流
又
は
設
計
上
の
最
大
負
荷
電
流
に
連
続
し
て
耐
え
う
る
こ
と
。

四

表
示
灯
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
る
こ
と
。

イ

電
球
（
放
電
灯
及
び
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
を
除
く
。
）
は
、
使
用
さ
れ
る
回
路
の
定
格
電
圧
の
百
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

交
流
電
圧
を
二
十
時
間
連
続
し
て
加
え
た
場
合
、
断
線
、
著
し
い
光
束
変
化
、
黒
化
又
は
著
し
い
電
流
の
低
下
を
生
じ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

電
球
を
二
以
上
並
列
に
接
続
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
電
灯
又
は
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
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ハ

周
囲
の
明
る
さ
が
三
百
ル
ク
ス
の
状
態
に
お
い
て
、
前
方
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
で
点
灯
し
て
い
る
こ
と
を
明
確

に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

ス
イ
ッ
チ
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
る
こ
と
。

イ

容
易
か
つ
確
実
に
作
動
し
、
停
止
点
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

ロ

接
点
の
容
量
は
、
最
大
使
用
電
流
に
耐
え
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

接
点
（
印
刷
接
点
、
導
電
膜
接
点
等
で
、
か
つ
、
耐
食
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
材
質
は
、
次

の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
。

( )1

( )6

金
及
び
銀
の
合
金

( )1

金
、
銀
及
び
白
金
の
合
金

( )2

白
金
、
金
、
パ
ラ
ジ
ウ
ム
、
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金
又
は
ロ
ジ
ウ
ム

( )3

○
・
三
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
の
接
点
圧
力
と
な
る
接
点
又
は
キ
ー
ボ
ー
ド
ス
イ
ッ
チ
等
の
指
で
押
す
力
が
接
点
圧

( )4
力
と
な
る
接
点
に
あ
っ
て
は
、
銀
又
は
銀
酸
化
カ
ド
ミ
ウ
ム

三
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
の
接
点
圧
力
と
な
る
接
点
に
あ
っ
て
は
、
リ
ン
青
銅
、
黄
銅
又
は
洋
白

( )5
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か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
の
貼
り
、
ク
ラ
ッ
ド
又
は
め
っ
き

( )6

( )1

( )4

六

指
示
電
気
計
器
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｃ

一
一
〇
二

一
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｃ

一
一
〇
二

二
に
定
め
る
固
有
誤
差
、
絶
縁

－
－

及
び
電
圧
試
験
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｃ

八
三
五
二

ロ

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｃ

六
五
七
五

一
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｃ

六
五
七
五

二

－
－

（
附
属
装
置
）

第
六
条

漏
電
火
災
警
報
器
に
は
、
そ
の
機
能
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
附
属
装
置
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
公
称
作
動
電
流
値
）

第
七
条

漏
電
火
災
警
報
器
の
公
称
作
動
電
流
値
（
漏
電
火
災
警
報
器
を
作
動
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
漏
洩
電
流
の
値
と
し
て

製
造
者
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
二
百
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
感
度
調
整
装
置
を
有
す
る
漏
電
火
災
警
報
器
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
調
整
範
囲
の
最
小
値
に
つ
い
て
適
用

す
る
。
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（
感
度
調
整
装
置
）

第
八
条

感
度
調
整
装
置
を
有
す
る
漏
電
火
災
警
報
器
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
調
整
範
囲
の
最
大
値
は
、
一
ア
ン
ペ
ア
以
下
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
）

第
九
条

変
流
器
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

漏
電
火
災
警
報
器
変
流
器
と
い
う
文
字

二

届
出
番
号

三

屋
外
型
又
は
屋
内
型
の
う
ち
該
当
す
る
種
別

四

定
格
電
圧
及
び
定
格
電
流

五

定
格
周
波
数

六

単
相
又
は
三
相
の
う
ち
該
当
す
る
も
の

七

設
計
出
力
電
圧
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八

製
造
年

九

製
造
者
名
、
商
標
又
は
販
売
者
名

十

極
性
の
あ
る
端
子
に
は
そ
の
極
性
を
示
す
記
号

２

受
信
機
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易

に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
信
機
本
体

イ

漏
電
火
災
警
報
器
受
信
機
と
い
う
文
字

ロ

届
出
番
号

ハ

定
格
電
圧

ニ

電
源
周
波
数

ホ

公
称
作
動
電
流
値

ヘ

作
動
入
力
電
圧

ト

製
造
年
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チ

製
造
者
名
、
商
標
又
は
販
売
者
名

リ

集
合
型
受
信
機
に
あ
っ
て
は
、
警
戒
電
路
の
数

ヌ

端
子
板
に
は
、
端
子
記
号
（
電
源
用
の
端
子
に
あ
っ
て
は
、
端
子
記
号
及
び
交
流
又
は
直
流
の
別
）
並
び
に
定
格
電

圧
及
び
定
格
電
流

ル

部
品
に
は
、
部
品
記
号
（
そ
の
付
近
に
表
示
し
た
場
合
を
除
く
。
）

ヲ

ス
イ
ッ
チ
等
の
操
作
部
に
は
、
「
開
」
、
「
閉
」
等
の
表
示
及
び
使
用
方
法

ワ

ヒ
ュ
ー
ズ
ホ
ル
ダ
に
は
、
使
用
す
る
ヒ
ュ
ー
ズ
の
定
格
電
流

カ

接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
変
流
器
の
届
出
番
号

ヨ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
る
べ
き
事
項

二

音
響
装
置

イ

交
流
又
は
直
流
の
別

ロ

定
格
電
圧
及
び
定
格
電
流

ハ

製
造
年
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ニ

製
造
者
名
又
は
商
標

ホ

極
性
の
あ
る
端
子
に
は
、
そ
の
極
性
を
示
す
記
号

（
試
験
条
件
）

第
十
条

次
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
試
験
は
、
当
該
各
条
に
定
め
が

あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
周
囲
温
度
五
度
以
上
三
十
五
度
以
下
、
相
対
湿
度
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

以
下
の
状
態
で
行
う
も
の
と
す
る
。

２

次
条
及
び
第
十
三
条
に
規
定
す
る
試
験
に
お
い
て
は
、
警
戒
電
路
の
電
圧
又
は
周
波
数
に
は
当
該
変
流
器
の
定
格
電
圧
又

は
定
格
周
波
数
を
用
い
、
警
戒
電
路
に
接
続
す
る
負
荷
に
は
純
抵
抗
負
荷
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
規
定
す
る
試
験
に
お
い
て
は
、
警
戒
電
路
又
は
一
の
電
線
を
変
流
器
に
取
り
付
け
た
回
路
の

周
波
数
に
は
警
戒
電
路
の
定
格
周
波
数
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
及
び
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
試
験
に
お
い
て
は
、
当
該
各
条
に
定
め
が
あ
る
場
合

を
除
く
ほ
か
、
受
信
機
の
電
源
の
電
圧
又
は
周
波
数
に
は
、
当
該
受
信
機
の
定
格
電
圧
又
は
定
格
周
波
数
を
用
い
る
も
の
と

す
る
。
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第
二
章

変
流
器

（
変
流
器
の
機
能
）

第
十
一
条

変
流
器
は
、
別
図
第
一
の
試
験
回
路
に
お
い
て
警
戒
電
路
に
電
流
を
流
さ
な
い
状
態
又
は
当
該
変
流
器
の
定
格
周

波
数
で
当
該
変
流
器
の
定
格
電
流
を
流
し
た
状
態
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
流
器
の
出
力
電
圧
値
の
測
定
は
、
出
力
端
子
に
当
該
変
流
器
に
接
続
さ
れ
る
受
信
機
の
入
力
イ
ン

ピ
ー
ダ
ン
ス
に
相
当
す
る
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
（
以
下
「
負
荷
抵
抗
」
と
い
う
。
）
を
接
続
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

試
験
電
流
を
零
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
か
ら
千
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
ま
で
流
し
た
場
合
、
そ
の
出
力
電
圧
値
は
、
試
験
電
流
値
に
比

例
し
て
変
化
す
る
こ
と
。

二

変
流
器
に
接
続
さ
れ
る
受
信
機
の
公
称
作
動
電
流
値
を
試
験
電
流
と
し
て
流
し
た
場
合
、
そ
の
出
力
電
圧
値
の
変
動
範

囲
は
、
当
該
公
称
作
動
電
流
値
に
対
応
す
る
設
計
出
力
電
圧
値
の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

三

変
流
器
に
接
続
さ
れ
る
受
信
機
の
公
称
作
動
電
流
値
の
四
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
試
験
電
流
を
流
し
た
場
合
、
そ
の
出
力

電
圧
値
は
、
当
該
公
称
作
動
電
流
値
に
対
応
す
る
設
計
出
力
電
圧
値
の
五
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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２

変
流
器
で
、
警
戒
電
路
の
電
線
を
変
流
器
に
貫
通
さ
せ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
警
戒
電
路
の
各
電
線
を
そ
れ
ら
の
電
線
の

変
流
器
に
対
す
る
電
磁
結
合
力
が
平
衡
と
な
ら
な
い
よ
う
な
方
法
で
変
流
器
に
貫
通
さ
せ
た
状
態
で
前
項
の
機
能
を
有
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
周
囲
温
度
試
験
）

第
十
二
条

屋
内
型
の
変
流
器
は
、
零
下
十
度
及
び
六
十
度
の
周
囲
温
度
に
そ
れ
ぞ
れ
十
二
時
間
以
上
放
置
し
た
後
、
い
ず
れ

も
構
造
又
は
前
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

屋
外
型
の
変
流
器
は
、
零
下
二
十
度
及
び
六
十
度
の
周
囲
温
度
に
そ
れ
ぞ
れ
十
二
時
間
以
上
放
置
し
た
後
、
い
ず
れ
も
構

造
又
は
前
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
路
開
閉
試
験
）

第
十
三
条

変
流
器
は
、
出
力
端
子
に
負
荷
抵
抗
を
接
続
し
、
警
戒
電
路
に
当
該
変
流
器
の
定
格
電
流
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

の
電
流
を
流
し
た
状
態
で
警
戒
電
路
の
開
閉
を
一
分
間
に
五
回
繰
り
返
す
操
作
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
出
力
電
圧
値
は
、
接

続
さ
れ
る
受
信
機
の
公
称
作
動
電
流
値
に
対
応
す
る
設
計
出
力
電
圧
値
の
五
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
短
絡
電
流
強
度
試
験
）
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第
十
四
条

変
流
器
は
、
別
図
第
二
の
試
験
回
路
に
お
い
て
出
力
端
子
に
負
荷
抵
抗
を
接
続
し
、
警
戒
電
路
の
電
源
側
に
過
電

流
遮
断
器
を
設
け
、
警
戒
電
路
に
当
該
変
流
器
の
定
格
電
圧
（
警
戒
電
路
の
電
線
を
変
流
器
に
貫
通
さ
せ
る
変
流
器
に
あ
っ

て
は
、
当
該
変
流
器
の
定
格
電
圧
以
下
の
任
意
の
電
圧
と
す
る
。
）
で
短
絡
力
率
が
〇
・
三
か
ら
〇
・
四
ま
で
の
二
千
五
百

ア
ン
ペ
ア
の
電
流
を
二
分
間
隔
で
約
〇
・
〇
二
秒
間
二
回
流
し
た
場
合
、
構
造
又
は
第
十
一
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
過
漏
電
試
験
）

第
十
五
条

変
流
器
は
、
一
の
電
線
を
変
流
器
に
取
り
付
け
た
別
図
第
三
の
回
路
を
設
け
、
出
力
端
子
に
負
荷
抵
抗
を
接
続
し

た
状
態
で
当
該
一
の
電
線
に
変
流
器
の
定
格
電
圧
の
数
値
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
数
値
を
電
流
値
と
す
る
電
流
を
五
分
間
流

し
た
場
合
、
構
造
又
は
第
十
一
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
老
化
試
験
）

第
十
六
条

変
流
器
は
、
六
十
五
度
の
温
度
の
空
気
中
に
三
十
日
間
放
置
し
た
場
合
、
構
造
又
は
第
十
一
条
の
機
能
に
異
常
を

生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
防
水
試
験
）
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第
十
七
条

屋
外
型
変
流
器
は
、
温
度
六
十
五
度
の
清
水
に
十
五
分
間
浸
し
、
温
度
零
度
の
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
飽
和
水
溶
液

に
十
五
分
間
浸
す
操
作
を
二
回
繰
り
返
し
行
っ
た
後
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

飽
和
水
溶
液
に
浸
し
て
あ
る
状
態
で
第
二
十
条
の
試
験
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

飽
和
水
溶
液
か
ら
取
り
出
し
た
状
態
で
第
二
十
一
条
の
試
験
に
適
合
し
、
か
つ
、
構
造
又
は
第
十
一
条
の
機
能
に
異
常

を
生
じ
な
い
こ
と
。

（
振
動
試
験
）

第
十
八
条

変
流
器
は
、
全
振
幅
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
毎
分
千
回
の
振
動
を
任
意
の
方
向
に
六
十
分
間
連
続
し
て
与
え
た
場
合

、
構
造
又
は
第
十
一
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衝
撃
試
験
）

第
十
九
条

変
流
器
は
、
任
意
の
方
向
に
標
準
重
力
加
速
度
の
五
十
倍
の
加
速
度
の
衝
撃
を
五
回
加
え
た
場
合
、
構
造
又
は
第

十
一
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
絶
縁
抵
抗
試
験
）

第
二
十
条

変
流
器
は
、
一
次
巻
線
と
二
次
巻
線
と
の
間
及
び
一
次
巻
線
又
は
二
次
巻
線
と
外
部
金
属
部
と
の
間
の
絶
縁
抵
抗
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を
直
流
五
百
ボ
ル
ト
の
絶
縁
抵
抗
計
で
測
定
し
た
値
が
五
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
絶
縁
耐
力
試
験
）

第
二
十
一
条

前
条
の
試
験
部
の
絶
縁
耐
力
は
、
五
十
ヘ
ル
ツ
又
は
六
十
ヘ
ル
ツ
の
正
弦
波
に
近
い
実
効
電
圧
千
五
百
ボ
ル
ト

（
警
戒
電
路
電
圧
が
二
百
五
十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
場
合
は
、
警
戒
電
路
電
圧
に
二
を
乗
じ
て
得
た
値
に
千
ボ
ル
ト
を
加
え
た

値
）
の
交
流
電
圧
を
加
え
た
場
合
、
一
分
間
こ
れ
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衝
撃
波
耐
電
圧
試
験
）

第
二
十
二
条

変
流
器
は
、
一
次
巻
線
（
警
戒
電
路
の
電
線
を
変
流
器
に
貫
通
さ
せ
る
変
流
器
に
あ
っ
て
は
、
当
該
警
戒
電
路

と
す
る
。
）
と
外
部
金
属
部
と
の
間
及
び
一
次
巻
線
の
相
互
間
に
波
高
値
六
キ
ロ
ボ
ル
ト
、
波
頭
長
〇
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
か

ら
一
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
ま
で
、
及
び
波
尾
長
三
十
二
マ
イ
ク
ロ
秒
か
ら
四
十
八
マ
イ
ク
ロ
秒
ま
で
の
衝
撃
波
電
圧
を
正
負
そ

れ
ぞ
れ
一
回
加
え
た
場
合
、
構
造
又
は
第
十
一
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
圧
降
下
防
止
試
験
）

第
二
十
三
条

変
流
器
（
警
戒
電
路
の
電
線
を
当
該
変
流
器
に
貫
通
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
警
戒
電
路
に
定
格
電
流
を

流
し
た
場
合
、
そ
の
警
戒
電
路
の
電
圧
降
下
は
、
〇
・
五
ボ
ル
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
章

受
信
機

（
受
信
機
の
構
造
）

第
二
十
四
条

受
信
機
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
源
を
表
示
す
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
漏
電
表
示
の
色
と
明
ら
か
に
区
別
で
き
る
こ
と
。

二

受
信
機
の
電
源
入
力
側
及
び
受
信
機
か
ら
外
部
の
音
響
装
置
、
表
示
灯
等
に
対
し
直
接
電
力
を
供
給
す
る
よ
う
に
構
成

さ
れ
た
回
路
に
は
、
外
部
回
路
に
短
絡
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
有
効
に
保
護
で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

感
度
調
整
装
置
以
外
の
感
度
調
整
部
は
、
ケ
ー
ス
の
外
面
に
露
出
し
な
い
こ
と
。

（
試
験
装
置
）

第
二
十
五
条

受
信
機
に
は
、
公
称
作
動
電
流
値
に
対
応
す
る
変
流
器
の
設
計
出
力
電
圧
の
二
・
五
倍
以
下
の
電
圧
を
そ
の
入

力
端
子
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
試
験
装
置
及
び
変
流
器
に
至
る
外
部
配
線
の
断
線
の
有
無
を
試
験
で
き
る
試
験
装
置
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
試
験
装
置
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
信
機
の
前
面
に
お
い
て
手
動
に
よ
り
容
易
に
試
験
で
き
る
こ
と
。
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二

試
験
後
定
位
置
に
復
す
る
操
作
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
適
当
な
方
法
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

集
合
型
受
信
機
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
前
二
号
に
定
め
る
ほ
か
回
線
ご
と
に
試
験
で
き
る
こ
と
。

（
漏
電
表
示
）

第
二
十
六
条

受
信
機
は
、
変
流
器
か
ら
送
信
さ
れ
た
信
号
を
受
信
し
た
場
合
、
赤
色
の
表
示
及
び
音
響
信
号
に
よ
り
漏
電
を

自
動
的
に
表
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
信
機
の
機
能
）

第
二
十
七
条

受
信
機
は
、
別
図
第
四
の
試
験
回
路
に
お
い
て
、
信
号
入
力
回
路
に
公
称
作
動
電
流
値
に
対
応
す
る
変
流
器
の

設
計
出
力
電
圧
の
五
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
を
加
え
た
場
合
、
三
十
秒
以
内
で
作
動
せ
ず
、
か
つ
、
公
称
作
動
電
流
値
に

対
応
す
る
変
流
器
の
設
計
出
力
電
圧
の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
を
加
え
た
場
合
、
一
秒
以
内
に
作
動
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

集
合
型
受
信
機
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

漏
洩
電
流
の
発
生
し
た
警
戒
電
路
を
明
確
に
表
示
す
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
装
置
は
、
警
戒
電
路
を
遮
断
さ
れ
た
場
合
、
漏
洩
電
流
の
発
生
し
た
警
戒
電
路
の
表
示
が
継
続
し
て



- 20 -

行
え
る
こ
と
。

三

二
の
警
戒
電
路
で
漏
洩
電
流
が
同
時
に
発
生
し
た
場
合
、
漏
電
表
示
及
び
警
戒
電
路
の
表
示
を
行
う
こ
と
。

四

二
以
上
の
警
戒
電
路
で
漏
洩
電
流
が
連
続
し
て
発
生
し
た
場
合
、
最
大
負
荷
に
耐
え
る
容
量
を
有
す
る
こ
と
。

（
電
源
電
圧
変
動
試
験
）

第
二
十
八
条

受
信
機
は
、
電
源
電
圧
を
受
信
機
の
定
格
電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
範
囲
で
変

化
さ
せ
た
場
合
、
前
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
周
囲
温
度
試
験
）

第
二
十
九
条

受
信
機
は
、
零
下
十
度
及
び
四
十
度
の
周
囲
温
度
に
そ
れ
ぞ
れ
十
二
時
間
以
上
放
置
し
た
後
、
い
ず
れ
も
構
造

又
は
第
二
十
七
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
過
入
力
電
圧
試
験
）

第
三
十
条

受
信
機
は
、
別
図
第
五
の
試
験
回
路
に
お
い
て
、
信
号
入
力
回
路
に
五
十
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
変
流
器
の
イ
ン
ピ
ー

ダ
ン
ス
に
相
当
す
る
抵
抗
を
介
し
て
五
分
間
加
え
た
場
合
、
漏
電
表
示
を
し
、
か
つ
、
構
造
又
は
第
二
十
七
条
の
機
能
に
異

常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
繰
返
し
試
験
）

第
三
十
一
条

受
信
機
は
、
受
信
機
の
定
格
電
圧
で
一
万
回
の
漏
電
作
動
を
行
っ
た
場
合
、
構
造
又
は
第
二
十
七
条
の
機
能
に

異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
振
動
試
験
）

第
三
十
二
条

受
信
機
は
、
通
電
状
態
に
お
い
て
全
振
幅
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
毎
分
千
回
の
振
動
を
任
意
の
方
向
に
十
分
間
連

続
し
て
与
え
た
場
合
、
誤
作
動
（
漏
洩
電
流
以
外
の
原
因
に
基
づ
く
作
動
を
い
う
。
）
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

受
信
機
は
、
無
通
電
状
態
に
お
い
て
全
振
動
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
毎
分
千
回
の
振
動
を
任
意
の
方
向
に
六
十
分
間
連
続
し

て
与
え
た
場
合
、
構
造
又
は
第
二
十
七
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衝
撃
試
験
）

第
三
十
三
条

受
信
機
は
、
任
意
の
方
向
に
標
準
重
力
加
速
度
の
五
十
倍
の
加
速
度
の
衝
撃
を
五
回
加
え
た
場
合
、
構
造
又
は

第
二
十
七
条
の
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
絶
縁
抵
抗
試
験
）

第
三
十
四
条

受
信
機
は
、
充
電
部
と
そ
れ
を
収
め
る
金
属
ケ
ー
ス
（
絶
縁
性
の
あ
る
ケ
ー
ス
の
外
部
に
金
属
製
の
化
粧
銘
板
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等
の
部
品
を
取
り
付
け
た
も
の
を
含
む
。
）
と
の
間
の
絶
縁
抵
抗
を
直
流
五
百
ボ
ル
ト
の
絶
縁
抵
抗
計
で
測
定
し
た
値
が
五

メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
絶
縁
耐
力
試
験
）

第
三
十
五
条

前
条
の
試
験
部
の
絶
縁
耐
力
は
、
五
十
ヘ
ル
ツ
又
は
六
十
ヘ
ル
ツ
の
正
弦
波
に
近
い
実
効
電
圧
五
百
ボ
ル
ト
（

定
格
電
圧
（
一
次
側
の
充
電
部
に
あ
っ
て
は
一
次
側
の
定
格
電
圧
、
二
次
側
の
充
電
部
に
あ
っ
て
は
二
次
側
の
定
格
電
圧
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
が
三
十
ボ
ル
ト
を
超
え
百
五
十
ボ
ル
ト
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
千
ボ
ル
ト
、
百
五
十

ボ
ル
ト
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
定
格
電
圧
に
二
を
乗
じ
て
得
た
値
に
千
ボ
ル
ト
を
加
え
た
値
）
の
交
流
電
圧
を
加
え
た

場
合
、
一
分
間
こ
れ
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衝
撃
波
耐
電
圧
試
験
）

第
三
十
六
条

受
信
機
は
、
別
図
第
六
の
試
験
回
路
に
お
い
て
、
電
源
異
極
端
子
の
間
及
び
電
源
端
子
と
ケ
ー
ス
と
の
間
に
波

高
値
六
キ
ロ
ボ
ル
ト
、
波
頭
長
〇
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
か
ら
一
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
ま
で
及
び
波
尾
長
三
十
二
マ
イ
ク
ロ
秒
か
ら

四
十
八
マ
イ
ク
ロ
秒
ま
で
の
衝
撃
波
電
圧
を
正
負
そ
れ
ぞ
れ
一
回
加
え
た
場
合
、
構
造
又
は
第
二
十
七
条
の
機
能
に
異
常
を

生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
四
章

雑
則

（
基
準
の
特
例
）

第
三
十
七
条

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
漏
電
火
災
警
報
器
の
変
流
器
及
び
受
信
機
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及

び
性
能
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
は

、
こ
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
図
第
一

変
流
器
の
機
能
試
験
（
第
十
一
条
第
一
項
関
係
）

備
考

変
流
器
と
警
戒
電
路
の
位
置
は
、
変
流
器
の
設
置
方
法
と
す
る
。
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別
図
第
二

短
絡
電
流
強
度
試
験
（
第
十
四
条
関
係
）

備
考

変
流
器
と
警
戒
電
路
の
位
置
は
、
変
流
器
の
設
置
方
法
と
す
る
。
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別
図
第
三

過
漏
電
試
験
（
第
十
五
条
関
係
）

備
考

変
流
器
と
警
戒
電
路
の
位
置
は
、
変
流
器
の
設
置
方
法
と
す
る
。
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別
図
第
四

受
信
機
の
機
能
試
験
（
第
二
十
七
条
第
一
項
関
係
）
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別
図
第
五

過
入
力
電
圧
試
験
（
第
三
十
条
関
係
）
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別
図
第
六

衝
撃
波
耐
電
圧
試
験
（
第
三
十
六
条
関
係
）

一

無
通
電
状
態
の
場
合

イ

電
源
異
極
端
子
の
間

備
考

変
流
器
と
警
戒
電
路
の
位
置
は
、
変
流
器
の
設
置
方
法
と
す
る
。
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ロ

電
源
端
子
と
ケ
ー
ス
と
の
間

備
考

樹
脂
ケ
ー
ス
の
場
合
は
、
金
属
板
上
に
受
信
機
を
置
き
、
金
属
板
と
電
源
端
子
と
の
間
で
行
う
。
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二

通
電
状
態
の
場
合

イ

電
源
異
極
端
子
の
間

備
考

変
流
器
と
警
戒
電
路
の
位
置
は
、
変
流
器
の
設
置
方
法
と
す
る
。
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ロ

電
源
端
子
と
ケ
ー
ス
と
の
間

備
考

樹
脂
ケ
ー
ス
の
場
合
は
、
金
属
板
上
に
受
信
機
を
置
き
、
金
属
板
と
電
源
端
子
と
の
間
で
行
う
。
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【

参

考

】

漏

電

火

災

警

報

器

に

係

る

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

の

全

部

を

改

正

す

る

省

令

（

案

）

新

旧

対

照

条

文

○

漏

電

火

災

警

報

器

に

係

る

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

昭

和

五

十

一

年

自

治

省

令

第

十

五

号

）

（

傍

線

部

分

は

改

正

部

分

）

改

正

案

現

行

消

防

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

八

十

六

号

）

第

二

十

一

条

消

防

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

八

十

六

号

）

第

二

十

一

条

の

十

六

の

三

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

漏

電

火

災

警

報

器

に

係

の

二

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

漏

電

火

災

警

報

器

に

係

る

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

昭

和

五

十

一

年

自

治

省

令

第

る

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

省

令

（

昭

和

四

十

四

年

自

治

省

令

第

十

五

号

）

の

全

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

十

二

号

）

の

全

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

目

次

目

次

第

一

章

総

則

（

第

一

条

第

十

条

）

第

一

章

総

則

（

第

一

条

第

九

条

）

－
－

第

二

章

変

流

器

（

第

十

一

条

第

二

十

三

条

）

第

二

章

変

流

器

（

第

十

条

第

二

十

二

条

）

－
－

第

三

章

受

信

機

（

第

二

十

四

条

第

三

十

六

条

）

第

三

章

受

信

機

（

第

二

十

三

条

第

三

十

六

条

）

－
－

第

四

章

雑

則

（

第

三

十

七

条

）

第

四

章

雑

則

（

第

三

十

七

条

）

附

則

附

則

第

一

章

総

則

第

一

章

総

則

（

趣

旨

）

（

趣

旨

）

第

一

条

こ

の

省

令

は

、

漏

電

火

災

警

報

器

の

変

流

器

及

び

受

信

第

一

条

こ

の

省

令

は

、

漏

電

火

災

警

報

器

の

変

流

器

及

び

受

信

機

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

機

の

技

術

上

の

規

格

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

（

用

語

の

意

義

）

（

用

語

の

意

義

）

第

二

条

こ

の

省

令

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

第

二

条

こ

の

省

令

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

漏

電

火

災

警

報

器

電

圧

六

百

ボ

ル

ト

以

下

の

警

戒

電

路

一

漏

電

火

災

警

報

器

電

圧

六

百

ボ

ル

ト

以

下

の

警

戒

電

路

の

漏

洩

電

流

を

検

出

し

、

防

火

対

象

物

の

関

係

者

に

報

知

す

の

漏

洩

電

流

を

検

出

し

、

防

火

対

象

物

の

関

係

者

に

報

知

す

る

設

備

で

あ

っ

て

、

変

流

器

及

び

受

信

機

で

構

成

さ

れ

た

も

る

設

備

で

あ

つ

て

、

変

流

器

及

び

受

信

機

で

構

成

さ

れ

た

も

の

を

い

う

。

の

を

い

う

。
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二

変

流

器

警

戒

電

路

の

漏

洩

電

流

を

自

動

的

に

検

出

し

、

二

変

流

器

警

戒

電

路

の

漏

洩

電

流

を

自

動

的

に

検

出

し

、

こ

れ

を

受

信

機

に

送

信

す

る

も

の

を

い

う

。

こ

れ

を

受

信

機

に

送

信

す

る

も

の

を

い

う

。

三

受

信

機

変

流

器

か

ら

送

信

さ

れ

た

信

号

を

受

信

し

て

、

三

受

信

機

変

流

器

か

ら

送

信

さ

れ

た

信

号

を

受

信

し

て

、

漏

洩

電

流

の

発

生

を

防

火

対

象

物

の

関

係

者

に

報

知

す

る

も

漏

洩

電

流

の

発

生

を

防

火

対

象

物

の

関

係

者

に

報

知

す

る

も

の

を

い

う

。

の

（

遮

断

機

構

を

有

す

る

も

の

を

含

む

。

）

を

い

う

。

四

集

合

型

受

信

機

二

以

上

の

変

流

器

と

組

み

合

わ

せ

て

使

四

集

合

型

受

信

機

二

以

上

の

変

流

器

と

組

み

合

わ

せ

て

使

用

す

る

受

信

機

で

、

一

組

の

電

源

装

置

、

音

響

装

置

等

で

構

用

す

る

受

信

機

で

、

一

組

の

電

源

装

置

、

音

響

装

置

等

で

構

成

さ

れ

た

も

の

を

い

う

。

成

さ

れ

た

も

の

を

い

う

。

（

削

る

）

五

遮

断

機

構

警

戒

電

路

に

漏

洩

電

流

が

流

れ

た

場

合

に

、

当

該

警

戒

電

路

を

自

動

的

に

遮

断

す

る

装

置

を

い

う

。

（

変

流

器

の

種

別

）

（

変

流

器

及

び

受

信

機

の

種

別

）

第

三

条

変

流

器

は

、

構

造

に

応

じ

て

屋

外

型

及

び

屋

内

型

に

分

第

三

条

変

流

器

は

、

構

造

に

応

じ

て

屋

外

型

及

び

屋

内

型

に

分

類

す

る

。

類

す

る

ほ

か

、

受

信

機

と

の

互

換

性

の

有

無

に

応

じ

て

互

換

性

型

及

び

非

互

換

型

に

分

類

す

る

。

（

削

る

）

２

受

信

機

は

、

定

格

電

流

が

六

十

ア

ン

ペ

ア

以

下

の

警

戒

電

路

に

の

み

使

用

す

る

も

の

を

二

級

、

そ

の

他

の

も

の

を

一

級

に

分

類

す

る

ほ

か

、

変

流

器

と

の

互

換

性

の

有

無

に

応

じ

て

互

換

型

及

び

非

互

換

性

型

に

分

類

す

る

。

（

一

般

構

造

）

（

一

般

構

造

）

第

四

条

漏

電

火

災

警

報

器

は

、

そ

の

各

部

分

が

良

質

の

材

料

で

第

四

条

漏

電

火

災

警

報

器

は

、

そ

の

各

部

分

が

良

質

の

材

料

で

造

ら

れ

、

配

線

及

び

取

付

け

が

適

正

か

つ

確

実

に

な

さ

れ

た

も

造

ら

れ

、

配

線

及

び

取

付

け

が

適

正

か

つ

確

実

に

な

さ

れ

た

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

漏

電

火

災

警

報

器

は

、

耐

久

性

を

有

す

る

２

漏

電

火

災

警

報

器

は

、

耐

久

性

を

有

し

、

著

し

い

雑

音

又

は

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

障

害

電

波

を

発

し

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

漏

電

火

災

警

報

器

は

、

著

し

い

雑

音

又

は

障

害

電

波

を

発

し

（

新

設

）

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

４

漏

電

火

災

警

報

器

の

部

品

は

、

定

格

の

範

囲

内

で

使

用

し

な

（

新

設

）

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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５

漏

電

火

災

警

報

器

の

充

電

部

で

、

外

部

か

ら

容

易

に

人

が

触

３

漏

電

火

災

警

報

器

の

充

電

部

で

、

外

部

か

ら

容

易

に

人

が

触

れ

る

お

そ

れ

の

あ

る

部

分

は

、

十

分

に

保

護

さ

れ

て

い

な

け

れ

れ

る

お

そ

れ

の

あ

る

部

分

は

、

十

分

に

保

護

さ

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ば

な

ら

な

い

。

６

漏

電

火

災

警

報

器

の

端

子

以

外

の

部

分

は

、

堅

ろ

う

な

ケ

ー

４

漏

電

火

災

警

報

器

の

端

子

以

外

の

部

分

は

、

堅

ろ

う

な

ケ

ー

ス

に

収

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ス

に

収

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

７

漏

電

火

災

警

報

器

の

端

子

は

、

電

線

（

接

地

線

を

含

む

。

）

５

漏

電

火

災

警

報

器

の

端

子

は

、

電

線

（

接

地

線

を

含

む

。

）

を

容

易

か

つ

確

実

に

接

続

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

な

け

れ

を

容

易

か

つ

確

実

に

接

続

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ば

な

ら

な

い

。

８

漏

電

火

災

警

報

器

の

端

子

（

接

地

端

子

及

び

配

電

盤

等

に

取

６

漏

電

火

災

警

報

器

の

端

子

（

接

地

端

子

及

び

配

電

盤

等

に

取

り

付

け

る

埋

込

用

の

端

子

を

除

く

。

）

に

は

、

適

当

な

カ

バ

ー

り

付

け

る

埋

込

用

の

端

子

を

除

く

。

）

に

は

、

適

当

な

カ

バ

ー

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

９

変

流

器

又

は

受

信

機

の

定

格

電

圧

が

六

十

ボ

ル

ト

を

超

え

る

７

変

流

器

又

は

受

信

機

の

定

格

電

圧

が

六

十

ボ

ル

ト

を

超

え

る

変

流

器

又

は

受

信

機

の

金

属

ケ

ー

ス

（

金

属

で

な

い

絶

縁

性

の

変

流

器

又

は

受

信

機

の

金

属

ケ

ー

ス

あ

る

ケ

ー

ス

の

外

部

に

金

属

製

の

化

粧

銘

板

等

の

部

品

を

取

り

付

け

、

当

該

部

品

と

充

電

部

（

電

圧

が

六

十

ボ

ル

ト

を

超

え

る

も

の

に

限

る

。

）

と

の

絶

縁

距

離

が

、

空

間

距

離

で

四

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

未

満

、

沿

面

距

離

で

六

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

未

満

で

あ

る

も

の

を

含

む

。

）

に

は

、

接

地

端

子

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

に

は

、

接

地

端

子

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

。

（

装

置

又

は

部

品

の

構

造

及

び

機

能

）

（

装

置

又

は

部

品

の

構

造

及

び

機

能

）

第

五

条

漏

電

火

災

警

報

器

の

次

の

各

号

に

掲

げ

る

装

置

又

は

部

第

五

条

漏

電

火

災

警

報

器

の

次

の

各

号

に

掲

げ

る

装

置

又

は

部

品

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

構

造

及

び

機

能

又

は

こ

れ

と

同

等

品

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

構

造

及

び

機

能

又

は

こ

れ

と

同

等

以

上

の

機

能

を

有

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

以

上

の

機

能

を

有

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

音

響

装

置

は

、

次

の

イ

か

ら

ホ

ま

で

に

よ

る

こ

と

。

一

音

響

装

置

は

、

次

の

イ

か

ら

二

ま

で

に

よ

る

こ

と

。

イ

定

格

電

圧

の

九

十

パ

ー

セ

ン

ト

の

電

圧

で

音

響

を

発

す

イ

定

格

電

圧

の

九

十

パ

ー

セ

ン

ト

の

電

圧

で

音

響

を

発

す

る

こ

と

。

る

こ

と

。

ロ

定

格

電

圧

に

お

け

る

音

圧

は

、

無

響

室

で

定

位

置

（

音

ロ

定

格

電

圧

に

お

け

る

音

圧

は

、

無

響

室

で

定

位

置

（

音

響

装

置

を

受

信

機

内

に

取

り

付

け

る

も

の

に

あ

っ

て

は

そ

響

装

置

を

受

信

機

内

に

取

り

付

け

る

も

の

に

あ

つ

て

は

そ

の

状

態

に

お

け

る

位

置

）

に

取

り

付

け

ら

れ

た

音

響

装

置

の

状

態

に

お

け

る

位

置

）

に

取

り

付

け

ら

れ

た

音

響

装

置
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の

中

心

か

ら

一

メ

ー

ト

ル

離

れ

た

点

で

の

中

心

か

ら

一

メ

ー

ト

ル

離

れ

た

点

で

、

一

級

の

受

信

機

七

十

デ

シ

ベ

ル

以

上

に

係

る

も

の

に

あ

つ

て

は

七

十

デ

シ

ベ

ル

以

上

、

二

級

の

で

受

信

機

に

係

る

も

の

に

あ

つ

て

は

六

十

デ

シ

ベ

ル

以

上

で

あ

る

こ

と

。

あ

る

こ

と

。

ハ

警

報

音

を

断

続

す

る

も

の

に

あ

っ

て

は

、

休

止

時

間

は

（

新

設

）

二

秒

以

下

で

、

鳴

動

時

間

は

休

止

時

間

以

上

で

あ

る

こ

と

。

ニ

充

電

部

と

非

充

電

部

と

の

間

の

絶

縁

抵

抗

は

、

直

流

五

ハ

充

電

部

と

非

充

電

部

と

の

間

の

絶

縁

抵

抗

は

、

直

流

五

百

ボ

ル

ト

の

絶

縁

抵

抗

計

で

測

定

し

た

値

が

五

メ

ガ

オ

ー

百

ボ

ル

ト

の

絶

縁

抵

抗

計

で

測

定

し

た

値

が

五

メ

ガ

オ

ー

ム

以

上

で

あ

る

こ

と

。

ム

以

上

で

あ

る

こ

と

。

ホ

定

格

電

圧

で

八

時

間

連

続

し

て

鳴

動

さ

せ

た

場

合

、

イ

ニ

定

格

電

圧

で

八

時

間

連

続

し

て

鳴

動

さ

せ

た

場

合

、

構

か

ら

ニ

ま

で

の

機

能

を

有

し

、

か

つ

、

構

造

に

異

常

を

生

造

又

は

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

。

じ

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

。

二

電

磁

継

電

器

は

、

次

の

イ

か

ら

ハ

ま

で

に

よ

る

こ

と

。

二

電

磁

継

電

器

は

、

次

の

イ

か

ら

ロ

ま

で

に

よ

る

こ

と

。

イ

じ

ん

あ

い

等

が

容

易

に

侵

入

し

な

い

構

造

の

も

の

で

あ

イ

じ

ん

あ

い

等

が

容

易

に

侵

入

し

な

い

構

造

の

も

の

で

あ

る

こ

と

。

る

こ

と

。

ロ

接

点

の

材

質

は

、

次

の

か

ら

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

ロ

接

点

は

、

工

業

標

準

化

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

(1)

(5)

よ

る

こ

と

。

百

八

十

五

号

）

第

十

七

条

第

一

項

に

定

め

る

日

本

工

業

金

及

び

銀

の

合

金

規

格

（

以

下

「

Ｊ

Ｉ

Ｓ

」

と

い

う

。

）

Ｃ

二

五

〇

九

の

三

(1)

金

、

銀

及

び

白

金

の

合

金

種

又

は

こ

れ

と

同

等

以

上

の

性

能

を

有

す

る

材

料

を

用

い

(2)

白

金

、

金

、

パ

ラ

ジ

ウ

ム

、

銀

パ

ラ

ジ

ウ

ム

合

金

又

、

外

部

負

荷

と

兼

用

さ

せ

な

い

こ

と

。

(3)
は

ロ

ジ

ウ

ム

○

・

三

五

ニ

ュ

ー

ト

ン

以

上

の

接

点

圧

力

と

な

る

接

(4)

点

に

あ

っ

て

は

、

銀

、

銀

貼

り

、

銀

め

っ

き

又

は

銀

酸

化

カ

ド

ミ

ウ

ム

か

ら

ま

で

に

掲

げ

る

も

の

の

い

ず

れ

か

の

拡

散

(5)

(1)

(3)

、

貼

り

、

ク

ラ

ッ

ド

又

は

め

っ

き

ハ

接

点

は

、

外

部

負

荷

と

兼

用

さ

せ

な

い

こ

と

。

た

だ

し

（

新

設

）

、

外

付

音

響

装

置

用

接

点

に

あ

っ

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。
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三

電

源

変

圧

器

は

、

次

の

イ

及

び

ロ

に

よ

る

こ

と

。

三

電

源

変

圧

器

は

、

次

の

イ

及

び

ロ

に

よ

る

こ

と

。

イ

性

能

は

、

工

業

標

準

化

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

百

イ

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

六

四

三

六

に

準

ず

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

八

十

五

号

）

第

十

七

条

第

一

項

に

定

め

る

日

本

工

業

規

格

（

以

下

「

Ｊ

Ｉ

Ｓ

」

と

い

う

。

）

Ｃ

六

四

三

六

に

定

め

る

絶

縁

抵

抗

、

耐

電

圧

、

電

圧

偏

差

、

巻

線

の

温

度

上

昇

及

び

電

圧

変

動

率

に

よ

る

こ

と

。

ロ

容

量

は

、

定

格

電

圧

に

お

け

る

最

大

負

荷

電

流

又

は

設

ロ

容

量

は

、

最

大

使

用

電

流

計

上

の

最

大

負

荷

電

流

に

連

続

し

て

耐

え

う

る

こ

と

。

に

連

続

し

て

耐

え

う

る

こ

と

。

（

削

除

）

四

遮

断

機

構

は

、

次

の

イ

か

ら

ハ

ま

で

に

よ

る

こ

と

。

イ

開

閉

部

は

、

円

滑

か

つ

確

実

に

作

動

し

、

停

止

点

が

明

確

で

あ

る

こ

と

。

ロ

開

閉

部

は

、

手

動

で

開

閉

で

き

、

か

つ

、

自

動

的

に

復

帰

し

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

。

ハ

開

閉

部

は

、

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

八

三

七

一

に

準

ず

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

四

表

示

灯

は

、

次

の

イ

か

ら

ハ

ま

で

に

よ

る

こ

と

。

五

表

示

装

置

に

用

い

る

電

球

は

、

そ

の

使

用

電

圧

の

百

三

十

イ

電

球

（

放

電

灯

及

び

発

光

ダ

イ

オ

ー

ド

を

除

く

。

）

は

パ

ー

セ

ン

ト

の

交

流

電

圧

を

二

十

時

間

連

続

し

て

加

え

た

場

、

使

用

さ

れ

る

回

路

の

定

格

電

圧

の

百

三

十

パ

ー

セ

ン

ト

合

、

断

線

、

著

し

い

光

束

変

化

、

黒

化

又

は

電

流

の

低

下

を

の

交

流

電

圧

を

二

十

時

間

連

続

し

て

加

え

た

場

合

、

断

線

生

じ

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

。

、

著

し

い

光

束

変

化

、

黒

化

又

は

著

し

い

電

流

の

低

下

を

生

じ

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

。

ロ

電

球

を

二

以

上

並

列

に

接

続

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

放

電

灯

又

は

発

光

ダ

イ

オ

ー

ド

に

あ

っ

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

ハ

周

囲

の

明

る

さ

が

三

百

ル

ク

ス

の

状

態

に

お

い

て

、

前

方

三

メ

ー

ト

ル

離

れ

た

地

点

で

点

灯

し

て

い

る

こ

と

を

明

確

に

識

別

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

五

ス

イ

ッ

チ

は

、

次

の

イ

か

ら

ハ

ま

で

に

よ

る

こ

と

。

六

ス

イ

ッ

チ

は

、

次

の

イ

及

び

ロ

に

よ

る

こ

と

。

イ

容

易

か

つ

確

実

に

作

動

し

、

停

止

点

が

明

確

で

あ

る

こ

イ

容

易

か

つ

確

実

に

作

動

し

、

停

止

点

が

明

確

で

あ

る

こ

と

。

と

。
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ロ

接

点

ロ

接

点

は

、

腐

食

す

る

お

そ

れ

の

な

い

も

の

で

あ

り

、

か

の

容

量

は

、

最

大

使

用

電

流

に

耐

え

う

る

も

の

で

つ

、

そ

の

容

量

は

、

最

大

使

用

電

流

に

耐

え

う

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

あ

る

こ

と

。

ハ

接

点

（

印

刷

接

点

、

導

電

膜

接

点

等

で

、

か

つ

、

耐

食

（

新

設

）

措

置

が

講

じ

ら

れ

て

い

る

も

の

を

除

く

。

）

の

材

質

は

、

次

の

か

ら

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

よ

る

こ

と

。

(1)

(6)

金

及

び

銀

の

合

金

(1)

金

、

銀

及

び

白

金

の

合

金

(2)

白

金

、

金

、

パ

ラ

ジ

ウ

ム

、

銀

パ

ラ

ジ

ウ

ム

合

金

又

(3)
は

ロ

ジ

ウ

ム

○

・

三

五

ニ

ュ

ー

ト

ン

以

上

の

接

点

圧

力

と

な

る

接

(4)

点

又

は

キ

ー

ボ

ー

ド

ス

イ

ッ

チ

等

の

指

で

押

す

力

が

接

点

圧

力

と

な

る

接

点

に

あ

っ

て

は

、

銀

又

は

銀

酸

化

カ

ド

ミ

ウ

ム

三

ニ

ュ

ー

ト

ン

以

上

の

接

点

圧

力

と

な

る

接

点

に

あ

(5)
っ

て

は

、

リ

ン

青

銅

、

黄

銅

又

は

洋

白

か

ら

ま

で

に

掲

げ

る

も

の

の

い

ず

れ

か

の

貼

り

(6)

(1)

(4)

、

ク

ラ

ッ

ド

又

は

め

っ

き

六

指

示

電

気

計

器

は

、

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

一

一

〇

二

一

及

び

七

指

示

電

気

計

器

は

、

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

一

一

〇

二

－

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

一

一

〇

二

二

に

定

め

る

固

有

誤

差

、

絶

縁

－

及

び

電

圧

試

験

に

適

合

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

に

準

ず

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

七

ヒ

ュ

ー

ズ

は

、

次

の

イ

又

は

ロ

に

適

合

す

る

八

ヒ

ュ

ー

ズ

は

、

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

八

三

五

二

又

は

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

六

五

も

の

で

あ

る

こ

と

。

七

五

に

準

ず

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

イ

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

八

三

五

二

（

新

設

）

ロ

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

六

五

七

五

一

及

び

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｃ

六

（

新

設

）

－

五

七

五

二

－

（

附

属

装

置

）

（

新

設

）

第

六

条

漏

電

火

災

警

報

器

に

は

、

そ

の

機

能

に

有

害

な

影

響

を
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及

ぼ

す

お

そ

れ

の

あ

る

附

属

装

置

を

設

け

て

は

な

ら

な

い

。

（

公

称

作

動

電

流

値

）

（

公

称

作

動

電

流

値

）

第

七

条

漏

電

火

災

警

報

器

の

公

称

作

動

電

流

値

（

漏

電

火

災

警

第

六

条

漏

電

火

災

警

報

器

の

公

称

作

動

電

流

値

（

漏

電

火

災

警

報

器

を

作

動

さ

せ

る

た

め

に

必

要

な

漏

洩

電

流

の

値

と

し

て

製

報

器

を

作

動

さ

せ

る

た

め

に

必

要

な

漏

洩

電

流

の

値

と

し

て

製

造

者

に

よ

っ

て

表

示

さ

れ

た

値

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

は

、

造

者

に

よ

つ

て

表

示

さ

れ

た

値

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

は

、

二

百

ミ

リ

ア

ン

ペ

ア

以

下

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

二

百

ミ

リ

ア

ン

ペ

ア

以

下

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

前

項

の

規

定

は

、

感

度

調

整

装

置

を

有

す

る

漏

電

火

災

警

報

２

前

項

の

規

定

は

、

感

度

調

整

装

置

を

有

す

る

漏

電

火

災

警

報

器

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

調

整

範

囲

の

最

小

値

に

つ

い

て

適

用

す

器

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

調

整

範

囲

の

最

小

値

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

る

。

（

感

度

調

整

装

置

）

（

感

度

調

整

装

置

）

第

八

条

感

度

調

整

装

置

を

有

す

る

漏

電

火

災

警

報

器

に

あ

っ

て

第

七

条

感

度

調

整

装

置

を

有

す

る

漏

電

火

災

警

報

器

の

感

度

調

は

、

そ

の

調

整

範

囲

の

最

大

値

は

、

一

ア

ン

ペ

ア

以

下

で

な

整

装

置

の

調

整

範

囲

の

最

大

値

は

、

一

ア

ン

ペ

ア

以

下

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

表

示

）

（

表

示

）

第

九

条

変

流

器

に

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

項

を

そ

の

見

や

第

八

条

変

流

器

に

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

項

を

そ

の

見

や

す

い

箇

所

に

容

易

に

消

え

な

い

よ

う

に

表

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

す

い

箇

所

に

容

易

に

消

え

な

い

よ

う

に

表

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

い

。

一

漏

電

火

災

警

報

器

変

流

器

と

い

う

文

字

一

種

別

、

型

式

及

び

型

式

番

号

二

届

出

番

号

（

新

設

）

三

屋

外

型

又

は

屋

内

型

の

う

ち

該

当

す

る

種

別

（

新

設

）

四

定

格

電

圧

及

び

定

格

電

流

（

新

設

）

五

定

格

周

波

数

（

新

設

）

六

単

相

又

は

三

相

の

う

ち

該

当

す

る

も

の

（

新

設

）

七

設

計

出

力

電

圧

（

新

設

）

八

製

造

年

二

製

造

年

九

製

造

者

名

、

商

標

又

は

販

売

者

名

三

製

造

者

名

又

は

商

標

（

削

る

）

四

非

互

換

性

型

変

流

器

に

あ

つ

て

は

製

造

番

号
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十

極

性

の

あ

る

端

子

に

は

そ

の

極

性

を

示

す

記

号

五

極

性

の

あ

る

端

子

に

は

そ

の

極

性

を

示

す

記

号

２

受

信

機

に

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

２

受

信

機

に

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

掲

げ

る

事

項

を

そ

の

見

や

す

い

箇

所

に

容

易

に

れ

当

該

各

号

に

掲

げ

る

事

項

を

そ

の

見

や

す

い

箇

所

に

容

易

に

消

え

な

い

よ

う

に

表

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

消

え

な

い

よ

う

に

表

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

受

信

機

本

体

一

受

信

機

本

体

イ

漏

電

火

災

警

報

器

受

信

機

と

い

う

文

字

イ

種

別

、

型

式

及

び

型

式

番

号

ロ

届

出

番

号

（

新

設

）

ハ

定

格

電

圧

（

新

設

）

ニ

電

源

周

波

数

（

新

設

）

ホ

公

称

作

動

電

流

値

（

新

設

）

ヘ

作

動

入

力

電

圧

（

新

設

）

ト

製

造

年

ロ

製

造

年

チ

製

造

者

名

、

商

標

又

は

販

売

者

名

ハ

製

造

者

名

又

は

商

標

（

削

る

）

ニ

非

互

換

性

型

受

信

機

に

あ

つ

て

は

製

造

番

号

リ

集

合

型

受

信

機

に

あ

っ

て

は

、

警

戒

電

路

の

数

ホ

集

合

型

受

信

機

に

あ

つ

て

は

警

戒

電

路

の

数

ヌ

端

子

板

に

は

、

端

子

記

号

（

電

源

用

の

端

子

に

あ

っ

て

ヘ

端

子

板

に

は

、

端

子

記

号

（

電

源

用

の

端

子

に

あ

つ

て

は

、

端

子

記

号

及

び

交

流

又

は

直

流

の

別

）

並

び

に

定

格

は

端

子

記

号

及

び

交

流

又

は

直

流

の

別

）

並

び

に

定

格

電

圧

及

び

定

格

電

流

電

圧

及

び

定

格

電

流

ル

部

品

に

は

、

部

品

記

号

（

そ

の

付

近

に

表

示

し

た

場

合

ト

部

品

に

は

部

品

記

号

（

そ

の

附

近

に

表

示

し

た

場

合

を

除

く

。

）

を

除

く

。

）

ヲ

ス

イ

ッ

チ

等

の

操

作

部

に

は

、

「

開

」

、

「

閉

」

等

の

チ

ス

イ

ッ

チ

等

の

操

作

部

に

は

、

「

開

」

、

「

閉

」

等

の

表

示

及

び

使

用

方

法

表

示

及

び

使

用

方

法

ワ

ヒ

ュ

ー

ズ

ホ

ル

ダ

に

は

、

使

用

す

る

ヒ

ュ

ー

ズ

の

定

格

リ

ヒ

ュ

ー

ズ

ホ

ル

ダ

に

は

、

使

用

す

る

ヒ

ュ

ー

ズ

の

定

格

電

流

電

流

カ

接

続

す

る

こ

と

が

で

き

る

変

流

器

の

届

出

番

号

ヌ

接

続

す

る

こ

と

が

で

き

る

変

流

器

の

型

式

番

号

ヨ

そ

の

他

取

扱

い

上

注

意

す

る

べ

き

事

項

（

新

設

）

二

音

響

装

置

二

音

響

装

置

及

び

遮

断

機

構

イ

交

流

又

は

直

流

の

別

イ

交

流

又

は

直

流

の

別

、

ロ

定

格

電

圧

及

び

定

格

電

流

定

格

電

圧

、

定

格

電

流

、

ハ

製

造

年

製

造

年

及

び
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ニ

製

造

者

名

又

は

商

標

製

造

者

名

又

は

商

標

ホ

極

性

の

あ

る

端

子

に

は

、

そ

の

極

性

を

示

す

記

号

ロ

極

性

の

あ

る

端

子

に

は

、

そ

の

極

性

を

示

す

記

号

（

削

る

）

ハ

遮

断

機

構

に

係

る

制

御

用

端

子

に

は

、

そ

の

用

途

を

示

す

記

号

、

交

流

又

は

直

流

の

別

、

定

格

電

圧

及

び

定

格

電

流

（

試

験

条

件

）

（

試

験

条

件

）

第

十

条

次

条

か

ら

第

二

十

三

条

ま

で

及

び

第

二

十

七

条

か

ら

第

第

九

条

次

条

か

ら

第

二

十

二

条

ま

で

及

び

第

二

十

六

条

か

ら

第

三

十

六

条

ま

で

に

規

定

す

る

試

験

は

、

当

該

各

条

に

定

め

が

あ

三

十

六

条

ま

で

に

規

定

す

る

試

験

は

、

当

該

各

条

に

定

め

が

あ

る

場

合

を

除

く

ほ

か

、

周

囲

温

度

五

度

以

上

三

十

五

度

以

下

、

る

場

合

を

除

く

ほ

か

、

周

囲

温

度

五

度

以

上

三

十

五

度

以

下

、

相

対

湿

度

四

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

以

上

八

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

相

対

湿

度

四

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

以

上

八

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

の

状

態

で

行

う

も

の

と

す

る

。

の

状

態

で

行

う

も

の

と

す

る

。

２

次

条

及

び

第

十

三

条

に

規

定

す

る

試

験

に

お

い

て

は

、

警

戒

２

次

条

及

び

第

十

二

条

に

規

定

す

る

試

験

に

お

い

て

は

、

警

戒

電

路

の

電

圧

又

は

周

波

数

に

は

当

該

変

流

器

の

定

格

電

圧

又

は

電

路

の

電

圧

又

は

周

波

数

に

は

当

該

変

流

器

の

定

格

電

圧

又

は

定

格

周

波

数

を

用

い

、

警

戒

電

路

に

接

続

す

る

負

荷

に

は

純

抵

定

格

周

波

数

を

用

い

、

警

戒

電

路

に

接

続

す

る

負

荷

に

は

純

抵

抗

負

荷

を

用

い

る

も

の

と

す

る

。

抗

負

荷

を

用

い

る

も

の

と

す

る

。

３

第

十

四

条

及

び

第

十

五

条

に

規

定

す

る

試

験

に

お

い

て

は

、

３

第

十

三

条

及

び

第

十

四

条

に

規

定

す

る

試

験

に

お

い

て

は

、

警

戒

電

路

又

は

一

の

電

線

を

変

流

器

に

取

り

付

け

た

回

路

の

周

警

戒

電

路

又

は

一

の

電

線

を

変

流

器

に

取

り

付

け

た

回

路

の

周

波

数

に

は

警

戒

電

路

の

定

格

周

波

数

を

用

い

る

も

の

と

す

る

。

波

数

に

は

警

戒

電

路

の

定

格

周

波

数

を

用

い

る

も

の

と

す

る

。

４

第

二

十

七

条

か

ら

第

三

十

二

条

ま

で

及

び

第

三

十

六

条

に

規

４

第

二

十

六

条

か

ら

第

三

十

二

条

ま

で

及

び

第

三

十

六

条

に

規

定

す

る

試

験

に

お

い

て

は

、

当

該

各

条

に

定

め

が

あ

る

場

合

を

定

す

る

試

験

に

お

い

て

は

、

当

該

各

条

に

定

め

が

あ

る

場

合

を

除

く

ほ

か

、

受

信

機

の

電

源

の

電

圧

又

は

周

波

数

に

は

、

当

該

除

く

ほ

か

、

受

信

機

の

電

源

の

電

圧

又

は

周

波

数

に

は

、

当

該

受

信

機

の

定

格

電

圧

又

は

定

格

周

波

数

を

用

い

る

も

の

と

す

る

受

信

機

の

定

格

電

圧

又

は

定

格

周

波

数

を

用

い

る

も

の

と

す

る

。

。

第

二

章

変

流

器

第

二

章

変

流

器

（

変

流

器

の

機

能

）

（

変

流

器

の

機

能

）

第

十

一

条

変

流

器

は

、

別

図

第

一

の

試

験

回

路

に

お

第

十

条

互

換

性

型

変

流

器

は

、

い

て

警

戒

電

路

に

電

流

を

流

さ

な

い

状

態

又

は

当

該

変

流

器

の

警

戒

電

路

に

電

流

を

流

さ

な

い

状

態

又

は

当

該

変

流

器

の



- 10 -

定

格

周

波

数

で

当

該

変

流

器

の

定

格

電

流

を

流

し

た

状

態

に

お

定

格

周

波

数

で

当

該

変

流

器

の

定

格

電

流

を

流

し

た

状

態

で

い

て

、

次

の

各

号

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

、

試

験

電

流

を

零

ミ

リ

ア

ン

ペ

ア

か

ら

千

ミ

リ

ア

ン

ペ

ア

流

し

た

場

合

、

そ

の

出

力

電

圧

値

は

、

試

験

電

流

値

に

比

例

し

て

変

化

し

、

か

つ

、

そ

の

変

動

範

囲

は

、

設

計

出

力

電

圧

値

の

七

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

か

ら

百

二

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

以

内

で

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

変

流

器

の

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

変

流

器

の

出

力

電

圧

値

の

測

定

は

、

出

力

端

子

に

当

該

変

流

器

に

接

続

出

力

端

子

に

は

当

該

変

流

器

に

接

続

さ

れ

る

受

信

機

の

入

力

イ

ン

ピ

ー

ダ

ン

ス

に

相

当

す

る

イ

ン

ピ

さ

れ

る

受

信

機

の

入

力

イ

ン

ピ

ー

ダ

ン

ス

に

相

当

す

る

イ

ン

ピ

ー

ダ

ン

ス

（

以

下

「

負

荷

抵

抗

」

と

い

う

。

）

を

接

続

し

て

行

ー

ダ

ン

ス

（

以

下

「

負

荷

抵

抗

」

と

い

う

。

）

を

接

続

す

る

う

も

の

と

す

る

。

も

の

と

す

る

。

一

試

験

電

流

を

零

ミ

リ

ア

ン

ペ

ア

か

ら

千

ミ

リ

ア

ン

ペ

ア

ま

（

新

設

）

で

流

し

た

場

合

、

そ

の

出

力

電

圧

値

は

、

試

験

電

流

値

に

比

例

し

て

変

化

す

る

こ

と

。

二

変

流

器

に

接

続

さ

れ

る

受

信

機

の

公

称

作

動

電

流

値

を

試

験

電

流

と

し

て

流

し

た

場

合

、

そ

の

出

力

電

圧

値

の

変

動

範

囲

は

、

当

該

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

設

計

出

力

電

圧

（

新

設

）

値

の

七

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

か

ら

百

二

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

ま

で

の

範

囲

内

で

あ

る

こ

と

。

三

変

流

器

に

接

続

さ

れ

る

受

信

機

の

公

称

作

動

電

流

値

の

四

（

新

設

）

十

二

パ

ー

セ

ン

ト

の

試

験

電

流

を

流

し

た

場

合

、

そ

の

出

力

電

圧

値

は

、

当

該

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

設

計

出

力

電

圧

値

の

五

十

二

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

で

あ

る

こ

と

。

（

削

る

）

２

非

互

換

性

型

変

流

器

は

、

警

戒

電

路

に

電

流

を

流

さ

な

い

状

態

又

は

当

該

変

流

器

の

定

格

周

波

数

で

当

該

変

流

器

の

定

格

電

流

を

流

し

た

状

態

で

、

公

称

作

動

電

流

値

に

相

当

す

る

試

験

電

流

を

流

し

た

場

合

、

そ

の

出

力

電

圧

値

は

、

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

設

計

出

力

電

圧

値

以

上

で

あ

り

、

か

つ

、

公

称

作

動

電

流

値

の

四

十

二

パ

ー

セ

ン

ト

の

試

験

電

流

を

流

し

た

場

合

、

そ

の

出

力

電

圧

値

は

、

公

称

作

動

電

流

値

の

四

十

二

パ

ー

セ

ン

ト

に

対

応

す

る

設

計

出

力

電

圧

値

以

下

で

な

け

れ

ば

な

ら

な



- 11 -

い

。

２

変

流

器

で

、

警

戒

電

路

の

電

線

を

変

流

器

に

貫

通

さ

せ

る

も

３

変

流

器

で

、

警

戒

電

路

の

電

線

を

変

流

器

に

貫

通

さ

せ

る

も

の

に

あ

っ

て

は

、

警

戒

電

路

の

各

電

線

を

そ

れ

ら

の

電

線

の

変

の

に

あ

つ

て

は

、

警

戒

電

路

の

各

電

線

を

そ

れ

ら

の

電

線

の

変

流

器

に

対

す

る

電

磁

結

合

力

が

平

衡

と

な

ら

な

い

よ

う

な

方

法

流

器

に

対

す

る

電

磁

結

合

力

が

平

衡

と

な

ら

な

い

よ

う

な

方

法

で

変

流

器

に

貫

通

さ

せ

た

状

態

で

前

項

の

機

能

を

有

す

る

も

で

変

流

器

に

貫

通

さ

せ

た

状

態

で

前

二

項

の

機

能

を

有

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

周

囲

温

度

試

験

）

（

温

度

特

性

試

験

）

第

十

二

条

屋

内

型

の

変

流

器

は

、

第

十

一

条

変

流

器

は

、

屋

内

型

の

も

の

に

あ

つ

て

は

零

下

十

度

及

び

六

十

度

の

周

囲

温

度

に

そ

れ

ぞ

れ

十

二

時

間

以

零

下

十

度

か

ら

六

十

度

ま

で

、

屋

外

型

の

も

の

に

あ

つ

て

は

零

上

放

置

し

た

後

、

い

ず

れ

も

構

造

又

は

前

条

の

機

能

に

異

下

二

十

度

か

ら

六

十

度

ま

で

の

周

囲

温

度

に

お

い

て

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

屋

外

型

の

変

流

器

は

、

零

下

二

十

度

及

び

六

十

度

の

周

囲

温

（

新

設

）

度

に

そ

れ

ぞ

れ

十

二

時

間

以

上

放

置

し

た

後

、

い

ず

れ

も

構

造

又

は

前

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

電

路

開

閉

試

験

）

（

電

路

開

閉

試

験

）

第

十

三

条

変

流

器

は

、

出

力

端

子

に

負

荷

抵

抗

を

接

続

し

、

警

第

十

二

条

変

流

器

は

、

出

力

端

子

に

負

荷

抵

抗

を

接

続

し

、

警

戒

電

路

に

当

該

変

流

器

の

定

格

電

流

の

百

五

十

パ

ー

セ

ン

ト

の

戒

電

路

に

当

該

変

流

器

の

定

格

電

流

の

百

五

十

パ

ー

セ

ン

ト

の

電

流

を

流

し

た

状

態

で

警

戒

電

路

の

開

閉

を

一

分

間

に

五

回

繰

電

流

を

流

し

た

状

態

で

警

戒

電

路

の

開

閉

を

五

回

繰

り

返

す

操

作

を

行

っ

た

場

合

、

そ

の

出

力

電

圧

値

は

、

接

続

さ

り

返

す

操

作

を

行

つ

た

場

合

、

そ

の

出

力

電

圧

値

は

、

れ

る

受

信

機

の

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

設

計

出

力

電

圧

公

称

作

動

電

流

値

の

四

十

二

パ

ー

セ

ン

ト

に

対

値

の

五

十

二

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

応

す

る

出

力

電

圧

値

以

下

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

短

絡

電

流

強

度

試

験

）

（

短

絡

電

流

強

度

試

験

）

第

十

四

条

変

流

器

は

、

別

図

第

二

の

試

験

回

路

に

お

い

て

出

力

第

十

三

条

変

流

器

は

、

出

力

端

子

に

負

荷

抵

抗

を

接

続

し

、

警

戒

電

路

の

電

源

側

に

過

電

流

端

子

に

負

荷

抵

抗

を

接

続

し

、

警

戒

電

路

の

電

源

側

に

過

電

流

遮

断

器

を

設

け

、

警

戒

電

路

に

当

該

変

流

器

の

定

格

電

圧

（

警

遮

断

器

を

設

け

、

警

戒

電

路

に

当

該

変

流

器

の

定

格

電

圧

戒

電

路

の

電

線

を

変

流

器

に

貫

通

さ

せ

る

変

流

器

に

あ

っ

て

は
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、

当

該

変

流

器

の

定

格

電

圧

以

下

の

任

意

の

電

圧

と

す

る

。

）

で

短

絡

力

率

が

〇

・

三

か

ら

〇

・

四

ま

で

の

二

千

五

百

ア

ン

ペ

で

短

絡

力

率

が

〇

・

三

か

ら

〇

・

四

ま

で

の

二

千

五

百

ア

ン

ペ

ア

の

電

流

を

二

分

間

隔

で

約

〇

・

〇

二

秒

間

二

回

流

し

た

場

合

ア

の

電

流

を

二

分

間

隔

で

約

〇

・

〇

二

秒

間

二

回

流

し

た

場

合

、

構

造

又

は

第

十

一

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

、

構

造

又

は

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

過

漏

電

試

験

）

（

過

漏

電

試

験

）

第

十

五

条

変

流

器

は

、

一

の

電

線

を

変

流

器

に

取

り

付

け

た

別

第

十

四

条

変

流

器

は

、

一

の

電

線

を

変

流

器

に

取

り

付

け

た

図

第

三

の

回

路

を

設

け

、

出

力

端

子

に

負

荷

抵

抗

を

接

続

し

た

回

路

を

設

け

、

出

力

端

子

に

負

荷

抵

抗

を

接

続

し

た

状

態

で

当

該

一

の

電

線

に

変

流

器

の

定

格

電

圧

の

数

値

の

二

十

状

態

で

当

該

一

の

電

線

に

変

流

器

の

定

格

電

圧

の

数

値

の

二

十

パ

ー

セ

ン

ト

の

数

値

を

電

流

値

と

す

る

電

流

を

五

分

間

流

し

た

パ

ー

セ

ン

ト

の

数

値

を

電

流

値

と

す

る

電

流

を

五

分

間

流

し

た

場

合

、

構

造

又

は

第

十

一

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

場

合

、

構

造

又

は

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

老

化

試

験

）

（

老

化

試

験

）

第

十

六

条

変

流

器

は

、

六

十

五

度

の

温

度

の

空

気

中

に

三

十

日

第

十

五

条

変

流

器

は

、

六

十

五

度

の

温

度

の

空

気

中

に

三

十

日

間

放

置

し

た

場

合

、

構

造

又

は

第

十

一

条

の

機

能

に

異

常

を

生

間

放

置

し

た

場

合

、

構

造

又

は

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

防

水

試

験

）

（

防

水

試

験

）

第

十

七

条

屋

外

型

変

流

器

は

、

温

度

六

十

五

度

の

清

水

に

十

五

第

十

六

条

屋

外

型

変

流

器

は

、

温

度

六

十

五

度

の

清

水

に

十

五

分

間

浸

し

、

温

度

零

度

の

塩

化

ナ

ト

リ

ウ

ム

の

飽

和

水

溶

液

に

分

間

浸

し

、

温

度

零

度

の

塩

化

ナ

ト

リ

ウ

ム

の

飽

和

水

溶

液

に

十

五

分

間

浸

す

操

作

を

二

回

繰

り

返

し

行

っ

た

後

、

次

の

各

号

十

五

分

間

浸

す

操

作

を

二

回

繰

り

返

し

行

つ

た

場

合

、

機

能

に

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

飽

和

水

溶

液

に

浸

し

て

あ

る

状

態

で

第

二

十

条

の

試

験

に

（

新

設

）

適

合

す

る

こ

と

。

二

飽

和

水

溶

液

か

ら

取

り

出

し

た

状

態

で

第

二

十

一

条

の

試

（

新

設

）

験

に

適

合

し

、

か

つ

、

構

造

又

は

第

十

一

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

こ

と

。
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（

振

動

試

験

）

（

振

動

試

験

）

第

十

八

条

変

流

器

は

、

全

振

幅

四

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

で

毎

分

千

回

第

十

七

条

変

流

器

は

、

全

振

幅

四

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

で

毎

分

千

回

の

振

動

を

任

意

の

方

向

に

六

十

分

間

連

続

し

て

与

え

た

場

合

、

の

振

動

を

任

意

の

方

向

に

六

十

分

間

連

続

し

て

与

え

た

場

合

、

構

造

又

は

第

十

一

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

構

造

又

は

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

衝

撃

試

験

）

（

衝

撃

試

験

）

第

十

九

条

変

流

器

は

、

任

意

の

方

向

に

標

準

重

力

加

速

度

の

五

第

十

八

条

変

流

器

は

、

任

意

の

方

向

に

標

準

重

力

加

速

度

の

五

十

倍

の

加

速

度

の

衝

撃

を

五

回

加

え

た

場

合

、

構

造

又

は

第

十

十

倍

の

加

速

度

の

衝

撃

を

五

回

加

え

た

場

合

、

一

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

。

（

絶

縁

抵

抗

試

験

）

（

絶

縁

抵

抗

試

験

）

第

二

十

条

変

流

器

は

、

一

次

巻

線

と

二

次

巻

線

と

の

間

及

び

一

第

十

九

条

変

流

器

は

、

一

次

巻

線

と

二

次

巻

線

と

の

間

及

び

一

次

巻

線

又

は

二

次

巻

線

と

外

部

金

属

部

と

の

間

の

絶

縁

抵

抗

を

次

巻

線

又

は

二

次

巻

線

と

外

部

金

属

部

と

の

間

の

絶

縁

抵

抗

を

直

流

五

百

ボ

ル

ト

の

絶

縁

抵

抗

計

で

測

定

し

た

値

が

五

メ

ガ

オ

直

流

五

百

ボ

ル

ト

の

絶

縁

抵

抗

計

で

測

定

し

た

値

が

五

メ

ガ

オ

ー

ム

以

上

の

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ー

ム

以

上

の

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

絶

縁

耐

力

試

験

）

（

絶

縁

耐

力

試

験

）

第

二

十

一

条

前

条

の

試

験

部

の

絶

縁

耐

力

は

、

五

十

ヘ

ル

ツ

又

第

二

十

条

前

条

の

試

験

部

の

絶

縁

耐

力

は

、

五

十

ヘ

ル

ツ

又

は

六

十

ヘ

ル

ツ

の

正

弦

波

に

近

い

実

効

電

圧

千

五

百

ボ

ル

ト

（

は

六

十

ヘ

ル

ツ

の

正

弦

波

に

近

い

実

効

電

圧

千

五

百

ボ

ル

ト

（

警

戒

電

路

電

圧

が

二

百

五

十

ボ

ル

ト

を

超

え

る

場

合

は

、

警

戒

警

戒

電

路

電

圧

が

二

百

五

十

ボ

ル

ト

を

超

え

る

場

合

は

、

警

戒

電

路

電

圧

に

二

を

乗

じ

て

得

た

値

に

千

ボ

ル

ト

を

加

え

た

値

）

電

路

電

圧

に

二

を

乗

じ

て

得

た

値

に

千

ボ

ル

ト

を

加

え

た

値

）

の

交

流

電

圧

を

加

え

た

場

合

、

一

分

間

こ

れ

に

耐

え

る

も

の

で

の

交

流

電

圧

を

加

え

た

場

合

、

一

分

間

こ

れ

に

耐

え

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

衝

撃

波

耐

電

圧

試

験

）

（

衝

撃

波

耐

電

圧

試

験

）

第

二

十

二

条

変

流

器

は

、

一

次

巻

線

（

警

戒

電

路

の

電

線

を

変

第

二

十

一

条

変

流

器

は

、

一

次

巻

線

流

器

に

貫

通

さ

せ

る

変

流

器

に

あ

っ

て

は

、

当

該

警

戒

電

路

と

す

る

。

）

と

外

部

金

属

部

と

の

間

及

び

一

次

巻

線

の

相

互

間

に

と

外

部

金

属

部

と

の

間

及

び

一

次

巻

線

の

相

互

間

に
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波

高

値

六

キ

ロ

ボ

ル

ト

、

波

頭

長

〇

・

五

マ

イ

ク

ロ

秒

か

ら

一

波

高

値

六

キ

ロ

ボ

ル

ト

、

波

頭

長

〇

・

五

マ

イ

ク

ロ

秒

か

ら

一

・

五

マ

イ

ク

ロ

秒

ま

で

、

及

び

波

尾

長

三

十

二

マ

イ

ク

ロ

秒

か

・

五

マ

イ

ク

ロ

秒

ま

で

、

及

び

波

尾

長

三

十

二

マ

イ

ク

ロ

秒

か

ら

四

十

八

マ

イ

ク

ロ

秒

ま

で

の

衝

撃

波

電

圧

を

正

負

そ

れ

ぞ

れ

ら

四

十

八

マ

イ

ク

ロ

秒

ま

で

の

衝

撃

波

電

圧

を

正

負

そ

れ

ぞ

れ

一

回

加

え

た

場

合

、

構

造

又

は

第

十

一

条

の

機

能

に

異

常

を

生

一

回

加

え

た

場

合

、

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

電

圧

降

下

防

止

試

験

）

（

電

圧

降

下

防

止

試

験

）

第

二

十

三

条

変

流

器

（

警

戒

電

路

の

電

線

を

当

該

変

流

器

に

貫

第

二

十

二

条

変

流

器

（

警

戒

電

路

の

電

線

を

当

該

変

流

器

に

貫

通

さ

せ

る

も

の

を

除

く

。

）

は

、

警

戒

電

路

に

定

格

電

流

を

流

通

さ

せ

る

も

の

を

除

く

。

）

は

、

警

戒

電

路

に

定

格

電

流

を

流

し

た

場

合

、

そ

の

警

戒

電

路

の

電

圧

降

下

は

、

〇

・

五

ボ

ル

ト

し

た

場

合

、

そ

の

警

戒

電

路

の

電

圧

降

下

は

、

〇

・

五

ボ

ル

ト

以

下

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

以

下

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

三

章

受

信

機

第

三

章

受

信

機

（

受

信

機

の

構

造

）

（

受

信

機

の

構

造

）

第

二

十

四

条

受

信

機

の

構

造

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

第

二

十

三

条

受

信

機

の

構

造

は

、

次

の

各

号

に

適

合

す

る

も

の

に

よ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

電

源

を

表

示

す

る

装

置

を

設

け

る

こ

と

。

こ

の

場

合

に

お

一

電

源

を

表

示

す

る

装

置

を

設

け

る

こ

と

。

た

だ

し

、

二

級

い

て

、

漏

電

表

示

の

色

と

明

ら

か

に

区

別

で

き

る

こ

と

。

の

も

の

に

あ

つ

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

二

受

信

機

の

電

源

入

力

側

及

び

受

信

機

か

ら

外

部

の

音

響

装

二

受

信

機

の

電

源

入

力

側

及

び

受

信

機

か

ら

外

部

の

音

響

装

置

、

表

示

灯

等

に

対

し

直

接

電

力

を

供

給

す

る

よ

う

に

構

成

置

、

表

示

灯

等

に

対

し

直

接

電

力

を

供

給

す

る

よ

う

に

構

成

さ

れ

た

回

路

に

は

、

外

部

回

路

に

短

絡

を

生

じ

た

場

合

に

お

さ

れ

た

回

路

に

は

、

外

部

回

路

に

短

絡

を

生

じ

た

場

合

に

お

い

て

も

有

効

に

保

護

で

き

る

措

置

が

講

じ

ら

れ

て

い

る

こ

と

い

て

も

有

効

に

保

護

で

き

る

措

置

が

講

じ

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

。

た

だ

し

、

二

級

の

も

の

の

電

源

入

力

側

に

あ

っ

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

三

感

度

調

整

装

置

以

外

の

感

度

調

整

部

は

、

ケ

ー

ス

の

外

面

三

感

度

調

整

装

置

以

外

の

感

度

調

整

部

は

、

ケ

ー

ス

の

外

面

に

露

出

し

な

い

こ

と

。

に

露

出

し

な

い

こ

と

。

（

試

験

装

置

）

（

試

験

装

置

）

第

二

十

五

条

受

信

機

に

は

、

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

変

第

二

十

四

条

受

信

機

に

は

、

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

変
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流

器

の

設

計

出

力

電

圧

の

二

・

五

倍

以

下

の

電

圧

を

そ

の

入

力

流

器

の

設

計

出

力

電

圧

の

二

・

五

倍

以

下

の

電

圧

を

そ

の

入

力

端

子

に

加

え

る

こ

と

が

で

き

る

試

験

装

置

及

び

端

子

に

加

え

る

こ

と

が

で

き

る

試

験

装

置

及

び

一

級

の

も

の

に

変

流

器

に

至

る

外

部

配

線

の

断

線

の

有

無

を

試

験

で

あ

つ

て

は

変

流

器

に

至

る

外

部

配

線

の

断

線

の

有

無

を

試

験

で

き

る

試

験

装

置

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

き

る

試

験

装

置

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

前

項

の

試

験

装

置

は

、

次

の

各

号

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

２

前

項

の

試

験

装

置

は

、

次

の

各

号

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

受

信

機

の

前

面

に

お

い

て

手

動

に

よ

り

容

易

に

試

験

で

き

一

受

信

機

の

前

面

に

お

い

て

手

動

に

よ

り

容

易

に

試

験

で

き

る

こ

と

。

る

こ

と

。

二

試

験

後

定

位

置

に

復

す

る

操

作

を

忘

れ

な

い

よ

う

に

適

当

二

試

験

後

定

位

置

に

復

す

る

操

作

を

忘

れ

な

い

よ

う

に

適

当

な

方

法

が

講

じ

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

な

方

法

が

講

じ

ら

れ

て

い

る

こ

と

。

三

集

合

型

受

信

機

に

係

る

も

の

に

あ

っ

て

は

、

前

二

号

に

定

三

集

合

型

受

信

機

に

係

る

も

の

に

あ

つ

て

は

、

前

二

号

に

定

め

る

ほ

か

回

線

ご

と

に

試

験

で

き

る

こ

と

。

め

る

ほ

か

回

線

ご

と

に

試

験

で

き

る

こ

と

。

（

漏

電

表

示

）

（

漏

電

表

示

）

第

二

十

六

条

受

信

機

は

、

変

流

器

か

ら

送

信

さ

れ

た

信

号

を

受

第

二

十

五

条

受

信

機

は

、

変

流

器

か

ら

送

信

さ

れ

た

信

号

を

受

信

し

た

場

合

、

赤

色

の

表

示

及

び

音

響

信

号

に

よ

り

漏

電

を

自

信

し

た

場

合

、

赤

色

の

表

示

及

び

音

響

信

号

に

よ

り

漏

電

を

自

動

的

に

表

示

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

動

的

に

表

示

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

遮

断

機

構

を

有

す

る

も

の

に

あ

つ

て

は

、

遮

断

後

も

漏

電

し

た

旨

の

赤

色

表

示

が

継

続

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

受

信

機

の

機

能

）

（

受

信

機

の

機

能

）

第

二

十

七

条

受

信

機

は

、

別

図

第

四

の

試

験

回

路

に

第

二

十

六

条

互

換

性

型

受

信

機

は

、

お

い

て

、

信

号

入

力

回

路

に

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

変

信

号

入

力

回

路

に

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

変

流

器

の

設

計

出

力

電

圧

の

五

十

二

パ

ー

セ

ン

ト

の

電

圧

を

加

え

流

器

の

設

計

出

力

電

圧

の

五

十

二

パ

ー

セ

ン

ト

の

電

圧

を

加

え

た

場

合

、

三

十

秒

以

内

で

作

動

せ

ず

、

か

つ

、

公

称

作

動

電

流

た

場

合

、

三

十

秒

以

内

で

作

動

せ

ず

、

か

つ

、

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

変

流

器

の

設

計

出

力

電

圧

の

七

十

五

パ

ー

セ

ン

値

に

対

応

す

る

変

流

器

の

設

定

出

力

電

圧

の

七

十

五

パ

ー

セ

ン

ト

の

電

圧

を

加

え

た

場

合

、

一

秒

ト

の

電

圧

を

加

え

た

場

合

、

一

秒

（

遮

断

機

構

を

有

す

る

も

の

以

内

に

作

動

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

に

あ

つ

て

は

〇

・

二

秒

）

以

内

に

作

動

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

ら

な

い

。
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（

削

る

）

２

非

互

換

性

型

受

信

機

は

、

信

号

入

力

回

路

に

公

称

作

動

電

流

値

の

四

十

二

パ

ー

セ

ン

ト

に

対

応

す

る

変

流

器

の

設

計

出

力

電

圧

を

加

え

た

場

合

、

三

十

秒

以

内

で

作

動

せ

ず

、

か

つ

、

公

称

作

動

電

流

値

に

対

応

す

る

変

流

器

の

設

計

出

力

電

圧

を

加

え

た

場

合

、

一

秒

（

遮

断

機

構

を

有

す

る

も

の

に

あ

つ

て

は

〇

・

二

秒

）

以

内

に

作

動

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

集

合

型

受

信

機

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

次

の

各

号

３

集

合

型

受

信

機

は

、

前

二

項

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

次

の

各

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

号

に

適

合

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

漏

洩

電

流

の

発

生

し

た

警

戒

電

路

を

明

確

に

表

示

す

る

装

一

漏

洩

電

流

の

発

生

し

た

警

戒

電

路

を

明

確

に

表

示

す

る

装

置

を

設

け

る

こ

と

。

置

を

設

け

る

こ

と

。

二

前

号

に

規

定

す

る

装

置

は

、

警

戒

電

路

を

遮

断

さ

れ

た

場

二

前

号

に

規

定

す

る

装

置

は

、

警

戒

電

路

を

遮

断

さ

れ

た

場

合

、

漏

洩

電

流

の

発

生

し

た

警

戒

電

路

の

表

示

が

継

続

し

て

合

、

漏

洩

電

流

の

発

生

し

た

警

戒

電

路

の

表

示

が

継

続

し

て

行

え

る

こ

と

。

行

え

る

こ

と

。

三

二

の

警

戒

電

路

で

漏

洩

電

流

が

同

時

に

発

生

し

た

場

合

、

三

二

の

警

戒

電

路

で

漏

洩

電

流

が

同

時

に

発

生

し

た

場

合

、

漏

電

表

示

及

び

警

戒

電

路

の

表

示

を

行

う

こ

と

。

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

こ

と

。

四

二

以

上

の

警

戒

電

路

で

漏

洩

電

流

が

連

続

し

て

発

生

し

た

四

二

以

上

の

警

戒

電

路

で

漏

洩

電

流

が

連

続

し

て

発

生

し

た

場

合

、

最

大

負

荷

に

耐

え

る

容

量

を

有

す

る

こ

と

。

場

合

、

最

大

負

荷

に

耐

え

る

容

量

を

有

す

る

こ

と

。

（

電

源

電

圧

変

動

試

験

）

（

電

源

電

圧

変

動

試

験

）

第

二

十

八

条

受

信

機

は

、

電

源

電

圧

を

受

信

機

の

定

格

電

圧

の

第

二

十

七

条

受

信

機

は

、

電

源

電

圧

を

受

信

機

の

定

格

電

圧

の

九

十

パ

ー

セ

ン

ト

か

ら

百

十

パ

ー

セ

ン

ト

ま

で

の

範

囲

で

変

化

九

十

パ

ー

セ

ン

ト

か

ら

百

十

パ

ー

セ

ン

ト

ま

で

の

範

囲

で

変

化

さ

せ

た

場

合

、

前

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

さ

せ

た

場

合

、

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

周

囲

温

度

試

験

）

（

温

度

特

性

試

験

）

第

二

十

九

条

受

信

機

は

、

零

下

十

度

及

び

四

十

度

の

周

囲

第

二

十

八

条

受

信

機

は

、

零

下

十

度

か

ら

四

十

度

ま

で

の

周

囲

温

度

に

そ

れ

ぞ

れ

十

二

時

間

以

上

放

置

し

た

後

、

い

ず

れ

も

構

温

度

に

お

い

て

造

又

は

第

二

十

七

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

れ

ば

な

ら

な

い

。
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（

過

入

力

電

圧

試

験

）

（

過

入

力

電

圧

試

験

）

第

三

十

条

受

信

機

は

、

別

図

第

五

の

試

験

回

路

に

お

い

て

、

信

第

二

十

九

条

受

信

機

は

、

信

号

入

力

回

路

に

五

十

ボ

ル

ト

の

電

圧

を

変

流

器

の

イ

ン

ピ

ー

ダ

号

入

力

回

路

に

五

十

ボ

ル

ト

の

電

圧

を

変

流

器

の

イ

ン

ピ

ー

ダ

ン

ス

に

相

当

す

る

抵

抗

を

介

し

て

五

分

間

加

え

た

場

合

、

漏

電

ン

ス

に

相

当

す

る

抵

抗

を

介

し

て

五

分

間

加

え

た

場

合

、

漏

電

表

示

を

し

、

か

つ

、

構

造

又

は

第

二

十

七

条

の

機

能

に

異

常

を

表

示

を

し

、

か

つ

、

構

造

又

は

機

能

に

異

常

を

生

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

削

る

）

（

引

き

は

ず

し

自

由

試

験

）

第

三

十

条

遮

断

機

構

を

有

す

る

受

信

機

は

、

警

戒

電

路

に

変

流

器

の

定

格

電

圧

を

加

え

、

開

閉

部

を

閉

路

の

状

態

に

し

て

第

二

十

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

試

験

装

置

に

よ

る

試

験

を

行

つ

た

場

合

、

開

閉

部

の

引

き

は

ず

し

が

自

由

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

繰

返

し

試

験

）

（

繰

返

し

試

験

）

第

三

十

一

条

受

信

機

は

、

受

信

機

の

定

格

電

圧

で

一

万

回

の

漏

第

三

十

一

条

受

信

機

は

、

受

信

機

の

定

格

電

圧

で

一

万

回

の

漏

電

作

動

を

行

っ

た

場

合

、

構

造

又

は

第

二

十

七

条

の

機

能

に

異

電

作

動

を

行

つ

た

場

合

、

構

造

又

は

機

能

に

異

常

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

振

動

試

験

）

（

振

動

試

験

）

第

三

十

二

条

受

信

機

は

、

通

電

状

態

に

お

い

て

全

振

幅

一

ミ

リ

第

三

十

二

条

受

信

機

は

、

通

電

状

態

に

お

い

て

全

振

幅

一

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

で

毎

分

千

回

の

振

動

を

任

意

の

方

向

に

十

分

間

連

続

メ

ー

ト

ル

で

毎

分

千

回

の

振

動

を

任

意

の

方

向

に

十

分

間

連

続

し

て

与

え

た

場

合

、

誤

作

動

（

漏

洩

電

流

以

外

の

原

因

に

基

づ

し

て

与

え

た

場

合

、

誤

作

動

（

漏

洩

電

流

以

外

の

原

因

に

基

づ

く

作

動

を

い

う

。

）

し

く

作

動

を

い

う

。

第

三

十

六

条

第

二

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

し

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

受

信

機

は

、

無

通

電

状

態

に

お

い

て

全

振

動

四

ミ

リ

メ

ー

ト

２

受

信

機

は

、

無

通

電

状

態

に

お

い

て

全

振

動

四

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

で

毎

分

千

回

の

振

動

を

任

意

の

方

向

に

六

十

分

間

連

続

し

て

ル

で

毎

分

千

回

の

振

動

を

任

意

の

方

向

に

六

十

分

間

連

続

し

て

与

え

た

場

合

、

構

造

又

は

第

二

十

七

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

与

え

た

場

合

、

構

造

又

は

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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（

衝

撃

試

験

）

（

衝

撃

試

験

）

第

三

十

三

条

受

信

機

は

、

任

意

の

方

向

に

標

準

重

力

加

速

度

の

第

三

十

三

条

受

信

機

は

、

任

意

の

方

向

に

標

準

重

力

加

速

度

の

五

十

倍

の

加

速

度

の

衝

撃

を

五

回

加

え

た

場

合

、

構

造

又

は

第

五

十

倍

の

加

速

度

の

衝

撃

を

五

回

加

え

た

場

合

、

二

十

七

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

い

。

（

絶

縁

抵

抗

試

験

）

（

絶

縁

抵

抗

試

験

）

第

三

十

四

条

受

信

機

は

、

充

電

部

と

そ

れ

を

収

め

る

金

属

ケ

ー

第

三

十

四

条

受

信

機

は

、

充

電

部

と

そ

れ

を

収

め

る

ケ

ー

ス

（

絶

縁

性

の

あ

る

ケ

ー

ス

の

外

部

に

金

属

製

の

化

粧

銘

板

等

ス

の

部

品

を

取

り

付

け

た

も

の

を

含

む

。

）

と

の

間

と

の

間

及

び

遮

断

機

構

の

開

閉

部

（

開

路

の

状

態

で

は

同

極

の

電

源

端

子

と

負

荷

側

端

子

と

の

間

、

閉

路

の

状

態

で

は

充

電

部

と

ハ

ン

ド

ル

と

の

間

の

絶

縁

抵

抗

を

直

流

五

百

ボ

ル

ト

の

絶

縁

抵

抗

計

で

測

定

し

）

の

絶

縁

抵

抗

を

直

流

五

百

ボ

ル

ト

の

絶

縁

抵

抗

計

で

測

定

し

た

値

が

五

メ

ガ

オ

ー

ム

以

上

の

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

値

が

五

メ

ガ

オ

ー

ム

以

上

の

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

絶

縁

耐

力

試

験

）

（

絶

縁

耐

力

試

験

）

第

三

十

五

条

前

条

の

試

験

部

の

絶

縁

耐

力

は

、

五

十

ヘ

ル

ツ

又

第

三

十

五

条

前

条

の

試

験

部

の

絶

縁

耐

力

は

、

五

十

ヘ

ル

ツ

又

は

六

十

ヘ

ル

ツ

の

正

弦

波

に

近

い

実

効

電

圧

五

百

ボ

ル

ト

（

定

は

六

十

ヘ

ル

ツ

の

正

弦

波

に

近

い

実

効

電

圧

五

百

ボ

ル

ト

（

定

格

電

圧

（

一

次

側

の

充

電

部

に

あ

っ

て

は

一

次

側

の

定

格

電

圧

格

電

圧

（

一

次

側

の

充

電

部

に

あ

つ

て

は

一

次

側

の

定

格

電

圧

、

二

次

側

の

充

電

部

に

あ

っ

て

は

二

次

側

の

定

格

電

圧

（

以

下

、

二

次

側

の

充

電

部

に

あ

つ

て

は

二

次

側

の

定

格

電

圧

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

）

が

三

十

ボ

ル

ト

を

超

え

百

五

十

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

）

が

三

十

ボ

ル

ト

を

超

え

百

五

十

ボ

ル

ト

以

下

の

部

分

に

つ

い

て

は

千

ボ

ル

ト

、

百

五

十

ボ

ル

ト

ボ

ル

ト

以

下

の

部

分

に

つ

い

て

は

千

ボ

ル

ト

、

百

五

十

ボ

ル

ト

を

超

え

る

部

分

に

つ

い

て

は

定

格

電

圧

に

二

を

乗

じ

て

得

た

値

を

超

え

る

部

分

に

つ

い

て

は

定

格

電

圧

に

二

を

乗

じ

て

得

た

値

に

千

ボ

ル

ト

を

加

え

た

値

）

の

交

流

電

圧

を

加

え

た

場

合

、

一

に

千

ボ

ル

ト

を

加

え

た

値

）

の

交

流

電

圧

を

加

え

た

場

合

、

一

分

間

こ

れ

に

耐

え

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

分

間

こ

れ

に

耐

え

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

衝

撃

波

耐

電

圧

試

験

）

（

衝

撃

波

耐

電

圧

試

験

）

第

三

十

六

条

受

信

機

は

、

別

図

第

六

の

試

験

回

路

に

お

い

て

、

第

三

十

六

条

受

信

機

は

、

電

源

異

極

端

子

の

間

及

び

電

源

端

子

と

ケ

ー

ス

と

の

間

に

波

高

電

源

異

極

端

子

の

間

及

び

電

源

端

子

と

ケ

ー

ス

と

の

間

に

波

高

値

六

キ

ロ

ボ

ル

ト

、

波

頭

長

〇

・

五

マ

イ

ク

ロ

秒

か

ら

一

・

五

値

六

キ

ロ

ボ

ル

ト

、

波

頭

長

〇

・

五

マ

イ

ク

ロ

秒

か

ら

一

・

五
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マ

イ

ク

ロ

秒

ま

で

及

び

波

尾

長

三

十

二

マ

イ

ク

ロ

秒

か

ら

四

十

マ

イ

ク

ロ

秒

ま

で

及

び

波

尾

長

三

十

二

マ

イ

ク

ロ

秒

か

ら

四

十

八

マ

イ

ク

ロ

秒

ま

で

の

衝

撃

波

電

圧

を

正

負

そ

れ

ぞ

れ

一

回

加

八

マ

イ

ク

ロ

秒

ま

で

の

衝

撃

波

電

圧

を

正

負

そ

れ

ぞ

れ

一

回

加

え

た

場

合

、

構

造

又

は

第

二

十

七

条

の

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

え

た

場

合

、

機

能

に

異

常

を

生

じ

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

削

る

）

２

遮

断

機

構

は

、

前

項

の

試

験

に

お

い

て

誤

作

動

し

な

い

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

四

章

雑

則

第

四

章

雑

則

（

基

準

の

特

例

）

（

基

準

の

特

例

）

第

三

十

七

条

新

た

な

技

術

開

発

に

係

る

漏

電

火

災

警

報

器

の

変

第

三

十

七

条

新

た

な

技

術

開

発

に

係

る

漏

電

火

災

警

報

器

の

変

流

器

及

び

受

信

機

に

つ

い

て

、

そ

の

形

状

、

構

造

、

材

質

及

び

流

器

及

び

受

信

機

に

つ

い

て

、

そ

の

形

状

、

構

造

、

材

質

及

び

性

能

か

ら

判

断

し

て

、

こ

の

省

令

の

規

定

に

適

合

す

る

も

の

と

性

能

か

ら

判

断

し

て

、

こ

の

省

令

の

規

定

に

適

合

す

る

も

の

と

同

等

以

上

の

性

能

が

あ

る

と

総

務

大

臣

が

認

め

た

場

合

は

、

こ

同

等

以

上

の

性

能

が

あ

る

と

総

務

大

臣

が

認

め

た

場

合

は

、

こ

の

省

令

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

総

務

大

臣

が

定

め

る

技

術

上

の

省

令

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

総

務

大

臣

が

定

め

る

技

術

上

の

規

格

に

よ

る

こ

と

が

で

き

る

。

の

規

格

に

よ

る

こ

と

が

で

き

る

。
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○
総
務
省
令
第
二
十
五
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第

三
十
七
号
）
第
五
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定

め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
消
防
法
施
行
令
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（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を

定
め
、
並
び
に
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
号
及
び
同
条
第
二
号
中
「
（
煙
を
感
知
す

る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
二
条
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
の
二

定
温
式
住
宅
用
防
災
警
報
器

一
局
所
の
周
囲
の
温
度
が
一
定
の
温
度
以
上
に
な
つ
た
と
き
に
火
災
警
報
を
発

す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
を
い
う
。

四
の
三

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器

住
宅
用
防
災
警
報
器
で
、
火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
場
合
に
火
災
の
発
生
し
た

旨
の
信
号
（
以
下
「
火
災
信
号
」
と
い
う
。
）
を
他
の
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
発
信
す
る
機
能
及
び
他
の
住
宅
用
防
災

警
報
器
か
ら
の
火
災
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
火
災
警
報
を
発
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

第
三
条
中
第
一
号
を
第
一
号
の
二
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

感
知
部
は
、
火
災
の
発
生
を
煙
又
は
熱
に
よ
り
感
知
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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三
の
二

ほ
こ
り
又
は
湿
気
に
よ
り
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

第
三
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

無
極
性
の
も
の
を
除
き
、
誤
接
続
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
三
条
第
十
号
イ
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
「
七
十
デ
シ
ベ
ル
」
の
下
に
「
（
音
圧
を
五
デ
シ
ベ
ル
単
位
で

増
加
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
増
加
後
の
音
圧
。
以
下
「
公
称
音
圧
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

十
の
二

火
災
警
報
以
外
の
音
響
を
発
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
火
災
の
発
生
を
有
効
に
報
知
す
る
こ
と

を
妨
げ
な
い
こ
と
。

第
三
条
第
十
一
号
イ
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
池
の
有
効
期
間
が
本
体
の
有
効
期
間
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
条
第
十
四
号
中
「
感
知
部
」
を
「
イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
光
電
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
知
部
」

に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
六

自
動
試
験
機
能
を
有
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。



- 4 -

イ

自
動
試
験
機
能
は
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
機
能
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ

、
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
知
部
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

イ
の
確
認
に
要
す
る
時
間
は
、
六
十
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
機
能
の
確
認
中
で
あ
つ
て
も
火
災
を
感
知

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ハ

機
能
が
異
常
と
な
つ
た
こ
と
を
七
十
二
時
間
以
上
点
滅
表
示
等
に
よ
り
自
動
的
に
表
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
七
十

二
時
間
以
上
音
響
に
よ
り
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

第
三
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十
八

接
点
間
隔
の
調
整
部
そ
の
他
の
調
整
部
は
、
調
整
後
変
動
し
な
い
よ
う
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
九

定
温
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
知
部
は
、
機
能
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
傷
、
ひ
ず
み
等
を
生

じ
な
い
こ
と
。

二
十

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
場
合
に
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら
発
信
す
る
火
災
信
号
は
、
他
の
連
動
型
住
宅

用
防
災
警
報
器
に
確
実
に
信
号
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ロ

他
の
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら
発
せ
ら
れ
た
火
災
信
号
を
、
確
実
に
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ハ

ロ
に
よ
り
火
災
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
、
確
実
に
火
災
警
報
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

ス
イ
ッ
チ
の
操
作
に
よ
り
火
災
警
報
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

ス
イ
ッ
チ
の
操
作
に
よ
り
火
災
警
報
を
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
連
動
型
住
宅
用

(イ)
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
十
五
分
以
内
に
、
そ
れ
以
外
の
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
速
や
か
に
、

自
動
的
に
適
正
な
監
視
状
態
に
復
旧
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
火
災
警
報
を
、
そ
れ
以
外
の
連
動
型
住
宅
防
災
警
報

(ロ)
器
の
ス
イ
ッ
チ
操
作
に
よ
り
停
止
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

無
線
設
備
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

無
線
設
備
は
、
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
十
七
に

(イ)
規
定
す
る
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
る
こ
と
。

発
信
さ
れ
る
信
号
の
電
界
強
度
の
値
は
、
当
該
住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て

(ロ)
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設
計
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

電
波
を
受
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位

(ハ)
置
か
ら
発
信
さ
れ
る
信
号
を
受
信
で
き
る
最
低
の
電
界
強
度
の
値
が
設
計
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

無
線
設
備
に
お
け
る
火
災
信
号
の
受
信
及
び
発
信
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

(ニ)
⑴

火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
無
線
設
備
が
火
災
信
号
を
受
信
し
て
か
ら
発
信
す
る
ま
で

の
所
要
時
間
が
五
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

⑵

無
線
設
備
が
火
災
信
号
の
受
信
を
継
続
し
て
い
る
間
は
、
断
続
的
に
当
該
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
他
の
住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら
火
災
を
受
信
し
た
旨
を
確
認
で
き
る
機
能
又
は
こ
れ
に
類
す
る
機
能
を
有
す

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

火
災
信
号
の
発
信
を
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

(ホ)

他
の
機
器
と
識
別
で
き
る
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。

(ヘ)

第
五
条
第
一
項
中
第
一
号
を
第
一
号
の
三
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

電
源
電
圧
変
動
試
験

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
電
源
の
電
圧
が
定
格
電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
十
パ
ー
セ
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ン
ト
以
下
の
範
囲
内
（
他
の
住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら
電
力
を
供
給
さ
れ
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
又
は
電
池
を
用
い
る

住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
供
給
さ
れ
る
電
力
に
係
る
電
圧
変
動
の
下
限
値
以
上
上
限
値
以
下
）
で
変
動
し
た

場
合
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

一
の
二

消
費
電
流
測
定
試
験

電
源
に
電
池
を
用
い
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
定
格
電
圧
に
お
い
て
消
費
電
流
を
測

定
し
た
場
合
、
設
計
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
四
十
度
以
下
」
の
下
に
「
（
十
度
単
位
で
拡
大
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
拡
大
後
の
温
度
範

囲
。
以
下
「
使
用
温
度
範
囲
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二

滴
下
試
験

住
宅
用
防
災
警
報
器
（
端
子
又
は
電
線
（
端
子
に
代
え
て
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
な
い

も
の
及
び
自
動
試
験
機
能
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
通
電
状
態
に
お
い
て
、
当
該
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
基
板

面
に
清
水
を
五
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
毎
分
の
割
合
で
滴
下
す
る
試
験
を
行
つ
た
場
合
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ

と
。

第
五
条
第
一
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
二

粉
塵
試
験

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
通
電
状
態
に
お
い
て
、
濃
度
が
減
光
率
で
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た



- 8 -

り
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
日
本
工

業
規
格

Ｚ

八
九
〇
一
の
五
種
を
含
む
空
気
に
十
五
分
間
触
れ
た
場
合
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
試
験
は
、
温
度
二
十
度
で
相
対
湿
度
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
状
態
で
行
う
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
第
一
号
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
八
・
二
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
」
を
「
三
〇
三
・
四
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
定
温
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
）

第
七
条
の
二

定
温
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

作
動
試
験

八
十
一
・
二
五
度
の
温
度
の
風
速
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
垂
直
気
流
に
投
入
し
た
と
き
、
四
十
秒
以
内
（

壁
面
に
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
式
で
定
め
る
時
間
ｔ
秒
以
内
）
で
火
災
警
報
を
発
す
る
こ
と
。

＝

（

（

）

）

（

）
ｔ

θ
40log10

1+
65-

r
/16.25

/log10
1+

65/16.25

注

は
室
温
（
度
）
を
表
す
。

θｒ
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二

不
作
動
試
験

五
十
度
の
風
速
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
垂
直
気
流
に
投
入
し
た
と
き
、
十
分
以
内
で
作
動
し
な
い
こ
と
。

２

第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
定
温
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
条
中
「
、
消
防
法
施
行
令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
」
を
「
消
防
法
施
行
令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
」
に
改

め
、
「
大
き
さ
と
し
」
の
下
に
「
、
第
十
一
号
の
表
示
は
外
面
に
表
示
し
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
住
宅
用
防
災
警
報

器
」
を
「
光
電
式
、
イ
オ
ン
化
式
又
は
定
温
式
の
別
及
び
住
宅
用
防
災
警
報
器
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

二

種
別
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
種
別

第
八
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

型
式
及
び
型
式
番
号

第
八
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二

取
扱
方
法
の
概
要
（
取
扱
説
明
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
表
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
八
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
連
動
型
と
い
う
文
字
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第
八
条
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

九

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
う
ち
、
無
線
設
備
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
無
線
式
と
い
う
文
字

十

電
源
に
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
電
池
の
種
類
及
び
電
圧

十
一

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十

二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
機
器
で
あ
る
旨
の
表
示

ロ

廃
棄
に
関
す
る
注
意
表
示

十
二

公
称
音
圧
（
公
称
音
圧
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

十
三

使
用
温
度
範
囲
（
使
用
温
度
範
囲
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

住
宅
用
防
災
警
報
器
（
無
極
性
の
も
の
を
除
く
。
）
に
用
い
る
端
子
板
に
は
、
端
子
記
号
を
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に

消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
二
項
を
削
る
。
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（
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
十
六
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ

無
線
設
備
に
お
け
る
火
災
信
号
の
受
信
及
び
発
信
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

⑴

火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
感
知
器
の
無
線
設
備
が
火
災
信
号
を
受
信
し
て
か
ら
発
信
す
る
ま
で
の
所
要
時
間
が

五
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

⑵

無
線
設
備
が
火
災
信
号
の
受
信
を
継
続
し
て
い
る
間
は
、
断
続
的
に
当
該
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

受
信
機
又
は
他
の
連
動
型
警
報
機
能
付
感
知
器
か
ら
火
災
を
受
信
し
た
旨
を
確
認
で
き
る
機
能
又
は
こ
れ
に
類
す

る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
中
継
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

中
継
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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第
三
条
第
一
項
第
十
六
号
ロ
⑵
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑵

無
線
設
備
が
火
災
信
号
の
受
信
を
継
続
し
て
い
る
間
は
、
断
続
的
に
当
該
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

受
信
機
か
ら
火
災
を
受
信
し
た
旨
を
確
認
で
き
る
機
能
又
は
こ
れ
に
類
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
住
宅
（
消
防
法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
住
宅
又
は
平
成

三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
を
開
始
す
る
住
宅
に
お

け
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
う
ち
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に

係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
の
二
、
第
八
条
及
び
第
十
一
条
の
規
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定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
規
格
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
又
は
消
防
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ

っ
て
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
を
申
請
し
て
い
る
火
災
報
知
設
備
の

感
知
器
及
び
発
信
機
並
び
に
中
継
器
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
感
知
器
及
び
発
信
機
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
型
式
承
認
は
、
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
規
格
に
よ
る
型
式

承
認
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
中
継
器
及
び
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
中
継
器
に
係
る
型
式
承
認
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
中

継
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
規
格
に
よ
る
型
式
承
認
と
み
な
す
。



住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
表

目

次

１

○

住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

○

火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

12

○

中
継
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

13
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○

住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号

二
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十

）
第
五
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災

七
号
）
第
五
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
係
る
技
術

報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

上
の
規
格
を
定
め
、
並
び
に
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
報
知
設

備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

一

住
宅
用
防
災
警
報
器

住
宅
（
消
防
法

一

住
宅
用
防
災
警
報
器

住
宅
（
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八

第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

十
六
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
お
け
る
火
災
の
発
生
を
未
然
に
又
は
早
期
に
感
知
し
、
及
び
報
知
す

）
に
お
け
る
火
災
の
発
生
を
未
然
に
又
は
早
期
に
感
知
し
、
及
び
報
知
す

る
警
報
器

で
あ
つ
て
、
感
知
部
、
警

る
警
報
器
（
煙
を
感
知
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
感
知
部
、
警

報
部
等
で
構
成
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

報
部
等
で
構
成
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

二

住
宅
用
防
災
報
知
設
備

住
宅
に
お
け
る
火
災
の
発
生
を
未
然
に
又
は

二

住
宅
用
防
災
報
知
設
備

住
宅
に
お
け
る
火
災
の
発
生
を
未
然
に
又
は

早
期
に
感
知
し
、
及
び
報
知
す
る
火
災
報
知
設
備

早
期
に
感
知
し
、
及
び
報
知
す
る
火
災
報
知
設
備
（
煙
を
感
知
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
感
知
器
（
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信

に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
感
知
器
（
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信

機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第

機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
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十
七
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
中
継
器
（
中

十
七
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
中
継
器
（
中

継
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令

継
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令

第
十
八
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
受
信
機
（

第
十
八
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
受
信
機
（

受
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省

受
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省

令
第
十
九
号
）
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
六
号
に
お

令
第
十
九
号
）
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
六
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
補
助
警
報
装
置
で
構
成
さ
れ
た
も
の
（
中
継
器
又
は

い
て
同
じ
。
）
及
び
補
助
警
報
装
置
で
構
成
さ
れ
た
も
の
（
中
継
器
又
は

補
助
警
報
装
置
を
設
け
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
中
継
器
又
は
補
助
警
報

補
助
警
報
装
置
を
設
け
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
中
継
器
又
は
補
助
警
報

装
置
を
除
く
。
）
を
い
う
。

装
置
を
除
く
。
）
を
い
う
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

四
の
二

定
温
式
住
宅
用
防
災
警
報
器

一
局
所
の
周
囲
の
温
度
が
一
定
の

温
度
以
上
に
な
つ
た
と
き
に
火
災
警
報
を
発
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
を

い
う
。

四
の
三

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器

住
宅
用
防
災
警
報
器
で
、
火
災
の

発
生
を
感
知
し
た
場
合
に
火
災
の
発
生
し
た
旨
の
信
号
（
以
下
「
火
災
信

号
」
と
い
う
。
）
を
他
の
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
発
信
す
る
機
能
及
び
他

の
住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら
の
火
災
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
火
災
警
報

を
発
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

（
構
造
及
び
機
能
）

（
構
造
及
び
機
能
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

一

感
知
部
は
、
火
災
の
発
生
を
煙
又
は
熱
に
よ
り
感
知
す
る
こ
と
。
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一
の
二

（
略
）

一

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

三
の
二

ほ
こ
り
又
は
湿
気
に
よ
り
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

五
の
二

無
極
性
の
も
の
を
除
き
、
誤
接
続
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）

十

（
略
）

十

（
略
）

イ

警
報
音
（
音
声
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
火
災

イ

警
報
音
（
音
声
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
火
災

警
報
を
発
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
お
け
る
音
圧
は
、
次

に

警
報
を
発
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
お
け
る
音
圧
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
の
電
圧
に
お
い
て
、
無

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
の
電
圧
に
お
い
て
、
無

響
室
で
警
報
部
の
中
心
か
ら
前
方
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
で
測
定
し

響
室
で
警
報
部
の
中
心
か
ら
前
方
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
で
測
定
し

た
値
が
、
七
十
デ
シ
ベ
ル
（
音
圧
を
五
デ
シ
ベ
ル
単
位
で
増
加
さ
せ
た

た
値
が
、
七
十
デ
シ
ベ
ル

場
合
に
お
い
て
は
、
増
加
後
の
音
圧
。
以
下
「
公
称
音
圧
」
と
い
う
。

）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
状
態
を
一
分
間
以
上
継
続
で
き
る
こ
と

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
状
態
を
一
分
間
以
上
継
続
で
き
る
こ
と

。

。

・

（
略
）

・

（
略
）

(イ)

(ロ)

(イ)

(ロ)

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

十
の
二

火
災
警
報
以
外
の
音
響
を
発
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て

は
、
火
災
の
発
生
を
有
効
に
報
知
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
。

十
一

電
源
に
電
池
を
用
い
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ

十
一

電
源
に
電
池
を
用
い
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ

る
こ
と
。

る
こ
と
。
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イ

電
池
の
交
換
が
容
易
に
で
き
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
池
の
有
効
期
間

イ

電
池
の
交
換
が
容
易
に
で
き
る
こ
と
。

が
本
体
の
有
効
期
間
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

十
二
・
十
三

（
略
）

十
二
・
十
三

（
略
）

十
四

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
光
電
式
住
宅
用
防
災
警
報
器

十
四

の
感
知
部
は
、
目
開
き
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
網
、
円
孔
板
等
に
よ
り

感
知
部
は
、
目
開
き
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
網
、
円
孔
板
等
に
よ
り

虫
の
侵
入
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

虫
の
侵
入
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
五

（
略
）

十
五

（
略
）

十
六

自
動
試
験
機
能
を
有
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
次
に

十
六

自
動
試
験
機
能
を
有
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
機
能

よ
る
こ
と
。

の
異
常
を
七
十
二
時
間
以
上
点
滅
表
示
等
に
よ
り
自
動
的
に
表
示
し
、
又

イ

自
動
試
験
機
能
は
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
機
能
に
有
害
な
影
響
を

は
そ
の
旨
を
七
十
二
時
間
以
上
音
響
に
よ
り
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
の

と
。

感
知
部
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

イ
の
確
認
に
要
す
る
時
間
は
、
六
十
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

、
機
能
の
確
認
中
で
あ
つ
て
も
火
災
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ハ

機
能
が
異
常
と
な
つ
た
こ
と
を
七
十
二
時
間
以
上
点
滅
表
示
等
に
よ

り
自
動
的
に
表
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
七
十
二
時
間
以
上
音
響
に
よ
り

伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
七

（
略
）

十
七

（
略
）

十
八

接
点
間
隔
の
調
整
部
そ
の
他
の
調
整
部
は
、
調
整
後
変
動
し
な
い
よ

う
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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十
九

定
温
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
知
部
は
、
機
能
に
有
害
な
影

響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
傷
、
ひ
ず
み
等
を
生
じ
な
い
こ
と
。

二
十

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
場
合
に
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら

発
信
す
る
火
災
信
号
は
、
他
の
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
確
実
に

信
号
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

他
の
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら
発
せ
ら
れ
た
火
災
信
号
を
、

確
実
に
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

ロ
に
よ
り
火
災
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
、
確
実
に
火
災
警
報
を
発

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

ス
イ
ッ
チ
の
操
作
に
よ
り
火
災
警
報
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

ス
イ
ッ
チ
の
操
作
に
よ
り
火
災
警
報
を
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て

(イ)
、
火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て

は
十
五
分
以
内
に
、
そ
れ
以
外
の
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ

つ
て
は
速
や
か
に
、
自
動
的
に
適
正
な
監
視
状
態
に
復
旧
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
火
災
警

(ロ)
報
を
、
そ
れ
以
外
の
連
動
型
住
宅
防
災
警
報
器
の
ス
イ
ッ
チ
操
作
に

よ
り
停
止
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

無
線
設
備
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

無
線
設
備
は
、
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員

(イ)
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会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
十
七
に
規
定
す
る
小
電
力
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
る
こ
と
。

発
信
さ
れ
る
信
号
の
電
界
強
度
の
値
は
、
当
該
住
宅
用
防
災
警
報

(ロ)
器
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
設
計
値
以
上
で
あ
る
こ

と
。電

波
を
受
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
住
宅

(ハ)
用
防
災
警
報
器
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
か
ら
発
信
さ
れ
る
信

号
を
受
信
で
き
る
最
低
の
電
界
強
度
の
値
が
設
計
値
以
下
で
あ
る
こ

と
。無

線
設
備
に
お
け
る
火
災
信
号
の
受
信
及
び
発
信
に
あ
つ
て
は
、

(ニ)
次
に
よ
る
こ
と
。

⑴

火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
無
線
設
備
が

火
災
信
号
を
受
信
し
て
か
ら
発
信
す
る
ま
で
の
所
要
時
間
が
五
秒

以
内
で
あ
る
こ
と
。

⑵

無
線
設
備
が
火
災
信
号
の
受
信
を
継
続
し
て
い
る
間
は
、
断
続

的
に
当
該
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
住
宅
用
防
災

警
報
器
か
ら
火
災
を
受
信
し
た
旨
を
確
認
で
き
る
機
能
又
は
こ
れ

に
類
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。火
災
信
号
の
発
信
を
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設

(ホ)
け
る
こ
と
。

他
の
機
器
と
識
別
で
き
る
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。

(ヘ)
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（
試
験
）

（
試
験
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

一

電
源
電
圧
変
動
試
験

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
電
源
の
電
圧
が
定
格

電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
範
囲
内
（
他
の

住
宅
用
防
災
警
報
器
か
ら
電
力
を
供
給
さ
れ
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
又
は

電
池
を
用
い
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
供
給
さ
れ
る
電
力
に

係
る
電
圧
変
動
の
下
限
値
以
上
上
限
値
以
下
）
で
変
動
し
た
場
合
、
機
能

に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

一
の
二

消
費
電
流
測
定
試
験

電
源
に
電
池
を
用
い
る
住
宅
用
防
災
警
報

器
は
、
定
格
電
圧
に
お
い
て
消
費
電
流
を
測
定
し
た
場
合
、
設
計
値
以
下

で
あ
る
こ
と
。

一
の
三

気
流
試
験

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
器
は
、
通
電
状
態
に
お

一

気
流
試
験

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
器
は
、
通
電
状
態
に
お

い
て
、
風
速
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
気
流
に
五
分
間
投
入
し
た
と
き
、
火
災

い
て
、
風
速
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
気
流
に
五
分
間
投
入
し
た
と
き
、
火
災

警
報
を
発
し
な
い
こ
と
。

警
報
を
発
し
な
い
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

周
囲
温
度
試
験

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
〇
度
以
上
四
十
度
以
下
（

三

周
囲
温
度
試
験

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
〇
度
以
上
四
十
度
以
下

十
度
単
位
で
拡
大
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
拡
大
後
の
温
度
範
囲
。
以
下

「
使
用
温
度
範
囲
」
と
い
う
。
）
の
周
囲
の
温
度
に
お
い
て
機
能
に
異
常

の
周
囲
の
温
度
に
お
い
て
機
能
に
異
常

を
生
じ
な
い
こ
と
。

を
生
じ
な
い
こ
と
。

三
の
二

滴
下
試
験

住
宅
用
防
災
警
報
器
（
端
子
又
は
電
線
（
端
子
に
代

え
て
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
な
い
も
の
及
び
自
動
試
験
機
能
を
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有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
通
電
状
態
に
お
い
て
、
当
該
住
宅
用
防
災
警
報

器
の
基
板
面
に
清
水
を
五
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
毎
分
の
割
合
で
滴
下
す
る
試

験
を
行
つ
た
場
合
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

六
の
二

粉
塵
試
験

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
通
電
状
態
に
お
い
て
、
濃

度
が
減
光
率
で
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
工
業

標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に

定
め
る
日
本
工
業
規
格

Ｚ

八
九
〇
一
の
五
種
を
含
む
空
気
に
十
五
分

間
触
れ
た
場
合
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
試
験
は
、
温
度
二
十
度
で
相
対
湿
度
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
状
態
で

行
う
こ
と
。

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

２

前
項
第
一
号
の
三
、
第
二
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
の
試
験
は
、
次
に
掲

２

前
項
第
一
号

、
第
二
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
の
試
験
は
、
次
に
掲

げ
る
条
件
の
下
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
条
件
の
下
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
）

（
イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
）

第
六
条

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
は
、
そ
の
有
す
る
種
別
に

第
六
条

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
は
、
そ
の
有
す
る
種
別
に

応
じ
、
Ｋ
、
Ｖ
、
Ｔ
及
び
ｔ
の
値
を
次
の
表
の
よ
う
に
定
め
た
場
合
、
次
の

応
じ
、
Ｋ
、
Ｖ
、
Ｔ
及
び
ｔ
の
値
を
次
の
表
の
よ
う
に
定
め
た
場
合
、
次
の

各
号
に
定
め
る
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災

各
号
に
定
め
る
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災

警
報
器
の
感
度
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

警
報
器
の
感
度
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。
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注

Ｋ
は
、
公
称
作
動
電
離
電
流
変
化
率
で
あ
り
、
平
行
板
電
極
（
電
極
間
の

注

Ｋ
は
、
公
称
作
動
電
離
電
流
変
化
率
で
あ
り
、
平
行
板
電
極
（
電
極
間
の

間
隔
が
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
一
方
の
電
極
が
直
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

間
隔
が
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
一
方
の
電
極
が
直
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

円
形
の
金
属
板
に
三
〇
三
・
四
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
の
ア
メ
リ
シ
ウ
ム
二
四
一
を
取

円
形
の
金
属
板
に
八
・
二
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
の
ア
メ
リ
シ
ウ
ム
二
四
一
を
取

り
付
け
た
も
の
を
い
う
。
）
間
に
二
十
ボ
ル
ト
の
直
流
電
圧
を
加
え
た
と
き
の

り
付
け
た
も
の
を
い
う
。
）
間
に
二
十
ボ
ル
ト
の
直
流
電
圧
を
加
え
た
と
き
の

煙
に
よ
る
電
離
電
流
の
変
化
率
を
い
う
。

煙
に
よ
る
電
離
電
流
の
変
化
率
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
光
電
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
）

（
光
電
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
定
温
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
）

第
七
条
の
二

定
温
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
感
度
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
動
試
験

八
十
一
・
二
五
度
の
温
度
の
風
速
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
垂

直
気
流
に
投
入
し
た
と
き
、
四
十
秒
以
内
（
壁
面
に
設
置
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
次
式
で
定
め
る
時
間
ｔ
秒
以
内
）
で
火
災
警
報
を
発
す
る
こ
と

。

＝4
0
l
o
g
1
0

（1
+

（6
5
-

r

）/
1
6
.
2
5

）/
l
o
g
1
0

（1
+
6
5
/
1
6
.
2
5

）

ｔ
θ

注

は
室
温
（
度
）
を
表
す
。

θｒ

二

不
作
動
試
験

五
十
度
の
風
速
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
垂
直
気
流
に
投
入

し
た
と
き
、
十
分
以
内
で
作
動
し
な
い
こ
と
。
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２

第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
定
温
式
住
宅
用
防
災
警

報
器
の
感
度
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
表
示
）

（
表
示
）

第
八
条

住
宅
用
防
災
警
報
器
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
見
や
す
い

第
八
条

住
宅
用
防
災
警
報
器
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
見
や
す
い

箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
六
号
及
び
第
七
号
の
表
示
は
消
防
法
施
行
令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号

第
六
号
及
び
第
七
号
の
表
示
は
、
消
防
法
施
行
令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
二

の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
状
態
に
お
い
て
容
易
に
識
別
で
き
る
大
き
さ
と

号
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
状
態
に
お
い
て
容
易
に
識
別
で
き
る
大
き
さ
と

し
、
第
十
一
号
の
表
示
は
外
面
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

光
電
式
、
イ
オ
ン
化
式
又
は
定
温
式
の
別
及
び
住
宅
用
防
災
警
報
器
と

一

住
宅
用
防
災
警
報
器
と

い
う
文
字

い
う
文
字

二

種
別
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
種
別

二

種
別

二
の
二

型
式
及
び
型
式
番
号

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

四
の
二

取
扱
方
法
の
概
要
（
取
扱
説
明
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に

表
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

八

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
連
動
型
と
い
う
文
字

八

こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
第
三
者
が
確
認
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
第
三
者
の
名
称

九

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
う
ち
、
無
線
設
備
を
有
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
無
線
式
と
い
う
文
字

十

電
源
に
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
電
池
の
種
類
及
び
電
圧
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十
一

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
認
証
機
器
で
あ
る
旨
の
表
示

ロ

廃
棄
に
関
す
る
注
意
表
示

十
二

公
称
音
圧
（
公
称
音
圧
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

十
三

使
用
温
度
範
囲
（
使
用
温
度
範
囲
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

２

住
宅
用
防
災
警
報
器
（
無
極
性
の
も
の
を
除
く
。
）
に
用
い
る
端
子
板
に

は
、
端
子
記
号
を
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
準
の
特
例
）

（
基
準
の
特
例
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
外
国
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
新
た
な
技
術
開
発
に
係

る
住
宅
用
防
災
警
報
器
又
は
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
の
補
助
警
報
装
置
」
と

あ
る
の
は
「
外
国
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
住
宅
用
防
災
警
報
器
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
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○

火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
感
知
器
の
構
造
及
び
機
能
）

（
感
知
器
の
構
造
及
び
機
能
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

（
略
）

十
六

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

無
線
設
備
に
お
け
る
火
災
信
号
の
受
信
及
び
発
信
に
あ
つ
て
は
、
次

ハ

無
線
設
備
が
火
災
信
号
を
受
信
し
て
か
ら
発
信
す
る
ま
で
の
所
要
時

に
よ
る
こ
と
。

間
が
五
秒
以
内
で
あ
り
、
無
線
設
備
が
火
災
信
号
の
受
信
を
継
続
し
て

⑴

火
災
の
発
生
を
感
知
し
た
感
知
器
の
無
線
設
備
が
火
災
信
号
を
受

い
る
間
（
受
信
機
又
は
他
の
連
動
型
警
報
機
能
付
感
知
器
か
ら
火
災
信

信
し
て
か
ら
発
信
す
る
ま
で
の
所
要
時
間
が
五
秒
以
内
で
あ
る
こ
と

号
を
受
信
し
た
旨
を
確
認
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
受
信
機
か
ら
当

。

該
確
認
を
で
き
る
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
は
、
断
続
的
に
当
該
信
号
を

⑵

無
線
設
備
が
火
災
信
号
の
受
信
を
継
続
し
て
い
る
間
は
、
断
続
的

発
信
す
る
こ
と
。

に
当
該
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
受
信
機
又
は
他
の
連
動

型
警
報
機
能
付
感
知
器
か
ら
火
災
を
受
信
し
た
旨
を
確
認
で
き
る
機

能
又
は
こ
れ
に
類
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

ニ
～
チ

（
略
）

ニ
～
チ

（
略
）

十
七
・
十
八

（
略
）

十
七
・
十
八

（
略
）
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○

中
継
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
構
造
及
び
機
能
）

（
構
造
及
び
機
能
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

（
略
）

十
六

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

無
線
設
備
が
火
災
信
号
の
受
信
を
継
続
し
て
い
る
間
は
、
断
続
的

⑵

無
線
設
備
は
、
火
災
信
号
の
受
信
を
継
続
し
て
い
る
間
（
受
信
機

に
当
該
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
受
信
機
か
ら
火
災
を
受

か
ら
火
災
信
号
を
受
信
し
た
旨
を
確
認
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

信
し
た
旨
を
確
認
で
き
る
機
能
又
は
こ
れ
に
類
す
る
機
能
を
有
す
る

火
災
信
号
の
受
信
を
受
信
機
か
ら
確
認
で
き
る
ま
で
の
間
に
限
る
。

も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

）
は
、
断
続
的
に
当
該
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。

⑶
～
⑸

（
略
）

⑶
～
⑸

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○
総
務
省
令
第
二
十
六
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡

易
消
火
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具

水
そ
の
他
消
火
剤
（
以
下
「
消
火
剤
」
と
い
う
。
）
を
圧
力
に
よ
り
放
射
し
て
消
火
を

行
う
器
具
で
人
が
操
作
す
る
も
の
の
う
ち
、
内
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
を
い
う
。

二

液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器

液
化
二
酸
化
炭
素
の
み
を
充
塡
す
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
容
器
を
い
う
。
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三

使
用
温
度
範
囲

零
度
以
上
四
十
度
以
下
の
温
度
範
囲
（
当
該
温
度
範
囲
の
下
限
温
度
を
十
度
単
位
で
低
下
さ
せ
た
場

合
に
お
い
て
も
な
お
正
常
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
消
火
及
び
放
射
の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
性
能
を
有
す

る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
あ
っ
て
は
、
当
該
拡
大
し
た
温
度
範
囲
）
を
い
う
。

四

標
準
使
用
期
間

標
準
的
な
使
用
条
件
の
下
で
使
用
し
た
場
合
に
安
全
上
支
障
が
な
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
標
準

的
な
期
間
又
は
期
限
と
し
て
設
計
上
設
定
さ
れ
る
期
間
又
は
期
限
（
五
年
を
限
度
と
す
る
。
）
を
い
う
。

五

小
規
模
普
通
火
災

次
号
に
規
定
す
る
危
険
物
火
災
、
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
用
ク
ッ
シ
ョ
ン
火
災
及
び
第
十
号

に
規
定
す
る
電
気
火
災
以
外
の
火
災
で
あ
っ
て
、
規
模
の
小
さ
い
も
の
を
い
う
。

六

危
険
物
火
災

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
第
四
類
の
危
険
物
並
び
に
危
険

物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
別
表
第
四
に
掲
げ
る
可
燃
性
個
体
類
及
び
可
燃
性
液
体

類
に
係
る
も
の
の
火
災
を
い
う
。

七

天
ぷ
ら
油
火
災

危
険
物
火
災
の
う
ち
、
住
宅
で
使
用
す
る
天
ぷ
ら
鍋
内
の
油
が
発
火
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
火

災
を
い
う
。

八

ス
ト
ー
ブ
火
災

危
険
物
火
災
の
う
ち
、
住
宅
で
使
用
す
る
石
油
ス
ト
ー
ブ
の
灯
油
に
引
火
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
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る
火
災
を
い
う
。

九

自
動
車
用
ク
ッ
シ
ョ
ン
火
災

自
動
車
内
に
あ
る
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
そ
の
他
の
可
燃
物
に
引
火
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
ず
る
火
災
を
い
う
。

十

電
気
火
災

配
線
器
具
、
電
気
製
品
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
器
具
の
火
災
を
い
う
。

（
構
造
）

第
三
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
構
造
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
充
塡
さ
れ
た
気
体
（
以
下
「
充
塡
ガ
ス
」
と
い
う
。
）
又
は
消
火
剤
の
圧
力
に
よ
り
消

火
剤
を
放
射
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

充
塡
ガ
ス
及
び
消
火
剤
を
再
充
塡
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

充
塡
ガ
ス
及
び
消
火
剤
を
充
塡
す
る
容
器
は
、
内
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四

粉
末
又
は
液
体
の
消
火
剤
（
液
化
二
酸
化
炭
素
を
除
く
。
）
の
容
量
は
、
容
器
の
内
容
積
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

あ
る
こ
と
。

五

容
器
の
材
質
は
、
鋼
又
は
軽
金
属
で
あ
る
こ
と
。
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六

バ
ル
ブ
が
突
出
し
て
い
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
当
該
バ
ル
ブ
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
消
火
性
能
）

第
四
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
消
火
性
能
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
以
上
の
消
火
性
能
を
有
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

小
規
模
普
通
火
災
に
対
す
る
消
火
性
能

次
の
模
型
を
用
い
、
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
消
火
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
消
火
剤
の
放
射
終
了

時
に
残
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
消
火
剤
の
放
射
終
了
後
二
分
以
内
に
再
燃
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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 6 

イ

燃
焼
鍋
に
、
〇
・
三
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
（
沸
点
は
九
十
六
度
以
上
百
二
度
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
純

分
が
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
入
れ
、
点
火
す
る
こ
と
。

ロ

消
火
は
、
点
火
し
た
後
三
分
で
開
始
す
る
こ
と
。

二

天
ぷ
ら
油
火
災
に
対
す
る
消
火
性
能

次
の
模
型
を
用
い
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
消
火
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
消
火
剤
の
放
射

中
に
著
し
い
火
炎
の
拡
大
（
天
ぷ
ら
鍋
の
上
縁
か
ら
火
炎
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
こ
と
又

は
三
秒
以
上
の
時
間
継
続
し
て
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
こ
と
を
い
う
。
）
及
び
油
の
飛
散
等
が
生
じ
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
消
火
剤
の
放
射
終
了
後
一
分
以
内
に
再
燃
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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 8 

イ

天
ぷ
ら
鍋
に
一
リ
ッ
ト
ル
の
大
豆
油
（
発
火
点
が
三
百
六
十
度
以
上
三
百
七
十
度
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
入
れ

、
ガ
ス
コ
ン
ロ
で
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
火
さ
せ
る
こ
と
。

ロ

消
火
は
、
油
温
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
日
本
工

業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

Ｃ

一
六
〇
二
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｃ

一
六
〇
五
に
適
合
す
る
熱
電
対
を
用
い
、
鍋

の
中
心
軸
上
で
油
面
か
ら
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
の
位
置
で
測
定
し
た
温
度
を
い
う
。
）
が
四
百
度
に
な
っ
た
時

点
で
開
始
す
る
こ
と
。

ハ

模
型
内
の
炎
が
消
え
た
時
点
に
お
い
て
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
の
火
を
消
す
こ
と
。

三

ス
ト
ー
ブ
火
災
に
対
す
る
消
火
性
能

次
の
模
型
を
用
い
、
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
消
火
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
消
火
剤
の
放
射
終
了

時
に
残
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
消
火
剤
の
放
射
終
了
後
一
分
以
内
に
再
燃
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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 10 

イ

畳
の
上
に
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｓ

二
〇
一
九
に
適
合
す
る
自
然
通
気
型
開
放
式
石
油
ス
ト
ー
ブ
の
う
ち
放
射
形
の
も
の
を
置

き
、
十
分
間
燃
焼
さ
せ
た
後
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
燃
料
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ

る
量
を
ス
ト
ー
ブ
の
底
部
及
び
畳
に
か
け
て
、
点
火
す
る
こ
と
。

燃

料

ス
ト
ー
ブ
の
底
部
に
か
け
る
量

畳

に

か

け

る

量

灯
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

二
二
〇
三
‐

三
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

七
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

一
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン

二
十
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

二
十
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

ロ

消
火
は
、
点
火
し
た
後
一
分
で
開
始
す
る
こ
と
。

四

自
動
車
用
ク
ッ
シ
ョ
ン
火
災
に
対
す
る
消
火
性
能
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次
の
模
型
を
用
い
、
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
消
火
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
消
火
剤
の
放
射
終
了

時
に
残
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
消
火
剤
の
放
射
終
了
後
一
分
以
内
に
再
燃
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
四
〇
一
に
適
合
す
る
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
（
火
炎
の
拡
大
を
著
し
く
遅
延
す
る
薬
剤
が
添
加
さ
れ

て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
一
・
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
の
中
央
部
上
面
に
点
火
す
る
こ
と
。

ロ

消
火
は
、
点
火
し
た
後
一
分
三
十
秒
で
開
始
す
る
こ
と
。

２

前
項
各
号
の
消
火
試
験
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
操
作
者
は
、
防
火
衣
服
を
着
用
し
な
い
こ
と
。

二

無
風
の
状
態
（
風
速
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
状
態
を
い
う
。
）
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

三

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
を
使
用
温
度
範
囲
の
上
限
温
度
及
び
下
限
温
度
に
そ
れ
ぞ
れ
十
二
時
間
以
上
放
置
し
た
後

、
い
ず
れ
も
三
十
秒
以
内
に
行
う
こ
と
。

四

放
射
を
中
断
で
き
る
構
造
の
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
あ
っ
て
は
、
消
火
開
始
後
に
放
射
を
中
断
し
な
い
こ
と
。

（
操
作
の
機
構
）

第
五
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
そ
の
保
持
装
置
か
ら
取
り
は
ず
す
動
作
、
ホ
ー
ス
を
は
ず
す
動
作
及
び
損
傷
の
防

止
又
は
不
時
の
作
動
の
防
止
の
た
め
の
措
置
（
バ
ル
ブ
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
及
び
安
全
栓
を
含
む
。
）
を
解
除
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す
る
動
作
を
除
き
、
一
動
作
で
容
易
に
、
か
つ
、
確
実
に
放
射
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
操
作
方
法
の
い
ず
れ
か
一
の
方
法
を
用
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
作
動
力
（
操
作
の
た
め
に
要
す
る
力
又
は
力
の
モ
ー
メ
ン
ト
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
下
で
操
作
す

る
こ
と
に
よ
り
作
動
し
て
放
射
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

操

作

方

法

作

動

力

押
し
ボ
タ
ン
を
押
す

五
十
ニ
ュ
ー
ト
ン

レ
バ
ー
を
握
る

百
ニ
ュ
ー
ト
ン

胴
部
を
ひ
ね
る
（
一
回
転
四
分
の
一
以
下
の
回
転
で
放
射

四
ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル

を
開
始
す
る
も
の
に
限
る
。
）
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〇
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
お
も
り
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

作
動
部
を
た
た
く

の
高
さ
か
ら
作
動
部
に
自
然
落
下
さ
せ
た
と
き
に
作
動
部

に
加
わ
る
力

（
耐
食
及
び
防
錆
）

せ
い

第
六
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
そ
の
各
部
分
を
良
質
の
材
料
で
造
る
と
と
も
に
、
充
塡
ガ
ス
及
び
消
火
剤
に
接
触

す
る
部
分
を
そ
の
充
塡
ガ
ス
及
び
消
火
剤
に
侵
さ
れ
な
い
材
料
で
造
り
、
又
は
当
該
部
分
に
耐
食
加
工
を
施
し
、
か
つ
、
外

気
に
接
触
す
る
部
分
を
容
易
に
さ
び
な
い
材
料
で
造
り
、
又
は
当
該
部
分
に
防
錆
加
工
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
い

２

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
（
液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
温
度
（
四
十
度
を
超
え
る
温
度
に
放
置
し
た
場
合
に
お
い
て
容
器
の
変
形
又
は
破
損
を
生
じ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

、
四
十
度
）
の
空
気
中
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
準
使
用
期
間
に
対
応
し
た
期
間
放
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
内
面
に

腐
食
、
変
質
そ
の
他
の
劣
化
（
変
色
及
び
退
色
を
除
く
。
）
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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標

準

使

用

期

間

温

度

二
年
以
下
の
も
の

二
年
を
超
え
三
年
以

三
年
を
超
え
四
年
以

四
年
を
超
え
五
年
以

下
の
も
の

下
の
も
の

下
の
も
の

四
十
度

二
十
六
週

三
十
九
週

五
十
二
週

六
十
五
週

四
十
五
度

十
八
週

二
十
八
週

三
十
七
週

四
十
六
週

五
十
度

十
三
週

二
十
週

二
十
六
週

三
十
三
週

（
充
塡
ガ
ス
及
び
消
火
剤
）
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第
七
条

充
塡
ガ
ス
は
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

圧
縮
さ
れ
た
空
気
、
窒
素
、
ヘ
リ
ウ
ム
又
は
液
化
二
酸
化
炭
素
で
あ
る
こ
と
。

二

不
燃
性
で
、
か
つ
、
消
火
剤
の
性
状
又
は
性
能
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

腐
食
性
又
は
毒
性
を
有
せ
ず
、
か
つ
、
腐
食
性
又
は
毒
性
の
あ
る
ガ
ス
を
発
生
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

消
火
剤
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
火
剤
（
次
号
又
は
第
三
号
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省

令
（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
）
第
一
条
の
二
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

水
を
消
火
剤
と
す
る
場
合
に
は
、
腐
食
性
又
は
毒
性
を
有
せ
ず
、
か
つ
、
腐
食
性
又
は
毒
性
の
あ
る
ガ
ス
を
発
生
し
な

い
純
良
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

液
化
二
酸
化
炭
素
を
消
火
剤
と
す
る
場
合
に
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

一
一
〇
六
の
二
種
又
は
三
種
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（
放
射
性
能
）
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第
八
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
使
用
温
度
範
囲
の
上
限
温
度
、
下
限
温
度
及
び
二
十
度
の
温
度
に
そ
れ
ぞ
れ
十
二

時
間
以
上
放
置
し
た
後
、
い
ず
れ
も
三
十
秒
以
内
に
放
射
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

放
射
の
操
作
が
完
了
し
た
後
、
二
秒
以
内
に
消
火
剤
を
有
効
に
放
射
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

放
射
を
開
始
し
て
か
ら
主
に
放
射
さ
れ
る
も
の
が
充
塡
ガ
ス
と
な
る
状
態
（
消
火
剤
の
み
が
放
射
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
消
火
剤
の
放
射
が
終
わ
る
状
態
）
ま
で
の
時
間
（
以
下
「
放
射
時
間
」
と
い
う
。
）
が
五
秒
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
量
を
放
射
時
間
内
に
放
射
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
容
器
の
耐
圧
）

第
九
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
容
器
（
液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

温
度
五
十
度
に
お
け
る
容
器
内
の
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
を
水
圧
力
で
五
分
間
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
変
形
せ
ず
、
か
つ
、
温
度
五
十
度
に
お
け
る
容
器
内
の
圧
力
の
一
・
八
倍
の
圧
力
を
水
圧
力
で
五
分
間
加
え
る
試
験

を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
破
裂
し
な
い
こ
と
。
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二

一
・
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
水
圧
力
で
五
分
間
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
変
形
せ
ず
、
か
つ
、
一

・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
水
圧
力
で
五
分
間
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
破
裂
し
な
い
こ
と
。

（
気
密
性
）

第
十
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
使
用
温
度
範
囲
の
上
限
温
度
に
二
十
四
時
間
放
置
し
て
か
ら
使
用
温
度
範
囲
の
下

限
温
度
に
二
十
四
時
間
放
置
す
る
こ
と
を
三
回
繰
り
返
し
た
後
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

三
十
秒
以
内
に
放
射
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

四
十
六
度
以
上
五
十
度
以
下
の
温
水
中
に
一
時
間
浸
す
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
れ
を
生
じ
な
い
こ
と
。

（
耐
衝
撃
性
）

第
十
一
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
使
用
温
度
範
囲
の
上
限
温
度
及
び
下
限
温
度
に
そ
れ
ぞ
れ
十
二
時
間
以
上
放
置

し
た
後
、
い
ず
れ
も
三
十
秒
以
内
に
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
長
軸
方
向
を
床
面
に
対
し
て
水
平
（
鉛
直
方
向
に
レ
バ

ー
を
握
る
操
作
に
よ
り
放
射
を
開
始
す
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
あ
っ
て
は
、
六
十
度
の
角
度
）
と
し
た
状
態
及
び

垂
直
と
し
た
状
態
で
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
床
面
上
に
自
然
落
下
さ
せ
た
場
合
に
お
い

て
、
漏
れ
、
亀
裂
、
破
断
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
ノ
ズ
ル
）

第
十
二
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
ノ
ズ
ル
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

内
面
は
、
平
滑
に
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

開
閉
式
の
ノ
ズ
ル
に
あ
っ
て
は
、
開
閉
の
操
作
が
円
滑
に
行
わ
れ
、
か
つ
、
放
射
の
際
消
火
剤
の
漏
れ
そ
の
他
の
障
害

を
生
じ
な
い
こ
と
。

（
ホ
ー
ス
）

第
十
三
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
ホ
ー
ス
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
ホ
ー
ス
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
九
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
れ
を
生
ぜ
ず
、
か
つ
、
著
し
い
変
形
を

生
じ
な
い
こ
と
。

二

長
さ
は
、
消
火
剤
を
有
効
に
放
射
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

使
用
温
度
範
囲
で
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
円
滑
に
操
作
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
安
全
栓
）
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第
十
四
条

鉛
直
方
向
に
レ
バ
ー
を
握
る
操
作
に
よ
り
放
射
を
開
始
す
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
は
、
不
時
の
作
動
を

防
止
す
る
た
め
安
全
栓
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

安
全
栓
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
動
作
で
容
易
に
引
き
抜
く
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
引
き
抜
き
に
支
障
の
な
い
封
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

内
径
が
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
リ
ン
グ
部
、
軸
部
及
び
軸
受
部
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

装
着
時
に
お
い
て
、
リ
ン
グ
部
は
軸
部
が
貫
通
す
る
上
レ
バ
ー
の
穴
か
ら
引
き
抜
く
方
向
に
引
い
た
線
上
に
あ
る
こ
と
。

四

リ
ン
グ
部
の
塗
色
は
、
黄
色
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
。

五

材
質
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ

四
三
〇
九
の
Ｓ
Ｕ
Ｓ

三
〇
四
に
適
合
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
食
性
及
び
耐
候
性

を
有
す
る
こ
と
。

六

上
方
向
（
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
を
水
平
面
上
に
置
い
た
場
合
、
鉛
直
方
向
か
ら
三
十
度
以
内
の
範
囲
を
い
う
。

）
に
引
き
抜
く
よ
う
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

七

安
全
栓
に
衝
撃
を
加
え
た
場
合
及
び
レ
バ
ー
を
強
く
握
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
引
き
抜
き
に
支
障
を
生
じ
な
い
こ
と
。

八

引
き
抜
く
動
作
以
外
の
動
作
に
よ
っ
て
は
容
易
に
抜
け
な
い
こ
と
。
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（
保
持
装
置
）

第
十
五
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
（
自
動
車
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具

を
安
定
し
た
状
態
に
保
た
せ
る
た
め
保
持
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
持
装
置
を
用
い
ず
に
安
定
し
た

状
態
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

保
持
装
置
は
、
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
を
容
易
に
取
り
は
ず
す
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
手
）

第
十
六
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
携
帯
又
は
運
搬
の
た
め
に
取
手
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
取
手
は
、
堅
ろ
う
で

、
か
つ
、
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
携
帯
又
は
運
搬
及
び
作
動
に
適
し
た
寸
法
及
び
形
状
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
る
液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
等
）

第
十
七
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
の
適
用
を
受
け
る
液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
は
、
次
の

各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

内
容
積
は
、
充
塡
す
る
液
化
二
酸
化
炭
素
の
一
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
・
五
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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二

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
規
則
第

二
条
第
二
十
六
号
の
表
液
化
炭
酸
ガ
ス
の
項
中
「
十
九
・
六
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
四
・
五
」
と
す
る
。

三

バ
ル
ブ
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
容
器
弁
」
と
い
う
。
）
又
は
作
動
封
板
を
設
け

る
こ
と
。

２

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
容
器
弁
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

弁
箱
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

三
二
五
〇
に
適
合
す
る
材
質
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
食
性
を
有
す
る
材
質
を

用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

弁
箱
は
、
二
十
四
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
水
圧
力
で
五
分
間
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
れ
を

生
ぜ
ず
、
か
つ
、
著
し
い
変
形
を
生
じ
な
い
こ
と
。

三

容
器
弁
を
設
け
る
容
器
内
の
液
化
二
酸
化
炭
素
の
温
度
を
四
十
度
と
し
た
場
合
の
内
部
圧
力
に
等
し
い
圧
力
を
気
体
圧

力
で
五
分
間
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
れ
を
生
ぜ
ず
、
か
つ
、
著
し
い
変
形
を
生
じ
な
い
こ
と
。

四

安
全
弁
を
設
け
る
こ
と
。

３

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
作
動
封
板
は
、
十
七
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
設
計
容
器
破
壊
圧
力
の
四
分
の
三
以
下
の
圧
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力
を
水
圧
力
で
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
破
壊
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
安
全
弁
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

封
板
式
で
あ
り
、
か
つ
、
噴
き
出
し
口
に
封
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

容
器
内
の
圧
力
を
有
効
に
減
圧
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三

み
だ
り
に
分
解
し
、
又
は
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

四

十
七
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
二
十
四
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
力
で
作
動
す
る
こ
と
。

五

「
安
全
弁
」
と
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
な
い
液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
等
）

第
十
八
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
な
い
液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

内
容
積
は
、
充
塡
す
る
液
化
二
酸
化
炭
素
の
一
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
・
五
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

二
十
四
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
水
圧
力
で
二
分
間
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
れ
を
生
ぜ
ず
、

か
つ
、
著
し
い
変
形
を
生
じ
な
い
こ
と
。



 24 

三

作
動
封
板
を
設
け
る
こ
と
。

四

破
壊
さ
れ
る
と
き
に
は
、
周
囲
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。

２

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
作
動
封
板
は
、
二
十
四
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
水
圧
力
で
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
破
壊
さ
れ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
を
用
い
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
設
け
る
ホ
ー
ス
等
）

第
十
九
条

液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
を
用
い
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
ホ
ー
ス
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
ホ
ー
ス

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
を
行
っ
た
と
き
に
、
漏
れ
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
そ
の
他
の
障
害
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ホ
ー
ス
を
伸
長
し
た
状
態
で
、
十
六
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
水
圧
力
で
五
分
間
加
え
る
試
験

二

ホ
ー
ス
の
外
径
の
五
倍
に
等
し
い
内
径
を
有
す
る
よ
う
に
ホ
ー
ス
を
環
状
に
曲
げ
た
状
態
で
、
十
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の

圧
力
を
水
圧
力
で
五
分
間
加
え
る
試
験

２

液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
を
用
い
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
放
射
ホ
ー
ン
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
放
射
ホ
ー

ン
は
、
非
吸
湿
性
で
あ
り
、
か
つ
、
電
気
絶
縁
性
の
あ
る
強
じ
ん
な
材
料
を
用
い
て
造
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

液
化
二
酸
化
炭
素
用
容
器
を
用
い
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
放
射
管
又
は
結
合
金
具
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該

放
射
管
及
び
結
合
金
具
は
、
十
六
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
水
圧
力
で
五
分
間
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
と
き
に
、
漏
れ
、
離

脱
そ
の
他
の
障
害
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
放
射
管
の
周
囲
を
熱
の
不
良
導
体
で
被
覆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
に
設
置
す
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
）

第
二
十
条

自
動
車
に
設
置
す
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
自
動
車
用
ク
ッ
シ
ョ
ン
火
災
に
対
す
る
消
火
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

温
度
八
十
三
度
以
上
八
十
七
度
以
下
の
温
水
中
に
一
時
間
浸
す
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
破
裂
し
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三

次
の
図
に
示
す
取
付
け
方
法
で
全
振
幅
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
毎
分
二
千
回
の
上
下
振
動
を
、
図
１
及
び
図
２
に
あ
っ
て

は
二
時
間
、
図
３
に
あ
っ
て
は
四
時
間
加
え
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
れ
、
亀
裂
、
破
断
又
は
著
し
い
変
形

を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
試
験
を
行
っ
た
後
、
放
射
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
各
号
の
規
定
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
持
装
置
を
設
け
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
あ
っ
て

は
、
取
付
け
装
置
に
代
え
保
持
装
置
を
取
り
付
け
て
試
験
を
行
い
、
保
持
装
置
に
著
し
い
損
傷
そ
の
他
の
障
害
を
生
じ
な
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い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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備
考

取
付
け
面
は
、
振
動
板
に
対
し
て
水
平
又
は
垂
直
と
す
る
。

（
電
気
火
災
に
使
用
す
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
）

第
二
十
一
条

電
気
火
災
に
使
用
す
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

消
火
剤
が
粉
末
又
は
液
化
二
酸
化
炭
素
で
あ
る
こ
と
。

二

一
辺
の
長
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
金
属
板
を
ノ
ズ
ル
か
ら
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
距
離
に
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
交
流
電
圧
を
加
え
た
状
態
で
配
置
し
、
当
該
金
属
板
の
中
心
に
向
け
て
放
射
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
属
板
と

ノ
ズ
ル
と
の
間
に
流
れ
る
電
流
が
〇
・
五
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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金

属

板

と

ノ

ズ

ル

の

距

離

金

属

板

に

加

え

る

交

流

電

圧

五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

三
十
五
キ
ロ
ボ
ル
ト

九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

百
キ
ロ
ボ
ル
ト

（
表
示
）

第
二
十
二
条

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表

示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
と
い
う
文
字

二

使
用
方
法

三

使
用
温
度
範
囲
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四

放
射
時
間

五

放
射
距
離
（
床
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
水
平
に
放
射
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ノ
ズ
ル
か
ら
消
火
剤
の
大
部
分

が
到
達
す
る
場
所
ま
で
の
水
平
距
離
を
い
う
。
）

六

製
造
年
月

七

製
造
者
及
び
販
売
者
名

八

届
出
番
号

九

充
塡
ガ
ス
及
び
消
火
剤
の
名
称
並
び
に
容
量
又
は
質
量

十

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

標
準
使
用
期
間

ロ

使
用
時
及
び
廃
棄
時
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ハ

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
天
ぷ
ら
油
火
災
の
消
火
性
能
を
有
す
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
あ
っ
て

は
、
天
ぷ
ら
油
火
災
を
安
全
に
消
火
す
る
た
め
の
火
点
か
ら
の
距
離
等
に
関
す
る
事
項

ニ

維
持
管
理
上
の
適
切
な
設
置
場
所
に
関
す
る
事
項
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ホ

点
検
に
関
す
る
事
項

ヘ

温
度
が
四
十
度
以
上
と
な
る
場
所
に
置
か
な
い
旨

ト

一
度
放
射
し
た
も
の
は
再
使
用
し
な
い
旨

チ

容
器
に
さ
び
、
傷
、
変
形
等
が
生
じ
た
場
合
は
速
や
か
に
交
換
す
る
旨

リ

関
係
法
令
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
令
で
定
め
る
事
項

ヌ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

２

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
火
災
の
区
分
に
応
じ
、
適
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
絵
表
示
を
表
示
し
、
適
応
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
絵
表
示
を
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
絵
表
示
の
大
き
さ
は
、
一
辺
の
長
さ
が
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
正
方
形
と
し
、

か
つ
、
適
応
す
る
も
の
に
係
る
絵
表
示
の
直
近
に
「
適
応
す
る
火
災
の
初
期
消
火
に
有
効
で
す
。
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

火

災

の

区

分

適
応
す
る
も
の
に
係
る
絵
表
示

適
応
し
な
い
も
の
に
係
る
絵
表
示
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小
規
模
普
通
火
災

天
ぷ
ら
油
火
災

ス
ト
ー
ブ
火
災
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自
動
車
用
ク
ッ
シ
ョ
ン
火
災

電
気
火
災

（
注

炎
は
赤
色
と
し
、
地
色
は
白
色
と
す
る
。
）

３

第
一
項
第
十
号
イ
、
ホ
及
び
ヘ
に
規
定
す
る
事
項
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る
「
適
応
す
る
火
災
の
初
期
消
火
に
有
効
で
す
。

」
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
、
そ
れ
以

外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｚ

八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
基
準
の
特
例
）

第
二
十
三
条

新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及
び
性
能
か
ら

判
断
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
省
令

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
号
中
「
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
」
を
「
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四
十

一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
別
表
に
」
を
「
別
表
第
一
に
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
第
二
条
第
十
五
号
」
を
「
第
二
条
第
二
十
六
号
」
に
改
め
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
又
は
消
防
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ

っ
て
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
を
申
請
し
て
い
る
消
火
器
に
係
る
試

験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
消
火
器
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
消
火
器
に
係
る
型
式
承
認
は
、
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
規
格
に
よ
る
型
式
承
認
と
み
な
す
。
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消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
九
月
十
七
日
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

第
一
条
の
二

こ
の
省
令
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

第
一
条
の
二

こ
の
省
令
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
火
器

水
そ
の
他
消
火
剤
（
以
下
「
消
火
剤
」
と
い
う
。
）
を
圧
力

一

消
火
器

水
そ
の
他
消
火
剤
（
以
下
「
消
火
剤
」
と
い
う
。
）
を
圧
力

に
よ
り
放
射
し
て
消
火
を
行
う
器
具
で
人
が
操
作
す
る
も
の
（
収
納
容
器

に
よ
り
放
射
し
て
消
火
を
行
う
器
具
で
人
が
操
作
す
る
も
の
（
収
納
容
器

（
ノ
ズ
ル
、
ホ
ー
ス
、
安
全
栓
等
を
有
す
る
容
器
で
あ
つ
て
、
消
火
剤
が

（
ノ
ズ
ル
、
ホ
ー
ス
、
安
全
栓
等
を
有
す
る
容
器
で
あ
つ
て
、
消
火
剤
が

充
て
ん
さ
れ
た
本
体
容
器
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
キ
ャ
ッ
プ
、
バ
ル
ブ
、

充
て
ん
さ
れ
た
本
体
容
器
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
キ
ャ
ッ
プ
、
バ
ル
ブ
、

指
示
圧
力
計
等
を
収
納
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
結
合
さ
せ

指
示
圧
力
計
等
を
収
納
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
結
合
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
人
が
操
作
す
る
も
の
を
含
み
、
固
定
し
た
状
態
で
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
人
が
操
作
す
る
も
の
を
含
み
、
固
定
し
た
状
態
で
使
用
す

る
も
の
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四

る
も
の
及
び
消
防
庁
長
官
が
定
め
る

十
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
を
除
く
。
）
を

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
を
除
く
。
）
を

い
う
。

い
う
。

二
～
十
三

（
略
）

二
～
十
三

（
略
）

十
四

Ｂ
火
災

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
別
表
第

十
四

Ｂ
火
災

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
別
表
に

一
に
掲
げ
る
第
四
類
の
危
険
物
並
び
に
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（

掲
げ
る
第
四
類
の
危
険
物
並
び
に
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（

昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
別
表
第
四
に
掲
げ
る
可
燃
性
固
体
類

昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
別
表
第
四
に
掲
げ
る
可
燃
性
固
体
類

及
び
可
燃
性
液
体
類
に
係
る
も
の
の
火
災
を
い
う
。

及
び
可
燃
性
液
体
類
に
係
る
も
の
の
火
災
を
い
う
。
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（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
る
容
器
の
特
例
）

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
る
容
器
の
特
例
）

第
三
十
六
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
る
本
体
容
器
、
口
金
及
び
加

第
三
十
六
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
受
け
る
本
体
容
器
、
口
金
及
び
加

圧
用
ガ
ス
容
器
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ

圧
用
ガ
ス
容
器
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
法
及
び
容
器
保
安
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
容

ら
ず
、
同
法
及
び
容
器
保
安
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
容

器
保
安
規
則
第
二
条
第
二
十
六
号
の
表
液
化
炭
酸
ガ
ス
の
項
中
「
十
九
・
六

器
保
安
規
則
第
二
条
第
十
五
号

の
表
液
化
炭
酸
ガ
ス
の
項
中
「
十
九
・
六

」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
四
・
五
」
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
四
・
五
」
と
す
る
。
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○
総
務
省
令
第
二
十
七
号

消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す

る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（

平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
三
号
）
及
び
漏
電
火
災
警
報
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総

務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険

物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の

技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
等
の
施
行
に
伴
う
消
防
法
施
行
令
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
等
の
施
行
に
伴
う
消
防
法
施
行
令
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険
物
の

規
制
に
関
す
る
政
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
省
令

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
防
用
機
械
器
具
等
又
は
消
火
設
備
等
に
つ
い
て
、
消
防
法
施
行
令
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険
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物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
特
例
及
び
期
間
は
、
同
表
の
中
欄
及

び
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

消
防
用
機
械
器
具
等
又
は
消
火
設
備
等

技
術
上
の
基
準
の
特
例

期
間

消
防
用

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
前
の
消
防
用
ホ
ー
ス

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
前
の
消
防
用
ホ
ー
ス

ホ
ー
ス

の
技
術
上
の
規
格
に
係
る
型
式
承
認
を
受
け
て

の
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と

十
三
年

い
る
も
の

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
前
の
消
防
用
ホ
ー
ス

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
前
の
消
防
用
ホ
ー
ス

結

合

金

に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具

に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具

具

及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合

及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合

十
三
年

金
具
の
技
術
上
の
規
格
に
係
る
型
式
承
認
を
受

金
具
の
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と

け
て
い
る
も
の

漏

電

火

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
前
の
漏
電
火
災
警
報

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
前
の
漏
電
火
災
警
報
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災

警

報

器
の
技
術
上
の
規
格
に
係
る
型
式
承
認
を
受
け

器
の
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と

十
三
年

器

て
い
る
も
の

注
一

型
式
承
認
と
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
の
型
式
承
認
を
い
う
。

二

技
術
上
の
規
格
と
は
、
消
防
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
技
術
上
の
規
格
を
い
う
。

三

期
間
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
総
務
省
告
示
第
百
三
十
三
号

消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す

る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（

平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
三
号
）
及
び
漏
電
火
災
警
報
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総

務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
三
十
条
第
二
項
及
び
危
険

物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
定
め

る
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
二
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
一
条
の
二
第
二
号
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
、
第
十

三
条
の
六
第
三
項
第
七
号
、
第
十
八
条
第
四
項
第
三
号
の
二
、
第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
並
び
に
第
三
十
一
条
第
四
号
の
二
及

び
第
六
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
（
平
成
十
三
年
消
防
庁
告
示
第
三
十
六
号
）
の

全
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

消
防
庁
長
官

岡
崎

浩
巳

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
第

二
号
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
、
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
七
号
、
第
十
八
条
第
四
項
第
三
号
の
二
、
第
二
十
二
条

第
一
号
の
二
並
び
に
第
三
十
一
条
第
四
号
の
二
及
び
第
六
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
及
び

放
水
に
必
要
な
器
具
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補
助
散
水
栓
及
び
放
水
に
必
要
な
器
具
、
泡
消
火
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
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、
屋
外
消
火
栓
設
備
の
放
水
用
器
具
並
び
に
連
結
送
水
管
の
放
水
口
及
び
放
水
用
器
具
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

用
語
の
意
義

こ
の
基
準
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

放
水
用
設
備

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
っ
て
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の

補
助
散
水
栓
）
、
消
防
用
ホ
ー
ス
、
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
及
び
ノ
ズ
ル
か
ら
構
成
さ
れ
る
設
備
（
放
水
用
設
備
を
天
井

に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
降
下
装
置
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

㈠

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
㈡
以
外
の
も
の

㈡

令
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
ヘ
た
だ
し
書
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

㈢

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

㈣

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

㈤

規
則
第
十
三
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

二

消
火
栓
弁

次
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。



- 3 -

㈠

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓

屋
内
消
火
栓
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
、
開
閉
弁
及
び
こ
れ
ら
を
接
続
す
る
管
路

㈡

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補
助
散
水
栓

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
ホ
ー
ス
接
続
口
、
開
閉
弁
及
び
こ
れ
ら
を
接
続

す
る
管
路

㈢

連
結
送
水
管
の
放
水
口

連
結
送
水
管
の
ホ
ー
ス
接
続
口
、
開
閉
弁
及
び
こ
れ
ら
を
接
続
す
る
管
路

三

使
用
圧
力
範
囲

消
火
栓
弁
の
機
能
に
支
障
を
生
じ
な
い
一
次
側
（
本
体
へ
の
流
入
側
を
い
う
。
）
の
圧
力
の
範
囲
を

い
う
。

四

減
圧
装
置

消
火
栓
弁
の
放
水
圧
力
を
減
じ
る
装
置
を
い
う
。

五

消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部

消
防
用
ホ
ー
ス
を
収
納
す
る
部
分
を
い
う
。

六

ノ
ズ
ル

消
防
用
ホ
ー
ス
の
先
端
に
結
合
し
、
放
水
す
る
器
具
を
い
う
。

七

降
下
装
置

消
防
用
ホ
ー
ス
を
降
下
さ
せ
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。

第
三

放
水
用
設
備
の
構
造
及
び
機
能

放
水
用
設
備
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

放
水
用
設
備
は
、
耐
久
性
を
有
し
、
か
つ
、
ほ
こ
り
、
湿
気
等
に
よ
っ
て
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。



- 4 -

二

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
操
作
を
行
う
と
き
に
損
傷
を
生
じ
な
い
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

㈠

加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
（
放
水
用
設
備
に
加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
を
設
け
る
場
合
に
限
る
。
）

㈡

加
圧
送
水
装
置
の
始
動
を
示
す
表
示
灯

㈢

放
水
用
設
備
の
位
置
を
示
す
表
示
灯

三

第
二
第
一
号
㈡
か
ら
㈤
ま
で
に
掲
げ
る
放
水
用
設
備
（
以
下
「
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
よ

る
こ
と
。

㈠

消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
及
び
収
納
の
操
作
並
び
に
保
守
点
検
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
前
面
に
お
い
て
壁
面
に
設
置
す
る
消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
操
作
を
行
っ
た
場
合
又
は
簡

易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
直
下
の
床
面
に
お
い
て
天
井
に
設
置
す
る
消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
操
作
を
行
っ
た
場
合
に
、

い
ず
れ
の
方
向
に
も
引
き
出
せ
る
こ
と
。

㈢

消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
、
放
水
及
び
収
納
の
操
作
（
降
下
装
置
の
操
作
を
含
む
。
）
を
十
五
回
行
っ
た
場
合
に
、
一

人
で
当
該
延
長
、
放
水
及
び
収
納
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

㈣

ノ
ズ
ル
開
放
時
の
放
水
反
力
は
、
二
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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四

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

消
防
用
ホ
ー
ス
を
円
筒
形
状
の
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
（
以
下
「
ホ
ー
ス
リ
ー
ル
」
と
い
う
。
）
に
巻
き
取
っ
て
収

納
す
る
も
の

両
側
に
軸
受
を
有
す
る
ホ
ー
ス
リ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
そ
の
中
央
に
、
片
側
に
軸
受
を
有
す
る
ホ
ー
ス
リ

ー
ル
に
あ
っ
て
は
軸
受
の
反
対
側
の
端
に
、
当
該
ホ
ー
ス
リ
ー
ル
の
質
量
に
収
納
さ
れ
る
消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
当
該
消

防
用
ホ
ー
ス
に
充
水
さ
れ
た
水
の
質
量
を
加
え
た
荷
重
の
二
倍
の
荷
重
を
二
十
四
時
間
か
け
た
場
合
に
、
亀
裂
、
著
し

い
変
形
等
を
生
じ
な
い
こ
と
。

㈡

㈠
以
外
の
も
の

両
側
に
支
持
金
具
又
は
軸
受
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
の
中
央
に
、
片

側
に
支
持
金
具
又
は
軸
受
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
軸
受
の
反
対
側
の
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
の
端
に
、
当
該
消
防

用
ホ
ー
ス
収
納
部
の
質
量
に
消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
収
納
状
態
に
お
い
て
消
防
用
ホ
ー
ス
に
充
水
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
に
あ
っ
て
は
そ
の
水
の
質
量
を
加
え
た
荷
重
の
二
倍
の
荷
重
を
二
十
四
時
間
か
け
た
場
合
に
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形

等
を
生
じ
な
い
こ
と
。

㈢

消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
圧
力
範
囲
内
の
任
意
の
水
圧
力
を
加
え
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
日
本
工
業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

Ａ

五
七
〇
五
に
適
合
す
る
滑
ら
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か
な
ビ
ニ
ー
ル
又
は
同
等
の
滑
ら
か
な
ビ
ニ
ー
ル
床
タ
イ
ル
若
し
く
は
シ
ー
ト
の
床
面
上
を
毎
時
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

速
度
で
、
収
納
さ
れ
て
い
る
消
防
用
ホ
ー
ス
の
全
体
を
延
長
す
る
操
作
を
行
っ
た
場
合
に
、
消
防
用
ホ
ー
ス
を
延
長
す

る
た
め
に
要
す
る
力
は
、
い
ず
れ
の
方
向
及
び
延
長
位
置
に
お
い
て
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
簡
易
操
作
型
放
水

用
設
備
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

簡

易

操

作

型

放

水

用

設

備

の

種

類

消

防

用

ホ

ー

ス

の

延

長

操

作

に

要

す

る

力

第
二
第
一
号
㈡
に
掲
げ
る
放
水
用
設
備

二
百
ニ
ュ
ー
ト
ン

第
二
第
一
号
㈢
か
ら
㈤
ま
で
に
掲
げ
る
放
水
用
設
備

百
ニ
ュ
ー
ト
ン

㈣

し
ゅ
う
動
部
又
は
回
転
部
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
を
耐
食
性
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
し
ゅ
う
動
又

は
回
転
に
よ
っ
て
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。
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五

第
二
第
一
号
㈡
か
ら
㈣
ま
で
に
掲
げ
る
放
水
用
設
備
に
加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

に
よ
る
こ
と
。

㈠

加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
の
充
電
部
は
、
外
部
か
ら
容
易
に
人
が
触
れ
な
い
よ
う
に
、
十
分
に
保
護
す
る
こ
と
。

㈡

加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
の
配
線
は
、
十
分
な
電
流
容
量
を
有
し
、
接
続
が
的
確
で
あ
る
こ
と
。

㈢

加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
に
は
、
防
水
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
を
天
井
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

降
下
装
置
は
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下
の
位
置
に
設
け
る
と
と
も
に
、
操
作
し
や
す
い
構
造
と

し
、
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
機
能
に
障
害
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

降
下
装
置
を
操
作
し
た
場
合
に
、
消
防
用
ホ
ー
ス
を
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
位
置
ま
で
降
下

で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

㈢

降
下
装
置
を
操
作
し
た
場
合
に
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
及
び
放
水
の
操
作
が
安
全
に
行
え
る
速
度
で
降
下
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

第
四

消
火
栓
弁
の
構
造
及
び
機
能
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消
火
栓
弁
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
に
結
合
す
る
部
分
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
（
以
下｢

消
防

用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具｣

と
い
う
。
）
と
し
、
そ
の
構
造
は
、
差
込
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る

差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下｢

結
合
金
具
規
格
省
令｣

と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
差
込
式
差
し

口
に
、
ね
じ
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
九
条
に
規
定
す
る
ね
じ
式
差
し
口
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

配
管
と
の
接
続
部
は
、
配
管
と
容
易
か
つ
確
実
に
接
続
で
き
る
も
の
で
、
か
つ
、
そ
の
内
径
が
ホ
ー
ス
接
続
口
の
呼
称

以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

減
圧
装
置
を
内
蔵
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

減
圧
装
置
は
、
使
用
圧
力
範
囲
内
に
お
い
て
有
効
に
放
水
圧
力
を
減
じ
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
こ
と
。

㈡

減
圧
装
置
は
、
目
づ
ま
り
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

㈢

減
圧
装
置
は
、
最
高
使
用
圧
力
（
使
用
圧
力
範
囲
の
最
大
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
強

度
及
び
耐
食
性
を
有
す
る
材
料
を
用
い
、
流
水
に
よ
り
性
能
に
支
障
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。
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㈣

減
圧
装
置
の
一
次
側
に
消
火
栓
弁
の
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
）
の
水
圧
力
を
、
二
次
側
に
減
圧
装
置
の
設
定
圧
力
の
一
・
五
倍
の
水
圧
力
を
三
分
間
加
え
た
場
合
に
お
い

て
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等
を
生
じ
な
い
こ
と
。

四

開
閉
弁
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
称
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
操
作
力
以
下
で
、
手
動
に
よ
り
全
開
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
全
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
自
動
式
の
開
閉
弁
（
以
下｢

自
動
式
開
閉
弁｣

と

い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

呼

称

操

作

力

（

ニ

ュ

ー

ト

ン

）

二
十
五

百
五
十

三
十
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四
十

二
百

五
十

六
十
五

二
百
五
十

㈡

自
動
式
開
閉
弁
に
あ
っ
て
は
、
次
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

消
防
用
ホ
ー
ス
を
用
い
て
放
水
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
自
動
的
に
全
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

手
動
に
よ
り
開
閉
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

第
五

消
火
栓
弁
の
材
質

消
火
栓
弁
の
材
質
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

パ
ッ
キ
ン
以
外
の
部
品
又
は
部
分
の
材
料
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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㈠

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
〇
、
Ｇ

五
五
〇
一
又
は
Ｇ

五
一
二
一

㈡

㈠
に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
試
料
採
取
方
法
及
び
試
験
方
法
に
よ
り
化
学
的
成
分
及
び
機
械
的
性
質
が
同

一
で
あ
る
又
は
類
似
し
て
い
る
も
の

㈢

㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
食
性
を
有
す
る
も
の

二

さ
び
の
発
生
に
よ
り
機
能
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
防
錆
処
理
を
施
し
た

せ
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

開
閉
弁
の
パ
ッ
キ
ン
の
材
料
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
三
五
三
Ⅲ
類
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
老
化
性
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六

消
火
栓
弁
の
漏
水
試
験

消
火
栓
弁
の
漏
水
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

開
閉
弁
を
全
開
し
、
受
け
口
と
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使
用
圧
力
以
下
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ

て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
）
の
任
意
の
水
圧
力
を
加
え
た
場
合
に
、
漏
水
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

開
閉
弁
を
全
閉
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使
用
圧
力
以
下
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
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ル
以
下
）
の
任
意
の
水
圧
力
を
加
え
た
場
合
に
、
漏
水
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
七

消
火
栓
弁
の
耐
圧
試
験

消
火
栓
弁
の
耐
圧
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

開
閉
弁
を
全
開
し
、
受
け
口
と
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口

に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
の
水
圧
力
を
三
分
間
加
え
た
場
合
に
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等
が
生
じ
ず
、

か
つ
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

開
閉
弁
を
全
閉
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
）
の
水
圧
力
を
三
分
間
加
え
た
場
合
に
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等
が
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
八

消
火
栓
弁
の
曲
げ
試
験

消
火
栓
弁
は
、
固
定
さ
れ
た
受
け
口
と
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使
用
圧
力
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ

て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
の
水
圧
力
を
加
え
、
か
ん
合
部
に
次
の
式
で
求
め
ら
れ
た
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
生
じ
る
よ
う
に

、
差
込
み
方
向
に
対
し
直
角
に
力
を
加
え
た
場
合
に
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
せ
ず
、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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曲
げ

モ
メ

ン
ト

ニ
ュ

ト
ン

ミ
リ

メ
ト

ル
Ｎ

呼
称

㎜

（

）
＝

×

×
（

×

）

300
1.5

15
ー

ー
ー

第
九

消
火
栓
弁
の
開
閉
試
験

開
閉
弁
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
水
圧
力
を
加
え
た
全
閉
状
態
か
ら
全
開
し
、
再
び
全
閉
す
る
操
作
を
百
回
行
っ
た
場
合
に

、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十

消
火
栓
弁
の
等
価
管
長

消
火
栓
弁
の
弁
箱
は
、
水
に
よ
り
等
価
管
長
を
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
値
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火
栓
弁
の

形
状
及
び
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
呼
称
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

形

状

呼

称

等
価
管
長
（
メ
ー
ト
ル
）

二
十
五

六
・
○

三
十

七
・
○
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ア
ン
グ
ル
弁

四
十

八
・
○

五
十

十
・
○

六
十
五

十
五
・
○

二
十
五

九
・
○

三
十

十
二
・
○

百
八
十
度
型

四
十

十
六
・
○



- 15 -

五
十

十
八
・
○

六
十
五

二
十
四
・
○

玉
型
弁

二
十
五

十
二
・
○

三
十

十
五
・
○

九
十
度
型

四
十

十
九
・
○

五
十

二
十
一
・
○

六
十
五

二
十
七
・
○
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第
十
一

消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
の
構
造
及
び
機
能

消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
最
高
使
用
圧
力
で
使
用
し
た
場
合
に
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
は
、
そ
の
使
用
圧
が
消
防
用
ホ
ー
ス
の
使
用
圧
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

消
防
用
ホ
ー
ス
に
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
が
装
着
さ
れ
た
部
分
（
以
下
「
消
防
用
ホ
ー
ス
と
結
合
金
具
の
装
着
部

」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
試
験
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

強
度
試
験

消
防
用
ホ
ー
ス
と
結
合
金
具
の
装
着
部
を
一
・
八
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
で
引
張
っ
た
場
合
に
、
ず
れ
、
亀

裂
、
著
し
い
変
形
等
が
生
じ
な
い
こ
と
。

㈡

耐
圧
試
験

㈠
の
試
験
を
行
っ
た
後
に
、
平
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格

を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
保
形
ホ
ー
ス
を
用
い
る

も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
二
十
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
耐
圧
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
ず
れ
、
著
し
い
変
形
、
漏
水

等
が
生
じ
ず
、
濡
れ
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
四
十
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
耐
圧
試
験
を
行
っ
た
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場
合
に
、
ず
れ
、
著
し
い
変
形
等
が
生
じ
な
い
こ
と
。

第
十
二

ノ
ズ
ル
の
構
造
及
び
機
能

ノ
ズ
ル
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
に
結
合
す
る
部
分
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
と
し
、
差
込
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
結
合
金
具
規

格
省
令
第
八
条
に
規
定
す
る
差
込
式
受
け
口
に
、
ね
じ
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
十
条
に
規
定
す
る
ね
じ
式
受
け
口

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

最
高
使
用
圧
力
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
有
す
る
材
料
を
用
い
、
流
水
に
よ
り
機
能
に
異
常
を
生

じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
に
用
い
る
ノ
ズ
ル
は
、
前
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

握
手
部
分
を
設
け
る
こ
と
。

㈡

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
放
水
が
で
き
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
第
一
号
（
二
）
に
掲
げ
る
放
水
用
設

備
に
あ
っ
て
は
、
ロ
に
よ
る
こ
と
。

イ

棒
状
の
放
水
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ロ

棒
状
の
放
水
及
び
噴
霧
状
の
放
水
の
切
替
え

㈢

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
に
用
い
る
ノ
ズ
ル
の
性
能
は
、
次
の
表
の
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
種
類
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

棒

状

の

放

水

噴

霧

状

の

放

水

噴
霧
角
三
十
度

簡
易
操
作
型
放
水

ノ
ズ
ル
先
端
の
圧

ノ
ズ
ル
先
端
の

、
ノ
ズ
ル
先
端

用

設

備

の

種

類

力

放
水
量

高
さ
一
メ
ー
ト

放
水
量

の
高
さ
一
メ
ー

ル
、
仰
角
五
度

ト
ル
、
仰
角
五

に
お
け
る
射
程

度
に
お
け
る
射

程
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百
三
十
リ
ッ
ト

ル
毎
分
を
下
回

第
二
第
一
号
㈡
に

○
・
一
七
メ
ガ
パ

百
三
十
リ
ッ
ト

七
メ
ー
ト
ル
以

ら
ず
、
か
つ
、

掲
げ
る
放
水
用
設

ス
カ
ル
以
上

ル
毎
分
以
上

上

棒
状
放
水
量
の

備

百
三
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
な

い
こ
と

六
十
リ
ッ
ト
ル

毎
分
を
下
回
ら

第
二
第
一
号
㈢
及

○
・
二
五
メ
ガ
パ

六
十
リ
ッ
ト
ル

十
メ
ー
ト
ル
以

ず
、
か
つ
、
棒

棒
状
放
水
時
の

び
㈤
に
掲
げ
る
放

ス
カ
ル
以
上

毎
分
以
上

上

状
放
水
量
の
百

五
十
パ
ー
セ
ン

水
用
設
備

三
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
る
こ
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ト
を
超
え
な
い

と

こ
と

八
十
リ
ッ
ト
ル

毎
分
を
下
回
ら

第
二
第
一
号
㈣
に

○
・
一
七
メ
ガ
パ

八
十
リ
ッ
ト
ル

七
メ
ー
ト
ル
以

ず
、
か
つ
、
棒

掲
げ
る
放
水
用
設

ス
カ
ル
以
上

毎
分
以
上

上

状
放
水
量
の
百

備

三
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
な
い

こ
と

㈣

ノ
ズ
ル
に
使
用
圧
力
範
囲
内
の
任
意
の
水
圧
力
を
加
え
た
場
合
に
、
漏
水
し
な
い
こ
と
。

㈤

ノ
ズ
ル
に
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
水
圧
力
を
三
分
間
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
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等
を
生
じ
な
い
こ
と
。

第
十
三

表
示

表
示
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

放
水
用
設
備
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
放
水
用
設
備
又
は
そ
の
周
囲
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ

う
に
表
示
す
る
こ
と
。

㈠

製
造
者
名
又
は
商
標

㈡

製
造
年

二

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
に
は
、
前
号
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
又
は
そ
の
周
囲

の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
性
能
、
点
検
方

法
及
び
注
意
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

㈠

操
作
手
順
を
示
す
絵
表
示

㈡

一
人
で
放
水
操
作
が
可
能
で
あ
る
旨

㈢

天
井
に
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
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㈣

最
高
使
用
圧
力

㈤

設
計
圧
力
損
失
値
（
消
防
用
ホ
ー
ス
を
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
か
ら
延
長
し
て
放
水
し
た
場
合
に
お
け
る
圧
力
損
失

の
最
大
値
を
い
う
。
）

三

天
井
に
設
置
す
る
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
降
下
装
置
に
は
、
降
下
装
置
で
あ
る
旨
を
、
当
該
降
下
装
置
又
は
そ
の

周
囲
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。

四

消
火
栓
弁
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。

㈠

製
造
者
名
又
は
商
標

㈡

製
造
年

㈢

型
式
番
号

㈣

呼
称

㈤

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
及
び
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補
助
散
水
栓
に
あ
っ
て
は
、
最
高
使
用
圧
力

㈥

開
閉
弁
の
開
閉
方
向

五

ノ
ズ
ル
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。
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㈠

製
造
者
名
又
は
商
標

㈡

製
造
年

㈢

呼
称

㈣

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
に
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
の
事
項

イ

型
式
記
号

ロ

開
閉
位
置
又
は
開
閉
方
向

ハ

棒
状
及
び
噴
霧
状
の
放
水
の
切
替
え
が
で
き
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
棒
状
及
び
噴
霧
状
の
放
水
の
切
替
え
位
置

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
四
第
一
号
中
「
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結

合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令

第
二
十
三
号
。
以
下｢

結
合
金
具
規
格
省
令｣

と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
差
込
式
差
し
口
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
用
ホ
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ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
二
号
。
以
下
「
差
込
式

結
合
金
具
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
差
し
口
」
と
、
「
同
令
第
九
条
に
規
定
す
る
ね
じ
式
差
し
口
」
と
あ
る

の
は
「
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年

自
治
省
令
第
三
号
。
以
下
「
ね
じ
式
結
合
金
具
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
差
し
口
」
と
、
第
十
一
第
三
号
㈡

中
「
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
二
条
」
と
あ
る
の

は
「
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
第
十
三
条
」
と
、
「
同

令
第
二
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
第
四
十
一
条
」
と
、
「
同
令
第
四
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
第
三
十
条
」
と
、

第
十
二
第
一
号
中
「
結
合
金
具
規
格
省
令
第
八
条
に
規
定
す
る
差
込
式
受
け
口
」
と
あ
る
の
は
「
差
込
式
結
合
金
具
規
格
省

令
第
六
条
に
規
定
す
る
受
け
口
」
と
、
「
同
令
第
十
条
に
規
定
す
る
ね
じ
式
受
け
口
」
と
あ
る
の
は
「
ね
じ
式
結
合
金
具
省

令
第
六
条
に
規
定
す
る
受
け
口
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
若
し
く
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修

繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
新
築
、
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増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
を
開
始
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
屋
内
消

火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
及
び
放
水
に
必
要
な
器
具
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補
助
散
水
栓
及
び
放
水
に
必
要
な
器
具
、

泡
消
火
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
、
屋
外
消
火
栓
設
備
の
放
水
用
器
具
並
び
に
連
結
送
水
管
の
放
水
口
及
び
放
水
用
器
具
の
う

ち
、
改
正
後
の
屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
第
三
、
第
四
（
第
四
第
二
号
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
一
、

第
十
二
及
び
第
十
三
（
第
十
三
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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【
参
考
】

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
の
全
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
表

○

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
（
平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
消
防
庁
告
示
第
三
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
（
平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
（
平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日

消
防
庁
告
示
第
三
十
六
号
）

消
防
庁
告
示
第
三
十
六
号
）

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
一
条
の
二
第

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

二
号
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
、
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
七
号
、
第

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
、

第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
七
号
及
び

十
八
条
第
四
項
第
三
号
の
二
、
第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
並
び
に
第
三
十
一
条

第
三
十
一
条

第
四
号
の
二
及
び
第
六
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消

第
四
号
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
、
屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消

火
栓
等
の
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

火
栓
等
の
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準

第
一

趣
旨

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
第
二
号
、
第
十
二
条
第
一
項
第

）

第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
の
二
、
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
七
号
、
第
十
八
条
第
四
項
第
三
号
の

一
号
ロ
、

第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
七
号
及
び

二
、
第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
並
び
に
第
三
十
一
条
第
四
号
の
二
及
び
第
六

第
三
十
一
条
第
四
号
の
二

号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
及
び
放
水
に
必

の
規
定
に
基
づ
き
、
屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
、

要
な
器
具
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補
助
散
水
栓
及
び
放
水
に
必
要
な
器

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補
助
散
水
栓

具
、
泡
消
火
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
、
屋
外
消
火
栓
設
備
の
放
水
用
器
具
並
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び
に
連
結
送
水
管
の
放
水
口
及
び
放
水
用
器
具
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す

及
び
連
結
送
水
管
の
放
水
口

の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

る
。

第
二

用
語
の
意
義

第
二

用
語
の
意
義

こ
の
基
準
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

こ
の
基
準
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

放
水
用
設
備

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

一

消
火
栓
等

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

設
備
に
あ
っ
て
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補
助
散
水
栓
）
、
消
防
用

備
の
補
助
散
水
栓
及
び
連
結
送
水
管
の
放
水
口
を
い
う
。

ホ
ー
ス
、
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
及
び
ノ
ズ
ル
か
ら
構
成
さ
れ
る
設
備
（

放
水
用
設
備
を
天
井
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
降
下
装
置
を
含
む

。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

㈠

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
㈡
以
外
の
も
の

㈡

令
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
ヘ

た
だ
し
書
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

㈢

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

㈣

令
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

㈤

規
則
第
十
三
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

二

消
火
栓
弁

次
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

㈠

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓

屋
内
消
火
栓
設
備
の
ホ
ー
ス
接

続
口
、
開
閉
弁
及
び
こ
れ
ら
を
接
続
す
る
管
路

㈡

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補
助
散
水
栓

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
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ホ
ー
ス
接
続
口
、
開
閉
弁
及
び
こ
れ
ら
を
接
続
す
る
管
路

㈢

連
結
送
水
管
の
放
水
口

連
結
送
水
管
の
ホ
ー
ス
接
続
口
、
開
閉
弁

及
び
こ
れ
ら
を
接
続
す
る
管
路

三

使
用
圧
力
範
囲

消
火
栓
弁
の
機
能
に
支
障
を
生
じ
な
い
一
次
側
（
本

二

使
用
圧
力
範
囲

消
火
栓
等
の
機
能
に
支
障
を
生
じ
な
い
一
次
側
（
本

体
へ
の
流
入
側
を
い
う
。
）
の
圧
力
の
範
囲
を
い
う
。

体
へ
の
流
入
側
を
い
う
。
）
の
圧
力
の
範
囲
を
い
う
。

四

減
圧
装
置

消
火
栓
弁
の
放
水
圧
力
を
減
じ
る
装
置
を
い
う
。

三

減
圧
装
置

消
火
栓
等
の
放
水
圧
力
を
減
じ
る
装
置
を
い
う
。

五

消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部

消
防
用
ホ
ー
ス
を
収
納
す
る
部
分
を
い
う
。

六

ノ
ズ
ル

消
防
用
ホ
ー
ス
の
先
端
に
結
合
し
、
放
水
す
る
器
具
を
い
う

。
七

降
下
装
置

消
防
用
ホ
ー
ス
を
降
下
さ
せ
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。

第
三

放
水
用
設
備
の
構
造
及
び
機
能

放
水
用
設
備
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

放
水
用
設
備
は
、
耐
久
性
を
有
し
、
か
つ
、
ほ
こ
り
、
湿
気
等
に
よ
っ

て
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
操
作
を
行
う
と
き
に
損
傷
を

生
じ
な
い
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

㈠

加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
（
放
水
用
設
備
に
加
圧
送
水
装
置
の
起

動
装
置
を
設
け
る
場
合
に
限
る
。
）

㈡

加
圧
送
水
装
置
の
始
動
を
示
す
表
示
灯

㈢

放
水
用
設
備
の
位
置
を
示
す
表
示
灯

三

第
二
第
一
号
㈡
か
ら
㈤
ま
で
に
掲
げ
る
放
水
用
設
備
（
以
下
「
簡
易
操

作
型
放
水
用
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
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㈠

消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
及
び
収
納
の
操
作
並
び
に
保
守
点
検
を
容
易

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
前
面
に
お
い
て
壁
面
に
設
置
す
る
消
防

用
ホ
ー
ス
の
延
長
操
作
を
行
っ
た
場
合
又
は
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備

の
直
下
の
床
面
に
お
い
て
天
井
に
設
置
す
る
消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
操

作
を
行
っ
た
場
合
に
、
い
ず
れ
の
方
向
に
も
引
き
出
せ
る
こ
と
。

㈢

消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
、
放
水
及
び
収
納
の
操
作
（
降
下
装
置
の
操

作
を
含
む
。
）
を
十
五
回
行
っ
た
場
合
に
、
一
人
で
当
該
延
長
、
放
水

及
び
収
納
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ

な
い
こ
と
。

㈣

ノ
ズ
ル
開
放
時
の
放
水
反
力
は
、
二
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
下
で
あ
る
こ

と
。

四

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
に
あ
っ
て
は
、
次

に
よ
る
こ
と
。

㈠

消
防
用
ホ
ー
ス
を
円
筒
形
状
の
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
（
以
下
「
ホ

ー
ス
リ
ー
ル
」
と
い
う
。
）
に
巻
き
取
っ
て
収
納
す
る
も
の

両
側
に

軸
受
を
有
す
る
ホ
ー
ス
リ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
そ
の
中
央
に
、
片
側
に
軸

受
を
有
す
る
ホ
ー
ス
リ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
軸
受
の
反
対
側
の
端
に
、
当

該
ホ
ー
ス
リ
ー
ル
の
質
量
に
収
納
さ
れ
る
消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
当
該
消

防
用
ホ
ー
ス
に
充
水
さ
れ
た
水
の
質
量
を
加
え
た
荷
重
の
二
倍
の
荷
重

を
二
十
四
時
間
か
け
た
場
合
に
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
等
を
生
じ
な
い

こ
と
。
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㈡

㈠
以
外
の
も
の

両
側
に
支
持
金
具
又
は
軸
受
を
有
す
る
も
の
に
あ

っ
て
は
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
の
中
央
に
、
片
側
に
支
持
金
具
又
は
軸

受
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
軸
受
の
反
対
側
の
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納

部
の
端
に
、
当
該
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
の
質
量
に
消
防
用
ホ
ー
ス
及

び
収
納
状
態
に
お
い
て
消
防
用
ホ
ー
ス
に
充
水
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
に
あ
っ
て
は
そ
の
水
の
質
量
を
加
え
た
荷
重
の
二
倍
の
荷
重
を
二
十

四
時
間
か
け
た
場
合
に
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
等
を
生
じ
な
い
こ
と
。

㈢

消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
圧
力
範
囲
内
の
任
意
の
水
圧
力
を
加
え
、
Ｊ

Ｉ
Ｓ
（
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
日
本
工
業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

Ａ

五
七

〇
五
に
適
合
す
る
滑
ら
か
な
ビ
ニ
ー
ル
又
は
同
等
の
滑
ら
か
な
ビ
ニ
ー

ル
床
タ
イ
ル
若
し
く
は
シ
ー
ト
の
床
面
上
を
毎
時
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

速
度
で
、
収
納
さ
れ
て
い
る
消
防
用
ホ
ー
ス
の
全
体
を
延
長
す
る
操
作

を
行
っ
た
場
合
に
、
消
防
用
ホ
ー
ス
を
延
長
す
る
た
め
に
要
す
る
力
は

、
い
ず
れ
の
方
向
及
び
延
長
位
置
に
お
い
て
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
数
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
種
類

消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
操
作
に
要
す

る
力

第
二
第
一
号
㈡
に
掲
げ
る
放
水
用
設

二
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
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備第
二
第
一
号
㈢
か
ら
㈤
ま
で
に
掲
げ

百
ニ
ュ
ー
ト
ン

る
放
水
用
設
備

㈣

し
ゅ
う
動
部
又
は
回
転
部
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分

を
耐
食
性
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
し
ゅ
う
動
又
は
回
転
に
よ
っ
て
機
能

に
異
常
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

五

第
二
第
一
号
㈡
か
ら
㈣
ま
で
に
掲
げ
る
放
水
用
設
備
に
加
圧
送
水
装
置

の
起
動
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
の
充
電
部
は
、
外
部
か
ら
容
易
に
人
が

触
れ
な
い
よ
う
に
、
十
分
に
保
護
す
る
こ
と
。

㈡

加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
の
配
線
は
、
十
分
な
電
流
容
量
を
有
し

、
接
続
が
的
確
で
あ
る
こ
と
。

㈢

加
圧
送
水
装
置
の
起
動
装
置
に
は
、
防
水
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
を
天
井
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

に
よ
る
こ
と
。

㈠

降
下
装
置
は
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下
の
位
置

に
設
け
る
と
と
も
に
、
操
作
し
や
す
い
構
造
と
し
、
簡
易
操
作
型
放
水

用
設
備
の
機
能
に
障
害
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

降
下
装
置
を
操
作
し
た
場
合
に
、
消
防
用
ホ
ー
ス
を
床
面
か
ら
の
高

さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
位
置
ま
で
降
下
で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
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れ
て
い
る
こ
と
。

㈢

降
下
装
置
を
操
作
し
た
場
合
に
、
消
防
用
ホ
ー
ス
の
延
長
及
び
放
水

の
操
作
が
安
全
に
行
え
る
速
度
で
降
下
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四

消
火
栓
弁
の
構
造
及
び
機
能

第
三

構
造
及
び
機
能

消
火
栓
弁
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

消
火
栓
等
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
に
結
合
す
る
部
分
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差

一

結
合
金
具
は
、
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
も
の

込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
（
以
下｢

消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具｣

と

い
う
。
）
と
し
、
そ
の
構
造
は
、
差
込
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ

と
し
、
そ
の
構
造
は
、
差
込
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ

ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に

ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成

（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
二
号
）
第
五
条

二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下｢
結
合
金
具
規
格
省
令｣

と
い
う

。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
差
込
式
差
し
口
に
、
ね
じ
式
の
も
の
に
あ
っ
て

に
規
定
す
る

差
し
口
に
、
ね
じ
式
の
も
の
に
あ
っ

は
同
令
第
九
条

て
は
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具

の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
三
号
）
第
五

に
規
定
す
る
ね
じ
式
差
し
口
に
適
合
す
る
も
の

条

に
規
定
す
る

差
し
口
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

二

配
管
と
の
接
続
部
は
、
配
管
と
容
易
か
つ
確
実
に
接
続
で
き
る
も
の
で

二

管
と
の
接
続
部
は
、

管
と
容
易
か
つ
確
実
に
接
続
で
き
る
も
の
で

、
か
つ
、
そ
の
内
径
が
ホ
ー
ス
接
続
口
の
呼
称
以
上
で
あ
る
こ
と
。

、
か
つ
、
そ
の
内
径
が
ホ
ー
ス
接
続
口
の
呼
称
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

減
圧
装
置
を
内
蔵
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

三

減
圧
装
置
を
内
蔵
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

減
圧
装
置
は
、
使
用
圧
力
範
囲
内
に
お
い
て
有
効
に
放
水
圧
力
を
減

㈠

減
圧
装
置
は
、
使
用
圧
力
範
囲
内
に
お
い
て
有
効
に
放
水
圧
力
を
減

じ
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
こ
と
。

じ
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
こ
と
。

㈡

減
圧
装
置
は
、
目
づ
ま
り
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

㈡

減
圧
装
置
は
、
目
づ
ま
り
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。
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㈢

減
圧
装
置
は
、
最
高
使
用
圧
力
（
使
用
圧
力
範
囲
の
最
大
値
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
有
す

る
材
料
を
用
い
、
流
水
に
よ
り
性
能
に
支
障
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る

こ
と
。

㈣

減
圧
装
置
の
一
次
側
に
消
火
栓
弁
の
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
（

連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
の
水
圧
力

を
、
二
次
側
に
減
圧
装
置
の
設
定
圧
力
の
一
・
五
倍
の
水
圧
力
を
三
分

間
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等
を
生
じ
な

い
こ
と
。

四

開
閉
弁
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

四

開
閉
弁
は
、

㈠

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
称
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
操
作

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
称
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
操
作

力
以
下
で
、
手
動
に
よ
り
全
開
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
全
閉
す
る

力
以
下
で
、
手
動
に
よ
り
全
開
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
全
閉
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
自
動
式
の
開
閉
弁
（
以

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

下｢

自
動
式
開
閉
弁｣

と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

呼

称

操

作

力

（

ニ

ュ

ー

ト

ン

）

呼

称

操

作

力

（

ニ

ュ

ー

ト

ン

）

二
十
五

二
十
五

百
五
十

百
五
十

三
十

三
十

四
十

四
十



- 9 -

二
百

二
百

五
十

五
十

六
十
五

二
百
五
十

六
十
五

二
百
五
十

㈡

自
動
式
開
閉
弁
に
あ
っ
て
は
、
次
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

消
防
用
ホ
ー
ス
を
用
い
て
放
水
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
自
動
的
に

全
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

手
動
に
よ
り
開
閉
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

第
五

消
火
栓
弁
の
材
質

第
四

材
質

消
火
栓
弁
の
材
質
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

消
火
栓
等
の
材
質
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

パ
ッ
キ
ン
以
外
の
部
品
又
は
部
分
の
材
料
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合

一

パ
ッ
キ
ン
以
外
の
部
品
又
は
部
分
の
材
料
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈠

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｈ

五
一
二
〇
、
Ｇ

五
五
〇
一
又
は
Ｇ

五
一
二
一

㈠

Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

第
十
七
条
第
一
項
の
日
本
工
業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
Ｈ
五
一

二
〇
、
Ｇ
五
五
〇
一
又
は
Ｇ
五
一
二
一

㈡

㈠
に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
試
料
採
取
方
法
及
び
試
験
方

㈡

㈠
に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
試
料
採
取
方
法
及
び
試
験
方

法
に
よ
り
化
学
的
成
分
及
び
機
械
的
性
質
が
同
一
で
あ
る
又
は
類
似
し

法
に
よ
り
化
学
的
成
分
及
び
機
械
的
性
質
が
同
一
で
あ
る
又
は
類
似
し

て
い
る
も
の

て
い
る
も
の

㈢

㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
食
性
を
有
す

㈢

㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
食
性
を
有
す

る
も
の

る
も
の

二

さ
び
の
発
生
に
よ
り
機
能
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部

二

さ
び
の
発
生
に
よ
り
機
能
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
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分
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
防
錆
処
理
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

分
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
防
錆
処
理
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

せ
い

三

開
閉
弁
の
パ
ッ
キ
ン
の
材
料
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｋ

六
三
五
三
Ⅲ
類
又
は

三

開
閉
弁
の
パ
ッ
キ
ン
の
材
料
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｋ
六
三
五
三
Ⅲ
類

又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
老
化
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
老
化
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六

消
火
栓
弁
の
漏
水
試
験

第
六

漏
水
試
験

消
火
栓
弁
の
漏
水
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

消
火
栓
等
の
漏
水
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

開
閉
弁
を
全
開
し
、
受
け
口
と
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使

一

開
閉
弁
を
全
開
し
、
受
け
口
と
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使

用
圧
力
以
下
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

用
圧
力
以
下
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

以
下
）
の
任
意
の
水
圧
力
を
加
え
た
場
合
に
、
漏
水
し
な
い
も
の
で
あ
る

以
下
）
の
任
意
の
水
圧
力
を
加
え
た
場
合
に
、
漏
水
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

二

開
閉
弁
を
全
閉
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使
用
圧
力
以
下
（
連
結
送

二

開
閉
弁
を
全
閉
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使
用
圧
力
以
下
（
連
結
送

水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
）
の
任
意
の
水
圧

水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
）
の
任
意
の
水
圧

力
を
加
え
た
場
合
に
、
漏
水
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

力
を
加
え
た
場
合
に
、
漏
水
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
七

消
火
栓
弁
の
耐
圧
試
験

第
五

耐
圧
試
験

消
火
栓
弁
の
耐
圧
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

消
火
栓
等
の
耐
圧
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

開
閉
弁
を
全
開
し
、
受
け
口
と
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使

一

開
閉
弁
を
全
開
し
、
受
け
口
と
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使

用
圧
力
の
一
・
五
倍
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ガ
パ

用
圧
力
の
一
・
五
倍
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ガ
パ

ス
カ
ル
）
の
水
圧
力
を
三
分
間
加
え
た
場
合
に
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、

ス
カ
ル
）
の
水
圧
力
を
三
分
間
加
え
た
場
合
に
、
き
裂
、
著
し
い
変
形
、

漏
水
等
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

漏
水
等
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
か
ん
合
部
か
ら
離
脱
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

と
。

二

開
閉
弁
を
全
閉
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
（

二

開
閉
弁
を
全
閉
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
（

連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
の
水
圧
力
を

連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
の
水
圧
力
を

三
分
間
加
え
た
場
合
に
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等
が
生
じ
な
い
も

三
分
間
加
え
た
場
合
に
、
き
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等
が
生
じ
な
い
も
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の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

第
八

消
火
栓
弁
の
曲
げ
試
験

第
七

曲
げ
試
験

消
火
栓
弁
は
、
固
定
さ
れ
た
受
け
口
と
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最

消
火
栓
等
は
、
固
定
さ
れ
た
受
け
口
と
か
ん
合
し
た
状
態
に
お
い
て
、
最

高
使
用
圧
力
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

高
使
用
圧
力
（
連
結
送
水
管
の
放
水
口
に
あ
っ
て
は
、
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

の
水
圧
力
を
加
え
、
か
ん
合
部
に
次
の
式
で
求
め
ら
れ
た
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

の
水
圧
力
を
加
え
、
か
ん
合
部
に
次
の
式
で
求
め
ら
れ
た
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

が
生
じ
る
よ
う
に
、
差
込
み
方
向
に
対
し
直
角
に
力
を
加
え
た
場
合
に
、
か

が
生
じ
る
よ
う
に
、
差
込
み
方
向
に
対
し
直
角
に
力
を
加
え
た
場
合
に
、
か

ん
合
部
か
ら
離
脱
せ
ず
、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ

ん
合
部
か
ら
離
脱
せ
ず
、
か
つ
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（

）
＝3

0
0

×1
.
5

×
（

（

）

＝3
0
0

×1
.
5

×
（

曲
げ

モ
メ

ン
ト

ニ
ュ

ト
ン

ミ
リ

メ
ト

ル
Ｎ

Ｍ
Ｎ

－
㎜

Ｎ
ー

ー
ー

呼
称

㎜
呼

称
㎜

×1
5

）

×1
5

）

第
九

消
火
栓
弁
の
開
閉
試
験

第
八

開
閉
試
験

開
閉
弁
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
水
圧
力
を
加
え
た
全
閉
状
態
か
ら
全
開
し

開
閉
弁
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
水
圧
力
を
加
え
た
全
閉
状
態
か
ら
全
開
し

、
再
び
全
閉
す
る
操
作
を
百
回
行
っ
た
場
合
に
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い

、
再
び
全
閉
す
る
操
作
を
百
回
行
っ
た
場
合
に
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十

消
火
栓
弁
の
等
価
管
長

第
九

等
価
管
長

消
火
栓
弁
の
弁
箱
は
、
水
に
よ
り
等
価
管
長
を
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の

消
火
栓
等

は
、
水
に
よ
り
等
価
管
長
を
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の

値
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火
栓
弁
の
形
状
及
び
同
表
中
欄
に
掲
げ

値
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

形
状
及
び
同
表
中
欄
に
掲
げ

る
呼
称
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
呼
称
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

形

状

呼

称

等
価
管
長
（
メ

形

状

呼

称

等
価
管
長
（
メ

ー
ト
ル
）

ー
ト
ル
）
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二
十
五

六
・
○

二
十
五

六
・
○

三
十

七
・
○

三
十

七
・
○

ア
ン
グ
ル
弁

四
十

八
・
○

ア
ン
グ
ル
弁

四
十

八
・
○

五
十

十
・
○

五
十

十
・
○

六
十
五

十
五
・
○

六
十
五

十
五
・
○

二
十
五

九
・
○

二
十
五

九
・
○

三
十

十
二
・
○

三
十

十
二
・
○

百
八
十
度
型

四
十

十
六
・
○

百
八
十
度
型

四
十

十
六
・
○

五
十

十
八
・
○

五
十

十
八
・
○

六
十
五

二
十
四
・
○

六
十
五

二
十
四
・
○

玉
型
弁

玉
型
弁

二
十
五

十
二
・
○

二
十
五

十
二
・
○
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三
十

十
五
・
○

三
十

十
五
・
○

九
十
度
型

四
十

十
九
・
○

九
十
度
型

四
十

十
九
・
○

五
十

二
十
一
・
○

五
十

二
十
一
・
○

六
十
五

二
十
七
・
○

六
十
五

二
十
七
・
○

第
十
一

消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
の
構
造
及
び
機
能

消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
の
構
造
及
び
機
能
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
最
高
使
用
圧
力
で
使
用
し
た
場
合
に
、
機
能
に
異

常
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
は
、
そ
の
使
用
圧
が
消
防
用
ホ
ー
ス
の
使

用
圧
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

消
防
用
ホ
ー
ス
に
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
が
装
着
さ
れ
た
部
分
（

以
下
「
消
防
用
ホ
ー
ス
と
結
合
金
具
の
装
着
部
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に

掲
げ
る
試
験
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

強
度
試
験

消
防
用
ホ
ー
ス
と
結
合
金
具
の
装
着
部
を
一
・
八
キ
ロ

ニ
ュ
ー
ト
ン
で
引
張
っ
た
場
合
に
、
ず
れ
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
等
が

生
じ
な
い
こ
と
。

㈡

耐
圧
試
験

㈠
の
試
験
を
行
っ
た
後
に
、
平
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の
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に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成

二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

保
形
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
二
十
四
条
の
規
定
の

例
に
よ
り
耐
圧
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
ず
れ
、
著
し
い
変
形
、
漏
水

等
が
生
じ
ず
、
濡
れ
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
四
十

二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
耐
圧
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
ず
れ
、
著
し

い
変
形
等
が
生
じ
な
い
こ
と
。

第
十
二

ノ
ズ
ル
の
構
造
及
び
機
能

ノ
ズ
ル
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
に
結
合
す
る
部
分
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
と

し
、
差
込
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
結
合
金
具
規
格
省
令
第
八
条
に
規
定
す

る
差
込
式
受
け
口
に
、
ね
じ
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
十
条
に
規
定

す
る
ね
じ
式
受
け
口
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

最
高
使
用
圧
力
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
有
す
る

材
料
を
用
い
、
流
水
に
よ
り
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と

。
三

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
に
用
い
る
ノ
ズ
ル
は
、
前
二
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

握
手
部
分
を
設
け
る
こ
と
。

㈡

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
放
水
が
で
き
る
こ
と
。
た
だ

し
、
第
二
第
一
号
㈡
に
掲
げ
る
放
水
用
設
備
に
あ
っ
て
は
、
ロ
に
よ
る

こ
と
。
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イ

棒
状
の
放
水

ロ

棒
状
の
放
水
及
び
噴
霧
状
の
放
水
の
切
替
え

㈢

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
に
用
い
る
ノ
ズ
ル
の
性
能
は
、
次
の
表
の

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る

基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

棒
状
の
放
水

噴
霧
状
の
放
水

噴
霧
角
三

簡
易
操
作

ノ
ズ
ル
先

十
度
、
ノ

型
放
水
用

ノ
ズ
ル

端
の
高
さ

ズ
ル
先
端

設
備
の
種

先
端
の

放
水
量

一
メ
ー
ト

放
水
量

の
高
さ
一

類

圧
力

ル
、
仰
角

メ
ー
ト
ル

五
度
に
お

、
仰
角
五

け
る
射
程

度
に
お
け

る
射
程

百
三
十
リ
ッ

第
二
第
一

ト
ル
毎
分
を

号
㈡
に
掲

○
・
一

下
回
ら
ず
、

げ
る
放
水

七
メ
ガ

百
三
十
リ
ッ

七
メ
ー
ト

か
つ
、
棒
状

用
設
備

パ
ス
カ

ト
ル
毎
分
以

ル
以
上

放
水
量
の
百
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ル
以
上

上

三
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え

な
い
こ
と

六
十
リ
ッ
ト

第
二
第
一

ル
毎
分
を
下

棒
状
放
水

号
㈢
及
び

○
・
二

回
ら
ず
、
か

時
の
五
十

㈤
に
掲
げ

五
メ
ガ

六
十
リ
ッ
ト

十
メ
ー
ト

つ
、
棒
状
放

パ
ー
セ
ン

る
放
水
用

パ
ス
カ

ル
毎
分
以
上

ル
以
上

水
量
の
百
三

ト
を
超
え

設
備

ル
以
上

十
パ
ー
セ
ン

る
こ
と

ト
を
超
え
な

い
こ
と

八
十
リ
ッ
ト

第
二
第
一

ル
毎
分
を
下

号
㈣
に
掲

○
・
一

回
ら
ず
、
か

げ
る
放
水

七
メ
ガ

八
十
リ
ッ
ト

七
メ
ー
ト

つ
、
棒
状
放

用
設
備

パ
ス
カ

ル
毎
分
以
上

ル
以
上

水
量
の
百
三

ル
以
上

十
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
な

い
こ
と
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㈣

ノ
ズ
ル
に
使
用
圧
力
範
囲
内
の
任
意
の
水
圧
力
を
加
え
た
場
合
に
、

漏
水
し
な
い
こ
と
。

㈤

ノ
ズ
ル
に
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
水
圧
力
を
三
分
間
加
え
た

場
合
に
お
い
て
、
亀
裂
、
著
し
い
変
形
、
漏
水
等
を
生
じ
な
い
こ
と
。

第
十
三

表
示

第
十

表
示

表
示
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

放
水
用
設
備
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
放
水
用
設
備
又
は
そ
の

周
囲
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。

㈠

製
造
者
名
又
は
商
標

㈡

製
造
年

二

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
に
は
、
前
号
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

当
該
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
又
は
そ
の
周
囲
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易

に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
簡
易
操
作
型
放
水
用
設

備
の
性
能
、
点
検
方
法
及
び
注
意
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
備
え
付
け

る
こ
と
。

㈠

操
作
手
順
を
示
す
絵
表
示

㈡

一
人
で
放
水
操
作
が
可
能
で
あ
る
旨

㈢

天
井
に
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨

㈣

最
高
使
用
圧
力

㈤

設
計
圧
力
損
失
値
（
消
防
用
ホ
ー
ス
を
消
防
用
ホ
ー
ス
収
納
部
か
ら

延
長
し
て
放
水
し
た
場
合
に
お
け
る
圧
力
損
失
の
最
大
値
を
い
う
。
）
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三

天
井
に
設
置
す
る
簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
の
降
下
装
置
に
は
、
降
下

装
置
で
あ
る
旨
を
、
当
該
降
下
装
置
又
は
そ
の
周
囲
の
見
や
す
い
箇
所
に

容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。

四

消
火
栓
弁
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に

消
火
栓
等
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に

容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と

。

容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

㈠

製
造
者
名
又
は
商
標

一

製
造
者
名
又
は
商
標

㈡

製
造
年

二

製
造
年

㈢

型
式
番
号

三

型
式
番
号

㈣

呼
称

四

呼
称

㈤

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
及
び
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補

五

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
及
び
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
補

助
散
水
栓
に
あ
っ
て
は
、
最
高
使
用
圧
力

助
散
水
栓
に
あ
っ
て
は
、
最
高
使
用
圧
力

㈥

開
閉
弁
の
開
閉
方
向

六

開
閉
弁
の
開
閉
方
向

五

ノ
ズ
ル
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消

え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。

㈠

製
造
者
名
又
は
商
標

㈡

製
造
年

㈢

呼
称

㈣

簡
易
操
作
型
放
水
用
設
備
に
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
の
事
項

イ

型
式
記
号

ロ

開
閉
位
置
又
は
開
閉
方
向

ハ

棒
状
及
び
噴
霧
状
の
放
水
の
切
替
え
が
で
き
る
も
の
に
あ
っ
て
は

、
棒
状
及
び
噴
霧
状
の
放
水
の
切
替
え
位
置
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屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
表

【
参
考
】

○

屋
内
消
火
栓
設
備
の
屋
内
消
火
栓
等
の
基
準
（
平
成
二
十
五
年
消
防
庁
告
示
第
二
号
）

（

部
分
は
読
替
部
分
）

読
替
後
（
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
）

読

替

前
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
降
）

第
四

消
火
栓
弁
の
構
造
及
び
機
能

第
四

消
火
栓
弁
の
構
造
及
び
機
能

消
火
栓
弁
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

消
火
栓
弁
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
に
結
合
す
る
部
分
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差

一

消
防
用
ホ
ー
ス
に
結
合
す
る
部
分
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
に
使
用
す
る
差

込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
（
以
下｢

消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具｣

と

込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
（
以
下｢

消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具｣

と

い
う
。
）
と
し
、
そ
の
構
造
は
、
差
込
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ

い
う
。
）
と
し
、
そ
の
構
造
は
、
差
込
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ

ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

ー
ス
に
使
用
す
る
差
込
式
又
は
ね
じ
式
の
結
合
金
具
及
び
消
防
用
吸
管
に

（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
二
号
。
以
下
「
差
込
式
結
合
金
具
省
令
」
と
い

使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成

う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
差
し
口

二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下｢

結
合
金
具
規
格
省
令｣

と
い
う

に
、
ね
じ
式
の
も
の
に
あ
っ
て

。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
差
込
式
差
し
口
に
、
ね
じ
式
の
も
の
に
あ
っ
て

は
消
防
用
ホ
ー
ス
又
は
消
防
用
吸
管
に
使
用
す
る
ね
じ
式
の
結
合
金
具
の

は
同
令
第
九
条
に
規
定
す
る
ね
じ
式
差
し
口

技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
四
年
自
治
省
令
第
三
号
。
以
下
「

ね
じ
式
結
合
金
具
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
差
し
口
に
適

に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

第
十
一

消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
の
構
造
及
び
機
能

第
十
一

消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
の
構
造
及
び
機
能

消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
の
構
造
及
び
機
能
は
、

消
防
用
ホ
ー
ス
及
び
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
の
構
造
及
び
機
能
は
、
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次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

耐
圧
試
験

㈠
の
試
験
を
行
っ
た
後
に
、
平
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の

㈡

耐
圧
試
験

㈠
の
試
験
を
行
っ
た
後
に
、
平
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の

に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和

に
あ
っ
て
は
消
防
用
ホ
ー
ス
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成

四
十
三
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
第
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

保
形
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
四
十
一
条
の
規
定
の

保
形
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
二
十
四
条
の
規
定
の

例
に
よ
り
耐
圧
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
ず
れ
、
著
し
い
変
形
、
漏
水

例
に
よ
り
耐
圧
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
ず
れ
、
著
し
い
変
形
、
漏
水

等
が
生
じ
ず
、
濡
れ
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
三
十

等
が
生
じ
ず
、
濡
れ
ホ
ー
ス
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
四
十

条

の
規
定
の
例
に
よ
り
耐
圧
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
ず
れ
、
著
し

二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
耐
圧
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
ず
れ
、
著
し

い
変
形
等
が
生
じ
な
い
こ
と
。

い
変
形
等
が
生
じ
な
い
こ
と
。

第
十
二

ノ
ズ
ル
の
構
造
及
び
機
能

第
十
二

ノ
ズ
ル
の
構
造
及
び
機
能

ノ
ズ
ル
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ノ
ズ
ル
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
防
用
ホ
ー
ス
に
結
合
す
る
部
分
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
と

一

消
防
用
ホ
ー
ス
に
結
合
す
る
部
分
は
、
消
防
用
ホ
ー
ス
用
結
合
金
具
と

し
、
差
込
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
差
込
式
結
合
金
具
規
格
省
令
第
六
条
に

し
、
差
込
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
結
合
金
具
規
格
省
令
第
八
条
に
規
定
す

規
定
す
る
受
け
口
に
、
ね
じ
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
ね
じ
式
結
合
金
具
省

る
差
込
式
受
け
口
に
、
ね
じ
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
同
令
第
十
条
に
規
定

令
第
六
条
に
規
定
す
る
受
け
口
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
ね
じ
式
受
け
口

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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○
消
防
庁
告
示
第
三
号

エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い

、
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易
消
火
具
に
関
す
る
件
（
昭
和
五
十
七
年
消
防
庁
告
示
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

消
防
庁
長
官

岡
崎

浩
巳

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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